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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動手段と、その駆動手段の駆動力を伝達する伝達手段と、その伝達手段を介して伝達
される駆動力により回転動作可能であって、外周面に複数の図形が描かれる動作手段と、
を少なくとも備え、前記図形を遊技者が見ることができる態様で構成される遊技機におい
て、
　前記伝達手段は、前記駆動手段の正方向への駆動力を前記動作手段へ伝達する正方向伝
達手段と、
　前記駆動手段の逆方向への駆動力を所定部材へ伝達する逆方向伝達手段と、
　前記駆動手段が正方向への駆動力を発生した場合にはその駆動手段の駆動力の前記正方
向伝達手段への伝達を許容する一方で前記逆方向伝達手段への伝達を遮断し、前記所定部
材を停止させ、前記駆動手段が逆方向への駆動力を発生した場合にはその駆動手段の駆動
力の前記正方向伝達手段への伝達を遮断する一方で前記逆方向伝達手段への伝達を許容し
、前記動作手段を停止させる切換手段と、を備え、
　前記遊技機は、遊技者が前記動作手段と前記所定部材とを同時に見ることができる状態
を形成しうることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　基板ボックスを備えることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、パチンコ機などの遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機において、外周面に複数の図形が描かれた動作手段を備え、その
動作手段を回転させて、動作手段の外周面に描かれた図形を遊技者に視認させる遊技機が
知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２２０２１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、動作手段による演出の変化が乏しく、演出
が単純化するという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、動作手段の演出
を複雑化することができる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、駆動手段と、その駆動手段の駆動
力を伝達する伝達手段と、その伝達手段を介して伝達される駆動力により回転動作可能で
あって、外周面に複数の図形が描かれる動作手段と、を少なくとも備え、前記図形を遊技
者が見ることができる態様で構成される遊技機であって、前記伝達手段は、前記駆動手段
の正方向への駆動力を前記動作手段へ伝達する正方向伝達手段と、前記駆動手段の逆方向
への駆動力を所定部材へ伝達する逆方向伝達手段と、前記駆動手段が正方向への駆動力を
発生した場合にはその駆動手段の駆動力の前記正方向伝達手段への伝達を許容する一方で
前記逆方向伝達手段への伝達を遮断し、前記所定部材を停止させ、前記駆動手段が逆方向
への駆動力を発生した場合にはその駆動手段の駆動力の前記正方向伝達手段への伝達を遮
断する一方で前記逆方向伝達手段への伝達を許容し、前記動作手段を停止させる切換手段
と、を備え、前記遊技機は、遊技者が前記動作手段と前記所定部材とを同時に見ることが
できる状態を形成しうる。
【０００７】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、基板ボックスを備える。
【０００８】
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１記載の遊技機によれば、動作手段の演出を複雑化できる。
【００１０】
　請求項２記載の遊技機によれば、請求項１記載の遊技機の奏する効果に加え、基板ボッ
クスの内部に制御装置を収納することができる。
【００１１】
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図２】パチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図３】パチンコ機の背面図である。
【図４】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】動作ユニットの正面斜視図である。
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【図６】動作ユニットの分解正面斜視図である。
【図７】動作ユニットの正面図である。
【図８】動作ユニットの正面図である。
【図９】回転体昇降ユニットの正面図である。
【図１０】回転体昇降ユニットの分解正面斜視図である。
【図１１】回転体昇降ユニットの分解背面斜視図である。
【図１２】中央ユニットの分解正面斜視図である。
【図１３】中央ユニットの分解背面斜視図である。
【図１４】左ユニットの分解正面斜視図である。
【図１５】左ユニットの分解背面斜視図である。
【図１６】右ユニットの分解正面斜視図である。
【図１７】収容体の分解正面斜視図である。
【図１８】（ａ）は、図１７の矢印ＸＶＩＩＩａ方向視における収容体の側面図であり、
（ｂ）は、図１８（ａ）の矢印ＸＶＩＩＩｂ方向視における収容体の正面図である。
【図１９】第１回転体の分解正面斜視図である。
【図２０】第１回転体および第２回転体の図形の組み合わせを示すテーブルである。
【図２１】第１回転体および第２回転体が回転される際の遷移状態を示す第１回転体およ
び第２回転体の側面模式図である。
【図２２】第１回転体および第２回転体が回転される際の遷移状態を示す第１回転体およ
び第２回転体の側面模式図である。
【図２３】中央遊動ユニットの正面図である。
【図２４】中央遊動ユニットの分解正面斜視図である。
【図２５】中央遊動ユニットの分解背面斜視図である。
【図２６】第１部材の分解正面斜視図である。
【図２７】第１部材の分解背面斜視図である。
【図２８】左右回転ユニットの正面図である。
【図２９】左右回転ユニットの分解正面斜視図である。
【図３０】左右回転ユニットの分解背面斜視図である。
【図３１】（ａ）から（ｃ）は、中央遊動ユニットの正面図である。
【図３２】（ａ）から（ｃ）は、中央遊動ユニットの断面背面図である。
【図３３】（ａ）から（ｃ）は、中央遊動ユニットの正面図である。
【図３４】（ａ）から（ｃ）は、中央遊動ユニットの正面図である。
【図３５】（ａ）から（ｃ）は、中央遊動ユニットの断面背面図である。
【図３６】（ａ）から（ｃ）は、中央遊動ユニットの断面背面図である。
【図３７】（ａ）から（ｃ）は、下降位置に配置された中央遊動ユニットの正面図である
。
【図３８】（ａ）から（ｃ）は、中央遊動ユニットの断面背面図である。
【図３９】（ａ）から（ｃ）は、下降位置に配置された中央遊動ユニットの正面図である
。
【図４０】（ａ）から（ｃ）は、中央遊動ユニットの断面背面図である。
【図４１】（ａ）は、中央遊動ユニットおよび左右回転ユニットの正面図であり、（ｂ）
は、中央遊動ユニット及び左右回転ユニットの上面図であり、（ｃ）は、図４１（ｂ）の
ＸＬＩｃ－ＸＬＩｃ線における中央遊動ユニット及び左右回転ユニットの断面背面図であ
る。
【図４２】（ａ）は、左右センサ装置の正面図であり、（ｂ）は、図４２（ａ）のＸＬＩ
Ｉｂ－ＸＬＩＩｂ線における左右センサ装置の断面図である。
【図４３】（ａ）は、左右センサ装置の正面図であり、（ｂ）は、図４３（ａ）のＸＬＩ
ＩＩｂ－ＸＬＩＩＩｂ線における左右センサ装置の断面図である。
【図４４】（ａ）は、左右センサ装置の正面図であり、（ｂ）は、図４４（ａ）のＸＬＩ
Ｖｂ－ＸＬＩＶｂ線における左右センサ装置の断面図である。



(4) JP 6717395 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

【図４５】（ａ）は、左右センサ装置の正面図であり、（ｂ）は、図４５（ａ）のＸＬＶ
ｂ－ＸＬＶｂ線における左右センサ装置の断面図である。
【図４６】（ａ）及び（ｂ）は、ガラスユニットの板ガラスの部分拡大上面図である。
【図４７】（ａ）は、第２実施形態における収容体の側面図であり、（ｂ）は、図４７（
ａ）の矢印ＸＬＶＩＩｂ方向視における収容体の正面図である。
【図４８】第１回転体および第２回転体の図形の組み合わせを示すテーブルである。
【図４９】第１回転体および第２回転体が回転される際の遷移状態を示す第１回転体およ
び第２回転体の側面模式図である。
【図５０】第１回転体および第２回転体が回転される際の遷移状態を示す第１回転体およ
び第２回転体の側面模式図である。
【図５１】（ａ）は、第３実施形態における収容体の側面図であり、（ｂ）は、図５１（
ａ）の矢印ＬＩｂ方向視における収容体の正面図である。
【図５２】第１回転体および第２回転体の図形の組み合わせを示すテーブルである。
【図５３】第１回転体および第２回転体が回転される際の遷移状態を示す第１回転体およ
び第２回転体の側面模式図である。
【図５４】第１回転体および第２回転体が回転される際の遷移状態を示す第１回転体およ
び第２回転体の側面模式図である。
【図５５】（ａ）は、第４実施形態における中央遊動ユニットの上面図であり、（ｂ）は
、図５５（ａ）の矢印ＬＶｂ方向視における中央遊動ユニットの背面図であふぃ、（ｃ）
は、図５５（ａ）の状態からアーム体が下方へ回転された状態における中央遊動ユニット
の背面図である。
【図５６】（ａ）は、第５実施形態における中央遊動ユニットおよび左右回転ユニットの
正面図であり、（ｂ）は、中央遊動ユニットおよび左右回転ユニットの断面背面図である
。
【図５７】（ａ）は、中央遊動ユニットおよび左右回転ユニットの正面図であり、（ｂ）
は、中央遊動ユニットおよび左右回転ユニットの断面背面図である。
【図５８】第６実施形態における第２回転体の正面分解斜視図である。
【図５９】（ａ）は、図５８の矢印ＬＩＸａ方向視における第２回転体が配設された収容
体の側面図であり、（ｂ）は、図５９（ａ）の矢印ＬＸＩＩｂ方向視における収容体の正
面図であり、（ｃ）は、図５９（ｂ）の矢印ＬＸＩｃ方向視における収容体の側面図であ
り、（ｄ）は、図５９（ａ）における第２回転体の部分拡大側面図であり、（ｅ）は、図
５９（ｃ）における第２回転体の部分拡大側面図である。
【図６０】（ａ）は、第２ギヤが係合片に対して滑る方向に回転する際のセンサ部の出力
電圧を示すタイミングチャートであり、（ｂ）から（ｄ）は、それぞれ図６０（ａ）の状
態における駆動モータの動作状態の一例を示すタイミングチャートであり、（ｅ）は、図
６０（ｂ）に示すタイミングで駆動モータが停止された場合の第２ギヤ及び端面板の正面
図であり、（ｆ）は、図６０（ｃ）に示すタイミングで駆動モータが停止された場合の第
２ギヤ及び端面板の正面図であり、（ｇ）は、図６０（ｄ）に示すタイミングで駆動モー
タが停止された場合の第２ギヤ及び端面板の正面図である。
【図６１】第７実施形態における第１回転体の正面分解斜視図である。
【図６２】（ａ）は、係合部材側から側面視した収容体の側面図であり、（ｂ）は、図６
２（ａ）の矢印ＬＸＩＩｂ方向視における収容体の正面図である。
【図６３】（ａ）、（ｃ）、（ｅ）及び（ｇ）は、駆動側端面板側から軸方向に沿って視
認される第１回転体及び伝達ギヤの側面図であり、（ｂ）は、図６３（ａ）の矢印ＬＸＩ
ＩＩｂ方向視における第１回転体及び伝達ギヤの正面図であり、（ｄ）は、図６３（ｃ）
の矢印ＬＸＩＩＩｄ方向視における第１回転体及び伝達ギヤの正面図であり、（ｆ）は、
図６３（ｅ）の矢印ＬＸＩＩＩｆ方向視における第１回転体及び伝達ギヤの正面図であり
、（ｈ）は、図６３（ｇ）の矢印ＬＸＩＩＩｈ方向視における第１回転体及び伝達ギヤの
正面図である。
【図６４】第８実施形態における収容体及び一対の回転体の正面分解斜視図である。
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【図６５】（ａ）は、図６４の矢印ＬＸＶａ方向視における収容体の側面図であり、（ｂ
）は、図６５（ａ）の矢印ＬＸＶｂ方向視における収容体の正面図である。
【図６６】（ａ）から（ｄ）は、遮蔽装置及び係止装置の側面図である。
【図６７】（ａ）及び（ｂ）は、遮蔽装置及び係止装置の側面図である。
【図６８】第９実施形態における収容体及び一対の回転体の正面分解斜視図である。
【図６９】（ａ）は、図６８の矢印ＬＸＩＸａ方向視における収容体の側面図であり、（
ｂ）は、図６９（ａ）の矢印ＬＸＩＸｂ方向視における収容体の背面図である。
【図７０】（ａ）は、図６８の矢印ＬＸＩＸａ方向視における収容体９３３０の部分拡大
側面図であり、（ｂ）は、図７０（ａ）のＬＸＸｂ－ＬＸＸｂ線における収容体の部分断
面図である。
【図７１】図６８の矢印ＬＸＩＸａ方向視における収容体の側面図である。
【図７２】（ａ）及び（ｂ）は、動作ユニットの部分正面図である。
【図７３】第１０実施形態における中央ユニットの正面分解斜視図である。
【図７４】中央ユニットの背面分解斜視図である。
【図７５】収容体の正面分解斜視図である。
【図７６】収容体及び円弧板部材の上面図である。
【図７７】（ａ）は、収容体及び円弧板部材の上面図であり、（ｂ）は、図７７（ａ）の
ＬＸＸＶＩｂ－ＬＸＸＶＩｂ線における収容体及び円弧板部材の断面図である。
【図７８】（ａ）は、図７５の矢印ＬＸＸＶＩＩＩａ方向視における収容体の側面図であ
り、（ｂ）は、図７８（ａ）の矢印ＬＸＸＶＩＩＩｂ方向視における収容体の正面図であ
る。
【図７９】（ａ）は、上側中間板の底面図であり、（ｂ）は、図７９（ａ）のＬＸＸＩＸ
ｂ－ＬＸＸＩＸｂ線における上側中間板の断面図であり、（ｃ）は、下側中間板の上面図
であり、（ｄ）は、図７９（ｃ）のＬＸＸＩＸｄ－ＬＸＸＩＸｄ線における下側中間板の
断面図である。
【図８０】（ａ）は、反射部材の正面斜視図であり、（ｂ）は、反射部材の接続部分を分
解して図示した反射部材の部分分解正面斜視図である。
【図８１】（ａ）は、図７８（ｂ）のＬＸＸＸＩａ－ＬＸＸＸＩａ線における収容体、下
側中間板、反射部材及び縦軸回転体の断面模式図であり、（ｂ）は、図８１（ａ）の矢印
ＬＸＸＸＩｂ方向視における収容体、下側中間板、反射部材及び縦軸回転体の部分正面図
である。
【図８２】（ａ）は、図７８（ｂ）のＬＸＸＸＩａ－ＬＸＸＸＩａ線における収容体、下
側中間板、反射部材及び縦軸回転体の断面模式図であり、（ｂ）は、図８２（ａ）の矢印
ＬＸＸＸＩＩｂ方向視における収容体、下側中間板、反射部材及び縦軸回転体の部分正面
図である。
【図８３】（ａ）は、図７８（ｂ）のＬＸＸＸＩａ－ＬＸＸＸＩａ線における収容体、下
側中間板、反射部材及び縦軸回転体の断面模式図であり、（ｂ）は、図８３（ａ）の矢印
ＬＸＸＸＩＩＩｂ方向視における収容体、下側中間板、反射部材及び縦軸回転体の部分正
面図である。
【図８４】（ａ）及び（ｂ）は、収容体の上面図であり、（ｃ）は、図８４（ａ）の矢印
ＬＸＸＸＩＶｃ方向視における収容体の正面図であり、（ｄ）は、図８４（ｂ）の矢印Ｌ
ＸＸＸＩＶｄ方向視における収容体の正面図である。
【図８５】（ａ）は、第１１実施形態における収容体の正面図であり、（ｂ）は、収容体
の側壁体を正面へ向けた姿勢における収容体の正面図である。
【図８６】（ａ）から（ｄ）は、収容体の上面図である。
【図８７】（ａ）から（ｃ）は、第１２実施形態における第１回転体の外観図である。
【図８８】（ａ）から（ｃ）は、第２回転体の外観図である。
【図８９】（ａ）から（ｃ）は、一対の回転体の外観図である。
【図９０】（ａ）から（ｃ）は、一対の回転体の外観図である。
【図９１】（ａ）から（ｃ）は、第１３実施形態における第１回転体の外観図である。
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【図９２】（ａ）から（ｃ）は、収容体の側面図である。
【図９３】（ａ）及び（ｂ）は、一対の回転体の正面図である。
【図９４】（ａ）から（ｃ）は、収容体の側面図である。
【図９５】（ａ）及び（ｂ）は、第１４実施形態における収容体及び連結部材の側面図で
ある。
【図９６】（ａ）から（ｄ）は、第１５実施形態における収容体の部分側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図１から図３
９を参照し、第１実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」
という）１０に適用した場合の一実施形態について説明する。図１は、第１実施形態にお
けるパチンコ機１０の正面図であり、図２はパチンコ機１０の遊技盤１３の正面図であり
、図３はパチンコ機１０の背面図である。
【００１４】
　図１に示すように、パチンコ機１０は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成
される外枠１１と、その外枠１１と略同一の外形形状に形成され外枠１１に対して開閉可
能に支持された内枠１２とを備えている。外枠１１には、内枠１２を支持するために正面
視（図１参照）左側の上下２カ所に金属製のヒンジ１８が取り付けられ、そのヒンジ１８
が設けられた側を開閉の軸として内枠１２が正面手前側へ開閉可能に支持されている。
【００１５】
　内枠１２には、多数の釘や入賞口６３，６４等を有する遊技盤１３（図２参照）が裏面
側から着脱可能に装着される。この遊技盤１３の前面を球（遊技球）が流下することによ
り弾球遊技が行われる。なお、内枠１２には、球を遊技盤１３の前面領域に発射する球発
射ユニット１１２ａ（図４参照）やその球発射ユニット１１２ａから発射された球を遊技
盤１３の前面領域まで誘導する発射レール（図示せず）等が取り付けられている。
【００１６】
　内枠１２の前面側には、その前面上側を覆う前面枠１４と、その下側を覆う下皿ユニッ
ト１５とが設けられている。前面枠１４および下皿ユニット１５を支持するために正面視
（図１参照）左側の上下２カ所に金属製のヒンジ１９が取り付けられ、そのヒンジ１９が
設けられた側を開閉の軸として前面枠１４および下皿ユニット１５が正面手前側へ開閉可
能に支持されている。なお、内枠１２の施錠と前面枠１４の施錠とは、シリンダ錠２０の
鍵穴２１に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。
【００１７】
　前面枠１４は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部
には略楕円形状に開口形成された窓部１４ｃが設けられている。前面枠１４の裏面側には
２枚の板ガラス１６ａを有するガラスユニット１６が配設され、そのガラスユニット１６
を介して遊技盤１３の前面がパチンコ機１０の正面側に視認可能となっている。
【００１８】
　前面枠１４には、球を貯留する上皿１７が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形
成されており、この上皿１７に賞球や貸出球などが排出される。上皿１７の底面は正面視
（図１参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿１７に投入された球が球
発射ユニット１１２ａ（図４参照）へと案内される。また、上皿１７の上面には、枠ボタ
ン２２が設けられている。この枠ボタン２２は、例えば、第３図柄表示装置８１（図２参
照）で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したり
する場合などに、遊技者により操作される。
【００１９】
　前面枠１４には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けら
れている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に
応じて、点灯又は点滅することにより発光態様が変更制御され、遊技中の演出効果を高め
る役割を果たす。窓部１４ｃの周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部２９～３
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３が設けられている。パチンコ機１０においては、これら電飾部２９～３３が大当たりラ
ンプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するＬＥＤの点
灯や点滅によって各電飾部２９～３３が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或い
は大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、前面枠１４の正面視（図１
参照）左上部には、ＬＥＤ等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを
表示可能な表示ランプ３４が設けられている。
【００２０】
　また、右側の電飾部３２下側には、前面枠１４の裏面側を視認できるように裏面側より
透明樹脂を取り付けて小窓３５が形成され、遊技盤１３前面の貼着スペースＫ１（図２参
照）に貼付される証紙等がパチンコ機１０の前面から視認可能とされている。また、パチ
ンコ機１０においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部２９～３３の周りの領
域にクロムメッキを施したＡＢＳ樹脂製のメッキ部材３６が取り付けられている。
【００２１】
　窓部１４ｃの下方には、貸球操作部４０が配設されている。貸球操作部４０には、度数
表示部４１と、球貸しボタン４２と、返却ボタン４３とが設けられている。パチンコ機１
０の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等
を投入した状態で貸球操作部４０が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる
。具体的には、度数表示部４１はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵され
たＬＥＤが点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン４２は、カー
ド等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり
、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿１７に供給される。返却ボタン４
３は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カー
ドユニットを介さずに球貸し装置等から上皿１７に球が直接貸し出されるパチンコ機、い
わゆる現金機では貸球操作部４０が不要となるが、この場合には、貸球操作部４０の設置
部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用
いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。
【００２２】
　上皿１７の下側に位置する下皿ユニット１５には、その中央部に上皿１７に貯留しきれ
なかった球を貯留するための下皿５０が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿５
０の右側には、球を遊技盤１３の前面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハ
ンドル５１が配設される。
【００２３】
　操作ハンドル５１の内部には、球発射ユニット１１２ａの駆動を許可するためのタッチ
センサ５１ａと、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ５１
ｂと、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変
抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル５１が遊技者によって右回りに
回動操作されると、タッチセンサ５１ａがオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操
作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射
され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤１３の前面へ球が打ち込まれる
。また、操作ハンドル５１が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセン
サ５１ａおよび発射停止スイッチ５１ｂがオフとなっている。
【００２４】
　下皿５０の正面下方部には、下皿５０に貯留された球を下方へ排出する際に操作するた
めの球抜きレバー５２が設けられている。この球抜きレバー５２は、常時、右方向に付勢
されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿５０の底面に形
成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレ
バー５２の操作は、通常、下皿５０の下方に下皿５０から排出された球を受け取る箱（一
般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿５０の右方には、上述したよ
うに操作ハンドル５１が配設され、下皿５０の左方には灰皿５３が取り付けられている。
【００２５】
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　図２に示すように、遊技盤１３は、正面視略正方形状に切削加工したベース板６０に、
球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、レール６１，６２、一般入賞口６３、第１
入賞口６４、第２入賞口６４０、第３入賞口８２、可変入賞装置６５、第１スルーゲート
６６、第２スルーゲート６７、可変表示装置ユニット８０等を組み付けて構成され、その
周縁部が内枠１２（図１参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板６０は薄い板材を張
り合わせた木材からなり、その正面側からベース板６０の背面側に配設された各種構造体
を遊技者に目視できないように形成される。一般入賞口６３、第１入賞口６４、第２入賞
口６４０、第３入賞口８２、可変入賞装置６５、可変表示装置ユニット８０は、ルータ加
工によってベース板６０に形成された貫通穴に配設され、遊技盤１３の前面側からタッピ
ングネジ等により固定されている。
【００２６】
　遊技盤１３の前面中央部分は、前面枠１４の窓部１４ｃ（図１参照）を通じて内枠１２
の前面側から視認することができる。以下に、主に図２を参照して、遊技盤１３の構成に
ついて説明する。
【００２７】
　遊技盤１３の前面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール６２
が植立され、その外レール６２の内側位置には外レール６２と同様に帯状の金属板で形成
した円弧状の内レール６１が植立される。この内レール６１と外レール６２とにより遊技
盤１３の前面外周が囲まれ、遊技盤１３とガラスユニット１６（図１参照）とにより前後
が囲まれることにより、遊技盤１３の前面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域
が形成される。遊技領域は、遊技盤１３の前面であって２本のレール６１，６２とレール
間を繋ぐ樹脂製の外縁部材７３とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、
発射された球が流下する領域）である。
【００２８】
　２本のレール６１，６２は、球発射ユニット１１２ａ（図４参照）から発射された球を
遊技盤１３上部へ案内するために設けられたものである。内レール６１の先端部分（図２
の左上部）には戻り球防止部材６８が取り付けられ、一旦、遊技盤１３の上部へ案内され
た球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール６２の先端
部（図２の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム６９が取り付けら
れ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム６９に当たって、勢いが減衰されつつ中
央部側へ跳ね返される。
【００２９】
　遊技領域の正面視左側下部（図２の左側下部）には、発光手段である複数のＬＥＤおよ
び７セグメント表示器を備える第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂが配設されている。第１
図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、主制御装置１１０（図４参照）で行われる各制御に応じ
た表示がなされるものであり、主にパチンコ機１０の遊技状態の表示が行われる。本実施
形態では、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、球が、第１入賞口６４へ入賞したか、第
２入賞口６４０および第３入賞口８２へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成さ
れている。具体的には、球が、第１入賞口６４へ入賞した場合には、第１図柄表示装置３
７Ａが作動し、一方で、球が、第２入賞口６４０および第３入賞口８２へ入賞した場合に
は、第１図柄表示装置３７Ｂが作動するように構成されている。
【００３０】
　また、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、ＬＥＤにより、パチンコ機１０が確変中か
時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態によ
り示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外
れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、７セ
グメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のＬ
ＥＤは、それぞれのＬＥＤの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その
発光色の組み合わせにより、少ないＬＥＤでパチンコ機１０の各種遊技状態を示唆するこ
とができる。
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【００３１】
　なお、本パチンコ機１０では、第１入賞口６４，第２入賞口６４０，第３入賞口８２，
のいずれかに入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機１０は、その抽
選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定
した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、１
５Ｒ確変大当たり、４Ｒ確変大当たり、１５Ｒ通常大当たりが用意されている。第１図柄
表示装置３７Ａ，３７Ｂには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりである
か否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示
される。
【００３２】
　ここで、「１５Ｒ確変大当たり」とは、最大ラウンド数が１５ラウンドの大当たりの後
に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「４Ｒ確変大当たり」とは、最大ラ
ウンド数が４ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである
。また、「１５Ｒ通常大当たり」は、最大ラウンド数が１５ラウンドの大当たりの後に、
低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、１００変動回数）は時短状
態となる大当たりのことである。
【００３３】
　また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率が
アップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態
へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中）は、後
述する第２図柄の当たり確率がアップして第２入賞口６４０および第３入賞口８２へ球が
入賞し易い遊技の状態を含む。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確
率が通常の状態、即ち、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状
態」のうちの時短状態（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当た
り確率がそのままで第２図柄の当たり確率のみがアップして第２入賞口６４０および第３
入賞口８２へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチンコ機１０が通常中と
は、確変中でも時短中でもない遊技の状態（大当たり確率も第２図柄の当たり確率もアッ
プしていない状態）である。
【００３４】
　確変中や時短中は、第２図柄の当たり確率がアップするだけではなく、第２入賞口６４
０および第３入賞口８２に付随する第１電動役物６４０ａおよび第２電動役物８２ａが開
放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が設定される。第１電動役物６４０ａ
および第２電動役物８２ａが開放された状態（開放状態）にある場合は、その第１電動役
物６４０ａおよび第２電動役物８２ａが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して
、第２入賞口６４０および第３入賞口８２へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変
中や時短中は、第２入賞口６４０および第３入賞口８２へ球が入賞し易い状態となり、大
当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。
【００３５】
　なお、確変中や時短中において、第２入賞口６４０および第３入賞口８２に付随する第
１電動役物６４０ａおよび第２電動役物８２ａの開放時間を変更するのではなく、または
、その開放時間を変更することに加えて、１回の当たりで第１電動役物６４０ａおよび第
２電動役物８２ａが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。ま
た、確変中や時短中において、第２図柄の当たり確率は変更せず、第２入賞口６４０およ
び第３入賞口８２に付随する第１電動役物６４０ａおよび第２電動役物８２ａが開放され
る時間および１回の当たりで第１電動役物６４０ａ及び第２電動役物８２ａが開放する回
数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第２
入賞口６４０および第３入賞口８２に付随する第１電動役物６４０ａおよび第２電動役物
８２ａが開放される時間や、１回の当たりで第１電動役物６４０ａおよび第２電動役物８
２を開放する回数はせず、第２図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう
変更するものであってもよい。
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【００３６】
　遊技領域には、球が入賞することにより５個から１５個の球が賞球として払い出される
複数の一般入賞口６３が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置
ユニット８０が配設されている。可変表示装置ユニット８０には、第１入賞口６４、第２
入賞口６４０、第３入賞口８２のいずれかの入賞（始動入賞）をトリガとして、第１図柄
表示装置３７Ａ，３７Ｂにおける変動表示と同期させながら、第３図柄の変動表示を行う
液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第３図柄表示装置８１と
、第１スルーゲート６６および第２スルーゲート６７の球の通過をトリガとして第２図柄
を変動表示するＬＥＤで構成される第２図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。
【００３７】
　また、可変表示装置ユニット８０には、第３図柄表示装置８１の外周を囲むようにして
、センターフレーム８６が配設されている。このセンターフレーム８６の中央に開口され
る開口部から第３図柄表示装置８１が視認可能とされる。また、後述する回転体昇降ユニ
ット３００，中央遊動ユニット４００および左右回転ユニット５００が動作されると、そ
れらの相対変位部材４５０や従動部材５６０の少なくとも一部がセンターフレーム８６の
開口部内に張り出し、開口部を介して視認可能とされる。
【００３８】
　第３図柄表示装置８１は９インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるもので
あり、表示制御装置１１４（図４参照）によって表示内容が制御されることにより、例え
ば上、中および下の３つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第３図柄）によ
って構成され、これらの第３図柄が図柄列毎に横スクロールして第３図柄表示装置８１の
表示画面上にて第３図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第３図柄表示
装置８１は、主制御装置１１０（図４参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第１図柄表
示装置３７Ａ，３７Ｂで行われるのに対して、その第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂの表
示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を
用いて第３図柄表示装置８１を構成するようにしても良い。
【００３９】
　第２図柄表示装置は、球が第１スルーゲート６６および第２スルーゲート６７を通過す
る毎に表示図柄（第２図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定
時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機１０では、球が第１スルー
ゲート６６および第２スルーゲート６７を通過したことが検出されると、当たり抽選が行
われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第２図柄表示装置において、第２図柄
の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば
、第２図柄表示装置において、第３図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。
【００４０】
　パチンコ機１０は、第２図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態におい
ては「○」の図柄）で停止した場合に、第２入賞口６４０および第３入賞口８２に付随さ
れた第１電動役物６４０ａおよび第２電動役物８２ａが所定時間だけ作動状態となる（開
放される）よう構成されている。
【００４１】
　第２図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中または時
短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中および時短中は、第２図柄の
変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。
よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第２入賞口６４０および第
３入賞口８２の第１電動役物６４０ａおよび第２電動役物８２ａが開放状態となる機会を
遊技者に多く与えることができる。よって、確変中および時短中は、第２入賞口６４０お
よび第３入賞口８２へ球が入賞しやすい状態とすることができる。
【００４２】
　なお、確変中または時短中において、当たり確率を高める、１回に当たりに対する第１
電動役物６４０ａおよび第２電動役物８２ａの開放時間や開放回数を増やすなど、その他
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の方法によっても、確変中または時短中に第２入賞口６４０および第３入賞口へ球が入賞
しやすい状態としている場合は、第２図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわら
ず一定としてもよい。一方、第２図柄の変動表示にかかる時間を、確変中または時短中に
おいて通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にして
もよいし、また、１回の当たりに対する第１電動役物６４０ａおよび第２電動役物８２ａ
の開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。
【００４３】
　第１スルーゲート６６は、可変表示装置ユニット８０の左側の領域において遊技盤に組
み付けられ、第２スルーゲート６７は、可変表示装置ユニット８０の右側の領域において
遊技盤に組み付けられる。第１スルーゲート６６および第２スルーゲート６７は、遊技盤
に発射された球のうち、遊技盤を流下する球の一部が通過可能に構成されている。第１ス
ルーゲート６６および第２スルーゲート６７を球が通過すると、第２図柄の当たり抽選が
行われる。当たり抽選の後、第２図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が
当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が
外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。
【００４４】
　球の第１スルーゲート６６および第２スルーゲート６７の通過回数は、合計で最大４回
まで保留され、その保留球数が上述した第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにより表示され
ると共に第２図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第２図柄保留ラン
プは、最大保留数分の４つ設けられ、第３図柄表示装置８１の下方に左右対称に配設され
ている。
【００４５】
　なお、第２図柄の変動表示は、本実施形態のように、第２図柄表示装置において複数の
ランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第１図柄表示装置３７Ａ，
３７Ｂおよび第３図柄表示装置８１の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第
２図柄保留ランプの点灯を第３図柄表示装置８１の一部で行うようにしても良い。また、
第１スルーゲート６６および第２スルーゲート６７の球の通過に対する最大保留球数は４
回に限定されるものでなく、３回以下、又は、５回以上の回数（例えば、８回）に設定し
ても良い。また、スルーゲートの組み付け数は２つに限定されるものではなく、３つ以上
の複数であっても良い。また、スルーゲートの組み付け位置は可変表示装置ユニット８０
の左右両側に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット８０の下方でも良
い。また、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにより保留球数が示されるので、第２図柄保
留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。
【００４６】
　可変表示装置ユニット８０の下方には、球が入賞し得る第１入賞口６４が配設されてい
る。この第１入賞口６４へ球が入賞すると遊技盤１３の裏面側に設けられる第１入賞口ス
イッチ（図示せず）がオンとなり、その第１入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置
１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第１図柄表
示装置３７Ａで示される。
【００４７】
　一方、第１入賞口６４の正面視下方には、球が入賞し得る第２入賞口６４０が配設され
ている。また、第１入賞口６４の正面視右方には、第３入賞口８２が配設されている。こ
れら、第２入賞口６４０および第３入賞口８２へ球が入賞すると遊技盤１３の裏面側に設
けられる第２入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第２入賞口スイッチのオン
に起因して主制御装置１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応
じた表示が第１図柄表示装置３７Ｂで示される。
【００４８】
　また、第１入賞口６４，第２入賞口６４０，第３入賞口８２は、それぞれ、球が入賞す
ると５個の球が賞球として払い出される入賞口の１つにもなっている。なお、本実施形態
においては、第１入賞口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第２入賞口６４
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０および第３入賞口８２へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが
、第１入賞口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第２入賞口６４０および第
３入賞口８２へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第１入賞
口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を３個とし、第２入賞口６４０および第
３入賞口８２へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を５個として構成してもよい。
【００４９】
　第２入賞口６４０には第１電動役物６４０ａが付随されている。この第１電動役物６４
０ａは開閉可能に構成されており、通常は第１電動役物６４０ａが閉鎖状態（縮小状態）
となって、球が第２入賞口６４０へ入賞しにくい状態となっている。一方、第１スルーゲ
ート６６への球の通過を契機として行われる第２図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が
第２図柄表示装置に表示された場合、第１電動役物６４０ａが開放状態（拡大状態）とな
り、球が第２入賞口６４０へ入賞しやすい状態となる。
【００５０】
　また、第３入賞口８２には第２電動役物８２ａが付随されている。この第２電動役物８
２ａは開閉可能に構成されており、通常は第２電動役物８２ａが閉鎖状態（縮小状態）と
なって、球が第３入賞口８２へと入賞しにくい状態となっている。一方、第２スルーゲー
ト６７への球の通過を契機として行われる第２図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第
２図柄表示装置に表示された場合、第２電動役物８２ａが開放状態（拡大状態）となり、
球が第３入賞口８２へ入賞しやすい状態となる。
【００５１】
　上述した通り、確変中および時短中は、通常中と比して第２図柄の当たり確率が高く、
また、第２図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第２図柄の変動表示において「○」
の図柄が表示され易くなって、第１電動役物６４０ａおよび第２電動役物８２ａが開放状
態（拡大状態）となる回数が増える。更に、確変中または時短中は、第１電動役物６４０
ａおよび第２電動役物８２ａが開放される時間も、通常中より長くなる。よって、確変中
または時短中は、通常時と比して、第２入賞口６４０および第３入賞口８２へ球が入賞し
やすい状態を作ることができる。
【００５２】
　ここで、第１入賞口６４に球が入賞した場合と第２入賞口６４０および第３入賞口８２
へ球が入賞した場合とで、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも
同一である。しかしながら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として１
５Ｒ確変大当たりとなる確率は、第２入賞口６４０および第３入賞口８２へ球が入賞した
場合のほうが第１入賞口６４へ球が入賞した場合よりも高く設定されている。一方、第１
入賞口６４は、第２入賞口６４０および第３入賞口８２にあるような第１電動役物６４０
ａおよび第２電動役物８２ａは有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。
【００５３】
　よって、通常中においては、第２入賞口６４０および第３入賞口８２に付随する電動役
物が閉鎖状態にある場合が多く、第２入賞口６４０および第３入賞口８２に入賞しづらい
ので、電動役物のない第１入賞口６４へ向けて、可変表示装置ユニット８０の左方を球が
通過するように球を発射し（所謂「左打ち」）、第１入賞口６４への入賞によって大当た
り抽選の機会を多く得て、大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる
。
【００５４】
　一方、確変中や時短中は、第２スルーゲート６７に球を通過させることで、第３入賞口
８２に付随する第２電動役物８２ａが開放状態となりやすく、第３入賞口８２に入賞しや
すい状態であるので、第３入賞口８２へ向けて、可変表示装置８０の右方を球が通過する
ように球を発射し（所謂「右打ち」）、第２スルーゲート６７を通過させて第２電動役物
８２ａを開放状態にすると共に、第３入賞口８２への入賞によって１５Ｒ確変大当たりと
なることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。
【００５５】
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　このように、本実施形態のパチンコ機１０は、パチンコ機１０の遊技状態（確変中であ
るか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「
左打ち」と「右打ち」とに変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち
方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。
【００５６】
　なお、上記した形態に限らず、第１スルーゲート６６および第２スルーゲート６７のど
ちらかは、球が通過した場合、第２図柄とは別の図柄の当たり抽選をしてもよく、その別
の図柄の抽選によって、第３入賞口８２に付随する第２電動役物８２ａまたは、第２入賞
口６４０に付随する第１電動役物６４０ａが開放状態に変位するものとしてもよい。この
場合、第１スルーゲート６６と第２スルーゲート６７に球が通過することで抽選する図柄
は異なるため、第１スルーゲート６６および第２スルーゲート６７を球が通過して開放す
る電動役物はどちらか一方ずつに選択されることになる。
【００５７】
　これにより、例えば、第２図柄に当たりが選択されると第２電動役物８２ａが開放する
とした場合、球を右打ちして第２スルーゲート６７を通過させると、第２図柄が抽選され
、第２図柄の抽選に当たりが選択されると第２電動役物８２ａが開放し、球を左打ちして
第１スルーゲート６６を通過させると、第２図柄とは別の図柄が抽選され、第２図柄とは
別の図柄に当たりが選択されると第１電動役物６４０ａが開放する遊技状態とできる。
【００５８】
　よって、確変中に第２図柄の抽選が当たり易い遊技状態とし、時短中には第２図柄とは
別の図柄が当たりやすい遊技状態とすると、確変中は、右打ちして第２スルーゲート６７
を通過させ第２電動役物８２ａを開放して球を入賞させ易い遊技状態と、時短中は、左打
ちして第１スルーゲート６６を通過させ第１電動役物を開放して球を入賞し易い遊技状態
にできる。そのため、通常中と時短中と確変中の遊技状態をそれぞれ違った遊技状態にで
きるので、遊技者にそれぞれの遊技状態を楽しませることができる。
また、他には、第２図柄に当たりが選択されると第２電動役物８２ａが開放するとした場
合、球を右打ちして第２スルーゲート６７を通過させると、第２図柄とは別の図柄が抽選
され、第２図柄とは別の図柄の抽選に当たりが選択されると第１電動役物６４０ａが開放
し、球を左打ちして第１スルーゲート６６を通過させると、第２図柄が抽選され、第２図
柄に当たりが選択されると第２電動役物８２ａが開放する遊技状態にもできる。
この場合は、確変中および時短中にかかわらず、右打ちして球が第２スルーゲート６７を
通過すると第１電動役物を開放し、球を第２入賞口６４０に入賞し易い遊技状態と、左打
ちして球が第１スルーゲート６６を通過すると第２電動役物８２ａを開放し球を第３入賞
口８２に入賞し易い遊技状態とできる。よって、遊技者は、右打ちから左打ちまたは、左
打ちから右打ちといった打ち方の変更をする必要がある。そのため、遊技者に対して、随
時打ち方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。
【００５９】
　第１入賞口６４の右側には可変入賞装置６５が配設されており、その略中央部分に横長
矩形状の特定入賞口（大開放口）６５ａが設けられている。パチンコ機１０においては、
第１入賞口６４，第２入賞口６４，第３入賞口８２，のいずれかの入賞に起因して行われ
た大当たり抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの
停止図柄となるよう第１図柄表示装置３７Ａ又は第１図柄表示装置３７Ｂを点灯させると
共に、その大当たりに対応した停止図柄を第３図柄表示装置８１に表示させて、大当たり
の発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移
する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口６５ａが、所定時
間（例えば、３０秒経過するまで、或いは、球が１０個入賞するまで）開放される。
【００６０】
　この特定入賞口６５ａは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特
定入賞口６５ａが所定時間開放される。この特定入賞口６５ａの開閉動作は、最高で例え
ば１５回（１５ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態
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が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊
技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。
【００６１】
　可変入賞装置６５は、具体的には、特定入賞口６５ａを覆う横長矩形状の開閉板と、そ
の開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図示せず）
とを備えている。特定入賞口６５ａは、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉
状態になっている。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を前面下側に
傾倒し、球が特定入賞口６５ａに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通
常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。
【００６２】
　なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口６５ａとは
別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにおいて大
当たりに対応したＬＥＤが点灯した場合に、特定入賞口６５ａが所定時間開放され、その
特定入賞口６５ａの開放中に、球が特定入賞口６５ａ内へ入賞することを契機として特定
入賞口６５ａとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特
別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口６５ａは１つに限るもの
ではなく、１つ若しくは２以上の複数（例えば３つ）配置しても良く、また配置位置も第
１入賞口６４の上方右側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット８０の左方でも良い。
【００６３】
　遊技盤１３の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペ
ースＫ１が設けられ、貼着スペースＫ１に貼られた証紙等は、前面枠１４の小窓３５（図
１参照）を通じて視認することができる。
【００６４】
　遊技盤１３には、第１アウト口７１が設けられている。遊技領域を流下する球であって
、いずれの入賞口６３，６４，６５ａ，６４０，８２，にも入賞しなかった球は、第１ア
ウト口７１を通って図示しない球排出路へと案内される。第１アウト口７１は、第１入賞
口６４の下方に配設される。
【００６５】
　遊技盤１３には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されてい
るとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。
【００６６】
　図３に示すように、パチンコ機１０の背面側には、制御基板ユニット９０，９１と、裏
パックユニット９４とが主に備えられている。制御基板ユニット９０は、主基板（主制御
装置１１０）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置１１３）と表示制御基板（表示
制御装置１１４）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット９１は、払出
制御基板（払出制御装置１１１）と発射制御基板（発射制御装置１１２）と電源基板（電
源装置１１５）とカードユニット接続基板１１６とが搭載されてユニット化されている。
【００６７】
　裏パックユニット９４は、保護カバー部を形成する裏パック９２と払出ユニット９３と
がユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る１チップマイコンとして
のＭＰＵ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間
計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載
されている。
【００６８】
　なお、主制御装置１１０、音声ランプ制御装置１１３および表示制御装置１１４、払出
制御装置１１１および発射制御装置１１２、電源装置１１５、カードユニット接続基板１
１６は、それぞれ基板ボックス１００～１０４に収納されている。基板ボックス１００～
１０４は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えて
おり、そのボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板
が収納される。
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【００６９】
　また、基板ボックス１００（主制御装置１１０）および基板ボックス１０２（払出制御
装置１１１および発射制御装置１１２）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユ
ニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、
ボックスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに
亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成
されており、基板ボックス１００，１０２を開封するために封印シールを剥がそうとした
り、基板ボックス１００，１０２を無理に開封しようとすると、ボックスベース側とボッ
クスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、
基板ボックス１００，１０２が開封されたかどうかを知ることができる。
【００７０】
　払出ユニット９３は、裏パックユニット９４の最上部に位置して上方に開口したタンク
１３０と、タンク１３０の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール
１３１と、タンクレール１３１の下流側に縦向きに連結されるケースレール１３２と、ケ
ースレール１３２の最下流部に設けられ、払出モータ２１６（図４参照）の所定の電気的
構成により球の払出を行う払出装置１３３とを備えている。タンク１３０には、遊技ホー
ルの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置１３３により必要個数の球の払い
出しが適宜行われる。タンクレール１３１には、当該タンクレール１３１に振動を付加す
るためのバイブレータ１３４が取り付けられている。
【００７１】
　また、払出制御装置１１１には状態復帰スイッチ１２０が設けられ、発射制御装置１１
２には可変抵抗器の操作つまみ１２１が設けられ、電源装置１１５にはＲＡＭ消去スイッ
チ１２２が設けられている。状態復帰スイッチ１２０は、例えば、払出モータ２１６（図
４参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）す
るために操作される。操作つまみ１２１は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操
作される。ＲＡＭ消去スイッチ１２２は、パチンコ機１０を初期状態に戻したい場合に電
源投入時に操作される。
【００７２】
　次に、図４を参照して、本パチンコ機１０の電気的構成について説明する。図４は、パ
チンコ機１０の電気的構成を示すブロック図である。
【００７３】
　主制御装置１１０には、演算装置である１チップマイコンとしてのＭＰＵ２０１が搭載
されている。ＭＰＵ２０１には、該ＭＰＵ２０１により実行される各種の制御プログラム
や固定値データを記憶したＲＯＭ２０２と、そのＲＯＭ２０２内に記憶される制御プログ
ラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２０３
と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されてい
る。主制御装置１１０では、ＭＰＵ２０１によって、大当たり抽選や第１図柄表示装置３
７Ａ，３７Ｂおよび第３図柄表示装置８１における表示の設定、第２図柄表示装置におけ
る表示結果の抽選といったパチンコ機１０の主要な処理を実行する。
【００７４】
　なお、払出制御装置１１１や音声ランプ制御装置１１３などのサブ制御装置に対して動
作を指示するために、主制御装置１１０から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送
受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置１１０からサブ制御装置
へ一方向にのみ送信される。
【００７５】
　ＲＡＭ２０３は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、ＭＰＵ２０１の内部レジスタ
の内容やＭＰＵ２０１により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるス
タックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値が記憶される作業エリア（
作業領域）とを有している。なお、ＲＡＭ２０３は、パチンコ機１０の電源の遮断後にお
いても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）
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できる構成となっており、ＲＡＭ２０３に記憶されるデータは、すべてバックアップされ
る。
【００７６】
　停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下
同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がＲＡＭ２０３に記憶される。一方、電源
投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、ＲＡＭ２０３に記憶される情
報に基づいて、パチンコ機１０の状態が電源遮断前の状態に復帰される。ＲＡＭ２０３へ
の書き込みはメイン処理（図示せず）によって電源遮断時に実行され、ＲＡＭ２０３に書
き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。な
お、ＭＰＵ２０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電
源遮断時に、停電監視回路２５２からの停電信号ＳＧ１が入力されるように構成されてお
り、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２０１へ入力されると、停電時処理としてのＮＭＩ割込
処理（図示せず）が即座に実行される。
【００７７】
　主制御装置１１０のＭＰＵ２０１には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバ
スライン２０４を介して入出力ポート２０５が接続されている。入出力ポート２０５には
、払出制御装置１１１、音声ランプ制御装置１１３、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂ、
第２図柄表示装置、第２図柄保留ランプ、特定入賞口６５ａの開閉板の下辺を軸として前
方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドな
どからなるソレノイド２０９が接続され、ＭＰＵ２０１は、入出力ポート２０５を介して
これらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。
【００７８】
　また、入出力ポート２０５には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサ
Ｓや回転位置検出センサＲを含むセンサ群などからなる各種スイッチ２０８、電源装置１
１５に設けられた後述のＲＡＭ消去スイッチ回路２５３が接続され、ＭＰＵ２０１は各種
スイッチ２０８から出力される信号や、ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３より出力されるＲ
ＡＭ消去信号ＳＧ２に基づいて各種処理を実行する。
【００７９】
　払出制御装置１１１は、払出モータ２１６を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行う
ものである。演算装置であるＭＰＵ２１１は、そのＭＰＵ２１１により実行される制御プ
ログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ２１２と、ワークメモリ等として使用される
ＲＡＭ２１３とを有している。
【００８０】
　払出制御装置１１１のＲＡＭ２１３は、主制御装置１１０のＲＡＭ２０３と同様に、Ｍ
ＰＵ２１１の内部レジスタの内容やＭＰＵ２１１により実行される制御プログラムの戻り
先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値
が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。ＲＡＭ２１３は、パチンコ機１０
の電源の遮断後においても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保
持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ２１３に記憶されるデータは、すべ
てバックアップされる。なお、主制御装置１１０のＭＰＵ２０１と同様、ＭＰＵ２１１の
ＮＭＩ端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路２５２から停電信号ＳＧ
１が入力されるように構成されており、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２１１へ入力される
と、停電時処理としてのＮＭＩ割込処理（図示せず）が即座に実行される。
【００８１】
　払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１には、アドレスバスおよびデータバスで構成される
バスライン２１４を介して入出力ポート２１５が接続されている。入出力ポート２１５に
は、主制御装置１１０や払出モータ２１６、発射制御装置１１２などがそれぞれ接続され
ている。また、図示はしないが、払出制御装置１１１には、払い出された賞球を検出する
ための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置
１１１に接続されるが、主制御装置１１０には接続されていない。



(17) JP 6717395 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

【００８２】
　発射制御装置１１２は、主制御装置１１０により球の発射の指示がなされた場合に、操
作ハンドル５１の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット１１２
ａを制御するものである。球発射ユニット１１２ａは、図示しない発射ソレノイドおよび
電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に
駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル５１に触れていることをタッチセ
ンサ５１ａにより検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ５１ｂがオフ（
操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）に対応し
て発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル５１の操作量に応じた強さで球が発射される
。
【００８３】
　音声ランプ制御装置１１３は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）２２６におけ
る音声の出力、ランプ表示装置（電飾部２９～３３、表示ランプ３４など）２２７におけ
る点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置１１４
で行われる第３図柄表示装置８１の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置
であるＭＰＵ２２１は、そのＭＰＵ２２１により実行される制御プログラムや固定値デー
タ等を記憶したＲＯＭ２２２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ２２３とを有し
ている。
【００８４】
　音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１には、アドレスバスおよびデータバスで構成
されるバスライン２２４を介して入出力ポート２２５が接続されている。入出力ポート２
２５には、主制御装置１１０、表示制御装置１１４、音声出力装置２２６、ランプ表示装
置２２７、その他装置２２８、枠ボタン２２などがそれぞれ接続されている。その他装置
２２８には、駆動モータ３２０，３５０，４３５，４５０が含まれる。
【００８５】
　音声ランプ制御装置１１３は、主制御装置１１０から受信した各種のコマンド（変動パ
ターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第３図柄表示装置８１の表示態様を
決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コ
マンド等）によって表示制御装置１１４へ通知する。また、音声ランプ制御装置１１３は
、枠ボタン２２からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン２２が操作された場合は、
第３図柄表示装置８１で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容
を変更したりするように、表示制御装置１１４へ指示する。ステージが変更される場合は
、変更後のステージに応じた背面画像を第３図柄表示装置８１に表示させるべく、変更後
のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置１１４へ送信する
。ここで、背面画像とは、第３図柄表示装置８１に表示させる主要な画像である第３図柄
の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置１１４は、この音声ランプ制御装
置１１３から送信されるコマンドに従って、第３図柄表示装置８１に各種の画像を表示す
る。
【００８６】
　また、音声ランプ制御装置１１３は、表示制御装置１１４から第３図柄表示装置８１の
表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置１１３では、
表示制御装置１１４から受信した表示コマンドに基づき、第３図柄表示装置８１の表示内
容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置２２６から出力し、また、そ
の表示内容に対応させてランプ表示装置２２７の点灯および消灯を制御する。
【００８７】
　表示制御装置１１４は、音声ランプ制御装置１１３および第３図柄表示装置８１が接続
され、音声ランプ制御装置１１３より受信したコマンドに基づいて、第３図柄表示装置８
１における第３図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置１
１４は、第３図柄表示装置８１の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御
装置１１３へ送信する。音声ランプ制御装置１１３は、この表示コマンドによって示され
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る表示内容にあわせて音声出力装置２２６から音声を出力することで、第３図柄表示装置
８１の表示と音声出力装置２２６からの音声出力とをあわせることができる。
【００８８】
　電源装置１１５は、パチンコ機１０の各部に電源を供給するための電源部２５１と、停
電等による電源遮断を監視する停電監視回路２５２と、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３
参照）が設けられたＲＡＭ消去スイッチ回路２５３とを有している。電源部２５１は、図
示しない電源経路を通じて、各制御装置１１０～１１４等に対して各々に必要な動作電圧
を供給する装置である。その概要としては、電源部２５１は、外部より供給される交流２
４ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ２０８などの各種スイッチや、ソレノイド２０
９などのソレノイド、モータ等を駆動するための１２ボルトの電圧、ロジック用の５ボル
トの電圧、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら１２ボルトの
電圧、５ボルトの電圧およびバックアップ電圧を各制御装置１１０～１１４等に対して必
要な電圧を供給する。
【００８９】
　停電監視回路２５２は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置１１０のＭＰＵ
２０１および払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＧ１を出力
するための回路である。停電監視回路２５２は、電源部２５１から出力される最大電圧で
ある直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電
（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号ＳＧ１を主制御装置１１０および払出
制御装置１１１へ出力する。停電信号ＳＧ１の出力によって、主制御装置１１０および払
出制御装置１１１は、停電の発生を認識し、ＮＭＩ割込処理を実行する。なお、電源部２
５１は、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後においても、ＮＭＩ割込
処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの電圧の出力を正常値に
維持するように構成されている。よって、主制御装置１１０および払出制御装置１１１は
、ＮＭＩ割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。
【００９０】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３は、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３参照）が押下され
た場合に、主制御装置１１０へ、バックアップデータをクリアさせるためのＲＡＭ消去信
号ＳＧ２を出力するための回路である。主制御装置１１０は、パチンコ機１０の電源投入
時に、ＲＡＭ消去信号ＳＧ２を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に
、払出制御装置１１１においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマ
ンドを払出制御装置１１１に対して送信する。
【００９１】
　次いで、図５から図８を参照して、動作ユニット２００の概略構成について説明する。
図５は、動作ユニット２００の正面斜視図であり、図６は、動作ユニット２００の分解正
面斜視図である。また、図７及び図８は、動作ユニット２００の正面図である。
【００９２】
　なお、図７では、回転体昇降ユニット３００が下降位置に、中央遊動ユニット４００が
上昇位置に、左右回転ユニット５００が退避位置に、それぞれ配置された状態が図示され
、図８では、回転体昇降ユニット３００が上昇位置に、中央遊動ユニット４００が下降位
置に、左右回転ユニット５００が張出位置に、それぞれ配置された状態が図示される。
【００９３】
　図５から図８に示すように、動作ユニット２００は、箱状に形成される背面ケース２１
０を備え、その背面ケース２１０の内部空間には、その上方および下方に回転体昇降ユニ
ット３００および中央遊動ユニット４００がそれぞれ配設されると共に、中央遊動ユニッ
ト４００を挟んで左右に一対の左右回転ユニット５００及び左右センサ装置６００が配設
される。
【００９４】
　背面ケース２１０は、底壁部２１１及びその底壁部２１１の外縁から立設される外壁部
２１２を備え、これら各壁部２１１，２１２により一面側（図６紙面左手前側）が開放さ
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れた箱状に形成される。背面ケース２１０の底壁部２１１には、その中央に矩形状の開口
２１１ａが開口形成され、背面ケース２１０が正面視矩形の枠状に形成される。なお、開
口２１１ａは、第３図柄表示装置８１（図２参照）の外形に対応した（即ち、第３図柄表
示装置８１を配設可能な）大きさに形成される。
【００９５】
　回転体昇降ユニット３００は、複数（本実施形態では３個）が幅方向に並設される箱状
の収容体３３０と、それら各収容体３３０にそれぞれ収容される複数（本実施形態では２
個）の回転体（第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂ）とを主に備える。
【００９６】
　複数の収容体３３０は、それぞれ独立して上下方向（図７及び図８の上下方向）に昇降
可能に形成される。この場合、下降位置では（図７参照）、第１回転体３４０ａ及び第２
回転体３４０ｂが遊技盤１３の背面側に配置され遊技者から視認不能とされる。一方、上
昇位置では（図８参照）、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂが遊技盤１３（セ
ンターフレーム８６）の開口部まで上昇され、かかる開口部を介して遊技者が視認可能と
される。
【００９７】
　第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂは、収容体３３０に回転可能に軸支され、
その回転により外周面に描かれた複数（本実施形態では３個）の図形を順に遊技者に視認
させる。なお、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂは、断面三角形の柱状体とし
て形成され、外周の３面にそれぞれ異なる図形が描かれる。
【００９８】
　本実施形態では、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの駆動源を１の駆動モー
タ３５０で共用して、部品コストを削減可能としつつも、これら第１回転体３４０ａ及び
第２回転体３４０ｂの図形の組み合わせを変更可能として、合計９種類の組み合わせを遊
技者に視認させることができる（図２０参照）。なお、詳細については後述する。
【００９９】
　中央遊動ユニット４００は、ベース体４１０と、そのベース体４１０に基端側が回転可
能に軸支される一対のアーム体４３０と、それら一対のアーム体４３０の基端側と反対側
となる先端側がそれぞれ相対変位可能に連結される第１部材４４０とを備える。
【０１００】
　一対のアーム体４３０は、それぞれ別々の駆動モータ４５０により駆動され、互いに独
立して変位（回転）可能に形成される。これにより、第１部材４４０を、上下方向に沿っ
た直線状の昇降だけでなく、直線運動と回転運動とを組み合わせた態様で遊動させること
ができると共にその遊動を取り入れつつ昇降させることができ、第１部材４４０の動きに
変化を与えることができる（図３１から図３４参照）。なお、詳細については後述する。
【０１０１】
　左右回転ユニット５００は、回転体昇降ユニット３００の正面ベース３１５，３１７及
び中央遊動ユニット４００のベース体４１０の前面に配設されるベース体（背面ベース５
１１及び正面ベース５１２）と、そのベース体４１０に基端側が回転可能に軸支される変
位部材５３０とを備える。変位部材５３０は、遊技盤１３の背面側に退避して遊技者から
視認不能とされる退避位置（図７参照）と、遊技盤１３（センターフレーム８６）の開口
部内に張り出す張出位置（図８参照）との間で回転される。この場合、変位部材５３０は
、張出位置に配置されることで、第１部材４４０に当接してその動きを規制可能に形成さ
れる（図４１参照）。なお、詳細については後述する。
【０１０２】
　左右センサ装置６００は、背面ケース２１０の開口２１１ａを挟んで左右に配設される
第１センサ６１０及び第２センサ６２０を備える。これら第１センサ６１０及び第２セン
サ６２０は、光を照射する発光部およびその発光部から照射され対象物Ｆ（図４６参照）
から反射された光を受光する受光部を備える光センサとして形成され、ガラスユニット１
６の板ガラス１６ａの前方における遊技者の手指の有無を検出可能に形成される。
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【０１０３】
　第１センサ６１０は、回転体昇降ユニット３００の中央ユニット３００Ｃにおける正面
ベース３１２の上端側に配設され（図９参照）、第２センサ６２０は、背面ケース２１０
の底壁部２１１に配設される。この場合、第１センサ６１０及び第２センサ６２０は、互
いに発光部および受光部を内側へ向けた傾斜姿勢で配設される。よって、遊技盤１３（セ
ンターフレーム８６）の開口部を挟んでそれぞれ開口部の内縁よりも幅方向の奥まった位
置（幅方向外側となる位置）に配設されることができ、遊技者から視認され難くできる。
【０１０４】
　次いで、図９から図４６を参照して、回転体昇降ユニット３００、中央遊動ユニット４
００、左右回転ユニット５００及び左右センサ装置６００の詳細構成を説明する。まず、
図９から図２２を参照して、回転体昇降ユニット３００の詳細構成について説明する。
【０１０５】
　図９は、回転体昇降ユニット３００の正面図である。また、図１０は、回転体昇降ユニ
ット３００の分解正面斜視図であり、図１１は、回転体昇降ユニット３００の分解背面斜
視図である。
【０１０６】
　図９から図１１に示すように、回転体昇降ユニット３００は、中央の収容体３３０を昇
降させるための中央ユニット３００Ｃと、左右の収容体３３０をそれぞれ昇降させるため
の左ユニット３００Ｌ及び右ユニット３００Ｒとの３ユニットから形成される。左ユニッ
ト３００Ｌは、中央ユニット３００Ｃの前面側に重ね合わされ、右ユニット３００Ｒは、
中央ユニット３００Ｃの右側端部に連結され、これにより、３個の収容体３３０が幅方向
に並設される。
【０１０７】
　ここで、図１２から図１９を参照して、中央ユニット３００Ｃ、左ユニット３００Ｌ及
び右ユニット３００Ｒの詳細構成について説明する。まず、中央ユニット３００Ｃについ
て、図１２及び図１３を参照して説明する。図１２は、中央ユニット３００Ｃの分解正面
斜視図であり、図１３は、中央ユニット３００Ｃの分解背面斜視図である。
【０１０８】
　図１２及び図１３に示すように、中央ユニット３００Ｃは、正面視Ｌ字状の背面ベース
３１１と、その背面ベース３１１の正面側に重ね合わされる正面ベース３１２と、その正
面ベース３１２の正面側に配設される駆動モータ３２０と、その駆動モータ３２０の駆動
力により背面ベース３１１及び正面ベース３１２に対して昇降される収容体３３０と、そ
の収容体３３０に収容される第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂと、背面ベース
３１１及び正面ベース３１２の対向面間に収容され駆動モータ３２０の駆動力を収容体３
３０に伝達する伝達機構と、を主に備える。
【０１０９】
　中央ユニット３００Ｃにおける伝達機構は、駆動モータ３２０の駆動軸に固着される駆
動ギヤ３２１と、その駆動ギヤ３２１に歯合される伝達ギヤ３２２と、その伝達ギヤ３２
２に歯合されるピニオンギヤ３２３と、そのピニオンギヤ３２３に歯合されると共に平板
状の部材の側面に歯切りがされたラックとして形成されるラックギヤ３２４と、そのラッ
クギヤ３２４が一側に配設されると共に他側に収容体３３０が配設される連結部材３２５
とを備える。
【０１１０】
　背面ベース３１１の正面には、一対の軸が突設され、これら各軸に伝達ギヤ３２２及び
ピニオンギヤ３２３が回転可能に軸支される。また、背面ベース３１１の正面には、スラ
イドガイド３５１，３５２が案内方向を上下方向（図１２上下方向）とする姿勢で平行に
配設され、これらスライドガイド３５１，３５２によって連結部材３２５（ラックギヤ３
２４）及び収容体３３０が上下方向に案内される。即ち、連結部材３２５及び収容体３３
０の移動方向が上下方向に規制される。
【０１１１】
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　よって、駆動モータ３２０の回転駆動力が、駆動ギヤ３２１及び伝達ギヤ３２２を介し
てピニオンギヤ３２３に伝達され、ピニオンギヤ３２３が回転されると、そのピニオンギ
ヤ３２３の回転運動がラックギヤ３２４の直線運動に変換され、そのラックギヤ３２４の
直線運動に伴って、連結部材３２５と共に収容体３３０が上下方向に変位（昇降）される
（図７及び図８参照）。
【０１１２】
　この場合、連結部材３２５は、ラックギヤ３２４が配設される縦長形状の部分と、収容
体３３０が配設される縦長形状の部分とを、それらの下端側どうしを横長形状の部分で連
結することで、正面視コ字状に形成される。これにより、左の収容体３３０が下降位置に
配置された状態で、中央の収容体３３０が上昇位置に配置された場合でも、連結部材３２
５の横長形状の部分を正面ベース３１２の背面に位置させ、遊技者から視認されることを
回避できる。
【０１１３】
　なお、スライドガイド３５１は、背面ベース３１１の正面に形成される案内溝と、その
案内溝に沿って摺動可能に形成されると共に連結部材３２５の背面に固着される摺動体と
からなる直線案内機構として形成される。後述する左ユニット３００Ｌ及び右ユニット３
００Ｒにおいても同様である。また、スライドガイド３５２は、背面ベース３１１に固着
される第１レールと、連結部材３２５又は収容体３３０に固着される第２レールと、それ
ら第１レール及び第２レールの間に介在され両者の長手方向への相対変位を許容するため
の中間レールとからなる伸縮式の直線案内機構として形成される。
【０１１４】
　ここで、中央の収容体３３０の側方（図１２左側）には、左の収容体３３０が並設され
ることから（図９参照）、その分、連結部材３２５の横幅（図１２左右方向）寸法が長く
なる。更に、上述した通り、遊技者からの視認を回避するために、横長形状の部分が介在
されるため、連結部材３２５が正面視コ字状に形成され、その剛性が低下される。そのた
め、中央の収容体３３０の姿勢が不安定となりやすい（左右方向への揺れが発生しやすい
）。
【０１１５】
　これに対し、本実施形態では、中央の収容体３３０の背面側には、伸縮式の直線案内機
構（スライドガイド３５２）を配設するので、中央の収容体３３０が上昇位置に配置され
た状態でも、伸長したスライドガイド３５２により左右方向への揺れを規制して、中央の
収容体３３０の姿勢を安定させることができる。一方で、中央の収容体３３０が下降位置
に配置された状態では（図９参照）、スライドガイド３５２を短縮させ、遊技者から視認
されることを回避できる。
【０１１６】
　次いで、左ユニット３００Ｌについて、図１４及び図１５を参照して説明する。図１４
は、左ユニット３００Ｌの分解正面斜視図であり、図１５は、左ユニット３００Ｌの分解
背面斜視図である。
【０１１７】
　図１４及び図１５に示すように、左ユニット３００Ｌは、正面視縦長に形成され中央ユ
ニット３００Ｃの正面ベース３１２（図１２参照）の正面に配設される背面ベース３１３
と、その背面ベース３１３の正面側に重ね合わされる中間ベース３１４と、その中間ベー
ス３１４の正面側に重ね合わされる正面ベース３１５と、中間ベース３１４の背面側に配
設される駆動モータ３２０と、その駆動モータ３２０の駆動力により各ベース３１３～３
１５に対して昇降される収容体３３０と、その収容体３３０に収容される第１回転体３４
０ａ及び第２回転体３４０ｂと、各ベース３１３～３１５の各対向面間に収容され駆動モ
ータ３２０の駆動力を収容体３３０に伝達する伝達機構と、を主に備える。
【０１１８】
　左ユニット３００Ｌにおける伝達機構は、駆動モータ３２０の駆動軸に固着される駆動
ギヤ３２１と、その駆動ギヤ３２１に歯合される伝達ギヤ３２２ａ，３２２ｂと、伝達ギ
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ヤ３２２ｂに同軸に固着されるピニオンギヤ３２３と、そのピニオンギヤ３２３に歯合さ
れると共に平板状の部材の側面に歯切りがされたラックとして形成されるラックギヤ３２
４と、そのラックギヤ３２４を収容体３３０に連結する連結部材３２６とを備える。
【０１１９】
　中間ベース３１４の正面には、軸が突設され、この軸に伝達ギヤ３２２ａが回転可能に
軸支される。また、中間ベース３１４には、軸支孔が穿設され、その軸支孔に伝達ギヤ３
２２ｂ及びピニオンギヤ３２３が同軸に固着された状態で回転可能に軸支される。
【０１２０】
　背面ベース３１３の正面には、スライドガイド３５１が案内方向を上下方向（図１４上
下方向）とする姿勢で配設され、このスライドガイド３５１によって連結部材３２６（ラ
ックギヤ３２４）が上下方向に案内される。また、中央ユニット３００の正面ベース３１
２（図１２参照）の正面には、ガイド板３５３が締結固定される。ガイド板３５３には、
長穴状の開口である案内溝３５３ａが上下方向に沿って延設され、この案内溝３５３ａに
は、収容体３３０の下端側に位置する突出ピンがカラーＣを介して内挿される。よって、
収容体３３０は、ガイド板３５３の案内溝３５３ａに沿って上下方向に案内される。即ち
、連結部材３２６及び収容体３３０の移動方向が上下方向に規制される。
【０１２１】
　よって、駆動モータ３２０の回転駆動力が、駆動ギヤ３２１及び伝達ギヤ３２２ａ，３
２２ｂを介してピニオンギヤ３２３に伝達され、ピニオンギヤ３２３が回転されると、そ
のピニオンギヤ３２３の回転運動がラックギヤ３２４の直線運動に変換され、そのラック
ギヤ３２４の直線運動に伴って、連結部材３２６と共に収容体３３０が上下方向に変位（
昇降）される（図７及び図８参照）。
【０１２２】
　次いで、右ユニット３００Ｒについて、図１６を参照して、説明する。図１６は、右ユ
ニット３００Ｒの分解正面斜視図である。
【０１２３】
　図１６に示すように、右ユニット３００Ｌは、正面略Ｌ字状に形成され中央ユニット３
００Ｃの背面ベース３１１（図１２参照）の右側端部に連結される配設される背面ベース
３１６と、その背面ベース３１３の正面側に重ね合わされる正面ベース３１７と、正面ベ
ース３１７の正面側に配設される駆動モータ３２０と、その駆動モータ３２０の駆動力に
より背面ベース３１６及び正面ベース３１７に対して昇降される収容体３３０と、その収
容体３３０に収容される第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂと、背面ベース３１
６及び正面ベース３１７の対向面間に収容され駆動モータ３２０の駆動力を収容体３３０
に伝達する伝達機構と、を主に備える。
【０１２４】
　右ユニット３００Ｒにおける伝達機構は、駆動モータ３２０の駆動軸に固着される駆動
ギヤ３２１と、その駆動ギヤ３２１に歯合されるピニオンギヤ３２３と、そのピニオンギ
ヤ３２３に歯合されると共に平板状の部材の側面に歯切りがされたラックとして形成され
るラックギヤ３２４と、そのラックギヤ３２４を収容体３３０に連結する連結部材３２７
とを備える。
【０１２５】
　背面ベース３１６の正面には、軸が突設され、この軸にピニオンギヤ３２４が回転可能
に軸支される。背面ベース３１６の正面には、スライドガイド３５１が案内方向を上下方
向（図１６上下方向）とする姿勢で配設され、このスライドガイド３５１によって連結部
材３２７（ラックギヤ３２４）が上下方向に案内される。また、正面ベース３１６には、
長穴状の開口である案内溝３１６ａが上下方向に沿って延設され、この案内溝３１６ａに
は、収容体３３０の下端側に位置する突出ピンがカラー（図示せず）を介して内挿される
。よって、収容体３３０は、背面ベース３１６の案内溝３１６ａに沿って上下方向に案内
される。即ち、連結部材３２７及び収容体３３０の移動方向が上下方向に規制される。
【０１２６】
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　よって、駆動モータ３２０の回転駆動力が、駆動ギヤ３２１を介してピニオンギヤ３２
３に伝達され、ピニオンギヤ３２３が回転されると、そのピニオンギヤ３２３のｚがラッ
クギヤ３２４の直線運動に変換され、そのラックギヤ３２４の直線運動に伴って、連結部
材３２７と共に収容体３３０が上下方向に変位（昇降）される（図７及び図８参照）。
【０１２７】
　上述したように、中央ユニット３００Ｃでは、連結部材３２５の横幅寸法が長くなり（
図１２参照）、中央の収容体３３０の姿勢が不安定となりやすい（左右方向への揺れが発
生しやすい）。これに対し、左ユニット３００Ｌ及び右ユニット３００Ｒでは、左の収容
体３３０及び右の収容体３３０の側面の近接する位置にラックギヤ３２３を設けるので、
連結部材３２６，３２７の横幅（図１４及び図１６左右方向）寸法を短くして、その剛性
を高めることができる。よって、左右の収容体３３０の姿勢を安定させる（左右方向や揺
れ難くする）ことができる。
【０１２８】
　これに伴って、左右の収容体３３０の背面側には、伸縮式の直線案内機構（スライドガ
イド３５２）を配設する必要がなく、ガイド板３５３又は背面ベース３１６の案内溝３５
３ａ，３１６ａによる案内により十分に姿勢を安定化できる。その結果、部品コストの削
減を図ることができる。
【０１２９】
　次いで、収容体３３０及びその収容体３３０に収容される第１回転体３４０ａ及び第２
回転体３４０ｂについて、図１７から図１９を参照して説明する。
【０１３０】
　図１７は、収容体３３０の分解正面斜視図である。また、図１８（ａ）は、図１７の矢
印ＸＶＩＩＩａ方向視における収容体３３０の側面図であり、図１８（ｂ）は、図１８（
ａ）の矢印ＸＶＩＩＩｂ方向視における収容体３３０の正面図である。なお、図１８（ａ
）及び図１８（ｂ）では、側壁体３３２、隔壁体３３４及び装飾体３３５が取り外された
状態が図示される。
【０１３１】
　図１７及び図１８に示すように、収容体３３０は、基体３３１と、その基体３３１の左
右に配設される左右の側壁体３３２，３３３と、左の側壁体３３２の内面側に配設される
隔壁体３３４と、基体３３１の前面に配設される装飾体３３５とを備え、これら各部３３
１～３３５が締結固定により一体化されることで、箱状に形成される。
【０１３２】
　基体３３１は、収容体３３０の背面（図１８（ｂ）紙面奥側）、上面および下面（図１
８（ｂ）上側および下側）を形成する部材であり、３枚の板状の部材を組み合わせて一体
に形成される。収容体３３０の背面を形成する部分には、可視光を反射する鏡として形成
される反射部ＲＦが正面に配設される。
【０１３３】
　反射部ＲＦは、正面視矩形状に形成され、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂ
を正面視した場合に、それら両回転体３４０ａ，３４０ｂよりも少なくとも上下方向に張
り出す大きさを有して形成される（図１８（ｂ）参照）。
【０１３４】
　側壁体３３２，３３３は、収容体３３０の左右の側面を形成する矩形板状の部材であり
、それぞれ２箇所に保持孔３３２ａ，３３３ａが穿設される。保持孔３３２ａ，３３３ａ
は、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの後述する固定軸３４１が挿通される孔
であり、かかる固定軸３４１を回転不能に保持する。なお、保持孔３３２ａ，３３３ａは
、その内周面の軸直断面形状が、円形からその円周上の２点を直線で接続して区画される
一方を取り除いた形状とされる。
【０１３５】
　隔壁体３３４は、側壁体３３２と略同一の外形を有する矩形板状の部材であり、側壁体
３３２との対向面間に伝達ギヤ３５２及び中間ギヤ３５４を回転可能に軸支する。また、
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隔壁体３３４には、第１ギヤ３５３及び第２ギヤ３５５を挿通させるための挿通孔３３４
ａが２箇所に穿設される。
【０１３６】
　装飾体３３５は、収容体３３０の正面を装飾する部材であり、中央に矩形状の開口３３
５ａが形成されることで正面視枠状に形成される。遊技者は、開口３３５を介して第１回
転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転の態様やそれら両回転体３４０ａ，３４０ｂ
の外周面に描かれた図形を視認することができる（図９参照）。
【０１３７】
　このように形成される収容体３３０には、隔壁体３３４に配設される駆動モータ３５０
と、その駆動モータ３２０の駆動力により回転される第１回転体３４０ａ及び第２回転体
３４０ｂと、駆動モータ３２０の駆動力を第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂに
伝達する伝達機構と、第１回転体３４０ａの回転位置を検出する検出機構とが主に収納さ
れる。
【０１３８】
　収容体３３０における伝達機構は、駆動モータ３５０の駆動軸に固着される駆動ギヤ３
５１と、その駆動ギヤ３５１に順に歯合される伝達ギヤ３５２、第１ギヤ３５３、中間ギ
ヤ３５４及び第２ギヤ３５５からなる歯車列とを備える。伝達ギヤ３５２及び中間ギヤ３
５４は、側壁体３３２及び隔壁体３３４の対向面間に回転可能に保持され、第１ギヤ３５
３及び第２ギヤ３５５は、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの軸方向端面にそ
れぞれ固着される。
【０１３９】
　ここで、図１９を参照して、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの詳細構成に
ついて説明する。図１９は、第１回転体３４０ａの分解正面斜視図である。
【０１４０】
　なお、第１回転体３４０ａと第２回転体３４０ｂとは、外周面に描かれる図形が異なる
点を除き、実質的に同一の構成であるので、以下においては、第１回転体３４０ａを代表
例として説明し、第２回転体３４０ｂの説明は省略する。
【０１４１】
　図１９に示すように、第１回転体３４０ａは、固定軸３４１と、その固定軸３４１の軸
方向両端（軸部３４１ｂ）に回転可能に軸支される一対の端面板３４２と、それら一対の
端面板３４２の間に架設される３枚の表示板（第１表示板３４３Ａ、第２表示板３４３Ｂ
及び第３表示板３４３Ｃ）とを主に備える。
【０１４２】
　固定軸３４１は、胴部３４１ａと、その胴部３４１ａの軸方向両端に連設される軸部３
４１ｂとを備える。固定軸３４１は、収容体３３０の側壁体３３２，３３３（図１７参照
）に回転不能に保持される部位であり、軸方向両端に位置する一対の軸部３４１ａと、一
対の軸部３４１ａを接続する胴部３４１ｂとを備える。
【０１４３】
　軸部３４１ｂは、その軸直断面形状が、円形からその円周上の２点を直線で接続して区
画される一方を取り除いた形状（円柱の外周面の一部を平面で面取りした形状）とされ、
側壁体３３２，３３３の保持孔３３２ａ，３３３ａ（図１７参照）に対して若干小さな相
似形状とされる。よって、かかる軸部３４１ｂが側壁体３３２，３３３の保持孔３３２ａ
，３３３ａに挿通されることで、固定軸３４１を収容体３３０（側壁体３３２，３３３）
に回転不能に保持することができる。
【０１４４】
　胴部３４１ｂには、複数（本実施形態では４個）のＬＥＤ３４４が取着され、そのＬＥ
Ｄ３４４から発光された光を第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃの内面に照射可能
とされる。
【０１４５】
　この場合、胴部３４１ｂは、軸部３４１ａが側壁体３３２，３３３の保持孔３３２ａ，
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３３３ａに挿通されて回転不能に保持された状態では、ＬＥＤ３４４の照射方向を収容体
３３０の前面（装飾体３３５の開口３３５ａ、図１８（ｂ）紙面手前側の面）へ向けた姿
勢（回転位置）で配置される。よって、ＬＥＤ３４４から発光された光を、第１表示板３
４３Ａ～第３表示板３４３Ｃのうちの収容体３３０の前面（後述する「視認位置」）に配
置された表示板の内面に照射することができる。
【０１４６】
　なお、固定軸３４１（軸部３４１ａ、胴部３４１ｂ）は、軸方向両端が開口した中空の
円筒状に形成されるので、かかる内部空間を利用してＬＥＤ３４４の配線を取り回すと共
にその配線を軸方向端部の開口から収容体３３０の外部へ引き出すことができる。また、
固定軸３４１は、上述したように、収容体３３０に対して回転不能とされるので、第１回
転体３４０ａが回転されても、ＬＥＤ３４４の配線に捩じりや引っ張りの外力が作用する
ことを回避できる。
【０１４７】
　端面板３４２は、正面視三角形状に形成される部材であり、中央に軸直断面が円形の軸
支孔３４２が穿設される。軸支孔３４２の内径寸法は、固定軸３４１の軸部３４１ａの外
径寸法よりも若干大きな寸法に設定される。よって、軸支孔３４２ａに軸部３４１ａが挿
通されることで、固定軸３４１に対して端面板３４２が回転可能に軸支される。これによ
り、端面板３４２は、固定軸３４１を介して、収容体３３０の内部に回転可能に保持され
る。
【０１４８】
　ここで、固定軸３４１は、軸部３４１ａよりも胴部３４１ｂが大径に形成されるので、
収容体３３０の側壁体３３２，３３３と固定軸３４１の胴部３４１ｂとの間で端面板３４
２の軸方向位置を規定できると共に、端面板３４２を介して固定軸３４１を一対の側壁体
３３２，３３３の間で保持できる。
【０１４９】
　一対の端面板３４２の一方には、伝達機構における第１ギヤ３５３が、他方には検出機
構における後述する基部ギヤ３６１が、それぞれ固着される。なお、第２回転体３４０ｂ
には、一対の端面板３４２の一方には、伝達機構における第２ギヤ３５５が固着されるが
、他方への基部ギヤ３６１の装着は省略される（図１７及び図１８参照）。
【０１５０】
　第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃは、それぞれ正面視略矩形の板状の部材であ
り、長手方向両端の外縁を端面板３４２の外縁（３辺）にそれぞれ接続することで、一対
の端面板３４２の間に架設され、かかる端面板３４２と共に三角柱状体を形成する。
【０１５１】
　これら第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃには、その外面にそれぞれ図形が描か
れている。よって、三角柱状体が回転されると、各表示板３４３Ａ～３４３Ｃの外面にそ
れぞれ描かれた図形が装飾体３３５の開口３３５ａを介して順に遊技者に視認可能とされ
る。
【０１５２】
　第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃの外面の少なくとも一部は、固定軸３４１の
軸方向視において、外方へ凸となる円弧状に湾曲して形成される。これにより、後述する
ように、第１回転体３４０ａと第２回転体３４０ｂとの間に回転位置の所定回転角度（例
えば、１２度）のずれが存在する状態であっても、各表示板３４３Ａ～３４３Ｃの外面に
描かれた図形を視認する遊技者に対し、所定回転角度のずれの認識を困難とさせることが
できる。
【０１５３】
　なお、本実施形態では、固定軸３４１の軸方向視において、第１表示板３４３Ａ～第３
表示板３４３Ｃの幅方向端部が外方へ凸となる円弧状に湾曲して形成される一方、幅方向
中央部分が略平坦面状に形成される。これにより、図形の視認性の確保と、回転体３４０
ａ，３４０ｂ間のずれの認識を困難とさせることとの両立を図ることができる。また、湾



(26) JP 6717395 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

曲して形成される円弧状部分の円弧の半径は、固定軸３４１の軸心から各表示板３４３Ａ
～３４３Ｃの外面までの最大距離よりも大きくな値（例えば、２倍以上かつ４倍以下）に
設定される。
【０１５４】
　ここで、以下においては、三角柱状体が回転される際の第１表示板３４３Ａ～第３表示
板３４３Ｃの配設位置として、収容体３３０の前面（図１８（ｂ）紙面手前側の面）に外
面を向けその外面に描かれる図形が装飾体３３５の開口３３５ａを介して遊技者から視認
可能となる位置を「視認位置」と称し、収容体３３０（基体３３１）の内面に外面を向け
その外面に描かれる図形が装飾体３３５の開口３３５ａを介して遊技者から視認不能とな
る位置を「遮蔽位置」と称す。
【０１５５】
　よって、例えば、第１表示板３４３Ａが視認位置に配置されると、第２表示板３４３Ｂ
及び第３表示板３４３Ｃが遮蔽位置に配置される（図１８（ａ）及び図１８（ｂ）参照）
。この状態から三角柱状体が１２０度だけ正方向または逆方向へ回転されると、第２表示
板３４３Ｂ又は第３表示板３４３Ｃの一方が視認位置に配置され、第２表示板３４３Ｂ又
は第３表示板３４３Ｃの他方と第１表示板３４３Ａとが遮蔽位置に配置される。
【０１５６】
　この場合、本実施形態では、第１表示板３４３Ａは、その全体が光を透過させない形態
に形成される一方、第２表示板３４３Ｂ及び第３表示板３４３Ｃは、光が透過可能な透過
部ＰＮを一部に備えて形成される。また、第１表示板３４３Ａの内面には、可視光を反射
する鏡として形成される反射部ＲＦが配設される。
【０１５７】
　上述したように、ＬＥＤ３４４は、第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃのうちの
視認位置に配置された表示板の内面を照射可能な位置に配置される。よって、視認位置に
第２表示板３４３Ｂ又は第３表示板３４３Ｃが配置された状態では、ＬＥＤ３４４から発
光された光を、各表示板３４３Ｂ，３４３Ｃの透過部ＰＮを透過させて遊技者に直接視認
させることができる。
【０１５８】
　一方、視認位置に第１表示板３４３Ａが配置された状態では（図１８（ａ）及び図１８
（ｂ）参照）、ＬＥＤ３４４から発光された光を、第１表示板３４３Ａの内面の反射部Ｒ
Ｆで反射させ、第２表示板３４３Ｂ又は第３表示板３４３Ｃの透過部ＰＮを透過させた後
、収容体３３０の基体３３１における反射部ＲＦで反射させ、この基体３３１の反射部Ｒ
Ｆからの反射光として遊技者に間接的に視認させることができる。
【０１５９】
　例えば、第１表示板３４３Ａが視認位置に配置される回転位置で第１回転体３４０ａを
停止させ、ＬＥＤ３４４を発光させることで、収容体３３０の基体３３１における反射部
ＲＦで反射した反射光を視認した遊技者に、その遊技者から視認不能な位置（遮蔽位置）
に配置された第２表示板３４３Ｂ又は第３表示板３４３Ｃの図形を連想させることができ
る。これにより、第２表示板３４３Ｂ又は第３表示板３４３Ｃの図形が視認可能となる位
置に第１回転体３４０ａが回転されることを遊技者に期待させる又は示唆することができ
る。
【０１６０】
　特に、本実施形態では、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂが断面三角形状に
形成されるので、各回転体３４０ａ，３４０ｂが回転される際には、その回転に伴って、
反射板ＲＦと各回転体３４０ａ，３４０ｂの外面（各表示板３４３Ａ～３４３Ｃ）との間
の間隔、各回転体３４０ａ，３４０ｂどうしの外面の間の間隔（図１８（ｂ）上下方向間
隔）、或いは、各回転体３４０ａ，３４０ｂの見かけの直径（図１８（ｂ）上下方向寸法
）を増減させることができると共に、反射板ＲＦに対する各回転体３４０ａ，３４０ｂの
外面（各表示板３４３Ａから３４３Ｃ）の対向角度を変化させることができる。即ち、両
回転体３４０ａ，３４０ｂの回転に伴い、ＬＥＤ３４４から発光され透過部ＰＮから照射
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された光を、基体４４１の反射部ＲＦからの反射光として視認する遊技者に対して、その
反射光の態様（例えば、光が視認される領域の大きさ）を周期的に変化させることができ
る。
【０１６１】
　図１７及び図１８に戻って説明する。検出機構は、第１回転体３４０ａの端面板３４２
に固着される基部ギヤ３６１と、その基部ギヤ３６１に歯合される中間ギヤ３６２と、そ
の中間ギヤ３６２に歯合されるギヤであって径方向外方に張り出す被検出板３６３ａを備
える末端ギヤ３６３と、その末端ギヤ３６３の被検出板３６３ａを検出するセンサ装置３
６４とを備える。
【０１６２】
　中間ギヤ３６２及び末端ギヤ３６３は、側壁体３３３に回転可能に保持され、センサ装
置３６４は、被検出板３６３ａの移動軌跡上に検出領域を配置した状態で、基体３３１に
配設される。よって、センサ装置３６４は、被検出板３６３ａの検出状体に基づいて、第
１回転体３４０ａの回転位置を検出することができる。即ち、センサ装置３６４の検出結
果に基づいて、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転位置を制御する（例え
ば、任意位置で停止させる）ことができる。
【０１６３】
　次いで、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転動作について説明する。駆
動モータ３５０が回転されると、その回転が伝達機構を介して第１回転体３４０ａ及び第
２回転体３４０ｂに伝達され、これら両回転体３４０ａ，３４０ｂが回転される。
【０１６４】
　具体的には、駆動モータ３５０が回転されると、その回転が駆動ギヤ３５１及び伝達ギ
ヤ３５２を介して第１ギヤ３５３に伝達され、第１ギヤ３５３が回転される。これにより
、第１回転体３４０ａが回転される。また、第１ギヤ３５３が回転されると、その回転が
中間ギヤ３５４を介して第２ギヤ３５５に伝達され、第２ギヤ３５５が回転される。これ
により、第２回転体３４０ｂが第１回転体３４０ａと同方向に回転される。また、駆動モ
ータ３５０の回転方向が反転されると、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂが上
述した場合とは逆方向に回転される。
【０１６５】
　その結果、遊技者に視認される第１回転体３４０ａの図形と第２回転体３４０ｂの図形
との組み合わせが順に変更される。この場合、両回転体３４０ａ，３４０ｂの図形の組み
合わせは、従来品では、３組に限定されていた。
【０１６６】
　即ち、第１回転体３４０ａと第２回転体３４０ｂとが１の駆動モータにより同期して回
転駆動されるため、形成可能な組み合わせは、例えば、第１回転体３４０ａの第１表示板
３４３Ａと第２回転体３４０ａの第１表示板３４３Ａとを表示位置に配置する第１の組み
合わせ、第１回転体３４０ａの第２表示板３４３Ｂと第２回転体３４０ａの第２表示板３
４３Ｂとを表示位置に配置する第２の組み合わせ、第１回転体３４０ａの第３表示板３４
３Ｃと第２回転体３４０ａの第３表示板３４３Ｃとを表示位置に配置する第３の組み合わ
せの３組のみであった。
【０１６７】
　一方で、第１回転体３４０ａと第２回転体３４０ｂとをそれぞれ異なる駆動モータによ
り独立して回転駆動する構造を採用することで、最大９組の組み合わせを形成することが
できると共に、その組み合わせを任意に現出させることができる。しかしながら、この場
合には、２個の駆動モータを必要とする分、部品コストの増加を招く。
【０１６８】
　これに対し、本実施形態では、駆動モータ３５０の数を１個のみに抑えつつ、第１回転
体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の組み合わせを９組形成することができると共
に、その組み合わせを任意に現出させることができる。また、本実施形態では、第１回転
体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転位置の完全一致を要求せず、回転位置の所定量
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のずれを許容することで、９組の組み合わせを速やかに現出させることができる。この両
回転体３４０ａ，３４０ｂの図形の組み合わせについて、図２０及び図２１を参照して説
明する。
【０１６９】
　図２０は、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の組み合わせを示すテー
ブルである。また、図２１及び図２２は、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂが
回転される際の遷移状態を示す第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの側面模式図
であり、図２１（ａ）から図２１（ｅ）は、図２０にＮｏ．１～５として示す状態に、図
２２（ａ）から図２２（ｅ）は、図２０にＮｏ．６～１０として示す状態に、それぞれ対
応する。
【０１７０】
　なお、図２０では、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の組み合わせと
して、視認位置に第１表示板３４３Ａが配置された状態が符号「Ａ」又は「Ａ’」により
、視認位置に第２表示板３４３Ｂが配置された状態が符号「Ｂ」又は「Ｂ’」により、視
認位置に第３表示板３４３Ｃが配置された状態が符号「Ｃ」又は「Ｃ’」により、それぞ
れ表される。
【０１７１】
　例えば、図２０のＮｏ．１０「Ａ，Ｃ’」で表される状態は、第１回転体３４０ａの第
１表示板３４３Ａと第２回転体３４０ｂの第３表示板３４３Ｃとがそれぞれ視認位置に配
置され、第１回転体３４０ａからは第１表示板３４３Ａに描かれる図形が、第２回転体３
４０ｂからは第３表示板３４３Ｃに描かれる図形が、それぞれ遊技者に視認される状態に
対応する。
【０１７２】
　また、図２１では、図面を簡素化して、理解を容易とするために、第１回転体３４０ａ
の第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃを符号「Ａ～Ｃ」を用いて、第２回転体３４
０ａの第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃを符号「Ａ’～Ｃ’」を用いて、それぞ
れ図示する。
【０１７３】
　ここで、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂは、それぞれに固着される第１ギ
ヤ３５３及び第２ギヤ３５５の歯数が異なる値に設定される。本実施形態では、第１ギヤ
３５３の歯数が１４に、第２ギヤ３５５の歯数が２０とされる、第１回転体３４０ａを１
２０度回転させると、第２回転体３４０ｂが１０８度回転するように形成される。
【０１７４】
　図２０のＮｏ．１及び図２１（ａ）に示すように、第１回転体３４０ａの第１表示板３
４３Ａ及び第２回転体３４０ｂの第１表示板３４３Ａをそれぞれ視認位置に配置した状態
から（図２０のＮｏ．１「Ａ’，Ａ」、第１の組み合わせ）、第１回転体３４０ａを１２
０度回転させその第２表示板３４３Ｂを視認位置に配置させると、図２０のＮｏ．２及び
図２１（ｂ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第２表示板３４３Ｂを視認位置に配置
させる。これにより、第２の組み合わせ（図２０のＮｏ．２「Ｂ’，Ｂ」）を形成するこ
とができる。
【０１７５】
　この場合、第１回転体３４０ａの１２０度の回転に対し、第２回転体３４０ｂの回転は
１０８度であるので、両者の回転位置に１２度の差異（ずれ）が生じるが、各回転体３４
０ａ，３４０ｂを軸直角方向から視認する遊技者が、その１２度の回転角度の差異を認識
することは困難であり、その結果、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの各第２
表示板３４３Ｂの外面に描かれた図形がそれぞれ視認位置に配置された（第２の組み合わ
せが形成された）と認識させることができる。
【０１７６】
　特に、本実施形態では、上述したように、第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃの
外面が、固定軸３４１の軸方向視において、外方へ凸となる円弧状に湾曲して形成される
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（即ち、図形が描かれる面が各回転体３４０ａ，３４０ｂの回転方向に沿って湾曲される
）ので、これら各表示板３４３Ａ～３４３Ｃの外面に描かれた図形を正面視する遊技者に
対し、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転位置の相違（ずれ）を認識させ
ることを困難とさせることができる。
【０１７７】
　図２０のＮｏ．２及び図２１（ｂ）に示す状態から、第１回転体３４０ａを１２０度回
転させその第３表示板３４３Ｃを視認位置に配置させると、図２０のＮｏ．３及び図２１
（ｃ）に示すように、第２回転体３４０ｂはその回転位置を第１回転体３４０ａに対して
位置ずれされた位置に配置する。即ち、この状態では、両者の間に２４度の回転角度の差
異が形成されるため、遊技者に図形のずれ（組み合わせの非成立、図２０のＮｏ．３「－
，Ｃ」）を認識させることができる。
【０１７８】
　同様に、図２０のＮｏ．４及び図２１（ｄ）に示す状態から図２０のＮｏ．９及び図２
２（ｄ）に示す状態までの区間の回転では、第１回転体３４０ａは、その１２０度の回転
毎に各表示板３４３Ａ～３４３Ｃを視認位置に配置させる一方で、第２回転体３４０ｂは
その回転位置を第１回転体３４０ａに対して位置ずれさせた位置に配置する。その結果、
遊技者に図形のずれ（組み合わせの非成立、図２０のＮｏ．４「－，Ａ」～Ｎｏ．９「－
，Ｃ」）を認識させることができる。
【０１７９】
　図２０のＮｏ．９及び図２２（ｄ）に示す状態から（図２０のＮｏ．９「－，Ｃ」）、
第１回転体３４０ａを１２０度回転させその第１表示板３４３Ａを視認位置に配置させる
と、図２０のＮｏ．１０及び図２２（ｅ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第３表示
板３４３Ｃを視認位置に配置させる。これにより、第３の組み合わせ（図２０のＮｏ．１
０「Ｃ’，Ａ」）を形成することができる。
【０１８０】
　なお、本実施形態によれば、図形のずれ（組み合わせの非成立、図２０のＮｏ．３「－
，Ｃ」～Ｎｏ．９「－，Ｃ」）が形成される区間においても、第２回転体３４０ｂの回転
を継続させ、遊技者から視認される図形を切り替え続けることができるため、第３の組み
合わせにおいて、いずれの図形が組み合わされるのかを遊技者に予測困難とさせることが
できる。
【０１８１】
　以降は、上述した態様（図２０のＮｏ．１及び図２１（ａ）に示す状態から図２０のＮ
ｏ．９及び図２２（ｅ）に示す状態までの区間の回転）と実質的に同一の態様が、更に２
回繰り返されることで、１サイクルが完了される（テーブルが始点から終点まで一巡され
る）。
【０１８２】
　この場合、図２０のＮｏ．１１～Ｎｏ．２０に示す状態の区間では、図２１及び図２２
における第１回転体３４０ａの位相を１２０度異ならせた状態に置き換えて考えれば良く
、第４の組み合わせ（図２０のＮｏ．１１「Ａ’，Ｂ」）、第５の組み合わせ（図２０の
Ｎｏ．１２「Ｂ’，Ｃ」）及び第６の組み合わせ（図２０のＮｏ．２０「Ｃ’，Ｂ」）を
形成することができる。
【０１８３】
　また、図２０のＮｏ．２１～Ｎｏ．３０に示す状態の区間では、図２１及び図２２にお
ける第１回転体３４０ａの位相を２４０度異ならせた状態に置き換えて考えれば良く、第
７の組み合わせ（図２０のＮｏ．２１「Ａ’，Ｃ」）、第８の組み合わせ（図２０のＮｏ
．２２「Ｂ’，Ａ」）及び第９の組み合わせ（図２０のＮｏ．３０「Ｃ’，Ｃ」）を形成
することができる。
【０１８４】
　以上のように、本実施形態によれば、駆動モータ３５０の回転を第１回転体３４０ａ及
び第２回転体３４０ｂのそれぞれへ伝達する伝達機構が、複数の歯車（駆動ギヤ３５１～
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第２ギヤ３５５の５枚の歯車）からなる歯車列として形成され、駆動モータ３５０の回転
を、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂへそれぞれ異なる回転比で伝達可能に形
成される。
【０１８５】
　これにより、第１回転体３４０ａの回転周期と第２回転体３４０ｂの回転周期とを異な
らせることができる。その結果、１個の駆動モータ３５０のみであっても、第１回転体３
４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の組み合わせを９組形成することができると共に、
その組み合わせを任意に変更できる（所望の組み合わせを任意に現出させることができる
）。
【０１８６】
　また、伝達機構が歯車列として形成されることで、構造を簡素化して、部品コストの削
減と耐久性および信頼性の向上とを図ることができるだけでなく、各歯車が常に歯合され
ているので、駆動モータ３５０の回転方向を正逆切り替えることで、図２０に示すテーブ
ルの進行方向を切り替えることができる。
【０１８７】
　よって、例えば、図２０のテーブルを正方向（図２０下方向）へ進行し、図形のずれ（
組み合わせの非成立）が形成される区間（例えば、図２０のＮｏ．３～Ｎｏ．９）を経て
、第３の組み合わせ（図２０のＮｏ．１０「Ｃ’，Ａ」）を現出させた後または現出させ
た直前で、駆動モータ３５０の回転方向を逆転させ、図２０のテーブルを逆方向（図２０
上方向）へ戻るという一連の動作を繰り返すことができ、これにより、第３の組み合わせ
の現出を遊技者に期待させるという演出を行うことができる。
【０１８８】
　或いは、例えば、第１の組み合わせ（図２０のＮｏ．１「Ａ’，Ａ」）が形成された状
態から、第９の組み合わせ（図２０のＮｏ．３０「Ｃ’，Ｃ」）を現出させる必要がある
場合に、図２０のテーブルを正方向（図２０下方向）へ進行して、第９の組み合わせを現
出させることに加え、図２０のテーブルを逆方向（図２０上方向）へ進行して、第９の組
み合わせを現出させることもできる。即ち、前者の場合には、第１回転体３４０ａの１２
０度の回転を３０回繰り返すことが必要となるのに対し、後者の場合には、第１回転体３
４０ａの１２０度の回転を１回行えば良いので、所望の図形の組み合わせを速やかに現出
させることができる。
【０１８９】
　ここで、第１回転体３４０ａの１２０度の回転に対して、第２回転体３４０ｂを６０度
回転させる構成とした場合（即ち、第２回転体３４０ｂの回転を、第１回転体３４０ａの
回転に対し、「１／整数」倍に設定した場合）には、第１回転体３４０ａ及び第２回転体
３４０ｂの回転位置に差異（ずれ）を発生させることなく、図形の組み合わせを複数形成
することができる。しかしながら、この場合には、図形の組み合わせ可能な数が最大３組
となる。
【０１９０】
　これに対し、本実施形態では、上述したように、第１、第４及び第７の組み合わせ（図
２０のＮｏ．１「Ａ’，Ａ」、Ｎｏ．１１「Ａ’，Ｂ」及びＮｏ．２１「Ａ’，Ｃ」）を
除き、残りの６組の組み合わせ（第２、第３、第５、第６、第８及び第９の組み合わせ）
において、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転位置に所定回転角度の差異
（ずれ）が発生することを許容する。これにより、図形の組み合わせ可能な数を９組とす
ることができる。
【０１９１】
　即ち、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂを１の駆動モータ３５０により回転
させる構造において、図形の組み合わせ可能な数を９組とすることは、駆動モータ３５０
の回転を第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂのそれぞれへ伝達する伝達機構が歯
車列として形成されるだけでは達成不可能であり、本実施形態のように、第１回転体３４
０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転位置に所定回転角度の差異（ずれ）が生じることを許
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容することで初めて可能となったものである。これにより、図形の組み合わせ可能数の増
加による演出効果の向上を図りつつ、駆動モータ３５０の必要数を抑制して、製品コスト
の削減を図ることができる。
【０１９２】
　この場合、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転位置に所定回転角度の差
異（ずれ）が生じる図形の組み合わせ（第２、第３、第５、第６、第８及び第９の組み合
わせ）では、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂを停止させる停止位置を補正す
るようにしても良い。
【０１９３】
　例えば、第２、第５及び第８の組み合わせ（図２０のＮｏ．２「Ｂ’，Ｂ」、Ｎｏ．１
２「Ｂ’，Ｃ」及びＮｏ．２２「Ｂ’，Ａ」）では、図２１（ｂ）に示すように、第２回
転体３４０ｂの位相が遅れるので、第１回転体３４０ａを所定角度だけ位相を進めた回転
位置で停止させる。即ち、基準面からの位置ずれが第２回転体３４０ｂのみに集中されて
いるので、図２１（ａ）に示す状態から第１回転体３４０ａを１２０度回転させた回転位
置で停止させるのではなく、例えば、１２６度回転させた回転位置で停止させる。これに
より、基準面からの位置ずれを第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４ｂに分散させて、
目立たなくすることができる。
【０１９４】
　同様に、例えば、第３、第６及び第９の組み合わせ（図２０のＮｏ．１０「Ｃ’，Ａ」
、Ｎｏ．２０「Ｃ’，Ｂ」及びＮｏ．３０「Ｃ’，Ｃ」）では、図２２（ｅ）に示すよう
に、第２回転体３４０ｂの位相が先行されるので、第１回転体３４０ａを所定角度だけ位
相を遅らせた回転位置で停止させる。即ち、基準面からの位置ずれが第２回転体３４０ｂ
のみに集中されているので、図２２（ｄ）に示す状態から第１回転体３４０ａを１２０度
回転させた回転位置で停止させるのではなく、例えば、１１４度回転させた回転位置で停
止させる。これにより、基準面からの位置ずれを第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４
ｂに分散させて、目立たなくすることができる。
【０１９５】
　上述したように、回転体昇降ユニット３００は、各収容体３００が上下方向に昇降可能
に形成され、下降位置では（図７参照）、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂを
遊技盤１３の背面に位置させて遊技者から視認不能とできる。よって、第１回転体３４０
ａの図形と第２回転体３４０ｂの図形との組み合わせのうちの所望の組み合わせを必要な
タイミングで速やかに現出させることができる。
【０１９６】
　即ち、本実施形態では、９組の図形の組み合わせが形成可能であるが故に、テーブルが
長くなる（図２０のテーブルの段数が多くなる）ため、所望の組み合わせを現出させるた
めには、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂを比較的多く回転させる必要があり
、その分、時間が嵩む。
【０１９７】
　これに対し、本実施形態では、各収容体３００を下降位置に配置することで（図７参照
）、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂを遊技者から視認不能な位置に退避させ
ることができる。これにより、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転を遊技
者に認識されることなく、その回転位置を所定の回転位置まで事前に回転させておくこと
ができ、その結果、必要なタイミングが到来した際には、各収容体３００を上昇位置に配
置し（図８参照）、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの残りの回転を実行する
ことで、所望の組み合わせを速やかに現出させることができる。
【０１９８】
　なお、各収容体３００の下降位置への配置は、特定の変動パターンで第１回転体３４０
ａ及び第２回転体３４０ｂを回転させる際にのみ行うようにしても良い。例えば、第１回
転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転の開始から結果の表示（回転の停止）までの
時間が比較的短い変動パターンでは、各収容体３００を下降位置へ配置せず、各回転体３
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４０ａ，３４０ｂの回転の開始から停止を、遊技者から視認可能な位置で行う一方、各回
転体３４０ａ，３４０ｂの回転の開始から結果の表示（回転の停止）までの時間が比較的
長い変動パターンでは、各回転体３４０ａ，３４０ｂの事前の回転を遊技者から視認不能
な位置で行うようにしても良い。
【０１９９】
　この場合、本実施形態では、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの下降位置に
おける事前の回転は、所定の動作手段が動作される場合に行われる。これにより、第１回
転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの事前の回転が遊技者に認識されることを抑制する
ことができる。
【０２００】
　即ち、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂを回転させる際には、比較的大きな
音が発生するため、下降位置に移動されて、遊技者から視認不能とされたとしても、その
回転時に発生する音によって第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂが事前に回転さ
れていることを、遊技者に認識させてしまうおそれがある。
【０２０１】
　これに対し、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転を、所定の動作手段の
動作時に行うことで、その動作に紛れ込ませることができる。その結果、第１回転体３４
０ａ及び第２回転体３４０ｂの事前の回転を遊技者に認識させ難くすることができる。
【０２０２】
　なお、動作手段としては、例えば、払出装置１３３、音声出力装置２２６、或いは、球
発射ユニット１１２ａ（いずれも図３又は図４参照）が例示される。これらの動作手段が
動作されている状態では、例えば、球の払出、音声の出力、或いは、球の発射に伴い、比
較的大きな音が発生する。よって、遊技者に第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂ
の事前の回転を認識させ難くできる。
【０２０３】
　なお、これに代えて、或いは、これに加えて、第３図柄表示装置８１（図２参照）にお
いて表示される演出が所定の演出である場合に、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４
０ｂの事前の回転を行うようにしても良い。第３図柄表示装置８１に表示される演出が所
定の演出である場合には、その所定の演出に遊技者の意識を集中させることができるため
、その分、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの事前の回転を遊技者に認識させ
難くできる。
【０２０４】
　次いで、図２３から図２７を参照して、中央遊動ユニット４００について説明する。図
２３は、中央遊動ユニット４００の正面図である。また、図２４は、中央遊動ユニット４
００の分解正面斜視図であり、図２５は、中央遊動ユニット４００の分解背面斜視図であ
る。
【０２０５】
　図２３から図２５に示すように、中央遊動ユニット４００は、背面ケース２１０の底壁
部２１１（図６参照）に配設されるベース体４１０と、そのベース体４１０の正面に配設
される一対のカバー体４２０と、それらカバー体４２０及びベース体４１０の対向面間に
基端側が回転可能に軸支されると共に先端側を向い合せた姿勢で配置される一対のアーム
体４３０と、それら一対のアーム体４３０の先端側がそれぞれ相対変位可能に連結される
第１部材４４０と、一対の駆動モータ４５０の駆動力を一対のアーム体４２０へそれぞれ
伝達する伝達機構と、を主に備える。
【０２０６】
　ベース体４１０は、正面視横長の矩形状に形成され、そのベース体４１０の長手方向両
端部分にカバー体４２０が部分的に配設（覆設）される。ベース体４１０及びカバー体４
２０の互いの対向面には、アーム体４３０の基端側（回転軸４３１）を回転可能に軸支す
るための軸支孔４１１，４２１がそれぞれ同軸となる位置に凹設される。
【０２０７】
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　また、ベース体４１０の正面には、伝達機構の後述するクランクギヤ４５３を回転可能
に軸支するための軸４１２が突設される。軸４１２の先端には、Ｅリング（止め輪）が嵌
合可能な嵌合溝が凹設され、かかる嵌合溝に嵌合された止め輪によりクランクギヤ４５３
が軸４１２から抜け出ることを規制する。
【０２０８】
　カバー体４２０の側壁には、切り欠き部４２２が開口形成され、アーム体４３０の回転
を許容するための空間が確保される。一方で、アーム体４３０の回転が所定角度を越えた
場合には、切り欠き部４２２の開口内縁をアーム体４３０の外面に当接させることで、ア
ーム部材４２０の所定角度以上の回転を規制可能に形成される。即ち、カバー体４２０は
、アーム部材４２０の所定角度以上の回転を規制するストッパとしての機能を発揮可能に
形成される。
【０２０９】
　なお、ベース体４１０の長手方向中央には、回転体４１３が配設される。回転体４１３
は、図示しない駆動モータの駆動力により回転可能に形成される部材であり、第１部材４
４０が上昇位置に配置されると（図３１（ａ）参照）、かかる第１部材４４０に遮蔽され
、遊技者から視認不能とされる一方、第１部材４４０が下降位置に配置されると（図３１
（ｃ））、第１部材４４０の上方に縦に並設された状態で、遊技者から視認可能とされる
。
【０２１０】
　アーム体４３０は、正面視略く字状に屈曲して形成される長尺棒状体であり、回転軸４
３１と、被駆動溝４３２と、連結ピン４３３とを主に備える。回転軸４３１は、上述した
ように、ベース体４１０及びカバー体４２０の軸支孔４１１，４２１に軸支される軸であ
り、アーム体４３０の基端側における正面および背面からそれぞれ同軸に突設される。ア
ーム体４３０は、かかる回転軸４３１を回転中心として、先端側を上下方向に昇降させる
態様で、ベース体４１０及びカバー体４２０に対して回転可能とされる。
【０２１１】
　被駆動溝４３２は、伝達機構の後述する偏心ピン４５４が摺動可能に挿通される部位で
あり、アーム体４３０の屈曲部分から回転軸４３１へ向けて延設される直線状（正面視長
穴形状）の開口として形成される。後述するように、クランクギヤ４５３の回転に伴い偏
心ピン４５４が被駆動溝４３２に沿って摺動されることで、アーム体４３０が回転軸４３
１を中心として回転される。
【０２１２】
　連結ピン４３３は、アーム体４３０の先端側における正面から突設される棒状体であり
、第１部材４４０の背面に形成される摺動溝４４１ａに沿って摺動可能に挿通される。か
かる連結ピン４３３を介して、アーム体４３０と第１部材４４０とが相対移動可能に連結
される。
【０２１３】
　なお、第１部材４４０の摺動溝４４１ａに挿通された連結ピン４３３の先端には、後述
するように、第１部材４３０の組み立て工程において、カラー（図示せず）が締結固定さ
れ、かかるカラーが連結ピン４３３の摺動溝４４１ａからの抜け止めとされる。また、ア
ーム体４３０には、屈曲部分を挟んで被駆動溝４３２と反対側となる位置の正面に回転体
４３４が配設される。回転体４３４は、アーム体４３０の背面側に配設される駆動モータ
４３５の駆動力により回転可能に形成される。
【０２１４】
　伝達機構は、上述したように、駆動モータ４５０の駆動力をアーム体４２０へ伝達する
ための機構であり、駆動モータ４５０が取り付けられた取付板４５１と、駆動モータ４５
０の駆動軸に固着されるピニオンギヤ４５２と、そのピニオンギヤ４５２に歯合されるク
ランクギヤ４５３と、そのクランクギヤ４５３の回転中心（軸４１２）から偏心して位置
する偏心ピン４５４と、を主に備える。
【０２１５】
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　取付板４５１は、ベース体４１０の正面であって、カバー体４２０の上方となる位置に
配設され、ピニオンギヤ４５２が、取付板４５１とベース体４１０との対向面間に収納さ
れる。偏心ピン４５４は、クランクギヤ４５３の正面から突設され、アーム体４３０の被
駆動溝４３２に挿通される。なお、偏心ピン４５４の先端には、Ｅリング（止め輪）が嵌
合可能な嵌合溝が凹設され、かかる嵌合溝に嵌合された止め輪により偏心ピン４５４が被
駆動溝４３２から抜け出ることを規制する。
【０２１６】
　伝達機構によれば、駆動モータ４５０の回転駆動力が、ピニオンギヤ４５２を介してク
ランクギヤ４５３に伝達され、クランクギヤ４５３が所定回転角（本実施形態では略１８
０度）だけ回転されると、そのクランクギヤ４５３の回転中心から偏心する偏心ピン４５
４が円弧状の軌跡を描きつつ正面視上下方向に変位される。これにより、アーム体４３０
が、被駆動溝４３２を摺動する偏心ピン４５４によって、上方へ押し上げられる又は下方
へ押し下げられ、回転軸４３１を回転中心として回転される（図３１参照）。
【０２１７】
　第１部材４４０は、上述したように、摺動溝４４１ａに挿通された連結ピン４３３を介
して、アーム体４３０に相対変位可能に連結される部材であり、一対のアーム体４３０が
それぞれ独立に回転されることで、後述するように、直線運動と回転運動とを組み合わせ
た態様で遊動可能とされる（図３３及び図３４参照）。ここで、図２６及び図２７を参照
して、第１部材４４０の詳細構成について説明する。
【０２１８】
　図２６は、第１部材４４０の分解正面斜視図であり、図２７は、第１部材４４０の分解
背面斜視図である。
【０２１９】
　図２６及び図２７に示すように、第１部材４４０は、基体４４１と、その基体４４１の
正面および背面にそれぞれ配設される正面体４４２及び背面体４４３と、基体４４１の背
面に回転可能に配設される腕部材４４４と、その腕部材４４４を回転させるための駆動力
を発生する駆動モータ４４５と、その駆動モータ４４５の駆動力を腕部材４４４に伝達す
るクランク部材４４６と、を主に備える。
【０２２０】
　基体４４１は、第１部材４４０の骨格をなす部材であり、正面視円形の板状に形成され
る。基体４４１には、一対の摺動溝４４１ａが開口形成される。各摺動溝４４１ａは、直
線状に延設される正面視長穴形状の開口として形成され、一対が非平行に配設される。詳
細には、一対の摺動溝４４１ａは、基体４４１の正面視において、中央から両端へ向けて
上昇傾斜される正面視逆ハ字状に配設される。
【０２２１】
　基体４４１の背面には、摺動溝４４１ａの内縁に対応して形成される筒状の筒部４４１
ｂが立設されると共に、腕部材４４４を回転可能に軸支するための軸４４１ｃが突設され
る。
【０２２２】
　筒部４４１ｂには、アーム体４３０の連結ピン４３３（図２４及び図２５参照）が摺動
可能に挿通される。即ち、筒部４４１ｂの内周面により連結ピン４３３を支持できるので
、その分、連結ピン４３３の支持面積を拡大して、アーム体４３０に対する第１部材４４
０の相対変位を安定化させることができる。
【０２２３】
　正面体４４２は、第１部材４４０の正面を形成する部材であり、基体４４１と略同径の
正面視円形であって所定の厚み寸法を有する円板状に形成される。正面体４４２は、光透
過性の材料から形成されると共に、その正面体４４２の内部には、複数の発光手段（本実
施形態ではＬＥＤ）が配設される。よって、複数の発光手段を発光（点灯または点滅）さ
せることで、正面体４４２の正面および外周面を透過した光を、正面および外周面から外
部へ向けて照射することができる。これにより、正面体４４２の全体（正面および外周面
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）が発光しているように遊技者に視認させることができる。
【０２２４】
　なお、正面体４４２は、基体４４１にアーム体４３０の連結ピン４３３が連結された後
に、基体４４１に配設（締結固定）される。即ち、基体４４１の摺動溝４４１ａには、背
面側からアーム体４３０の連結ピン４３３が挿通され、基体４４１の正面側に突出された
連結ピン４３３の先端に、少なくとも基体４４１の筒部４４１ｂの溝幅よりも大きな直径
のカラー（図示せず）が装着（締結固定）され、かかるカラーが連結ピン４３３の基体４
４１からの抜け止めとされる。
【０２２５】
　腕部材４４４は、正面体４４２の直径寸法よりも長い長尺状の部材であり、軸支孔４４
４ａと、被駆動溝４４４ｂとを備える。軸支孔４４４ａは、正面体４４１の軸４４１ａに
軸支される孔であり、腕部材４４４の長手方向中央となる位置に穿設される。被駆動溝４
４４ｂは、クランク部材４４６の偏心ピン４４６ｂが摺動可能に挿通される部位であり、
被軸支孔４４４ａの下方において腕部材４４４の長手方向と直交して延設される直線状（
正面視長穴状）の開口として形成される。
【０２２６】
　腕部材４４４は、その両端部分を正面体４４２の両側から外方へ張り出した姿勢で（図
２３参照）、基体４４１及び背面体４４３の対向面間で軸４４１ａに回転可能に軸支され
、後述するように、クランク部材４４６の回転に伴い偏心ピン４４６ｂが被駆動溝４４４
ｂに沿って摺動されることで、軸支孔４４４ｂを中心として回転される。
【０２２７】
　クランク部材４４６は、基体４４１及び背面体４４３の対向面間に配設される部材であ
り、駆動モータ４４５の駆動軸に固着される回転本体４４６ａと、その回転本体４４６ａ
の回転中心（駆動モータ４４５の駆動軸）から偏心して位置する偏心ピン４４６ｂとを備
える。偏心ピン４４６ｂは、回転本体４４６ａの正面から突設され、腕部材４４４の被駆
動溝４４４ｂに挿通される。
【０２２８】
　クランク部材４４６の回転本体４４６ａが駆動モータ４４５の回転駆動力により回転さ
れると、その回転本体４４６ａの回転中心から偏心する偏心ピン４４６ｂが所定半径の円
軌跡を描きつつ変位される。これにより、被駆動溝４４４ｂが偏心ピン４４６ｂによって
、左右へ交互に押し引きされ、所定回転角（本実施形態では略３０度）の回転を正逆方向
に交互に繰り返す態様で、軸支孔４４４ａ（軸４４１ｃ）を回転中心として腕部材４４４
が回転される（図３９及び図４０参照）。
【０２２９】
　これにより、後述するように、正面体４４２の両側から左右に張り出す腕部材４４４の
両端部分を、互い違いに上下に往復動作させる態様で、腕部材４４４の動作を遊技者に視
認させることができる。また、かかる腕部材４４０の往復動作をアーム体４３０の停止中
に行うことで、後述するように、往復動作の反作用（慣性力）を基体４４１及び正面体４
４２に作用させ、アーム体４３０に対して正面体４４２が相対変位する動作を遊技者に視
認させることができる。
【０２３０】
　次いで、図２８から図２９を参照して、左右回転ユニット５００について説明する。な
お、左右回転ユニット５００は、背面ケース２１０の開口２１１ａを挟んで左右に一対が
配設されるところ（図６参照）、これら一対の左右回転ユニット５００は、左右対称の形
状に形成される点を除き、実質的に同一の構成で形成されるので、一方（正面視左側に配
設されるもの）についてのみ説明し、他方の説明は省略する。
【０２３１】
　図２８は、左右回転ユニット５００の正面図である。また、図２９は、左右回転ユニッ
ト５００の分解正面斜視図であり、図３０は、左右回転ユニット５００の分解背面斜視図
である。
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【０２３２】
　図２８から図３０に示すように、左右回転ユニット５００は、正面視矩形状の背面ベー
ス５１１と、その背面ベース５１１の正面側に重ね合わされる正面ベース５１２と、その
正面ベース５１３の正面に配設されるカバー体５１３と、背面ベース５１１の背面側に配
設される駆動モータ５２０と、その駆動モータ５２０の駆動力により背面ベース５１１及
び正面ベース５１２に対して回転される変位部材５３０と、その変位部材５３０へ駆動モ
ータ５２０の駆動力を伝達する伝達機構と、を主に備える。
【０２３３】
　背面ベース５１１及びカバー体５１３の互いの対向面には、変位部材５３０の基端側（
回転軸５３１）を回転可能に軸支するための軸支孔５１１ａ，５１３ａがそれぞれ同軸と
なる位置に凹設される。正面ベース５１２には、変位部材５３０の回転軸５３１が挿通さ
れる開口５１２ａと、伝達機構の後述するクランクギヤ５４０の偏心ピン５４２が挿通さ
れる開口５１２ｂとが開口形成される。
【０２３４】
　変位部材５３０は、正面に羽根状の装飾が施された部材であり、回転軸５３１と、被駆
動孔５３２とを主に備える。回転軸５３１は、上述したように、背面ベース５１１及びカ
バー体５１３の軸支孔５１１ａ，５１３ａに軸支される軸であり、変位部材５３０の基端
側（図２９下側）における正面および背面からそれぞれ同軸に突設される。変位部材５３
０は、かかる回転軸５３１を回転中心として、正面視において正面ベース５１２と重なる
退避位置と背面ケース２１０の開口２１１ａ（図８参照）側へ張り出す張出位置との間で
回転可能とされる（図７及び図８参照）。
【０２３５】
　被駆動孔４３２は、伝達機構の後述するリンク部材５５０の連結ピン５５２が回転可能
に軸支される孔であり、回転軸５３１から先端側へ所定距離だけ離間した位置に凹設され
る。後述するように、クランクギヤ５４０の回転がリンク部材５５０を介して被駆動孔４
３２に伝達されることで、変位部材５３０が回転軸５３１を中心として回転される。
【０２３６】
　伝達機構は、上述したように、駆動モータ５２０の駆動力を変位部材５３０へ伝達する
ための機構であり、駆動モータ５２０の駆動軸に固着されるピニオンギヤ５２１と、その
ピニオンギヤ５２１に歯合されるクランクギヤ５４０と、そのクランクギヤ４５３を変位
部材５３０に連結するリンク部材５５０と、を主に備える。
【０２３７】
　クランクギヤ５４０は、背面ベース５１１及び正面ベース５１２の対向面間に回転可能
に保持されるギヤであり、その回転中心から偏心する位置に偏心ピン５４１が正面へ向け
て突設される。リンク部材５５０には、正面ベース５１２と変位部材５３０との対向面間
に配設される棒状体であり、長手方向一端側の背面に連結孔５５１が凹設されると共に、
長手方向他端側の正面から連結ピン５５２が突設される。
【０２３８】
　クランクギヤ５４０の偏心ピン５４１は、正面ベース５１２の開口５１２ｂを介して、
リンク部材５５０の連結孔５５１に回転可能に軸支され、リンク部材５５０の連結ピン５
５２は、変位部材５３０の被駆動孔５３２に回転可能に軸支される。これにより、変位部
材５３０とクランクギヤ５４０とがリンク部材５５０を介して連結され、クランク機構が
構成される。
【０２３９】
　伝達機構によれば、駆動モータ５２０の回転駆動力が、ピニオンギヤ５２１を介してク
ランクギヤ５４０に伝達され、クランクギヤ５４０が所定回転角（本実施形態では略１８
０度）だけ回転されると、そのクランクギヤ４５３の回転中心から偏心する偏心ピン５４
１が円弧状の軌跡を描きつつ変位されると共に、その偏心ピン５４１の変位がリンク部材
５５０を介して変位部材５３０へ伝達される。即ち、変位部材５３０の基端側が、リンク
部材５５０によって、左右方向へ交互に押し引きされる。これにより、変位部材５３０が
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、回転軸４３１を回転中心として、上述した退避位置と張出位置との間で回転される（図
７及び図８参照）。
【０２４０】
　次いで、以上のように構成された中央遊動ユニット４００の動作について、図３１から
図４１を参照して説明する。なお、以下においては、説明の便宜のため、一対のアーム体
４３０に対し、第１部材４４０を正面視した際に左側（図３１左側）及び右側（図３１右
側）に位置するものを、それぞれ「左」のアーム体４３０及び「右」のアーム体４３０と
称す。
【０２４１】
　図３１（ａ）から図３１（ｃ）は、中央遊動ユニット４００の正面図であり、図３１（
ａ）は上昇位置に配置された状態に、図３１（ｂ）は上昇位置および下降位置の間に配置
された状態に、図３１（ｃ）は下降位置に配置された状態に、それぞれ対応する。
【０２４２】
　また、図３２（ａ）から図３２（ｃ）は、中央遊動ユニット４００の断面背面図であり
、図３２（ａ）は図３１（ａ）における、図３２（ｂ）は図３１（ｂ）における、図３２
（ｃ）は図３１（ｃ）における、中央遊動ユニット４００の断面背面図にそれぞれ対応す
る。
【０２４３】
　なお、図３２（ａ）から図３２（ｃ）は、連結ピン４３３に直交する平面で切断して第
１部材４４０の背面を視認する断面図に対応する。また、左右のアーム体４３０の外形が
二点鎖線を用いて模式的に図示される一方、背面体４４３、駆動モータ４５０及びクラン
ク部材４４６の図示が省略される。後述する図３５、図３６、図３８及び図４０において
も同様であるので、以下においてはその説明を省略する。
【０２４４】
　図３１（ａ）及び図３２（ａ）に示すように、中央遊動ユニット４００が上昇位置に配
置された状態では、左右のアーム体４３０が共に先端側（連結ピン４３３側）を上方に振
り上げた姿勢とされ、第１部材４４０が最上方に位置される。左右のアーム体４３０の各
連結ピン４３３は、第１部材４４０の径方向外縁に近い側の各摺動溝４４１ａの終端（以
下「外側終端」と称す）に近接して位置される。この場合、連結ピン４３３と摺動溝４４
１の外側終端との間には所定の隙間が形成される。
【０２４５】
　図３１（ａ）及び図３２（ａ）に示す状態から、一対の駆動モータ４５０がそれぞれ回
転駆動され、各クランクギヤ４５３が回転されると、そのクランクギヤ４５３の偏心ピン
４５４が被駆動溝４３２を摺動しつつ、左右のアーム体４３０をそれぞれ下方へ押し下げ
る。
【０２４６】
　これにより、左右のアーム体４３０が回転軸４３１（図２４及び図２５参照）を回転中
心として回転され、図３１（ｂ）及び図３２（ｂ）に示すように、第１部材４４０が下方
へ変位される。この状態から、一対の駆動モータ４５０の回転駆動により各クランクギヤ
４５３が更に回転されると、左右のアーム体４３０が更に下方へ押し下げられて、図３１
（ｃ）及び図３２（ｃ）に示すように、中央遊動ユニット４００が下降位置に配置される
。
【０２４７】
　図３１（ｃ）及び図３２（ｃ）に示すように、中央遊動ユニット４００が下降位置に配
置された状態では、左右のアーム体４３０が共に先端側（連結ピン４３３側）を下方に振
り下げた姿勢とされ、第１部材４４０が最下方に位置し第３図柄表示装置８１（図２参照
）の前面側に張り出された状態が形成される。また、第１部材４４０の上方には、回転体
４１３が遊技者から視認可能に露出される。
【０２４８】
　左右のアーム体４３０の各連結ピン４３３は、第１部材４４０の中心に近い側の各摺動
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溝４４１ａの終端（以下「内側終端」と称す）に近接して位置される。この場合、連結ピ
ン４３３と摺動溝４４１の内側終端との間には所定の隙間が形成される。なお、本実施形
態では、下降位置における連結ピン４３３と内側終端との間の隙間が、上昇位置における
連結ピン４３３と外側終端との間の隙間よりも大きくなるように設定される。
【０２４９】
　これにより、後述するように、慣性の作用や腕部材４４４の動作を利用して、第１部材
４４０をアーム部材４３０に対して相対変位させる場合には（図３７及び図３８参照）、
下降位置における相対変位量を大きくできる。即ち、第３図柄表示装置８１（図２参照）
の前面側において、第１部材４４０を大きな変位で動作させることができる。
【０２５０】
　図３１（ｃ）及び図３２（ｃ）に示す状態（下降位置）から、上述した場合とは逆方向
に一対の駆動モータ４５０がそれぞれ回転駆動されると、各クランクギヤ４５３の回転に
伴い、偏心ピン４５４が被駆動溝４３２を摺動しつつ、左右のアーム体４３０をそれぞれ
上方へ押し上げることで、最終的に、図３１（ａ）及び図３２（ｃ）に示すように、中央
遊動ユニット４００が上昇位置に配置される。
【０２５１】
　このように、中央遊動ユニット４００によれば、第１部材４４０を上昇位置と下方位置
との間で昇降させることができる。しかしながら、第１部材４４０の昇降の一例として説
明した上記動作は、第１部材４４０が、上昇位置と下降位置との間を同じ姿勢を維持しつ
つ直線運動するものであり、その第１部材４４０の動きの変化が乏しい。
【０２５２】
　これに対し、本実施形態では、左右のアーム体４３０が互いに独立して変位（回転）可
能に形成されると共に、それら左右のアーム体４３０のそれぞれの先端側（連結ピン４３
３）が、第１部材４４０（摺動溝４４１ａ）に相対変位（摺動）可能に連結されるので、
左右のアーム体４３０の回転の態様に応じて、第１部材４４０の動きに変化を与えつつ昇
降させることもできる。かかる動作の一例について、図３３から図３６を参照して説明す
る。
【０２５３】
　図３３（ａ）から図３３（ｃ）及び図３４（ａ）から図３４（ｃ）は、中央遊動ユニッ
ト４００の正面図であり、図３３（ａ）は上昇位置に配置された状態に、図３３（ｂ）、
図３３（ｃ）、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は上昇位置および下降位置の間に配置され
た状態に、図１０（ｃ）は下降位置に配置された状態に、それぞれ対応する。
【０２５４】
　また、図３５（ａ）から図３５（ｃ）及び図３６（ａ）から図３６（ｃ）は、中央遊動
ユニット４００の断面背面図であり、図３５（ａ）から図３５（ｃ）は図３３（ａ）から
図３３（ｃ）における中央遊動ユニット４００の断面背面図にそれぞれ対応し、図３６（
ａ）から図３６（ｃ）は図１０（ａ）から図１０（ｃ）における中央遊動ユニット４００
の断面背面図にそれぞれ対応する。
【０２５５】
　図３３（ａ）及び図３５（ａ）に示すように、中央遊動ユニット４００が上昇位置に配
置された状態から、右のアーム体４３０に対応する駆動モータ４５０のみを回転駆動して
、先端側（連結ピン４３３）が下方（図３３（ａ）下方向）へ向かう回転方向へ向けて、
右のアーム体４３０を回転させる（なお、以下、この回転を「下方への回転」と称す）。
【０２５６】
　この右のアーム体４３０の下方への回転により、右（図３５（ａ）では左側）のアーム
体４３０の連結ピン４３３が摺動溝４４１ａを下方へ押し下げることで、図３３（ｂ）及
び図３５（ｂ）に示すように、第１部材４０を右肩下がりの姿勢に変化（傾斜）させるこ
とができる。
【０２５７】
　ここで、停止状態にある左（図３５（ａ）では右側）のアーム体４３０は図２３７（ａ
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）に示すように、上昇位置において、連結ピン４３３と摺動溝４４１ａにおける外側終端
との間に所定の隙間が形成されている。この場合、第１部材４４０が右肩下がり（図３５
（ｂ）では左肩下がり）の姿勢に変化（傾斜）されると、左のアーム体４３０の連結ピン
４３３が連結されている摺動溝４４１ａの傾斜がより急角度となり、かかる連結ピン４３
３と摺動溝４４１ａとの間に形成される隙間の方向が、重力の作用による第１部材４４０
の移動（落下）を許容する方向に配置される。
【０２５８】
　よって、図３３（ａ）及び図３５（ａ）に示す上昇位置から、右のアーム体４３０のみ
を下方へ回転させると、所定の回転位置までは、第１部材４４０を右のアーム体４３０の
回転に従動させて変位させることができる一方、所定の回転位置に達した後は、第１部材
４４０を重力の作用による自由落下によって、図３３（ｂ）及び図３５（ｂ）に示す状態
に配置することができる。
【０２５９】
　即ち、右のアーム体４３０が所定の回転位置に達するまでは、右のアーム体４３０の下
方への回転に従動していた第１部材４４０を、所定の回転位置に達した後は、右のアーム
体４３０の下方への回転に従動させず、自由落下によって下方へ急激に変位させて右のア
ーム体４３０の変位から先行させることができる。その結果、第１部材４４０の動きに変
化を与えることができる。
【０２６０】
　図３３（ｂ）及び図３５（ｂ）に示す状態から、右のアーム体４３０が更に下方へ回転
されると、右（図３５（ｂ）では左側）のアーム体４３０の連結ピン４３３が摺動溝４４
１ａを更に下方へ押し下げることで、図３３（ｃ）及び図３５（ｃ）に示すように、第１
部材４０の右肩下がりの姿勢を更に急角度に変化（傾斜）させることができる。
【０２６１】
　この場合、左（図３５（ｂ）では右側）のアーム体４３０が停止状態にあると共に、そ
の連結ピン４３３が摺動溝４４１ａの外側終端に達していることから、この連結ピン４３
３（図３５（ｂ）では右側）を回転中心として第１部材４４０を回転させることができ、
右のアーム体４３０の下方への回転に伴って、第１部材４４０を正面視において左のアー
ム体４３０側（図３３左側）へ押し込んだ状態を形成することができる。
【０２６２】
　即ち、図３３（ａ）の上昇位置から図３３（ｃ）に示す状態までの過程において、右の
アーム体４３０の下方への回転に伴って、第１部材４４０を、下方（図３３下方向）への
直線運動と、右肩下がりとなる方向（図３３時計回り）への回転運動と、左方（図３３左
方向）への直線運動とを組み合わせた動きで変位させることができ、その動きに変化を与
えることができる。
【０２６３】
　図３３（ｃ）及び図３５（ｃ）に示す状態に達すると、左のアーム体４３０の連結ピン
４３３に加え、右のアーム体４３０の連結ピン４３３も摺動溝４４１ａの外側終端に位置
するため、かかる右のアーム体４３０の下方への回転が規制される。よって、この状態か
らは、次いで、左（図３３（ｃ）左側）のアーム体４３０を下方へ回転させる。
【０２６４】
　この左のアーム体４３０の下方への回転により、左（図３５（ｃ）では右側）のアーム
体４３０の連結ピン４３３が摺動溝４４１ａを下方へ押し下げることで、図３４（ａ）及
び図３６（ａ）に示すように、第１部材４０を右肩下がりの姿勢から水平な姿勢に変化（
復帰）させることができる。
【０２６５】
　ここで説明する動作の一例では、図３４（ａ）及び図３６（ａ）に示す状態から、左の
アーム体４３０を、カバー体４２０の切欠き部４２２により規制される位置まで、更に下
方へ回転させる。これにより、左（図３６（ａ）では右側）のアーム体４３０の連結ピン
４３３が摺動溝４４１ａを更に下方へ押し下げることで、上述した場合（図３３参照）と
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は逆に、図３４（ｂ）及び図３６（ｂ）に示すように、第１部材４０を左肩下がりの姿勢
に変化（傾斜）させることができる。
【０２６６】
　図３４（ｂ）及び図３６（ｂ）に示す状態に達すると、左のアーム体４３０が既に最下
方まで回転されており、それ以上の下方の回転が規制されるので、この状態からは、次い
で、右（図３４（ｂ）では左側）のアーム体４３０を、カバー体４２０の切欠き部４２２
により規制される位置まで、下方へ回転させる。これにより、図３４（ｃ）及び図３６（
ｃ）に示すように、第１部材４０を、左肩下がりの姿勢から水平な姿勢に変化（復帰）さ
せると共に、最下方となる位置に配置することができる。即ち、下降位置に配置される。
【０２６７】
　このように、本実施形態の中央遊動ユニット４００によれば、左右のアーム体４３０が
互いに独立して変位（回転）可能に形成されると共に、それら左右のアーム体４３０のそ
れぞれの先端側（連結ピン４３３）が、第１部材４４０（摺動溝４４１ａ）に相対変位（
摺動）可能に連結されるので、左右のアーム体４３０を互いに独立に変位させることで、
第１部材４４０に直線運動と回転運動とを組み合わせた動きを付与可能として、その動き
に変化を与えることができる。
【０２６８】
　特に、左右のアーム体４３０は、その基端側（回転軸４３１）がベース体４１０及びカ
バー体４２０に回転可能に軸支され、かかる基端側を中心として回転されるので、左右の
アーム体４３０の先端側（連結ピン４３３）のそれぞれを、中心位置が互いに異なる円弧
状の軌跡に沿って移動させることができる。その結果、左右のアーム体４３０が直線状に
スライド変位される場合と比較して、直線運動および回転運動をより複雑に組み合わせた
動きを第１部材４４０に付与することができ、より大きな変化をその動きに与えることが
できる。
【０２６９】
　ここで、本実施形態の中央遊動ユニット４００によれば、上昇位置または下降位置に配
置された第１部材４４０を、左右のアーム体４３０を回転させることなく、左右のアーム
体４３０に対して惰性（慣性の作用）により相対変位させることができる。この第１部材
４４０の変位について、下降位置における変位を一例として、図３７及び図３８を参照し
て説明する。
【０２７０】
　図３７（ａ）から図３７（ｃ）は、下降位置に配置された中央遊動ユニット４００の正
面図であり、図３７（ａ）では第１部材４４０が中央に位置する状態が、図３７（ｂ）及
び図３７（ｃ）では図３７（ａ）に図示する状態から第１部材４４０が左右に横揺れされ
た状態が、それぞれ図示される。
【０２７１】
　また、図３８（ａ）から図３８（ｃ）は、中央遊動ユニット４００の断面背面図であり
、図３８（ａ）から図３８（ｃ）は図３７（ａ）から図３７（ｃ）における中央遊動ユニ
ット４００の断面背面図にそれぞれ対応する。
【０２７２】
　図３７（ａ）及び図３８（ａ）に示すように、下降位置（基準位置）に配置された状態
では、左右のアーム体４３０の各連結ピン４３３は、第１部材４４０の各摺動溝４４１ａ
の外側終端および内側終端のそれぞれとの間に隙間を有する位置に配置される。よって、
左右のアーム体４３０が停止されている状態であっても、上述した隙間の分、アーム体４
３０に対する第１部材４４０の相対変位を許容することができる。
【０２７３】
　例えば、左右のアーム体４３０の一方または両方を所定速度で変位（回転）させた後に
停止させることで、その停止に伴い発生する慣性力を第１部材４４０に作用させ、各連結
ピン４３３が各摺動溝４４１ａの外側終端または内側終端へ向けて往復動する変位を形成
することができる。即ち、図３７及び図３８に示すように、左右のアーム体４３０の変位
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（回転）を停止させた後において、第１部材４４０を惰性（慣性の作用）により左右に往
復動（横揺れ）させることができ、その動きに変化を与えることができる。
【０２７４】
　この場合、本実施形態では、第１部材４４０の一対の摺動溝４４１ａは、それぞれ直線
状に形成されると共に、非平行に配置されるので、左右のアーム体４３０の変位を停止さ
せ、第１部材４４０を左右のアーム体４３０に対して惰性（慣性の作用）により相対変位
させる際には、第１部材４４０の動きに回転成分を付与することができる。これにより、
第１部材４４０を、直線運動のみでなく、直線運動に回転運動を組み合わせた動きで、左
右に往復動（横揺れ）させることができ、その結果、第１部材４４０の動きに変化を与え
ることができる。
【０２７５】
　また、各摺動溝４４１ａが直線状に形成されることで、左右のアーム体４３０の変位（
回転）に伴い、連結ピン４３３が摺動溝４４１ａに沿って摺動する際には、抵抗を抑制し
て、スムーズに摺動させることができる。これにより、左右のアーム体４３０の変位に伴
う第１部材４４０の変位を安定化することができると共に、各駆動モータ４５０の負荷を
抑制できる。
【０２７６】
　更に、本実施形態では、一対の摺動溝４４１ａが略ハの字状に配置されるので、第１部
材４４０の左右への往復動が収束して停止した後は、その停止状態に第１部材４４０を維
持することができる。よって、例えば、他のユニットや表示装置による演出が行われ、中
央遊動ユニット４００が上昇位置に退避されて待機する状態において、第１部材４４０が
アーム体４３０に対して外乱によりがたつくことを抑制できる。その結果、摺動溝４４１
ａや連結ピン４３３の摩耗を抑制できる。
【０２７７】
　ここで、上述したようにアーム体４３０の停止後に第１部材４４０を惰性（慣性の作用
）により左右に往復動させることは、第１部材が上昇位置と下降位置との間を同じ姿勢を
維持しつつ直線運動するのみの構造（即ち、左右のアーム体が独立して変位することがで
きない従来品）では、不可能であり、本実施形態のように左右のアーム体４３０を独立し
て変位可能に構成したことで初めて可能となったものである。これにより、第１部材４４
０の動きに変化を与えることができる。
【０２７８】
　即ち、第１部材が上昇位置と下降位置との間を同じ姿勢を維持しつつ直線運動するのみ
の構造（従来品）では、アーム体が停止されても、その停止に伴い第１部材に作用する慣
性力が、その第１部材を左右に往復動（鉾揺れ）させるきっかけとは成り得ない。
【０２７９】
　これに対し、本実施形態では、第１部材４４０が傾斜した姿勢とされた状態から、一方
のアーム体４３０は停止状態のまま、他方のアーム体４３０のみを変位（回転）させるこ
とで、第１部材４４０を基準位置（例えば、下降位置）に配置できるので（図３４及び図
３５参照）、他方のアーム体４３０の停止に伴う慣性力を、第１部材４４０を左右に往復
動（横揺れ）させるきっかけとすることができる。その結果、第１部材４４０の左右への
往復動を確実に発生させることができると共に、その左右への往復動の振幅を大きくする
ことができる。
【０２８０】
　なお、ここでは、第１部材４４０を左右のアーム体４３０に対して惰性（慣性の作用）
で左右に往復動（横揺れ）させる位置として、下降位置を一例として説明したが、上記構
成から理解できる通り、他の位置においても可能である。即ち、左右のアーム体４３０が
停止された状態において、各連結ピン４３３と第１部材４４０の各摺動溝４４１ａの外側
終端および内側終端のそれぞれとの間に隙間を有する位置であれば、いずれの位置であっ
ても良い。よって、上昇位置または下降位置に限られず、上昇位置と下降位置との間の任
意の位置で左右への往復動（横揺れ）を発生させることができる。また、左右のアーム体
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４３０が停止される回転位置は、同じ回転位置である必要はなく、異なる回転位置（即ち
、第１部材４４０が傾斜姿勢となる位置）で停止されても良い。
【０２８１】
　次いで、第１部材４４０の腕部材４４４の変位を利用して、第１部材４４０を左右へ往
復動（横揺れ）させる動作について、図３９及び図４０を参照して説明する。即ち、本実
施形態の中央遊動ユニット４００によれば、上述した惰性（慣性の作用）による第１部材
４４０の左右への往復動が収束した後でも、第１部材４４０を、左右のアーム体４３０を
回転させることなく、左右へ往復動させることができる。
【０２８２】
　図３９（ａ）から図３９（ｃ）は、下降位置に配置された中央遊動ユニット４００の正
面図であり、図３９（ａ）では第１部材４４０が中央に位置する状態が、図３９（ｂ）及
び図３９（ｃ）では図３９（ａ）に図示する状態から第１部材４４０が左右に横揺れされ
た状態が、それぞれ図示される。
【０２８３】
　また、図４０（ａ）から図４０（ｃ）は、中央遊動ユニット４００の断面背面図であり
、図４０（ａ）から図４０（ｃ）は図３９（ａ）から図３９（ｃ）における中央遊動ユニ
ット４００の断面背面図にそれぞれ対応する。
【０２８４】
　図３９（ａ）及び図４０（ａ）に示すように、下降位置（基準位置）に配置された状態
では、左右のアーム体４３０の各連結ピン４３３は、上述したように、第１部材４４０の
各摺動溝４４１ａの外側終端および内側終端のそれぞれとの間に隙間を有する位置に配置
される。よって、左右のアーム体４３０が停止されている状態であっても、上述した隙間
の分、アーム体４３０に対する第１部材４４０の相対変位を許容することができる。
【０２８５】
　即ち、第１部材４４０は、基体４４１の背面に腕部材４４４が配設されるので、かかる
腕部材４４４を駆動モータ４４５の駆動力により変位（回転）させることで、その反力を
基体４４１に作用させることができ、その反力の作用により各連結ピン４３３を各摺動溝
４４１ａの外側終端または内側終端へ向けて往復動させることができる。その結果、左右
のアーム体４３０が停止状態であっても、第１部材４４０を左右へ往復動（横揺れ）させ
ることができる。
【０２８６】
　具体的には、図３９（ａ）及び図４０（ａ）に示すように、左右のアーム体４３０が停
止されると共にその左右のアーム体４３０に対して第１部材４４０が停止され、腕部材４
４４が中立位置に位置する状態から、図３９（ｂ）及び図４０（ｂ）に示すように、かか
る腕部材４４４を正面視時計回り（右回り）に回転させることで、その反力の作用により
、基体４４１及び正面体４４２を正面視反時計回り（左回り）に回転させることができる
と共に、図３９（ｃ）及び図４０（ｃ）に示すように、腕部材４４４を正面視反時計回り
（右回り）に回転させる。
【０２８７】
　これにより、腕部材４４４の回転に伴う反力の作用により、基体４４１及び正面体４４
２を正面視時計回り（左回り）に回転させることができる。その結果、第１部材４４０を
左右に往復動（横揺れ）させることができ、その動きに変化を与えることができる。
【０２８８】
　この場合、本実施形態では、第１部材４４０は、腕部材４４４が、基体４４１に回転可
能に軸支され、駆動モータ４４５から付与される駆動力により回転されるので、腕部材４
４４の変位に伴う反力を、基体４４１及び正面体４４２に対して回転方向へ作用させやす
くすることができる。その結果、基体４４１及び正面体４４２の動きに回転の成分を発生
させやすくできる。
【０２８９】
　特に、本実施形態では、腕部材４４４の回転中心（基体４４１の軸４４１ｃ）が左右の
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アーム体４３０の一対の連結ピン４３３の左右方向中央に位置されるので、腕部材４４４
の回転に伴う反力を、第１部材４３０（基体４４１及び正面体４４２）の回転運動に繋げ
やすくできる。
【０２９０】
　なお、ここでは、腕部材４４４の回転時の反力により第１部材４４０を左右に往復動（
横揺れ）させる位置として、下降位置を一例として説明したが、上記構成から理解できる
通り、他の位置においても可能である。即ち、左右のアーム体４３０が停止された状態に
おいて、各連結ピン４３３と第１部材４４０の各摺動溝４４１ａの外側終端および内側終
端のそれぞれとの間に隙間を有する位置であれば、いずれの位置であっても良い。よって
、上昇位置または下降位置に限られず、上昇位置と下降位置との間の任意の位置で左右へ
の往復動（横揺れ）を発生させることができる。また、左右のアーム体４３０が停止され
る回転位置は、同じ回転位置である必要はなく、異なる回転位置（即ち、第１部材４４０
が傾斜姿勢となる位置）で停止されても良い。
【０２９１】
　ここで、第１部材４４０にその姿勢を検出するセンセ装置を設け、そのセンサ装置の検
出結果に基づいて、腕部材４４４の回転状態を変更する制御を行っても良い。これにより
、第１部材４４０の動きを速やかに収束させる、或いは、第１部材４４０を左右に往復動
（横揺れ）させることができる。
【０２９２】
　例えば、左右のアーム体４３０の変位（回転）が停止され、この停止に伴って、第１部
材４４０が惰性（慣性の作用）により左右のアーム体４３０に対して左右に往復動（横揺
れ）される際には（図３７及び図３８参照）、その第１部材４４０の基体４４１及び正面
体４４２の往復動を弱めるように腕部材４４４を回転させる（腕部材４４４の回転により
発生する反力を、基体４４１及び正面体４４２の運動を打ち消す方向へ作用させる）。こ
れにより、第１部材４４０の動きを速やかに収束させることができる。
【０２９３】
　或いは、第１部材４４０の動きが収束して停止している状態、又は、第１部材４４０が
惰性（慣性の作用）により左右に往復動（横揺れ）されている状態から、第１部材４４０
の基体４４１及び正面体４４２を往復動させる又はその往復動を強めるように腕部材４４
４を回転させる（腕部材４４４の回転により発生する反力を、基体４４１及び正面体４４
２の運動を増幅させる方向へ作用させる）。これにより、第１部材４４０を左右に往復動
させることができると共に、腕部材４４４の回転状態に応じて、第１部材４４０の左右へ
の往復動に変化を付与することができる。
【０２９４】
　なお、センサとしては、第１部材４４０の腕部材４４４を除く他の部分（例えば、基体
４４１、正面体４４２又は背面体４４３など）に配設されその３方向の加速度を検出する
加速度センサ（例えば、静電容量型、ピエゾ型など）、アーム体４３０及び第１部材４４
０の間の距離を検出する距離センサ（例えば、三角測距式やタイム・オブ・フライト式な
ど）などが例示される。距離センサでは、少なくとも２箇所に設け、アーム体４３０に対
する第１部材４４０（基体４４１や正面体４４２）の相対姿勢を検出するように構成する
。
【０２９５】
　次いで、中央遊動ユニット４００と左右回転ユニット５００との連携について、図４１
を参照して説明する。
【０２９６】
　図４１（ａ）は、中央遊動ユニット４００及び左右回転ユニット５００の正面図であり
、図４１（ｂ）は、中央遊動ユニット４００及び左右回転ユニット５００の上面図であり
、図４１（ｃ）は、図４１（ｂ）のＸＬＩｃ－ＸＬＩｃ線における中央遊動ユニット４０
０及び左右回転ユニット５００の断面背面図である。
【０２９７】
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　なお、図４１（ａ）から図４１（ｃ）では、中央遊動ユニット４００が下降位置に、左
右回転ユニット５００が張出位置に、それぞれ配置された状態が図示される。また、図４
１（ａ）から図４１（ｃ）では、図面を簡素化して、理解を容易とするために、各ベース
体４１０，５１１，５１２やカバー体４２０，５１３等の図示が省略され、説明に必要な
主要な構成のみが図示される。
【０２９８】
　図４１に示すように、本実施形態では、中央遊動ユニット４００が下降位置に配置され
た状態で、左右回転ユニット５００が張出位置に配置されると、中央遊動ユニット４００
の第１部材４４０（基体４４１）の背面に立設される一対の筒部４４１ｂに対し、左右回
転ユニット５００の一対の変位部材５３０がそれぞれ当接可能に形成される。これにより
、第１部材４３０の動きを規制することができる。
【０２９９】
　例えば、上昇位置に配置されていた中央遊動ユニット４００を左右のアーム体４３０の
下方への回転により下降位置に配置した際に、同時に、左右回転ユニット５００を張出位
置に配置して、第１部材４４０（筒部４４１ｂ）に変位部材５３０を当接させることで、
上述した場合のように（図３７及び図３８参照）、第１部材４４０が惰性（慣性の作用）
により左右に往復動（横揺れ）されることを規制することができる。
【０３００】
　或いは、第１部材４４０の腕部材４４４を変位（回転）させる場合に、第１部材４４０
（筒部４４１ｂ）に変位部材５３０を当接させることで、腕部材４４４の変位の反作用に
より、第１部材（基体４４１及び正面体４４２）が左右に往復動（横揺れ）されることを
規制することができ、これにより、正面体４４２は停止状態に維持しつつ、腕部材４４４
のみを変位させる態様を遊技者に視認させることができる。
【０３０１】
　このように、本実施形態によれば、左右回転ユニット５００の変位部材５３０の配設位
置に応じて（即ち、変位部材５３０を筒部４４１ｂに当接させるか否かを切り替えること
で）、腕部材４４４の変位に伴う反力で第１部材５４０（基体４４１及び正面体４４２）
を腕部材４４４と共に変位させる態様と、第１部材５４０（基体４４１及び正面体４４２
）を停止状態に維持しつつ、腕部材４４４のみを変位させる態様とを選択的に形成するこ
とができる。
【０３０２】
　次いで、図４２から図４８を参照して、左右センサ装置６００について説明する。まず
、図４２及び図４３を参照して、左右センサ装置６００と中央遊動ユニット４００との関
係について説明する。
【０３０３】
　図４２（ａ）及び図４３（ａ）は、左右センサ装置６００の正面図であり、図４２（ｂ
）及び図４３（ｂ）は、図４２（ａ）のＸＬＩＩｂ－ＸＬＩＩｂ線および図４３（ａ）の
ＸＬＩＩＩｂ－ＸＬＩＩＩｂ線における左右センサ装置６００の断面図である。図４２で
は第１部材４４０が上昇位置に、図４３では第１部材４４０が下降位置に、それぞれ配置
された状態が図示される。
【０３０４】
　なお、図４２及び図４３では、図面を簡素化して、理解を容易とするために、背面ケー
ス２１０、第１部材４４０及びガラスユニット１６の板ガラス１６ａのみが図示され、他
の構成の図示が省略される。また、図４２及び図４３では、第１センサ６１０及び第２セ
ンサ６２０からそれぞれ照射された光の経路および板ガラス１６ａに照射された光の照射
領域Ｓ１，Ｓ２が二点鎖線を用いて模式的に図示される。後述する図４４及び図４５にお
いても同様であり、その説明は省略する。
【０３０５】
　図４２及び図４３に示すように、左右センサ装置６００は、ガラスユニット１６の板ガ
ラス１６ａの前方における遊技者の手指を検出し、その有無（存在）や位置、或いは、動
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作方向や動作速度を取得するためのセンサであり、背面ケース２１０の開口２１１ａを挟
んで左右に配設される第１センサ６１０及び第２センサ６２０を備える。なお、第１セン
サ６１０は、回転体昇降ユニット３００の中央ユニット３００Ｃにおける正面ベース３１
２の上端側に配設され（図９参照）、第２センサ６２０は、背面ケース２１０の底壁部２
１１に配設される。
【０３０６】
　第１センサ６１０及び第２センサ６２０は、発光部および受光部を備える光センサとし
て形成され、板ガラス１６ａに照射される光の照射領域Ｓ１，Ｓ２が、板ガラス１６ａの
幅方向（図４２（ａ）左右方向）中央で重なりを有するように、発光部を内側へ向けた傾
斜姿勢で配設される。よって、上述したように、遊技盤１３（センターフレーム８６）の
開口部を挟んでそれぞれ開口部の内縁よりも幅方向の奥まった位置（幅方向外側となる位
置）に各センサ装置６１０，６２０を配設することができ、遊技者から視認され難くでき
る。
【０３０７】
　この場合、板ガラス１６ａの前方（図４２（ａ）紙面手前側、図４２（ｂ）下側）であ
って、照射領域Ｓ１，Ｓ２の斜め前方（発光部からの照射方向に沿う方向での前方）に遊
技者の手指が存在する場合には、発光部から照射され板ガラス１６ａを透過した光が、遊
技者の手指で反射され、その反射された光が受光部で受光されることで、遊技者の手指の
存在が検出される。
【０３０８】
　左右センサ装置６００は、第１センサ６１０及び第２センサ６２０を左右に配設し、板
ガラス１６ａの前方２か所（照射領域Ｓ１，Ｓ２のそれぞれに対応する領域）での検出を
行うことができるので、両センサ６１０，６２０のそれぞれの検出結果に基づいて、遊技
者の手指の位置（照射領域Ｓ１又は照射領域Ｓ２のいずれの前方に位置するか）、動作方
向（照射領域Ｓ１から照射領域Ｓ２へ向かう方向またはその逆方向）或いは動作速度（照
射領域Ｓ１，Ｓ２間を横切る際の速度）を検出できる。
【０３０９】
　ここで、本実施形態では、例えば、図４３に示すように、左右センサ装置６００（第１
センサ６１０及び第２センサ６２０）の光の経路が、第１部材４４０の移動領域に重なる
ように設定される。即ち、第１部材４４０が左右センサ装置の検出領域（第１センサ６１
０及び第２センサ６２０と板ガラス１６ａとの間の光の経路）の少なくとも一部に重なる
位置まで変位可能に形成される。
【０３１０】
　この場合、第１部材４４０は、図４３（ａ）及び図４３（ｂ）に示すように、板ガラス
１６ａの前方（図４３（ａ）紙面手前側、図４３（ｂ）下側）であって、照射領域Ｓ１の
斜め前方（第１センサ６１０の発光部からの照射方向に沿う方向での前方）における領域
（以下「第１センサ６１０の検出領域」と称す）と、板ガラス１６ａの前方であって、照
射領域Ｓ２の斜め前方（第２センサ６２０の発光部からの照射方向に沿う方向での前方）
における領域（以下「第２センサ６２０の検出領域」と称す）とを区画する位置に変位可
能とされる。
【０３１１】
　これにより、板ガラス１６ａの前方において、第１センサ６１０の検出領域と第２セン
サ６２０の検出領域とを確実に切り離すことができる。よって、第１センサ６１０の検出
領域にある遊技者の手指を第２センサ６２０が、第２センサ６２０の検出領域にある遊技
者の手指を第１センサ６１０が、それぞれ検出することを確実に回避できる。
【０３１２】
　よって、例えば、遊技者に二者択一の選択をさせる演出（例えば、第３図柄表示装置８
１の表示領域内の左右２箇所（第１センサ６１０の検出領域に対応する位置と第２センサ
６２０の検出領域に対応する位置の２箇所）に選択対象（例えば、図形や文字）が表示さ
れ、その選択対象に対応する２箇所の領域（検出位置）のいずれかに遊技者が手指を近づ
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けることで、いずれか一方を選択する演出）を行う場合に、その遊技者の選択動作の検出
精度を高めることができる。
【０３１３】
　また、中央遊動ユニット４００は、上述したように、左右のアーム体４３０が互いに独
立して変位（回転）可能に形成されると共に、第１部材４４０（基体４４１）に腕部材４
４４が相対変位可能に配設されるので、第１部材４４０を上下方向に沿って直線状に昇降
させるだけでなく、第１部材４４０を左右に往復動（横揺れ）させることができる（図３
９参照）。また、第１部材４４０の停止位置を左右方向のいずれか一方へ偏らせることが
できる（図３３及び図３４参照）。
【０３１４】
　これにより、第１部材４４０の動き（位置）に応じて、第１センサ６１０の検出領域ま
たは第２センサ６２０の検出領域のうちの少なくとも一方または両方の大きさを変更する
ことができる。よって、例えば、第３図柄表示装置８１に表示される選択対象の表示態様
の変化に応じて、遊技者に自分の手指を移動させて、その手指が検出される位置（検出領
域）を探させるという演出を行うことができる。
【０３１５】
　また、例えば、第１部材４４０が第１センサ６１０の検出領域または第２センサ６２０
の検出領域のうちの一方を遮蔽して、検出不能とすることもできるので、第３図柄表示装
置８１には選択対象を手指により選択することを遊技者に指示する表示がなされているに
も関わらず、第１部材４４０が検出領域の一方を遮蔽して、遊技者の選択動作の邪魔をす
るという演出を行うことができる。或いは、第１部材４４０が検出領域の一方を遮蔽する
ことで、他方を選択するように遊技者に促す指示を第３図柄表示装置８１に表示するとい
う演出を行うことができる。
【０３１６】
　図４４（ａ）は、左右センサ装置６００の正面図であり、図４４（ｂ）は、図４４（ａ
）のＸＬＩＶｂ－ＸＬＩＶｂ線における左右センサ装置６００の断面図である。
【０３１７】
　上述したように、第１部材４４０は、正面体４４２が光透過性の材料から形成されると
共に、内部に複数の発光手段（ＬＥＤ）が配設され、それら複数の発光手段を発光（点灯
または点滅）させることで、正面体４４２の正面および外周面を透過した光を、正面およ
び外周面から外部へ向けて照射させることができる。これにより、正面体４４２の全体（
正面および外周面）が発光しているように遊技者に視認させることができる。
【０３１８】
　この場合、第１部材４４０の正面体４４２（特に、その正面体４４２の外周面）から外
部へ向けて照射された光が、第１センサ６１０及び第２センサ６２０に入射されると、入
射された光と発光部から発光された光との干渉が発生することや入射された光を受光部が
直接受光することに起因して、誤検出を招く。
【０３１９】
　これに対し、本実施形態によれば、図４４に示すように、正面体４４２（特に、外周面
）から外部へ照射された光が、第１センサ６１０及び第２センサ６２０へ入射されること
を遮蔽可能な位置（正面体４４２と各センサ６１０，６２０とを結ぶ仮想線（図４４（ｂ
）の破線矢印）を横切る位置、以下「遮蔽位置」と称す）に、変位部材５３０が変位可能
に形成される。よって、正面体４４２の発光手段を発光させる際には、変位部材５３０を
遮蔽位置へ変位させることで、発光手段から発光された光から各センサ６１０，６２０を
変位部材５３０により遮蔽することができ、その結果、各センサ６１０，６２０の誤検出
を抑制できる。
【０３２０】
　また、このように、発光手段から発光された光が第１センサ６１０及び第２センサ６２
０へ入射されることを遮蔽するための手段を、変位部材５３０に兼用させることで、常設
の遮蔽部材を設けることを不要として、その分、部品コストの削減を図ることができる。
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一方、発光手段の発光が行われない際には、変位部材５３０を遮蔽位置から退避させるこ
とができるので、その分、常設の遮蔽部材を設ける場合と比較して、スペースを確保でき
る。よって、変位部材５３０の退避により確保されるスペースを、他の変位部材が変位す
るためのスペースとして利用することができる。
【０３２１】
　更に、第１部材４４０（正面体４４２）は、上昇位置と下降位置との間を昇降可能に形
成されるところ（図３３及び図３４参照）、その第１部材４４０の変位位置に応じて、変
位部材５３０を変位（回転）させて遮蔽位置に配置することができる。即ち、第１部材４
４０の動きに変位部材５３０を追従させることができる。よって、第１部材４４０の配置
（昇降位置）に関わらず、第１センサ６１０及び第２センサ６２０を変位部材５３０によ
り遮蔽することができる。
【０３２２】
　即ち、第１部材４４０の可動範囲の全範囲に対応できるように、常設の遮蔽部材を設け
る場合には、かかる遮蔽部材の配設に大きなスペースが必要となるところ、変位部材５３
０であれば、第１部材４４０の変位（昇降位置）に応じて自身が遮蔽位置へ変位すること
ができるので、変位部材５３０を小型化することが可能となる。よって、常設の遮蔽部材
を不要とできる分、部品コストの削減とスペースの確保とを達成できるだけでなく、変位
部材５３０を駆動するための駆動モータ５２０の負担を軽減することができる。
【０３２３】
　次いで、図４５を参照して、左右センサ装置６００と左右回転ユニット５００との関係
について説明する。
【０３２４】
　図４５（ａ）は、左右センサ装置６００の正面図であり、図４５（ｂ）は、図４５（ａ
）のＸＬＶｂ－ＸＬＶｂ線における左右センサ装置６００の断面図である。
【０３２５】
　図４５に示すように、左右回転ユニット５００は、左右の変位部材５３０が退避位置（
図７参照）と張出位置（図８参照）との間を変位（回転）可能にそれぞれ形成され、それ
ら退避位置および張出位置に左右の変位部材５３０が配置されたことを検出するセンサ（
図示せず）が設けられているところ、左右の変位部材５３０は、退避位置と張出位置との
間となる中間位置（所定位置）において、第１センサ６１０の検出領域および第２センサ
６２０の検出領域に重なる（横切る）ようにそれぞれ形成される。
【０３２６】
　左右センサ装置６００は、左右回転ユニット５００の各変位部材５３０が中間位置（所
定位置）に配置されたことを、各センサ６１０，６２０によって、それぞれ独立に検出可
能に形成される。これにより、板ガラス１６ａの前方における対象物Ｆ（図４６参照）の
有無を検出する手段と、変位部材５３０の中間位置への配置を検出する手段とを、第１セ
ンサ６１０及び第２センサ６２０に兼用させることができる。よって、変位部材５３０が
中間位置に配置されたことを検出するためのセンサを別途設けることを不要として、その
分、製品コストの削減を図ることができる。
【０３２７】
　なお、左右センサ装置６００の各センサ６１０，６２０によって左右回転ユニット５０
０の各変位部材５３０が検出される位置を、中間位置ではなく、張出位置としても良い。
変位部材５３０が張出位置へ配置されたことを検出するためのセンサを別途設けることを
不要として、その分、製品コストの削減を図ることができる。
【０３２８】
　次いで、図４６を参照して、左右センサ装置６００により板ガラス１６ａの汚れＤを検
出する方法について説明する。
【０３２９】
　図４６（ａ）及び図４６（ｂ）は、ガラスユニット１６の板ガラス１６ａの部分拡大上
面図であり、図４２（ｂ）に対応する。なお、図４６では、第１センサ６１０の発光部か
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ら発光された光の経路が二点鎖線を用いて模式的に図示される。また、図４２（ａ）では
、第１センサ６１０の検出領域に存在する対象物Ｆが、図４２（ｂ）では、照射領域Ｓ１
（図４２（ａ）参照）に付着する汚れＤが、それぞれ模式的に図示される。
【０３３０】
　図４６（ａ）に示すように、例えば、第１センサ６１０（図４２参照）の検出領域に対
象物Ｆ（遊技者の手指）が存在する場合、第１センサ６１０の発光部から照射された光は
、板ガラス１６ａを所定の屈折角で屈折しつつ透過した後、対象物Ｆで反射され、往路と
同じ経路を辿ることで、第１センサ６１０の受光部に受光される。これにより、第１セン
サ６１０により遊技者の手指の存在が検出される。
【０３３１】
　この場合、第１センサ６１０及び第２センサ６２０は、互いの発光部および受光部を内
側へ向けた傾斜姿勢で配設されることで（図４２参照）、上述したように、遊技盤１３の
開口部を挟んでそれぞれ開口部の内縁よりも幅方向の奥まった位置（幅方向外側となる位
置）での配設が可能となり（図６参照）、これら各センサ６１０，６２０を遊技者から視
認され難くできる。
【０３３２】
　しかしながら、この場合には、図４６（ｂ）に示すように、第１センサ６１０の発光部
から発光された光の板ガラス１６ａに対する入射角が大きくなる（入射方向と板ガラス１
６ａとが平行に近くなる）ため、板ガラス１６ａに汚れＤ（例えば、遊技者の手の脂など
）が付着されていると、その汚れＤによって光が往路とは異なる方向へ反射してしまい、
反射光を第１センサ６１０の受光部に受光させることができない。よって、板ガラス１６
ａへの汚れＤの付着の有無を第１センサ６１０によって検出することができない。
【０３３３】
　これに対し、本実施形態によれば、第１センサ６１０及び第２センサ６２０が互いの発
光部および受光部を内側へ向けた傾斜姿勢で配設されるので、板ガラス１６ａの照射領域
Ｓ１に汚れＤが付着される場合には、第１センサ６１０の発光部から発光され光を、第２
センサ６２０の受光部が検出することができ、これにより、板ガラス１６ａへの照射領域
Ｓ１への汚れＤの付着の有無を検出できる。なお、照射領域Ｓ２への汚れＤの有無は、第
２センサ６２０の発光部から発光され光を、第１センサ６１０の受光部が検出するか否か
に基づいて判断できる。
【０３３４】
　即ち、第１センサ６１０の発光部から発光した光が、第２センサ６２０の受光部により
受光される場合には照射領域Ｓ１への汚れＤの付着があり、第２センサ６２０の受光部に
より受光されない場合には照射領域Ｓ１への汚れＤの付着はない、とそれぞれ判断できる
。同様に、第２センサ６２０の発光部から発光した光が、第１センサ６１０の受光部によ
り受光される場合には照射領域Ｓ２への汚れＤの付着があり、第１センサ６１０の受光部
により受光されない場合には照射領域Ｓ２への汚れＤの付着はない、とそれぞれ判断でき
る。
【０３３５】
　ここで、第１センサ６１０及び第２センサ６２０による板ガラス１６ａの汚れＤの有無
の検出は、パチンコ機１０の電源投入時の処理において行うことが好ましい。パチンコ機
１０の電源投入時は、遊技者が入店していないため、板ガラス１６ａの前方（各センサ６
１０，６２０の検出領域）に対象物Ｆ（遊技者の手指）が存在しない。よって、対象物Ｆ
と汚れＤとの区別（例えば、対象物で反射する場合の経路長と汚れＤで反射する場合の経
路長との差に基づいて、発光から受光までに要する時間に閾値を設ける）を行う必要がな
く、その分、板ガラス１６ａの汚れＤの有無の検出精度を高めることができるからである
。
【０３３６】
　次いで、図４７から図５０を参照して、第２実施形態について説明する。図４７（ａ）
は、第２実施形態における収容体３３０の側面図であり、図４７（ｂ）は、図４７（ａ）
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の矢印ＸＬＶＩＩｂ方向視における収容体３３０の正面図である。なお、図４７（ａ）は
、図１８（ａ）に対応する。また、図４７（ａ）及び図４７（ｂ）では、側壁体３３２、
隔壁体３３４及び装飾体３３５が取り外された状態が図示される。
【０３３７】
　第１実施形態では、駆動モータ３５０が回転駆動されると、その回転が第１回転体３４
０ａ及び第２回転体３４０ｂへ伝達機構により常時伝達される場合を説明したが、第２実
施形態における伝達機構は、駆動モータ３５０の回転の第２回転体３４０ｂへの伝達を断
続的とすることが可能に形成される。なお、上記第１実施形態と同一の部分には同一の符
号を付して、その説明は省略する。
【０３３８】
　図４７（ａ）及び図４７（ｄ）に示すように、第２実施形態における伝達機構は、駆動
モータ３５０の駆動軸に固着される駆動ギヤ３５１と、その駆動ギヤ３５１に順に歯合さ
れる伝達ギヤ３５２、第１ギヤ２３５３、中間ギヤ２３５４及び第２ギヤ２３５５からな
る歯車列とを備える。
【０３３９】
　第１ギヤ２３５３は、第１実施形態における第１ギヤ３５３に対して歯数のみが異なり
、他の構成は同一に形成される。なお、第１ギヤ２３５３の歯数は２０に設定される。一
方、第２ギヤ２３５５は、第１実施形態のける第２ギヤ３５５に対して厚み寸法のみが異
なり、他の構成は同一に形成される。即ち、第２ギヤ２３５５の歯数は２０に設定される
。よって、第１ギヤ２３５３と第２ギヤ２３５５とは実質的に同一の歯車として形成され
る。
【０３４０】
　中間ギヤ２３５４は、第１ギヤ２３５３と第２ギヤ２３５５との間に介在される歯車で
あり、２枚の歯車（第１側中間ギヤ２３５４ａ及び第２側中間ギヤ２３５４ｂ）を軸方向
（図４７（ｂ）左右方向）に同心に重ね合わせて一体化した部材として形成される。
【０３４１】
　第１側中間ギヤ２３５４ａには、第１ギヤ２３５３の歯と歯合可能な歯が全周にわたっ
て形成される。よって、第１ギヤ２３５３（第１回転体３４０ａ）が回転されている間は
、その回転に同期して、中間ギヤ２３５４（第１側中間ギヤ２３５４ａ及び第２側中間ギ
ヤ２３５４ｂ）が常に回転される。なお、第１側中間ギヤ２３５４ａは歯数が２１に設定
される。
【０３４２】
　第２側中間ギヤ２３５４ｂは、第１側中間ギヤ２３５４ａの歯の一部を省略した点を除
き他の構成は第１側中間ギヤ２３５４ａと同一の歯車として形成される。詳細には、第２
側中間ギヤ２３５４ｂには、７個の歯を省略（除去）した領域である非歯合領域と、その
非歯合領域の残部の領域（即ち、１４個の歯が周方向に連続する領域）である歯合領域と
が形成される。
【０３４３】
　第２側中間ギヤ２３５４ｂの非歯合領域では、歯が省略（除去）され、第２ギヤ２３５
５の歯と歯合不能とされるため、中間ギヤ２３５４ｂから第２ギヤ２３５５への回転の伝
達が遮断される。一方、第２側中間ギヤ２３５４ｂの歯合領域では、第２ギヤ２３５５の
歯と歯合可能とされ、中間ギヤ２３５４ｂから第２ギヤ２３５５へ回転が伝達される。
【０３４４】
　この場合、第２側中間ギヤ２３５４ｂの非歯合領域は、歯数が２１に設定される第１側
中間ギヤ２３５４ａに対し、７個の歯を省略することで形成される領域であるので、中心
角が１２０度とされ、歯合領域は、残りの１４個の歯に対応する領域であるので、中心角
が２４０度とされる。
【０３４５】
　よって、第２回転体３４０ｂは、第２側中間ギヤ２３５４ｂと第２ギヤ２３５５とが非
歯合とされる非歯合領域に対応する区間では、停止されており、第２側中間ギヤ２３５４
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ｂと第２ギヤ２３５５とが歯合される始業領域に対応する区間では、回転される。従って
、第１回転体３４０ａが３６０度回転されると、中間ギヤ２３５４も３６０度回転される
一方、第２回転体３４０ｂは、２４０度だけ回転される。
【０３４６】
　次いで、第２実施形態における第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転動作
について説明する。
【０３４７】
　図４８は、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の組み合わせを示すテー
ブルである。また、図４９及び図５０は、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂが
回転される際の遷移状態を示す第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの側面模式図
であり、図４９（ａ）から図４９（ｅ）は、図４８にＮｏ．１～５として示す状態に、図
５０（ａ）から図５０（ｄ）は、図４８にＮｏ．６～９として示す状態に、それぞれ対応
する。
【０３４８】
　なお、図４８から図５０では、第１実施形態の場合と同様に、第１回転体３４０ａの第
１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃを符号「Ａ～Ｃ」を用いて、第２回転体３４０ａ
の第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃを符号「Ａ’～Ｃ’」を用いて、それぞれ図
示する。
【０３４９】
　ここで、第１回転体３４０ａの第１表示板３４３Ａ及び第２回転体３４０ｂの第１表示
板３４３Ａをそれぞれ視認位置に配置した状態（図４８のＮｏ．１及び図４９（ａ）に示
す状態）を以下「初期状態」と称す。この初期状態では、第２ギヤ２３５５に対する中間
ギヤ２３５４の位相は、歯合領域と非歯合領域との一側の境界位置（歯合領域の終端、非
歯合領域の始端）に設定される（図４７（ａ）参照）。
【０３５０】
　図４８のＮｏ．１及び図４９（ａ）に示すように、第１回転体３４０ａの第１表示板３
４３Ａ及び第２回転体３４０ｂの第１表示板３４３Ａをそれぞれ視認位置に配置した状態
から（図４８のＮｏ．１「Ａ’，Ａ」、第１の組み合わせ）、第１回転体３４０ａを１２
０度回転させその第２表示板３４３Ｂを視認位置に配置させると、第２回転体３４０ｂは
、中間ギヤ２３５４（第２側中間ギヤ２３５４ｂ）における非歯合領域の作用により回転
が伝達されず、停止状態に維持される。
【０３５１】
　その結果、図４８のＮｏ．２及び図４９（ｂ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第
１表示板３４３Ａが視認位置に配置された状態に維持される。これにより、第２の組み合
わせ（図４８のＮｏ．２「Ａ’，Ｂ」）を形成することができる。
【０３５２】
　なお、図４８のＮｏ．２及び図４９（ｂ）に示す状態では、初期状態（図４９（ａ）参
照）から第１回転体３４０ａ（第１ギヤ２３５３）が１２０度回転され、これに伴って、
中間ギヤ２３５４も１２０度回転されているので、第２ギヤ２３５５に対する中間ギヤ２
３５４の位相が、歯合領域と非歯合領域との他側の境界位置（歯合領域の始端、非歯合領
域の終端）に配置される。
【０３５３】
　図４８のＮｏ．２及び図４９（ｂ）に示す状態から、第１回転体３４０ａを１２０度回
転させその第３表示板３４３Ｃを視認位置に配置させると、第２回転体３４０ｂは、中間
ギヤ２３５４（第２側中間ギヤ２３５４ｂ）における歯合領域（中心角２４０度のうちの
前半の１２０度の領域）の作用により１２０度回転される。
【０３５４】
　その結果、図４８のＮｏ．３及び図４９（ｃ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第
２表示板３４３Ｂを視認位置に配置させる。これにより、第３の組み合わせ（図４８のＮ
ｏ．３「Ｂ’，Ｃ」）を形成することができる。
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【０３５５】
　図４８のＮｏ．３及び図４９（ｃ）に示す状態から、第１回転体３４０ａを１２０度回
転させその第３表示板３４３Ａを視認位置に配置させると、第２回転体３４０ｂは、中間
ギヤ２３５４（第２側中間ギヤ２３５４ｂ）における歯合領域（中心角２４０度のうちの
後半の１２０度の領域）の作用により１２０度回転される。
【０３５６】
　その結果、図４８のＮｏ．４及び図４９（ｄ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第
３表示板３４３Ｃを視認位置に配置させる。これにより、第４の組み合わせ（図４８のＮ
ｏ．４「Ｃ’，Ａ」）を形成することができる。
【０３５７】
　なお、図４８のＮｏ．４及び図４９（ｄ）に示す状態では、初期状態（図４９（ａ）参
照）から第１回転体３４０ａ（第１ギヤ２３５３）が３６０度回転され、これに伴って、
中間ギヤ２３５４も３６０度回転されているので、第２ギヤ２３５５に対する中間ギヤ２
３５４の位相が、歯合領域と非歯合領域との一側の境界位置（歯合領域の終端、非歯合領
域の始端）に配置される。
【０３５８】
　以降は、上述した態様（図４８のＮｏ．１及び図４９（ａ）に示す状態から図４８のＮ
ｏ．３及び図４９（ｃ）に示す状態までの区間の回転）と実質的に同一の態様が、更に２
回繰り返されることで、１サイクルが完了される（テーブルが始点から終点まで一巡され
る）。
【０３５９】
　この場合、図４８のＮｏ．４～Ｎｏ．６に示す状態の区間では、図４９（ａ）～図４９
（ｃ）における第１回転体３４０ａの位相を１２０度異ならせた状態に置き換えて考えれ
ば良く、第５の組み合わせ（図４８のＮｏ．５「Ｃ’，Ｂ」）及び第６の組み合わせ（図
４８のＮｏ．６「Ａ’，Ｃ」）を形成することができる。
【０３６０】
　また、図４８のＮｏ．７～Ｎｏ．９に示す状態の区間では、図４９（ａ）～図４９（ｃ
）における第１回転体３４０ａの位相を２４０度異ならせた状態に置き換えて考えれば良
く、第７の組み合わせ（図４８のＮｏ．７「Ｂ’，Ａ」）、第８の組み合わせ（図４８の
Ｎｏ．８「Ｂ’，Ｂ」）及び第９の組み合わせ（図４８のＮｏ．９「Ｃ’，Ｃ」）を形成
することができる。
【０３６１】
　以上のように、本実施形態によれば、駆動モータ３５０の回転を第１回転体３４０ａ及
び第２回転体３４０ｂのそれぞれへ伝達する伝達機構が複数の歯車からなる歯車列として
形成され、そのうちの１の歯車（中間歯車２３５４）には、相手の歯車（第２ギヤ２３５
５）と歯合して回転を伝達する歯合領域と、相手の歯車に対して非歯合となり回転の伝達
を遮断する非歯合領域とが形成される。
【０３６２】
　これにより、第１回転体３４０ａを回転させつつ第２回転体３４０ｂを一時的に停止さ
せることができるので、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の組み合わせ
を変更することができる。その結果、１個の駆動モータ３５０のみで、組み合わせ可能な
最大数である９組の組み合わせを形成することができると共に、その組み合わせを任意に
選択することができる。その結果、部品コストの削減を図りつつ、各回転体３４０ａ，３
４０ｂの回転による効果的な演出を行うことができる。
【０３６３】
　特に、本実施形態によれば、第１回転体３４０ａを回転させつつ第２回転体３４０ｂを
停止させる状態と、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの両者を回転させる状態
との２つの状態を形成することができる。即ち、第１回転体３４０ａを回転させつつ第２
回転体３４０ｂの回転を停止させると共に、その第２回転体３４０ｂの停止を解除して回
転を再開させることができるので、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の
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組み合わせを視認する遊技者の興趣を高めることができる。
【０３６４】
　また、本実施形態の伝達機構によれば、回転方向の方向性を有さないので、駆動モータ
３５０の回転方向を正逆切り替えることで、図４８に示すテーブルの進行方向を切り替え
ることができる。よって、例えば、第１の組み合わせ（図４８のＮｏ．１「Ａ’，Ａ」）
が形成された状態から、第８の組み合わせ（図４８のＮｏ．８「Ｂ’，Ｂ」）を現出させ
る場合に、図４８のテーブルを正方向（図４８下方向）へ進行して、第８の組み合わせを
現出させることに加え、図４８のテーブルを逆方向（図４８上方向）へ進行して、第９の
組み合わせを現出させることもできる。
【０３６５】
　これにより、前者の場合のように、図４８のＮｏ．７からＮｏ．８への移行において、
第２回転体３４０ｂを停止させた状態で、第１回転体３４０ａのみを回転させて、第８の
組み合わせ（図４８のＮｏ．８「Ｂ’，Ｂ」）を現出させる（即ち、一方には「Ｂ’」が
既に現出されている状態で、他方を「Ａ」から「Ｂ」に切り替えて、「Ｂ’，Ｂ」を現出
させる）演出と、後者の場合のように、図４８のＮｏ．９からＮｏ．８への移行において
、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの両者を回転させて、第８の組み合わせ（
図４８のＮｏ．８「Ｂ’，Ｂ」）を現出させる（即ち、一方および他方の両方の図形が切
り替えられて「Ｂ’，Ｂ」を現出させる）演出とを遊技状態に応じて任意に選択して実行
することができる。
【０３６６】
　また、前者の場合には、第１回転体３４０ａの１２０度の回転を７回繰り返すことが必
要となるのに対し、後者の場合には、第１回転体３４０ａの１２０度の回転を２回行えば
良いので、所望の図形の組み合わせを速やかに現出させることができる。
【０３６７】
　ここで、本実施形態では、中間ギヤ２３５４（第２側中間ギヤ２３５４ｂ）に非歯合領
域が形成され、第１回転体３４０ａが回転されている間、第２回転体３４０ｂの回転と停
止とが切り替えられ、図形の組み合わせが変更される。この場合、中間ギヤ２３５４にお
ける非歯合領域の形成範囲が、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの外周面に複
数描かれた図形の間隔に対応して設定される。即ち、第１回転体３４０ａ及び第２回転体
３４０ｂが第１表示板３４３Ａから第３表示板３４３Ｃをそれぞれ備え、各外周面に描か
れる図形が１２０度間隔で配置されることから、非歯合領域の形成範囲（中心角）が１２
０度に設定される。
【０３６８】
　これにより、第１回転体３４０ａと第２回転体３４０ｂとの位相がずれないので、第１
回転体３４０ａの図形と第２回転体３４０ｂの図形との組み合わせを要素とする図４８に
示すテーブルの長さを短く（テーブルの段数を少なく）することができる。よって、所望
の図形の組み合わせを現出させるのに必要とされる第１回転体３４０ａ及び第２回転体３
４０ｂの回転数を抑制できる。即ち、所望の図形の組み合わせを現出させるのに必要な時
間を短縮できる。
【０３６９】
　但し、中間ギヤ２３５４における非歯合領域の形成範囲を、第１回転体３４０ａ及び第
２回転体３４０ｂの外周面に複数描かれた図形の間隔に非対応に設定しても良い。例えば
、非歯合領域の形成範囲を中心角１０８度の範囲とした場合には、第１実施形態の場合と
同様に、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの位相のずれを生じさせることがで
きる。よって、図形の組み合わせを複数（例えば、９組）形成可能としつつ、図形が組み
合わされない状態も形成可能として、遊技者に図形のずれ（組み合わせの非成立）を視認
させることができる。
【０３７０】
　次いで、図５１から図５４を参照して、第３実施形態について説明する。図５１（ａ）
は、第３実施形態における収容体３３０の側面図であり、図５１（ｂ）は、図５１（ａ）
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の矢印ＬＩｂ方向視における収容体３３０の正面図である。なお、図５１（ａ）は、図１
８（ａ）に対応する。また、図５１（ａ）及び図５１（ｂ）では、側壁体３３２、隔壁体
３３４及び装飾体３３５が取り外された状態が図示される。
【０３７１】
　第２実施形態では、中間ギヤ２３５４に非歯合領域と歯合領域とがそれぞれ１箇所ずつ
形成される場合を説明したが、第３実施形態における中間ギヤ３３５４には、非歯合領域
と歯合領域とがそれぞれ２箇所ずつ形成される。なお、上記各実施形態と同一の部分には
同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０３７２】
　図５１（ａ）及び図５１（ｄ）に示すように、第３実施形態における伝達機構は、駆動
モータ３５０の駆動軸に固着される駆動ギヤ３５１と、その駆動ギヤ３５１に順に歯合さ
れる伝達ギヤ３５２、第１ギヤ３３５３、中間ギヤ３３５４及び第２ギヤ３３５５からな
る歯車列とを備える。
【０３７３】
　第１ギヤ３３５３は、第１実施形態における第１ギヤ３５３に対して厚み寸法のみが異
なり、他の構成は同一に形成される。即ち、第１ギヤ３３５３の歯数は２０に設定される
。一方、第２ギヤ３３５５は、第１実施形態のける第２ギヤ３５５に対して歯数および厚
み寸法が異なり、他の構成は同一に形成される。なお、第２ギヤ３３５５の歯数は２０に
設定される。よって、第１ギヤ３３５３と第２ギヤ３３５５とは実質的に同一の歯車とし
て形成される。
【０３７４】
　中間ギヤ３３５４は、第１ギヤ３３５３と第２ギヤ３３５５との間に介在される歯車で
あり、２枚の歯車（第１側中間ギヤ３３５４ａ及び第２側中間ギヤ３３５４ｂ）を軸方向
（図５１（ｂ）左右方向）に同心に重ね合わせて一体化した部材として形成される。
【０３７５】
　第１側中間ギヤ３３５４ａには、第１ギヤ３３５３の歯と歯合可能な歯が全周にわたっ
て形成される。よって、第１ギヤ３３５３（第１回転体３４０ａ）が回転されている間は
、その回転に同期して、中間ギヤ３３５４（第１側中間ギヤ３３５４ａ及び第２側中間ギ
ヤ３３５４ｂ）が常に回転される。なお、第１側中間ギヤ３３５４ａは歯数が３５に設定
される。
【０３７６】
　第２側中間ギヤ３３５４ｂは、第１側中間ギヤ３３５４ａの歯の一部を省略した点を除
き他の構成は第１側中間ギヤ３３５４ａと同一の歯車として形成される。詳細には、第２
側中間ギヤ３３５４ｂには、７個の歯を省略（除去）した領域である第１の非歯合領域Ｘ
１及び第２の非歯合領域Ｘ２と、それら第１の歯合領域Ｘ１及び第２の非歯合領域Ｘ２の
間の一方に位置し７個の歯が周方向に連続する領域である第１の歯合領域Ｙ１と、その第
１の歯合領域Ｙ１から位相を１８０度異ならせて第１の歯合領域Ｘ１及び第２の非歯合領
域Ｘ２の間の他方に位置し１４個の歯が周方向に連続する領域である第２の歯合領域Ｙ２
とが形成される。
【０３７７】
　よって、本実施形態では、第１回転体３４０ａ（第１ギヤ３３５３）を３６０度回転さ
せると、第１の歯合領域Ｙ１では、第２回転体３４０ｂ（第２ギヤ３３５５）を１２０度
回転させると共に、第２の歯合領域Ｙ２では、第２回転体３４０ｂ（第２ギヤ３３５５）
を２４０度回転させることができる。一方、第１の非歯合領域Ｘ１及び第２の非歯合領域
Ｘ２では、第２回転体３４０ｂ（第２ギヤ３３５５）が停止されている間に、第１回転体
３４０ａ（第１ギヤ３３５３）をそれぞれ１２０度回転させることができる。
【０３７８】
　次いで、第３実施形態における第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの回転動作
について説明する。
【０３７９】
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　図５２は、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の組み合わせを示すテー
ブルである。また、図５３及び図５４は、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂが
回転される際の遷移状態を示す第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの側面模式図
であり、図５３（ａ）から図５３（ｄ）は、図５２にＮｏ．１～４として示す状態に、図
５４（ａ）及び図５４（ｂ）は、図５２にＮｏ．５，６として示す状態に、それぞれ対応
する。
【０３８０】
　なお、図５２から図５４では、第１実施形態の場合と同様に、第１回転体３４０ａの第
１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃを符号「Ａ～Ｃ」を用いて、第２回転体３４０ａ
の第１表示板３４３Ａ～第３表示板３４３Ｃを符号「Ａ’～Ｃ’」を用いて、それぞれ図
示する。
【０３８１】
　ここで、第３実施形態における初期状態は、第２実施形態の場合と同様に、第１回転体
３４０ａの第１表示板３４３Ａ及び第２回転体３４０ｂの第１表示板３４３Ａをそれぞれ
視認位置に配置した状態とされる。この初期状態では、第２ギヤ３３５５に対する中間ギ
ヤ３３５４の位相は、第１の歯合領域Ｙ１と第１の非歯合領域Ｘ１との境界位置（第１の
歯合領域Ｙ１の終端、第１の非歯合領域Ｘ１の始端）に設定される（図５１（ａ）参照）
。
【０３８２】
　図５２のＮｏ．１及び図５３（ａ）に示すように、第１回転体３４０ａの第１表示板３
４３Ａ及び第２回転体３４０ｂの第１表示板３４３Ａをそれぞれ視認位置に配置した状態
から（図５２のＮｏ．１「Ａ’，Ａ」、第１の組み合わせ）、第１回転体３４０ａを１２
０度回転させその第２表示板３４３Ｂを視認位置に配置させると、第２回転体３４０ｂは
、中間ギヤ３３５４（第２側中間ギヤ３３５４ｂ）における第１の非歯合領域Ｘ１の作用
により回転が伝達されず、停止状態に維持される。
【０３８３】
　その結果、図５２のＮｏ．２及び図５３（ｂ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第
１表示板３４３Ａが視認位置に配置された状態に維持される。これにより、第２の組み合
わせ（図５２のＮｏ．２「Ａ’，Ｂ」）を形成することができる。
【０３８４】
　なお、図５２のＮｏ．２及び図５３（ｂ）に示す状態では、初期状態（図５３（ａ）参
照）から第１回転体３４０ａ（第１ギヤ３３５３）が１２０度回転され、これに伴って、
第２ギヤ３３５５に対する中間ギヤ３３５４の位相が、第１の非歯合領域Ｘ１と第２の歯
合領域Ｙ２との境界位置（第２の歯合領域Ｙ２の始端、第１の非歯合領域Ｘ１の終端）に
配置される。
【０３８５】
　図５２のＮｏ．２及び図５３（ｂ）に示す状態から、第１回転体３４０ａを１２０度回
転させその第３表示板３４３Ｃを視認位置に配置させると、第２回転体３４０ｂは、中間
ギヤ３３５４（第２側中間ギヤ３３５４ｂ）における第２の歯合領域Ｙ２（１４個の歯の
うちの前半の７個の歯）の作用により１２０度回転される。
【０３８６】
　その結果、図５２のＮｏ．３及び図５３（ｃ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第
２表示板３４３Ｂを視認位置に配置させる。これにより、第３の組み合わせ（図５２のＮ
ｏ．３「Ｂ’，Ｃ」）を形成することができる。
【０３８７】
　図５２のＮｏ．３及び図５３（ｃ）に示す状態から、第１回転体３４０ａを１２０度回
転させその第３表示板３４３Ａを視認位置に配置させると、第２回転体３４０ｂは、中間
ギヤ３３５４（第２側中間ギヤ３３５４ｂ）における第２の歯合領域Ｙ２（１４個の歯の
うちの後半の７個の歯）の作用により１２０度回転される。
【０３８８】
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　その結果、図５２のＮｏ．４及び図５３（ｄ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第
３表示板３４３Ｃを視認位置に配置させる。これにより、第４の組み合わせ（図５２のＮ
ｏ．４「Ｃ’，Ａ」）を形成することができる。
【０３８９】
　なお、図５２のＮｏ．４及び図５３（ｄ）に示す状態では、初期状態（図５３（ａ）参
照）から第１回転体３４０ａ（第１ギヤ３３５３）が３６０度回転され、これに伴って、
第２ギヤ３３５５に対する中間ギヤ３３５４の位相が、第２の歯合領域Ｙ２と第２の非歯
合領域Ｘ２との境界位置（第２の歯合領域Ｙ２の終端、第２の非歯合領域の始端）に配置
される。
【０３９０】
　図５２のＮｏ．４及び図５３（ｄ）に示す状態から、第１回転体３４０ａを１２０度回
転させその第２表示板３４３Ｂを視認位置に配置させると、第２回転体３４０ｂは、中間
ギヤ３３５４（第２側中間ギヤ３３５４ｂ）における第２の非歯合領域Ｘ２の作用により
回転が伝達されず、停止状態に維持される。
【０３９１】
　その結果、図５２のＮｏ．５及び図５４（ａ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第
３表示板３４３Ｃが視認位置に配置された状態に維持される。これにより、第５の組み合
わせ（図５２のＮｏ．５「Ｃ’，Ｂ」）を形成することができる。
【０３９２】
　なお、図５２のＮｏ．５及び図５４（ａ）に示す状態では、初期状態（図５３（ａ）参
照）から第１回転体３４０ａ（第１ギヤ３３５３）が４８０度（１２０度×４）回転され
、これに伴って、第２ギヤ３３５５に対する中間ギヤ３３５４の位相が、第２の非歯合領
域Ｘ２と第１の歯合領域Ｙ１との境界位置（第２の非歯合領域Ｘの終端、第１の歯合領域
Ｙ１の始端）に配置される。
【０３９３】
　図５２のＮｏ．５及び図５４（ａ）に示す状態から、第１回転体３４０ａを１２０度回
転させその第３表示板３４３Ｃを視認位置に配置させると、第２回転体３４０ｂは、中間
ギヤ３３５４（第２側中間ギヤ３３５４ｂ）における第２の歯合領域Ｙ２（７個の歯）の
作用により１２０度回転される。
【０３９４】
　その結果、図５２のＮｏ．６及び図５４（ｂ）に示すように、第２回転体３４０ｂは第
１表示板３４３Ａを視認位置に配置させる。これにより、第６の組み合わせ（図５２のＮ
ｏ．６「Ａ’，Ｃ」）を形成することができる。
【０３９５】
　なお、図５２のＮｏ．６及び図５４（ｂ）に示す状態では、中間ギヤ３３５４が、初期
状態（図５３（ａ）参照）から３６０度回転される。即ち、中間ギヤ３３５４は、初期状
態に復帰され、第２ギヤ３３５５に対する位相が、第１の歯合領域Ｙ１と第１の非歯合領
域Ｘ１との境界位置（第１の歯合領域Ｙ１の終端、第１の非歯合領域Ｘ１の始端）に設定
される（図５３（ａ）参照）。
【０３９６】
　よって、以降は、上述した態様（図５２のＮｏ．１及び図５３（ａ）に示す状態から図
５２のＮｏ．６及び図５４（ｂ）に示す状態までの区間の回転）と実質的に同一の態様が
、繰り返される。その結果、１サイクル（テーブルの始点から終点までの一巡）の間に、
９組の組み合わせを形成することができる。なお、本実施形態では、１サイクルのテーブ
ルの段数が１５段とされる。
【０３９７】
　以上のように、本実施形態によれば、駆動モータ３５０の回転を第１回転体３４０ａ及
び第２回転体３４０ｂのそれぞれへ伝達する伝達機構が複数の歯車からなる歯車列として
形成され、そのうちの１の歯車（中間歯車３３５４）には、相手の歯車（第２ギヤ３３５
５）と歯合して回転を伝達する歯合領域（第１及び第２の歯合領域Ｙ１，Ｙ２）と、相手
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の歯車に対して非歯合となり回転の伝達を遮断する非歯合領域（第１及び第２の非歯合領
域Ｙ１，Ｙ２）とが形成される。
【０３９８】
　これにより、第１回転体３４０ａを回転させつつ第２回転体３４０ｂを一時的に停止さ
せることができるので、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の組み合わせ
を変更することができる。その結果、１個の駆動モータ３５０のみで、組み合わせ可能な
最大数である９組の組み合わせを形成することができると共に、その組み合わせを任意に
選択することができる。その結果、部品コストの削減を図りつつ、各回転体３４０ａ，３
４０ｂの回転による効果的な演出を行うことができる。
【０３９９】
　特に、本実施形態によれば、中間ギヤ３３５４には、第２ギヤ３３５５への回転の伝達
を遮断する非歯合領域（第１及び第２の非歯合領域Ｘ１，Ｘ２）が２箇所に分散配置され
、歯合領域と非歯合領域とが周方向に交互に配置される。よって、例えば、図５２のＮｏ
．４からＮｏ．７で示す状態のように、第２回転体３４０ｂの回転の停止を２種の図形で
連続させることができる。よって、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂの図形の
組み合わせを視認する遊技者の期待感や興趣を高めることができる。
【０４００】
　また、本実施形態の伝達機構によれば、回転方向の方向性を有さないので、駆動モータ
３５０の回転方向を正逆切り替えることで、図５２に示すテーブルの進行方向を切り替え
ることができる。よって、例えば、図５２のテーブルをＮｏ．４からＮｏ．７までの間で
進行方向を正逆切り替えることで、第１回転体３４０ａと第２回転体３４０ｂとの回転速
度を遊技者に異ならせて視認させることができる。
【０４０１】
　次いで、図５５を参照して、第４実施形態について説明する。図５５（ａ）は、第４実
施形態における中央遊動ユニット４４００の上面図であり、図５５（ｂ）は、図５５（ａ
）の矢印ＬＶｂ方向視における中央遊動ユニット４４００の背面図である。また、図５５
（ｃ）は、図５５（ａ）の状態からアーム体４４３０が下方へ回転された状態における中
央遊動ユニット４４００の背面図である。なお、図５５では、図面を簡素化して、理解を
容易とするために、ベース体４１０やカバー体４２０等の図示が省略され、説明に必要な
主要な構成のみが図示される。
【０４０２】
　第１実施形態では、第１部材４４０に摺動溝４４１ａが形成されると共に、アーム体４
３０に連結ピン４３３が形成される場合を説明したが、第４実施形態における摺動溝４４
３９及び連結ピン４４４９は、それぞれアーム体４４３０及び第１部材４４４０に形成さ
れる。なお、なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省
略する。
【０４０３】
　図５５（ａ）から図５５（ｃ）に示すように、第４実施形態における中央遊動ユニット
４４００は、一対のアーム体４４３０のそれぞれの先端側に摺動溝４４３９が開口形成さ
れると共に、それら各摺動溝４４３９に挿通される一対の連結ピン４４４９が第１部材４
４４０の背面から突設される。
【０４０４】
　摺動溝４４３９は、直線状に延設される正面視長穴形状の開口として形成され、アーム
体４４３０の長手方向に沿って延設される。連結ピン４４４９は、摺動溝４４１ａに沿っ
て摺動可能な断面円形の棒状体として形成される。摺動溝４４３９及び連結ピン４４４９
を介して、アーム体４４３０と第１部材４４４０とが相対移動可能に連結される。なお、
連結ピン４４４９の先端には、摺動溝４４１ａの溝幅よりも大径のカラーが抜け止めとし
て締結固定される。
【０４０５】
　このように、本実施形態における中央遊動ユニット４００によれば、摺動溝４４３９と
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その摺動溝４４３９に摺動可能に挿通される連結ピン４４４９とにより一対のアーム体４
４３０と第１部材４４４０とを連結する構造において、連結ピン４４４９を第１部材４４
４０から突設させ、摺動溝４４３９を一対のアーム体４４３０に形成するので、アーム体
４４３０の変位位置（回転角度）を調整することで、摺動溝４４３９の向き（傾斜角度）
を変化させることができる。
【０４０６】
　即ち、アーム部材４４３０の回転を停止させ、第１部材４４４０を惰性（慣性の作用）
により左右に往復動（横揺れ）させる場合（図３７及び図３８参照）や、腕部材４４４を
変位（回転）させることで発生する反力の作用により第１部材４４４０を左右へ往復動（
横揺れ）させる場合（図３９及び図４０参照）には、アーム部材４４３０の回転角度を調
整して、一対の摺動溝４４３９の間の相対角度を変化させることで、第１部材４４４０の
往復動の態様を変化させることができる。
【０４０７】
　図５５（ｃ）に示すように、一対の摺動溝４４３９を略ハの字状に配置する場合には、
上述したように、回転成分を付与することができるので、第１部材４４０を、直線運動の
みでなく、直線運動に回転運動を組み合わせた動きで、左右に往復動（横揺れ）させるこ
とができる。
【０４０８】
　この場合、本実施形態によれば、一対のアーム体４４３０の変位位置（回転角度）を変
更することで、一対の摺動溝４４３９の間の相対角度（ハの字の対向角度）を調整するこ
とができ、その結果、第１部材４４４０の左右への往復動の態様を変化させることができ
る。
【０４０９】
　例えば、一対の摺動溝４４３９の間の相対角度を小さく（ハの字の対向角度を小さく）
することで、回転成分を増加させ、第１部材４４４０の左右への往復動（横揺れ）におけ
る回転運動の割合を増加させることができる。一方、一対の摺動溝４４３９の間の相対角
度を大きく（ハの字の対向角度を大きく）することで、回転成分を減少させ、第１部材４
４４０の左右への往復動（横揺れ）における直線運動の割合を増加させることができる。
【０４１０】
　特に、本実施形態によれば、図５５（ｂ）に示すように、一対の摺動溝４４３９を一直
線上に配置することができるので、回転成分を発生させず、第１部材４４４０の左右への
往復動（横揺れ）を直線運動のみで行わせることができる。即ち、第１部材４４４０が左
右方向へ水平移動する態様を形成できる。
【０４１１】
　なお、このように、一対の摺動溝４４３９の間の相対角度を変更して、第１部材４４４
０の左右への往復動の態様を変化させること（回転成分を含む態様と、回転成分を含まず
、直線成分のみの態様との両者を可能とすること）は、第１部材４４０（基体４４１）に
摺動溝４４１ａが形成される第１実施形態では達成不可能であり、アーム体４４３０の先
端に摺動溝４４３９を形成することで初めて可能となったものである。これにより、第１
部材４４４０の動きに変化を付与できる。
【０４１２】
　次いで、第５実施形態における中央遊動ユニット４００及び左右回転ユニット５５００
について、図５６及び図５７を参照して説明する。図５６（ａ）及び図５７（ａ）は、第
５実施形態における中央遊動ユニット４００及び左右回転ユニット５５００の正面図であ
り、図５６（ｂ）及び図５７（ｂ）は、中央遊動ユニット４００及び左右回転ユニット５
５００の断面背面図である。
【０４１３】
　なお、図５６（ｂ）及び図５７（ｂ）は、図４１（ｃ）に対応する。また、図５６及び
図５７では、図面を簡素化して、理解を容易とするために、各ベース体４１０，５１１，
５１２やカバー体４２０，５１３等の図示が省略され、説明に必要な主要な構成のみが図
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示される。
【０４１４】
　第５実施形態における左右回転ユニット５５００は、第１実施形態における左右回転ユ
ニット５００（図４１参照）と比較して、張出位置の位置が下方に配置される。よって、
中央遊動ユニット４００が下降位置に配置された状態で、左右回転ユニット５５００が張
出位置に配置されると、左右回転ユニット５５００の変位部材５３０により、中央遊動ユ
ニット４００の第１部材４４０（基体４４１）の背面に立設される一対の筒部４４１ｂを
下方へ押し下げることができる。
【０４１５】
　よって、図５６及び図５７に示すように、中央遊動ユニット４００が下降位置に配置さ
れた状態で、左右回転ユニット５００の左右の変位部材５３０をそれぞれ交互に張出位置
に配置する（一方を張出位置に配置しつつ、他方を張出位置から若干後退させる動作を繰
り返す）ことで、第１部材４４０を左右に往復動（横揺れ）させることができる。
【０４１６】
　なお、この場合には、左右の変位部材５３０をそれぞれ交互に張出位置に配置する動作
および張出位置から後退される動作と、第１部材４４０の左右への往復動（横揺れ）の動
作とが連動（同期）するように、左右の変位部材５３０を変位（回転）させても良い。第
１部材４４０及び左右の変位部材５３０の全体が連動して上下左右に揺れる動きを形成で
き、一体感のある大きな動きを遊技者に認識させることができる。
【０４１７】
　或いは、左右の変位部材５３０の一方を第１部材４４０（筒部４４１ｂ）に衝突させ、
その衝突により発生する反動（慣性）で第１部材４４０を左右に往復動（横揺れ）させる
と共に、所定時間経過後に、次いで、左右の変位部材５３０の他方を第１部材４４０（筒
部４４１ｂ）に衝突させ、第１部材４４０を引き続き左右に往復動（横揺れ）させるよう
にしても良い。第１部材４４０の左右への往復動を強調して遊技者に認識させることがで
きる。
【０４１８】
　このように、第５実施形態によれば、アーム体４３０を変位させることなく、第１部材
４４０を左右に往復動させることができる。即ち、第５実施形態によれば、中央遊動ユニ
ット４００のアーム体４３０の上方または下方への回転を停止させた際の惰性（慣性力の
作用）により第１部材４４０をアーム体４３０に対して左右に往復動させる形態だけでな
く、アーム体４３０の変位に起因する慣性力を利用せず、左右回転ユニット５００の変位
部材５３０の変位を利用して第１部材４４０を左右に往復動させる形態も形成することが
できる。
【０４１９】
　次いで、図５８及び図５９を参照して、第６実施形態について説明する。上記各実施形
態では、第２回転体３４０ｂの端面板３４２が第２ギヤ３５５に固定される場合を説明し
たが、第６実施形態における第２回転体６３４０ｂは、端面板６３４２に対して第２ギヤ
６３５５が相対回転可能とされる。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を
付して、その説明は省略すると共に、本実施形態では、第２回転体６３４０ｂの構成のう
ち、第１回転体３４０ａと同一の構成については同一の符号を付して、その説明は省略す
る。
【０４２０】
　図５８は、第６実施形態における第２回転体６３４０ｂの正面分解斜視図である。図５
８に示すように、第２回転体６３４０ｂは、固定軸６３４１と、その固定軸６３４１の軸
方向両端の軸部６３４１ａに回転可能に軸支される一対の端面板６３４２と、それら一対
の端面板６３４２の間に架設される３枚の表示板（第１表示板３４３Ａ、第２表示板３４
３Ｂ及び第３表示板３４３Ｃ）とを主に備える。
【０４２１】
　固定軸６３４１は、収容体６３３０の側壁体３３２，３３３（図１７参照）に回転不能
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に保持される部位であり、軸方向両端に位置する一対の軸部６３４１ａと、一対の軸部６
３４１ａを接続する胴部６３４１ｂとを備える。
【０４２２】
　軸部６３４１ａは、硬質の樹脂材料から形成され、軸支部６３４２ｂの長手方向の寸法
を超えて延設され、その軸直断面形状が、端面板６３４２の軸支孔６３４２ａに対して若
干小さな円形状とされると共に、側壁体３３２，３３３の保持孔３３２ａ，３３３ａ（図
１７参照）に回転不能に保持される。なお、強度を確保するために軸部６３４１ａを金属
材料から形成しても良い。
【０４２３】
　ここで、軸部６３４１ａは保持孔３３２ａ，３３３ａ（図１７参照）よりも直径の小さ
な形状とされるが、保持孔３３２ａ，３３３ａと軸部６３４１ａとの間に円形の固定部材
（外周形状が保持孔３３２ａ，３３３ａの内周形状より若干小さな形状とされ、内周形状
が軸部６３４１ａよりも若干大きな形状とされる部材。図示せず）が介設され、保持孔３
３２ａ，３３３ａ、軸部６３４１ａ及び円形の固定部材がそれぞれ接着材などで接着固定
されることで、軸部６３４１ａが保持孔３３２ａ，３３３ａに固定される。なお、固定の
手段は接着材に限定されるものではなく、様々な方法をとることができる。例えば、締結
ネジで固定するようにしても良い。
【０４２４】
　胴部６３４１ｂは、軸方向の長さ（図５８左右方向の長さ）が第１表示板３４３Ａ～第
３表示板３４３Ｃの長手方向の長さに比較して短くされ、その長さの差となる部分に端面
板６３４２の連結部６３４２ｃを張り出させて配設可能とされる。
【０４２５】
　端面板６３４２は、正面視三角形状に形成される部材であり、中央部分に軸方向に延設
される円柱形状の軸支部６３４２ｂと、その軸支部６３４２ｂの中心に口設される軸支孔
６３４２ａと、端面板６３４２の端面に対して軸支部６３４２ｂの端面を第２回転体６３
４０ｂの内側（図５８中心側）にオフセットして連結する三又の連結部６３４２ｃと、を
主に備え、軸支部６３４２ｂの径方向の周囲に、空隙６３４２ｄが生じる。
【０４２６】
　軸支部６３４２ｂは、連結部６３４２ｃの中心部分から外側に延設される円柱形状の軸
支本体６３４２ｂ１と、その軸支本体６３４２ｂ１から外側に延設されると共に偏心した
位置に軸支され周方向に揺動される係合片６３４２ｂｔを備える動力切替部６３４２ｂ２
と、を主に備える。
【０４２７】
　軸支本体６３４２ｂ１は、空隙６３４２ｂの端部付近まで延設される。
【０４２８】
　係合片６３４２ｂｔは、動力切替部６３４２ｂ２の軸方向断面において、くの字に切り
かかれた領域を揺動可能とされ、先端が動力切替部６３４２ｂ２の外形の外側に張り出さ
れる第１状態と、先端が動力切替部６３４２ｂ２の外形の内側に収まる第２状態とを形成
可能な部材である。なお、第１状態および第２状態は、いずれも動力切替部６３４２ｂ２
のくの字に切りかかれた領域の端に係合片６３４２ｂｔが配置される状態であり、係合片
６３４２ｂｔは、ねじりバネ等の付勢手段（例えば、軸支本体６３４２ｂ１の内部に一方
の端部が配設固定され他方の端部が係合片６３４２ｂｔに押し当てられる、図示せず）に
より、第１状態（図５９（ｄ）参照）に保持される。
【０４２９】
　連結部６３４２ｃは、軸方向内側の端面の中心部分が胴部６３４１ｂの軸方向両側の端
面に当接（面当たり）される。これにより、連結部６３４２ｃが胴部６３４１ｂに対して
傾くことを抑制することができ、軸部６３４１ａに軸径方向の荷重がかかることを抑制す
ることができる。また、連結部６３４２ｃは、三つ又に構成される板部の外周付近に、非
接触磁気センサから構成されるセンサ部６３４２ｃ１を備える。
【０４３０】
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　センサ部６３４２ｃ１は、検出面が連結部６３４２ｃの外側（第２回転体６３４０ｂの
軸方向外側）に向く姿勢とされ、第２ギヤ６３５５に形成される検出部６３５５ｃと近接
することにより、第２回転体６３４０ｂと第２ギヤ６３５５との位相関係を検出可能に構
成される。
【０４３１】
　なお、センサ部６３４２ｃ１は端面板６３４２に配設されるため、第２回転体６３４０
ｂの回転によってセンサ部６３４２ｃ１の配線が捻れる恐れがある。これに対し、本実施
形態では、胴部６３４１ｂの径方向にブラシ型接点（図示せず）が凸設され、そのブラシ
型接点と摺動可能な態様で胴部６３４１ｂの周囲を囲うと共に胴部６３４１ｂを中心に回
転可能とされる金属リング形状のスリップリング（図示せず）が配設される。このスリッ
プリングにセンサ部６３４２ｃ１の配線が接続されることで、センサ部６３４２ｃへの給
電を可能としつつ、センサ部６３４２ｃ１の配線が捻れることを抑制することができる。
【０４３２】
　軸支孔６３４２ａの軸方向視において、空隙６３４２ｄは連結部６３４２ｂまで延設さ
れ、軸直断面形状が第２ギヤ６３５５の外径よりも大きな円形状とされる。これにより、
第２ギヤ６３５５を空隙６３４２ｄ側に張り出す態様で配設可能となる。
【０４３３】
　第２ギヤ６３５５は、駆動モータ３５０（図５９参照）の駆動力を第２回転体６３４０
ｂに伝達するギヤ部材であって、その中央に厚み方向に沿って軸支本体６３４１ｂよりも
若干大きな内径で端面板６３４２と対向配置される側から凹設される凹設部６３５５ａと
、その凹設部６４５５ａの端面板６３４２ｂの反対側の端部から外側（端面板６３４２ｂ
の反対側）へ向けて穿設される動力切替孔６３５５ｂと、第２ギヤ６３５５の軸方向内側
（端面板６３４２に対向配置される側）の端部の外周面付近に配設されると共に磁性材料
から形成される検出部６３５５ｃと、を主に備える。このような構成から、第２ギヤ６３
５５は、凹設部６３５５ａと動力切替孔６３５５ｂとが連設される開口を備える。なお、
図５８に示すように本実施形態では、第２ギヤ６３５５の歯の軸方向の厚みは左右の第２
ギヤ６３５５で異なるが、その技術的思想は同一なので区別せずに説明する。
【０４３４】
　凹設部６３５５ａにより、第２ギヤ６３５５は軸支本体６３４２ｂ１に回転可能に支持
される。このとき、凹設部６３５５ａが空隙６３４２ｄの領域に収容されるので、端面板
３４２の軸方向外側の領域全てを、動力切替孔６３５５ｂの第１壁面６３５５ｂ１及び第
２壁面６３５５ｂ２の形成領域として利用することができる。そのため、第１壁面６３５
５ｂ１及び第２壁面６３５５ｂ２の補強を図るために、第１壁面６３５５ｂ１及び第２壁
面６３５５ｂ２を軸方向に幅広に形成する必要が有る場合にも、収容体６３３０（図５９
参照）の横方向の寸法を変更することを防止することができる。
【０４３５】
　動力切替孔６３５５ｂは、等間隔（本実施形態では１２分割される、即ち３０度間隔）
に配設されると共に径方向に湾曲して延設される第１壁面６３５５ｂ１と、隣り合う第１
壁面６３５５ｂ１の一方の径方向内側端部と他方の径方向外側端部とを連結する態様で延
設される第２壁面６３５５ｂ２と、を備える丸鋸形状に形成される。
【０４３６】
　第１壁面６３５５ｂ１は、第１状態に配置される係合片６３４２ｂｔに動力切替孔６３
５５ｂの周方向で径方向外側の端部が当接可能な位置に配設され、係合片６３４２ｂｔと
第１壁面６３５５ｂ１とが当接した状態において係合片６３４２ｂｔの径が最大の部分の
揺動軌跡に沿って湾曲した形状（図６０（ｅ）参照）とされる。これにより、第２ギヤ６
３５５が係合片６３４２ｂｔに対して滑る方向に回転する際に、係合片６３４２ｂｔを第
１状態に位相差の小さい段階で配置し易くすることができ、第２ギヤ６３５５を逆回転さ
せる時の第２ギヤ６３５５の回転開始と端面板６３４２との回転開始とのタイムラグが発
生することを抑制することができる。
【０４３７】
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　検出部６３５５ｃは、第２ギヤ６３５５の周方向に等間隔（本実施形態では１２分割さ
れる、即ち３０度間隔）で形成されると共に、係合片６３４２ｂｔが第２ギヤ６３５５に
対して滑る方向（図５９（ｅ）において時計回り）に第２ギヤ６３５５が回転する際に、
センサ部６３４２ｃ１が検出部６３５５ｃを検出し始める位相関係において、係合片６３
４２ｂｔの側面が第１壁面６３５５ｂ１に当接される態様（図６０（ｅ）参照）とされる
。
【０４３８】
　図５９（ａ）は、図５８の矢印ＬＩＸａ方向視における第２回転体６３４０ｂが配設さ
れた収容体６３３０の側面図であり、図５９（ｂ）は、図５９（ａ）の矢印ＬＸＩＩｂ方
向視における収容体６３３０の正面図であり、図５９（ｃ）は、図５９（ｂ）の矢印ＬＸ
Ｉｃ方向視における収容体６３３０の側面図であり、図５９（ｄ）は、図５９（ａ）にお
ける第２回転体６３４０ｂの部分拡大側面図であり、図５９（ｅ）は、図５９（ｃ）にお
ける第２回転体６３４０ｂの部分拡大側面図である。なお、図５９（ａ）及び図５９（ｂ
）では、側壁体３３２、隔壁体３３４及び装飾体３３５が取り外された状態が図示され、
図５９（ｃ）では、更に側壁体３３３が取り外された状態が図示される。
【０４３９】
　図５９（ａ）から図５９（ｃ）に示すように、駆動モータ３５０の駆動力を伝達する伝
達経路が、回転体３４０ａ，６３４０ｂの両端に形成され、それぞれの伝達経路の内、回
転体３４０ａ，６３４０ｂを連結するギヤ（中間ギヤ）が異なったギヤで構成される。
【０４４０】
　なお、本実施形態では、正面視左側に形成される第１の伝達経路ＦＬ１（図５９（ａ）
参照）では、第１実施形態で説明した中間ギヤ３５４が配設され、正面視右側に形成され
る第２の伝達経路ＦＬ２（図５９（ｃ）参照）では、第２実施形態で説明した中間ギヤ２
３５４が配設される。これにより、駆動モータ３５０の駆動力が回転体３４０ａ，６３４
０ｂにどちらの伝達経路で伝達されるかによって、回転体３４０ａ，６３４０ｂの回転の
パターンを変化させることができる。
【０４４１】
　ここで、駆動モータ３５０の駆動力を回転体３４０ａ，６３４０ｂに伝達する経路を切
り替える手段について説明する。
【０４４２】
　図５９（ｄ）及び図５９（ｅ）に示すように、第１状態に配置される係合片６３４２ｂ
ｔと、動力切替孔６３５５ｂの第１壁面６３５５ｂ１とが周方向で当接可能とされる。中
間ギヤ３５４，２３５４は、共に第１回転体３４０ａの回転に連動して回転するので、中
間ギヤ３５４，２３５４の回転方向は同一方向となる。即ち、中間ギヤ３５４，２３５４
の軸方向反対側からの状態が図示される図５９（ｄ）及び図５９（ｅ）においては、中間
ギヤ３５４，２３５４の回転方向が反対方向となる。
【０４４３】
　そのため、図５９（ｄ）で中間ギヤ３５４が時計回りで回転する（駆動モータ３５０が
図５９（ａ）方向視で反時計回りに回転する）と、図５９（ｅ）で中間ギヤ２３５４は反
時計回りに回転する。この場合、中間ギヤ３５４の回転に連動して第２ギヤ６３５５が反
時計回りに回転すると（第１の伝達経路ＦＬ１、図５９（ａ）参照）、第１壁面６３５５
ｂ１が係合片６３４２ｂｔを揺動範囲（くの字の領域）の端に押しつける態様で係合片６
３４２ｂｔに周方向で当接する。これにより、第２ギヤ６３５５の回転が端面板６３４２
に伝達され、第２回転体６３４０ｂが回転する。
【０４４４】
　一方、中間ギヤ２３５４の回転に連動して第２ギヤ６３５５が時計回りに回転する（駆
動モータ３５０は図５９（ａ）方向視で反時計回りに回転する）と（第２の伝達経路ＦＬ
２、図５９（ｃ）参照）、係合片６３４２ｂｔが第２壁面６３５５ｂ２に押され、第２状
態に配置されることで、係合片６３４２ｂｔと第１壁面６３５５ｂ１及び第２壁面６３５
５ｂ２とが周方向に滑り、第２ギヤ６３５５の回転が端面板６３４２に非伝達とされる。
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【０４４５】
　同様に、第１回転体３４０が逆方向に回転する（駆動モータ３５０は図５９（ａ）方向
視で時計回りに回転する）場合（図５９（ｄ）で中間ギヤ３５４が反時計回りで回転する
と共に、図５９（ｅ）で中間ギヤ２３５４が時計回りに回転する場合）は、中間ギヤ２３
５４に歯合される第２ギヤ６３５５が端面板６３４２に動力を伝達し（第２の伝達経路Ｆ
Ｌ２、図５９（ｃ）参照）、中間ギヤ３５４に歯合される第２ギヤ６３５５は端面板６３
４２に動力を伝達しない（第１の伝達経路ＦＬ１、図５９（ａ）参照）。
【０４４６】
　即ち、本実施形態では、第２回転体６３４０ｂの両端にワンウェイクラッチ（所謂、「
スプラグ式」のワンウェイクラッチ）を内包するギヤを配設することにより、駆動モータ
３５０の駆動力を一対の伝達経路のどちらか一方で端面板６３４２に伝達することを達成
している。
【０４４７】
　なお、本実施形態では説明していないが、公知技術である「カム式（ローラー式）」の
ワンウェイクラッチを用いることも可能である。「カム式」のワンウェイクラッチでは、
内輪と外輪との位相差によらずに任意のタイミングで駆動力が伝達される状態と非伝達の
状態とを切り替えることができるので、ワンウェイクラッチが滑る方向に回転した後で、
逆方向に回転する場合の時間遅れ（外輪の回転開始時に対する内輪の回転開始時の時間遅
れ）を抑制することができる。
【０４４８】
　従って、駆動モータ３５０の配設個数を増加させることなく、一対の回転体３４０ａ，
６３４０ｂの演出を複雑化することができる。
【０４４９】
　ここで、本実施形態のように、第２ギヤ６３５５を回転させる方向により動力切替部６
３４２ｂ２との関係で駆動力伝達を切り替える場合、駆動モータ３５０を停止することに
より第２ギヤ６３５５が停止すると、回転の慣性で動力切替部６３４２ｂ２が回転を継続
しようとして、第２ギヤ６３５５に負荷を与える恐れがあるという問題点があった。
【０４５０】
　例えば、本実施形態において、図５９（ａ）に示す第１の伝達経路ＦＬ１で駆動力を伝
達している時（第２ギヤ６３５５は反時計回りに回転する）に、駆動モータ３５０を停止
させると、動力切替部６３４２ｂが回転の慣性で図５９（ａ）の反時計回りに回転しよう
とする。この場合、図５９（ｃ）側では、動力切替部６３４２ｂが時計回りに回転するの
で、動力切替部６３４２ｂから第２ギヤ６３５５に回転が伝達され（このとき、第１回転
体３４０ａは停止しているので中間ギヤ２３５４も停止している）、第２ギヤ６３５５に
負荷がかかる恐れがある。
【０４５１】
　これに対し、本実施形態では、電磁ソレノイド６３３０ａが第２回転体６３４０ｂの軸
方向に沿って配設される。電磁ソレノイド６３３０ａは、駆動モータ３５０が停止する（
出力がＯＦＦ）ことにより張り出す態様で形成されるので、駆動モータ３５０が停止する
と、電磁ソレノイド６３３０ａが第２回転体６３４０ｂを制動させる。これにより、駆動
モータ３５０の停止時に動力切替部６３４２ｂが慣性で回転することを防止し、第２ギヤ
６３５５に負荷がかかることを抑制することができる。
【０４５２】
　本実施形態では、第１の伝達経路ＦＬ１（図５９（ａ）参照）側に駆動モータ３５０が
配設され、第２の伝達経路ＦＬ２（図５９（ｃ）参照）への駆動力伝達には、第１回転体
３４０ａが介在する。換言すれば、第１回転体３４０ａが、演出部材としての役割と、駆
動力を伝達する伝達部材としての役割を兼ねるので、第１回転体３４０ａの回転軌跡の外
側に伝達部材を配設する場合に比較して収容体６３３０の内部の空間を有効に活用できる
。
【０４５３】
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　ここで、左右に配設される一対の伝達経路に駆動力を伝達する態様としては、例えば、
両軸の駆動モータ（図５９（ｂ）において左右両方向に回転軸が配設される駆動モータ）
を駆動モータ３５０の位置に配設することも考えられる。しかし、この場合、正面視（図
５９（ｂ）参照）における駆動モータ３５０の右方の空間に駆動モータの回転軸が配設さ
れるので、この位置に他の演出部材（例えば、可動部材やＬＥＤ等の照明装置）を配設す
ることが不可能になる。また、他の演出部材を演出上または機構上の原因で駆動モータ３
５０の右方の空間に配設する必要がある場合には、駆動モータ３５０の右方の空間に回転
軸を配設することができない。
【０４５４】
　これに対し、本実施形態では、第１回転体３４０ａの演出に最低限必要な第１回転体３
４０ａの回転軌跡内の領域が第２の伝達経路ＦＬ２として活用されるので、駆動モータ３
５０の右方の空間を他の演出部材（例えば、可動部材やＬＥＤ等の照明装置）を配設する
空間として有効活用することができる。
【０４５５】
　本実施形態では、第１の伝達経路ＦＬ１と第２の伝達経路ＦＬ２とが、一対の回転体３
４０ａ，６３４０ｂの左右端部に構成される。そのため、一対の回転体３４０ａ，６３４
０ｂの左右外方に必要な幅を均一化し設計自由度を向上させることができると共に、一対
の回転体３４０ａ，６３４０ｂが各伝達経路ＦＬ１，ＦＬ２を仕切る仕切板の役割を兼ね
るため、必要部材の削減を図ることができる。
【０４５６】
　図６０を参照して、駆動モータ３５０（図５９（ｂ）参照）の制御の一例について説明
する。図６０（ａ）は、第２ギヤ６３５５が係合片６３４２ｂｔに対して滑る方向に回転
する際のセンサ部６３４２ｃ１の出力電圧を示すタイミングチャートであり、図６０（ｂ
）から図６０（ｄ）は、それぞれ図６０（ａ）の状態における駆動モータ３５０の動作状
態の一例を示すタイミングチャートであり、図６０（ｅ）は、図６０（ｂ）に示すタイミ
ングｔ２で駆動モータ３５０が停止された場合の第２ギヤ３５５及び端面板６３４２の正
面図であり、図６０（ｆ）は、図６０（ｃ）に示すタイミングｔ３で駆動モータ３５０が
停止された場合の第２ギヤ３５５及び端面板６３４２の正面図であり、図６０（ｇ）は、
図６０（ｄ）に示すタイミングｔ１で駆動モータ３５０が停止された場合の第２ギヤ３５
５及び端面板６３４２の正面図である。
【０４５７】
　ここで、例えば、駆動モータ３５０の駆動力が第１の伝達経路ＦＬ１（図５９（ｂ）参
照）で伝達される場合（駆動モータ３５０が図５９（ａ）方向視で時計回りに回転する場
合）において、左側の第２ギヤ６３５５（図５９（ａ）参照）は、端面板６３４２の係合
片６３４２ｂｔに対して滑る方向に回転するので、左側の第２ギヤ６３５５と端面板６３
４２とは空回り可能となる。
【０４５８】
　このとき、右側の第２ギヤ６３５５（図５９（ｃ）参照）と、中間ギヤ２３５４（図５
９（ｃ）参照）とが歯合している場合には、伝達経路ＦＬ２の駆動力伝達による左側の端
面板６３４２（図５９（ａ）参照）の回転と、伝達経路ＦＬ１の駆動力伝達による第２ギ
ヤとの回転とが生じ、それらが同速度（図５９において第１回転体３４０ａより上方のギ
ヤ比が同じ）なので、左側の端面板６３４２と左側の第２ギヤ６３５５との位相関係は変
化しない。
【０４５９】
　一方、右側の第２ギヤ（図５９（ｃ）参照）と、中間ギヤ２３５４（図５９（ｃ）参照
）とが摺動する場合には、伝達経路ＦＬ２を通る駆動力伝達による第２回転体６３４０ｂ
の回転が停止する。そのため、伝達経路ＦＬ１の伝達により回転する左側の第２ギヤ６３
５５（図５９（ａ）参照）と、停止する第２回転体６３４０ｂに配設される係合片６３４
２ｂｔとの間に位相差が生じる（端面板６３４２に対して第２ギヤ６３５５が空回りする
）。
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【０４６０】
　図６０（ａ）では、横軸が、所定姿勢を基準とした第２ギヤ６３５５と端面板６３４２
との位相差を表し、上述したように、第２ギヤ６３５５が端面板６３４２に対して空回り
する場合の、センサ部６３４２ｃからの出力電圧が図示される。図６０（ａ）に示すよう
に、センサ部６３４２ｃからの出力電圧が電圧Ｖ０から電圧Ｖ１に立ち上がるタイミング
で、検出部６３５５ｃがセンサ部６３４２ｃ１に近接する（検出部６３５５ｃがセンサ部
６３４２ｃ１の検出領域に入り始める）。また、センサ部６３４２ｃからの出力電圧が電
圧Ｖ１から電圧Ｖ０に下がるタイミングで、検出部６３５５ｃがセンサ部６３４２ｃ１か
ら離れる（検出部６３５５ｃがセンサ部６３４２ｃ１の検出領域から出始める）。本実施
形態では、検出部６３５５ｃが第２ギヤ６３５５の周方向に３０度間隔で配設されるので
、電圧の立ち上がり部分ごとの間隔は、第２ギヤ６３５５と端面板６３４２との位相差が
３０度生じる時間間隔に等しい。
【０４６１】
　ここで、上述したように、検出部６３５５ｃは、係合片６３４２ｂｔが第２ギヤ６３５
５に対して滑る方向（図５９（ｅ）において時計回り）に第２ギヤ６３５５が回転する際
に、センサ部６３４２ｃ１が検出部６３５５ｃを検出し始める位相関係において、係合片
６３４２ｂｔの側面が第１壁面６３５５ｂ１に当接される態様（図６０（ｅ）参照）で配
置される。
【０４６２】
　従って、図６０（ｂ）に示すように、センサ部６３４２ｃ１からの出力電圧が立ち上が
るタイミングｔ２で駆動モータ３５０の回転を停止させる場合、左側の第２ギヤ６３５５
の第１壁面６３５５ｂ１に係合片６３４２ｂｔの側面が当接する位相（図６０（ｅ）参照
）で第２ギヤ６３５５が停止する。従って、この状態から、駆動モータ３５０を逆回り（
図５９（ａ）反時計回り）に回転させた場合、駆動モータ３５０の回転による左側の第２
ギヤ６３５５（図５９（ｄ）参照）の回転から遅れることなく、第２回転体６３４０ｂが
回転する。
【０４６３】
　一方、図６０（ｃ）に示すように、センサ部６３４２ｃ１からの出力電圧が下がるタイ
ミングｔ３で駆動モータの回転を停止させる場合、図６０（ｅ）に示す状態から左側の第
２ギヤ６３５５（図５９（ｄ）参照）が時計回りに若干（５～１５度）回転し、係合片６
３４２ｂｔが第１壁面６３５５ｂ１から離間した状態で停止する（図６０（ｆ）参照）。
【０４６４】
　同様に、図６０（ｄ）に示すように、センサ部６３４２ｃ１からの出力電圧が下がるタ
イミングと出力電圧が立ち上がるタイミングとの間のタイミングｔ１で駆動モータの回転
を停止させる場合、第２ギヤ６３５５（図５９（ｄ）参照）が図６０（ｆ）に示す状態よ
りもさらに時計回りに回転し、係合片６３４２ｂｔが第１壁面６３５５ｂ１から更に離れ
た状態で停止する（図６０（ｇ）参照）。
【０４６５】
　図６０（ｆ）及び図６０（ｇ）に示すように、係合片６３４２ｂｔが第１壁面６３５５
ｂ１から離間した状態で第２ギヤ６３５５が停止する場合、この状態から、駆動モータ３
５０（図５９（ａ）参照）を逆回り（図５９（ａ）反時計回り）に回転させると、係合片
６３４２ｂｔが第１壁面６３５５ｂ１に当接されると共に係合片６３４２ｂｔが動力切替
部６３４２ｂ２の端面に当接されるまでの間は、第２ギヤ６３５５から端面板６３４２に
駆動力が伝達されない。そのため、中間ギヤ２３５４と第２ギヤ６３５５とが噛み合い始
めるタイミングと、第２回転体６３４０ｂの始動タイミングとがずれ（第２回転体６３５
２ｂの回転にがたつきが生じ）、演出効果を低下させる恐れがあった。
【０４６６】
　これに対し、本実施形態では、タイミングｔ２で駆動モータ３５０が停止するように制
御される。そのため、中間ギヤ２３５４と第２ギヤ６３５５とが噛み合い始めるタイミン
グと、第２回転体６３４０ｂの始動タイミングとがずれることを防止することができる。



(65) JP 6717395 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

なお、駆動モータ３５０の減速時の過渡応答を考慮して、タイミングｔ２よりも若干早く
駆動モータ３５０を停止する態様で制御を行うことが好ましい。
【０４６７】
　次いで、図６１から図６３を参照して、第７実施形態について説明する。上記第６実施
形態では、一対の伝達経路ＦＬ１，ＦＬ２で一対の回転体３４０ａ，６３４０ｂに回転力
が伝達される場合を説明したが、第７実施形態における一対の回転体７３４０ａ，７３４
０ｂは、駆動モータ３５０の回転方向によって回転体７３４０ａ，７３４０ｂが回転する
か固定軸７３４１が回転するかを切り替え可能とされる。なお、上記各実施形態と同一の
部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０４６８】
　図６１は、第７実施形態における第１回転体７３４０ａの正面分解斜視図である。図６
１に示すように、第１回転体７３４０ａは、固定軸７３４１（本実施形態では固定軸７３
４１は回転可能に構成される）と、その固定軸７３４１の軸方向両端に回転可能に軸支さ
れる一対の端面板３４２、７３４２と、それら一対の端面板３４２、７３４２の間に架設
される３枚の表示板（第１表示板３４３Ａ、第２表示板３４３Ｂ及び第３表示板３４３Ｃ
）と、一対の端面板３４２、７３４２の内、正面視左方（駆動モータ３５０が配設される
側、図６２参照）に配設される駆動側端面板７３４２に回転可能に軸支される第２ギヤ６
３５５と、固定軸７３４１に回転可能に支持される係合部材７３４５と、を主に備える。
【０４６９】
　固定軸７３４１は、胴部３４１ｂと、その胴部３４１ｂの正面視右方の端部に連設され
る軸部７３４１ａと、その軸部７３４１ａの反対側に胴部３４１ｂから連設される円柱形
状の駆動側軸部７３４１ｃと、を主に備える。
【０４７０】
　軸部７３４１ａは、軸直断面の外形形状が円形の円筒部材であって、収容体７３３０（
図６２参照）に回転可能に保持される部位である。このとき、側壁体３３３の保持孔３３
３ａ（図１７参照）が、円形形状に加工されることで、軸部７３４１ａが収容体７３３０
に回転可能に保持される。なお、軸部７３４１ａには、収容体７３３０に固定されるねじ
りバネＣＳ１（図６２参照）等の付勢手段により、ＬＥＤ３４４が正面方向を向く姿勢に
維持される方向に付勢力が作用する。
【０４７１】
　駆動側軸部７３４１ｃは、駆動側端面板７３４２の軸支孔６３４２ａよりも直径の小さ
な円柱形状から形成され、軸支部６３４２ｂから張り出す部分に軸中心から径方向外側へ
向けて扇形に切り欠かれる切り欠き７３４１ｃ１と、固定軸７３４１の回転軸上を駆動側
軸部７３４１ｃの端部から凹設されるピン支持凹部７３４１ｃ２と、を主に備える。
【０４７２】
　切り欠き７３４１ｃ１は、係合部材７３４５を部分的に収容する部分であって、軸方向
の幅が、係合部材７３４５の厚みよりも若干長く設計されると共に、周方向の開口広さ（
扇形の形成角度）が、係合部材７３４５の本体部７３４５ａの扇形の形成角度に比較して
大きくされる。即ち、係合部材７３４５は切り欠き７３４１ｃ１の内側を周方向に移動可
能とされる。
【０４７３】
　ピン支持凹部７３４１ｃ２は、切り欠き７３４１ｃ１と軸方向で連結される態様で構成
される。
【０４７４】
　駆動側端面板７３４２は、正面視三角形状に形成される部材であり、中央部分に軸方向
に延設される円柱形状の軸支部６３４２ｂと、その軸支部６３４２ｂの中心に口設される
軸支孔６３４２ａと、を主に備える。
【０４７５】
　軸支部６３４２ｂは、板部分から軸方向外側に延設される円柱形状の軸支本体６３４２
ｂ１と、その軸支本体６３４２ｂ１から外側に延設されると共に偏心した位置に軸支され
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周方向に揺動される係合片６３４２ｂｔを備える動力切替部６３４２ｂ２と、を主に備え
る。
【０４７６】
　第２ギヤ６３５５は、駆動モータ３５０（図６２参照）の駆動力を第１回転体７３４０
ａに伝達するギヤ部材であって、その中央に厚み方向に沿って軸支本体６３４２ｂよりも
若干大きな内径で駆動側端面板７３４２と対向配置される側から凹設される凹設部６３５
５ａと、その凹設部６３５５ａの駆動側端面板７３４２の反対側の端部から外側（駆動側
端面板７３４２の反対側）へ向けて穿設される動力切替孔６３５５ｂと、を主に備える。
このような構成から、第２ギヤ６３５５は、凹設部６３５５ａと動力切替孔６３５５ｂと
が連設される開口を備える。
【０４７７】
　なお、軸支部６３４２ｂ及び第２ギヤ６３５５の構成は、第６実施形態における軸支部
６３４２ｂ及び第２ギヤ６３５５の構成と、軸方向の長さが短くされること以外は共通で
あるので、ここでは説明を省略する。
【０４７８】
　軸支部６３４２ｂ及び第２ギヤ６３５５の作用については、第６実施形態と同様に、第
２ギヤ６３５５の回転方向によって、軸支部６３４２ｂに駆動モータ３５０の駆動力が伝
達される場合と、非伝達とされる場合とが切り替えられる。
【０４７９】
　係合部材７３４５は、扇形の板状に形成される本体部７３４５ａと、その本体部７３４
５ａの頂点付近において厚み方向に円形断面で穿設される貫通孔７３４５ｂと、本体部７
３４５ａの外周部分から径方向外側に延設される延設部７３４５ｃと、貫通孔７３４５ｂ
及びピン支持凹部７３４１ｃ２に共通で挿通される円柱状部材である軸支ピン７３４５ｄ
と、を主に備える。
【０４８０】
　本体部７３４５ａは、第２ギヤ６３５５の軸方向外側において切り欠き７３４１ｃ１に
頂部側（貫通孔７３４５ｂが配置される側）が収容され、貫通孔７３４５ｂとピン支持凹
部７３４１ｃ２とが一直線上に並ぶ位置に配置される。この配置において、軸支ピン７３
４５ｄが貫通孔７３４５ｂ及びピン支持凹部７３４１ｃ２に挿通されることで、係合部材
７３４５が固定軸７３４１の回転軸を中心に回転（揺動）可能とされる。
【０４８１】
　図６２を参照して、係合部材７３４５の役割について説明する。図６２（ａ）は、係合
部材７３４５側から側面視した収容体７３３０の側面図であり、図６２（ｂ）は、図６２
（ａ）の矢印ＬＸＩＩｂ方向視における収容体７３３０の正面図である。なお、図６２（
ａ）及び図６２（ｂ）では、側壁体３３２、隔壁体３３４及び装飾体３３５が取り外され
た状態が図示され、図６２（ｂ）では、係合部材７３４５付近が部分的に断面視される。
【０４８２】
　図６２（ａ）に示すように、駆動ギヤ３５１と第１回転体７３４０ａとの間に伝達ギヤ
７３５２が介設され、第１回転体７３４０ａと第２回転体７３４０ｂとの間に中間ギヤ７
３５４が介設される。
【０４８３】
　伝達ギヤ７３５２及び中間ギヤ７３５４は、偏心した位置で軸方向に沿って外側に凸設
される凸部７３５２ａ，７３５４ａを備える。凸部７３５２ａ，７３５４ａは、それぞれ
上側に隣接する回転体の係合部材７３４５の延設部７３４５ｃと周方向で当接可能とされ
る。なお、第２ギヤ６３５５及びその第２ギヤ６３５５と外周径が異なること以外は共通
とされる第１ギヤ７３５２は、動力切替孔６３５５ｂの形状から、各ギヤが側面視におい
て反時計回り（図６２（ａ）反時計回り）に回転する場合（伝達ギヤ７３５２及び中間ギ
ヤ７３５４が側面視時計回りに回転する場合）に軸支部６３４２ｂ及び駆動側端面板７３
４２に駆動力が伝達される。
【０４８４】
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　換言すると、第２ギヤ６３５５及び第１ギヤ７３５２が側面視時計回りに回転する場合
（伝達ギヤ７３５２及び中間ギヤ７３５４が側面視反時計回りに回転する場合）には、軸
支部６３４２ｂ及び駆動側端面板７３４２に駆動力が伝達されず、一対の回転体７３４０
ａ，７３４０ｂが停止状態となる。
【０４８５】
　図６３では、固定軸７３４１の回転が時系列にそって図示される。図６３（ａ）、図６
３（ｃ）、図６３（ｅ）及び図６３（ｇ）は、駆動側端面板７３４２側から軸方向に沿っ
て視認される第１回転体７３４０ａ及び伝達ギヤ７３５２の側面図であり、図６３（ｂ）
は、図６３（ａ）の矢印ＬＸＩＩＩｂ方向視における第１回転体７３４０ａ及び伝達ギヤ
７３５２の正面図であり、図６３（ｄ）は、図６３（ｃ）の矢印ＬＸＩＩＩｄ方向視にお
ける第１回転体７３４０ａ及び伝達ギヤ７３５２の正面図であり、図６３（ｆ）は、図６
３（ｅ）の矢印ＬＸＩＩＩｆ方向視における第１回転体７３４０ａ及び伝達ギヤ７３５２
の正面図であり、図６３（ｈ）は、図６３（ｇ）の矢印ＬＸＩＩＩｈ方向視における第１
回転体７３４０ａ及び伝達ギヤ７３５２の正面図である。
【０４８６】
　なお、図６３（ａ）及び図６３（ｂ）では、凸部７３５２ａが延設部７３４５ｃから離
間された状態が図示され、図６３（ｃ）及び図６３（ｄ）では、図６３（ａ）及び図６３
（ｂ）の状態から伝達ギヤ７３５２が反時計回りに所定量回転され凸部７３５２ａが延設
部７３４５ｃに当接され所定量延設部７３４５ｃを移動させた状態が図示され、図６３（
ｅ）及び図６３（ｆ）では、図６３（ｃ）及び図６３（ｄ）の状態から伝達ギヤ７３５２
が反時計回りに所定量回転され延設部７３４５ｃから凸部７３５２ａが離れる直前の状態
が図示され、図６３（ｇ）及び図６３（ｈ）では、図６３（ｅ）及び図６３（ｆ）の状態
から伝達ギヤ７３５２が反時計回りに所定量回転され凸部７３５２ａが延設部７３４５ｃ
から離れることで固定軸７３４１の姿勢が付勢力により復帰された状態が図示される。
【０４８７】
　また、図６３（ａ）、図６３（ｃ）、図６３（ｅ）及び図６３（ｇ）では、駆動側軸部
７３４１ｃの切り欠き７３４１ｃ１よりも外側の図示が省略され、切り欠き７３４１ｃが
実線で図示されると共に、第１ギヤ７３５３の図示が部分的に省略される。
【０４８８】
　図６３（ａ）において、係合部材７３４５は重力により軸支ピン７３４５ｄよりも下側
に重心が配置される姿勢とされ、その姿勢において係合部材７３４５の背面側（図６３（
ａ）左側）の側面に切り欠き７３４１ｃ１の一方の側面が当接する態様で、切り欠き７３
４１ｃ１が形成される。そのため、係合部材７３４５の正面側（図６３（ａ）右側）の側
面と切り欠き７３４１ｃ１の他方の側面とは離間する。
【０４８９】
　図６３（ａ）の状態から、伝達ギヤ７３５２を時計回りに回転させると、第１ギヤ７３
５３から軸支部６３４２ｂに駆動力が伝達され第１回転体７３４０ａが回転する。このと
き、図６３（ａ）に想像線で示すように、凸部７３５２ａが係合部材７３４５の延設部７
３４５ｃを押したとしても、係合部材７３４５の姿勢変化は、切り欠き７３４１ｃ１の範
囲内で収まるため、固定軸７３４１は図６３（ｂ）に示す姿勢を維持する。
【０４９０】
　一方、図６３（ａ）の状態から、伝達ギヤ７３５２を反時計回りに回転させると、第１
ギヤ７３５３から軸支部６３４２ｂに駆動力が非伝達とされ第１回転体７３４０ａは回転
しない。そのため、遊技者に視認される第１回転体７３４０ａの表示が変化されず、演出
効果が低下するおそれがあった。
【０４９１】
　これに対し、本実施形態では、伝達ギヤ７３５２を反時計回りに回転させると、凸部７
３５２ａが係合部材７３４５に当接し、係合部材７３４５が切り欠き７３４１ｃ１の側面
を押すことにより、駆動側軸部７３４１ｃが回転する（図６３（ａ）、図６３（ｃ）及び
図６３（ｅ）参照）。そのため、固定軸７３４１が軸回転するので、ＬＥＤ３４４の向き
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が変化することで、遊技者に視認される第１回転体７３４０ａの発光状態が変化する。こ
れにより、演出効果の向上を図ることができる。
【０４９２】
　なお、固定軸７３４１は図示しない付勢手段により図６３（ａ）の状態を維持する態様
で付勢されるので、図６３（ｅ）の状態から図６３（ｇ）の状態になり、凸部７３５２ａ
から延設部７３４５ｃへの負荷が無くなることで、固定軸７３４１が図６３（ｈ）の状態
に復帰する。
【０４９３】
　即ち、固定軸７３４１への駆動力伝達は一方向の駆動力伝達ながら、固定軸７３４１の
動作は一方向に回転する動作に限定されず、本実施形態のように、正面視においてＬＥＤ
３４４を往復させる態様で固定軸７３４１を動作（往復揺動）させることも可能である。
【０４９４】
　これにより、一の駆動モータ３５０の回転方向を変えることで、第１回転体７３４０ａ
及び固定軸７３４１という異なった演出部材を独立して駆動させることを可能としながら
、往復動作という、駆動力の方向を反転させる動作を固定軸７３４１にさせることで、一
見、一対の駆動装置が必要かのような演出を行うことができる。従って、駆動モータ３５
０の配設個数は増やすことなく、第１回転体７３４０ａの演出効果を向上させる（演出を
複雑化する）ことができる。
【０４９５】
　次いで、図６４から図６７を参照して、第８実施形態について説明する。上記第６実施
形態では、一対の伝達経路ＦＬ１，ＦＬ２で一対の回転体３４０ａ，６３４０ｂに回転力
が伝達される場合を説明したが、第８実施形態における一対の回転体８３４０ａ，８３４
０ｂは、駆動モータ３５０の回転方向によって回転体８３４０ａ，８３４０ｂが回転する
か遮蔽装置８３８０が動作するかを切り替え可能とされる。なお、上記各実施形態と同一
の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０４９６】
　図６４は、第８実施形態における収容体８３３０及び一対の回転体８３４０ａ,８３４
０ｂの正面分解斜視図である。図６４に示すように、収容体８３３０では、側壁体８３３
２,８３３３及び隔壁体８３３４の上部が前方へ張り出されると共に、装飾体８３３５の
上部が前方に折曲形成されることで、遮蔽装置８３８０を軸支する空間が構成される。
【０４９７】
　側壁体８３３３は、遮蔽部材８３８０の軸が挿通され、遮蔽部材８３８０の軸に対して
一の方向（本実施形態では図６４右側から視認した場合の時計回り方向）に回転の付勢力
を生じる巻き取り装置８３３３ｂを備える。
【０４９８】
　隔壁体８３３４は、正面側端面から後方に所定量オフセットされて上下方向に延設され
る凹部である案内溝８３３４ｂを備える。なお、案内溝８３３４ｂと向かい合わせの形状
の凹部が側壁体８３３３の内側面にも形成される。遮蔽部材８３８０の円柱部材８３８３
は、案内溝８３３４ｂの内側をスライドして上下方向に移動する。これにより、後述する
遮蔽部材８３８０が一対の回転体８３４０ａ,８３４０ｂの回転に干渉することを防止す
ることができる。
【０４９９】
　装飾体８３３５は、開口３３５ａの下端部付近の背面側に、Ｌ字の鉤形状の係止装置８
３３５ｂを備える。係止装置８３３５ｂは、ノッチ機構により係止状態（図６６（ｄ）参
照）と解除状態（図６７（ｂ）参照）とを切り替え可能とされる。
【０５００】
　遮蔽装置８３８０は、軸に巻き付けられた布部材を広げたり巻き取ったりすることで布
の平面部分の面積を変化させる装置であって、円柱形状の回転軸８３８１と、その回転軸
８３８１に巻き取られる布部材８３８２と、その布部材８３８２の一方の端部に回転軸８
３８１の延設方向と平行な方向に延設され、両端部が側壁体８３３３及び隔壁体８３３４
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に配設される案内溝８３３４ｂに挿通されると共に重しとして利用される円柱部材８３８
３と、回転軸８３８１との間でワンウェイクラッチが構成され回転方向により駆動力の伝
達の有無を切り替える切替ギヤ８３８４と、を主に備える。
【０５０１】
　回転軸８３８１は、前転方向に回転することで（図６５（ａ）時計回りに回転すること
で）、布部材８３８２を広げる態様で構成される。回転軸８３８１は、巻き取り装置８３
３３ｂに挿通され、後転方向（図６５（ａ）反時計回り方向）に付勢される。
【０５０２】
　本実施形態では、一対の回転体８３４０ａ，８３４０ｂは、正面視右側の軸部が第１実
施形態の軸部３４１とされ、左側の軸部が第６実施形態の軸部６３４１ａとされる。これ
に伴い、端面板も、正面視右側には第１実施形態の端面板３４２が配設され、正面視左側
には第６実施形態の端面板６３４２が配設されると共に、正面視左側には第６実施形態の
第２ギヤ６３５５（及び第２ギヤ６３５５とギヤの外形以外は同一に形成される第１ギヤ
８３５３）が配設される。即ち、駆動モータ３５０の回転方向により、第２ギヤ６３５５
から回転体８３４０ａ，８３４０ｂへ回転駆動力が伝達される場合と、回転駆動力が非伝
達とされる場合とが切り替えられる。
【０５０３】
　図６５（ａ）は、図６４の矢印ＬＸＶａ方向視における収容体８３３０の側面図であり
、図６５（ｂ）は、図６５（ａ）の矢印ＬＸＶｂ方向視における収容体８３３０の正面図
である。なお、図６５（ａ）及び図６５（ｂ）では、側壁体８３３２及び隔壁体８３３４
が取り外された状態が図示され、装飾体８３３５の図示が部分的に省略される。
【０５０４】
　図６５（ａ）に示すように、第２ギヤ６３５５と遮蔽装置８３８０の切替ギヤ８３８４
との間に中間ギヤ８３５６が隔壁体８３３４に軸支される態様で配設される。
【０５０５】
　本実施形態では、第６実施形態で説明したワンウェイクラッチギヤが第１ギヤ８３５３
、第２ギヤ６３５５及び切替ギヤ８３８４に配設され、動力が伝達される方向が第１ギヤ
８３５３及び第２ギヤ６３５５と、切替ギヤ８３８４とで逆方向とされる。
【０５０６】
　詳述すると、駆動ギヤ３５１が図６５（ａ）において反時計回り（本実施形態において
、以下「正方向」と称する）に回転すると、第１ギヤ８３５３及び第２ギヤ６３５５から
回転体８３４０ａ，８３４０ｂに駆動力が伝達される一方で、切替ギヤ８３８４からは回
転軸８３８１に駆動力が非伝達とされる。これに対し、駆動ギヤ３５１が図６５（ａ）に
おいて時計回り（本実施形態において、以下「逆方向」と称する）に回転すると、第１ギ
ヤ８３５３及び第２ギヤ６３５５から回転体８３４０ａ，８３４０ｂに駆動力が非伝達と
される一方で、切替ギヤ８３８４からは回転軸８３８１に駆動力が伝達される（布部材８
３８２が引き延ばされる）。
【０５０７】
　従って、駆動モータ３５０の回転方向によって、回転体８３４０ａ，８３４０ｂを回転
させるか、遮蔽装置８３８０を動作させるかを切り替えることができる。これにより、例
えば、遮蔽装置８３８０を引き延ばした状態（図６６（ｄ）参照）で固定し、遊技者から
回転体８３４０ａ，８３４０ｂが視認不能な状態で回転体８３４０ａ，８３４０ｂを回転
（回転テーブルを移動）させることができる。この状態で、残りわずかに回転させること
で所望の停止状態を形成可能としてから布部材８３８２を巻き取ることで、遊技者に視認
させる回転体８３４０ａ，８３４０ｂの回転期間を短縮することができ、遊技者に回転体
８３４０ａ，８３４０ｂが回転テーブルのどこを回転しているのかを予測しづらくできる
。
【０５０８】
　布部材８３８２が引き延ばされた状態で固定することは、係止装置８３３５ｂが円柱部
材８３８３を係止することで達成される。その機構について説明する。
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【０５０９】
　図６６及び図６７を参照して、係止装置８３３５ｂが遮蔽装置８３８０を係止する機構
について説明する。図６６（ａ）から図６６（ｄ）、図６７（ａ）及び図６７（ｂ）は、
遮蔽装置８３８０の動作を時系列で図示した遮蔽装置８３８０及び係止装置８３３５ｂの
側面図である。なお、図面配置の都合上、遮蔽装置８３８０と係止装置８３３５ｂとの間
の領域の図示が省略される。
【０５１０】
　図６６（ａ）では、布部材８３８２が終端まで巻き取られ、円柱部材が８３８３が案内
溝８３３４ｂ（図６４参照）の上端部に配設される状態が図示される。この状態から、駆
動ギヤ３５１（図６５（ａ）参照）を逆方向に回転させると、布部材８３８２が広がり、
円柱部材８３８３が重力で下降することで、円柱部材８３８３が係止装置８３３５ｂに当
接する（図６６（ｂ）参照）。
【０５１１】
　係止装置８３３５ｂは、内在するノッチ機構により、円柱部材８３８３を上側から係止
する係止状態（図６６（ｃ）参照）と、案内溝８３３４ｂ（図６４参照）の外側に退避す
る解除状態（図６６（ｂ）参照）とを切替可能とされる。
【０５１２】
　図６６（ａ）に示す状態から、更に駆動ギヤ３５１（図６５（ａ）参照）を逆方向に回
転させることで、円柱部材８３８３が係止装置８３３５ｂを押進する。これによりノッチ
機構が一段階押し下げられ、係止装置８３３５ｂが係止状態に変化する（図６６（ｃ）参
照）。この状態で駆動モータ３５０の動力伝達を解除すると、回転軸８３８１が巻き取り
装置８３３３ｂ（図６４参照）に回転され、布部材８３８２が巻き取られかけるが、円柱
部材８３８３が係止装置８３３５ｂに係止されることで布部材８３８２が図６６（ｄ）の
状態で維持される。
【０５１３】
　ここから、再度、駆動ギヤ３５１（図６５（ａ）参照）を逆方向に回転させることで、
円柱部材８３８３が下降し係止装置８３３５ｂが押進される。これによりノッチ機構が１
段階押し下げられ（図６７（ａ）参照）、係止装置８３３５ｂが解除状態とされることで
、布部材８３８２を巻き取り可能となる（図６７（ｂ）参照）。
【０５１４】
　これにより、遮蔽装置８３８０への駆動力伝達が、駆動ギヤ３５１（図６５（ａ）参照
）の逆方向回転時のみに限定される状態においても、遮蔽装置８３８０を往復動作（布部
材８３８２を広げたり、巻き取ったりする動作）させることが可能となる。従って、駆動
モータ３５０（図６５（ａ）参照）の配設個数を抑制したまま、遮蔽装置８３８０と回転
体８３４０ａ，８３４０ｂ（図６５（ａ）参照）とを別々に駆動させることが可能となる
。
【０５１５】
　なお、図６７（ｂ）の状態から巻き取り装置８３３３ｂ（図６５（ａ）参照）の付勢力
により布部材８３８２を巻き取る場合、回転軸８３８１（図６５（ａ）参照）の回転が切
替ギヤ８３８４（図６５（ａ）参照）に伝達され（切替ギヤ８３８４が反時計回りに回転
され）、それに伴い第１ギヤ８３５３及び第２ギヤ６３５５（図６５（ａ）参照）が反時
計回りに回転されるので、回転が回転体８３４０ａ，８３４０ｂ（図６５（ａ）参照）に
伝達される。従って、布部材８３８２が巻き取られている間、回転体８３４０ａ，８３４
０ｂは回転を継続する。
【０５１６】
　そのため、布部材８３８２を巻き取り始める前に、布部材８３８２を巻き取り終えるま
でに回転体８３４０ａ，８３４０ｂ（図６５（ａ）参照）が回転する回転数を予め逆算し
た（時計回りに回転させた）姿勢（回転テーブルの位置）に回転体８３４０ａ，８３４０
ｂを停止させておき、そこから係止部材８３５５ｂを解除状態とし、布部材８３８２を巻
き取ることで、布部材８３８２を巻き取り終えると同時に回転体８３４０ａ，８３４０ｂ
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を停止状態とすることができる。これにより、遮蔽装置８３８０の動作終端（布部材８３
８２の巻き取り完了）と、回転体８３４０ａ，８３４０ｂの動作終端（停止位置での固定
）とを合わせるという演出効果を生じさせることができ、回転体８３４０ａ，８３４０ｂ
の演出効果を向上させることができる。
【０５１７】
　なお、本実施形態では、円柱部材８３８３を先端に備える部材を布で構成したが、これ
に限定されるものではない。例えば、複数枚の板が、スライド移動方向に連設され、すだ
れ状に数珠つなぎにされる態様で構成されても良い。この場合、円柱部材８３８３で係止
装置８３３５ｂを押し下げる際に、複数枚の板という固い部材で回転軸８３８１から円柱
部材８３８３まで駆動力を伝達するので、駆動モータ３５０（図６５（ａ）参照）の駆動
力によって係止装置８３３５ｂを押し下げることができる。
【０５１８】
　そのため、円柱部材８３８３に重量の軽い部材を利用することができ、巻き取り装置８
３３３ｂや布部材８３８２に負荷される荷重を小さくすることができる。これにより、巻
き取り装置８３３３ｂを発生力の小さい小型の装置で構成することができる。
【０５１９】
　次いで、図６８から図７２を参照して、第９実施形態について説明する。上記第８実施
形態では、駆動モータ３５０が一対の回転体８３４０ａ，８３４０ｂと遮蔽装置８３８０
とを別々で動作させる場合を説明したが、第９実施形態では、駆動モータ３５０の回転方
向によって、一対の回転体８３４０ａ，８３４０ｂが回転するか回転板装置９３８０が動
作するかを切り替え可能とされる。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を
付して、その説明は省略する。
【０５２０】
　図６８は、第９実施形態における収容体９３３０及び一対の回転体８３４０ａ,８３４
０ｂの正面分解斜視図である。図６８に示すように、収容体９３３０では、側壁体９３３
２,９３３３及び隔壁体９３３４が第１実施形態に比較して背面側に張り出すと共に基体
９３３１が後方へ折曲されることにより、回転板装置９３８０を軸支し収容する空間が構
成される。なお、本実施形態では、基体９３３１の反射部ＲＦが取り外され、反射部ＲＦ
と同じ大きさの開口９３３１ａが開口形成される。
【０５２１】
　図６８に示すように、側壁体９３３２,９３３３は回転板装置９３８０の各回転板を軸
支する軸支孔９３３２ｂ，９３３３ｂを備え、隔壁体９３３４は各回転板部材９３８１の
回転軸がスライドされるスライド溝９３３４ｂを備える。
【０５２２】
　回転板装置９３８０は、左右に沿って延設される回転軸を備え上下に複数（本実施形態
では４個）並設される回転板部材９３８１と、隔壁体９３３４に軸支されると共に一対の
回転板部材９３８１に共通に歯合され回転を伝達する中間ギヤ９３８２と、その中間ギヤ
９３８２と同一外形の切替ギヤ９３８３ａ及び第２ギヤ６３５５と歯合する連動ギヤ９３
８３ｂにより構成される動力切替部９３８３と、を主に備える。
【０５２３】
　動力切替部９３８３は、隔壁体９３３４に軸支され、連動ギヤ９３８３ｂの回転方向に
より切替ギヤ９３８３ａに動力が伝達されるか、動力が非伝達となるかを切り替える装置
であり、第６実施形態で説明したワンウェイクラッチ機構により構成される。
【０５２４】
　回転板部材９３８１は、左右方向に延設される軸部９３８１ａと、その軸部９３８１ａ
の中心軸を通る面上を径方向に延設される矩形板状の板部９３８１ｂと、軸部９３８１ａ
の一方の端部に配設される回転ギヤ形状のギヤ部９３８１ｃと、を主に備える。
【０５２５】
　板部９３８１ｂは、表面に図柄が描かれ、図柄が描かれた表面が遊技者側を向く姿勢と
なることで、遊技者に図柄を視認させることが可能となる。
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【０５２６】
　組立状態において、上側一対の回転板部材９３８１のギヤ部９３８１ｃは切替ギヤ９３
８３ａと歯合され、下側一対の回転板部材９３８１のギヤ部９３８１ｃは中間ギヤ９３８
２と歯合される。
【０５２７】
　図６９（ａ）は、図６８の矢印ＬＸＩＸａ方向視における収容体９３３０の側面図であ
り、図６９（ｂ）は、図６９（ａ）の矢印ＬＸＩＸｂ方向視における収容体９３３０の背
面図である。なお、図６９（ａ）及び図６９（ｂ）では、側壁体９３３２、隔壁体９３３
４及び装飾体３３５が取り外された状態が図示される。
【０５２８】
　図６９（ａ）及び図６９（ｂ）に示すように、回転板装置９３８０は、回転板部材９３
８１が回転体８３４０ａ，８３４０ｂの回転軸の後方から上下に所定量オフセットされた
位置に配設される。
【０５２９】
　ここで、回転板部材９３８１が回転体８３４０ａ，８３４０ｂの回転軸の後方に配置さ
れると、板部９３８１ｂが面を遊技者に向けた姿勢となったとしても、遊技者との間に回
転体８３４０ａ，８３４０ｂが介在するので、遊技者に板部９３８１ｂの表面に描かれた
図柄を視認させることはできない。
【０５３０】
　これに対し、本実施形態では、回転体８３４０ａ，８３４０ｂの後方には、あえて回転
板部材９３８１を配設しないことで、回転体８３４０ａ，８３４０ｂの配設領域を確保す
ると共に部材コストの削減を図りつつ、一方で、回転体８３４０ａ，８３４０ｂの回転軸
の後方から上下に所定量オフセットされた位置に回転板部材９３８１を配設することで、
遊技者に板部９３８１ｂに描かれた図柄を視認させる効果を確保することができる。
【０５３１】
　図６９（ａ）に示すように、上下端の回転板部材９３８１の板部９３８１ｂは、面を遊
技者に対して向ける姿勢（以下、「遮蔽状態」と称する、図６９（ａ）参照）において、
正面視で収容体９３３０を視認する遊技者の視線に対して開口９３８１ａの上下端を遮蔽
する態様で配設される。また、中間に一対で配設される（回転体８３４０ａ，８３４０ｂ
の回転軸の間の領域に配設される）回転板部材９３８１の板部９３８１ｂは、面を遊技者
に対して向ける姿勢（以下、「遮蔽状態」と称する、図６９（ａ）参照）において、板部
９３８１ｂが上下で合わさる態様で配設される。更に、図６９（ｂ）に示すように、回転
板部材９３８１の板部９３８１ｂは開口９３８１ａの左右方向の幅以上の幅で形成される
。
【０５３２】
　これにより、板部９３８１ｂの面が遊技者に向けられる遮蔽状態（図６９（ａ）参照）
において、回転板部材９３８１が開口９３８１ａを遮蔽することで、遊技者は開口９３８
１ａの後方を視認不能となる。
【０５３３】
　従って、回転板部材９３８１の面が遊技者に向けられる遮蔽状態と、その状態から回転
板部材９３８１の面が９０度回転し、板部９３８１ｂの端部が遊技者に向けられる状態（
以下「視認状態」と称する）とで、遊技者に視認される状態を大きく変化させることがで
きる。
【０５３４】
　図６９（ａ）に示すギヤの伝達機構によって、駆動モータ３５０が回転体８３４０ａ，
８３４０ｂ及び回転板部材９３８１を別々に駆動させることについて説明する。駆動モー
タ３５０は図６９（ａ）における反時計回り（以下、本実施形態において「正方向」と称
する）と、図６９（ａ）における時計回り（以下、本実施形態において「逆方向」と称す
る）との両方向に回転可能に構成されるモータである。
【０５３５】
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　図６９（ａ）に図示される第１ギヤ８３５３及び第２ギヤ６３５５のワンウェイクラッ
チ機構の構成から、駆動ギヤ３５１が正方向に回転することで回転体８３４０ａ，８３４
０ｂに回転駆動力が伝達され、一方で、駆動ギヤ３５１が逆方向に回転することで回転体
８３４０ａ，８３４０ｂに回転駆動力が非伝達とされる。ここで、駆動ギヤ３５１、第１
ギヤ８３５３及び第２ギヤ６３５５の間にはそれぞれ１のギヤが介在するので、駆動ギヤ
３５１の回転方向と第１ギヤ８３５３及び第２ギヤ６３５５の回転方向とは一致する（例
えば、駆動ギヤ３５１が正方向に回転するとき第１ギヤ８３５３及び第２ギヤ６３５５も
正方向に回転する）。即ち、駆動ギヤ３５１の回転方向を第２ギヤ６３５５の回転方向と
同視できるので、図７０では、簡単のために第２ギヤ６３５５の回転方向を駆動ギヤ３５
１の回転方向として説明する。
【０５３６】
　図７０（ａ）は、図６８の矢印ＬＸＩＸａ方向視における収容体９３３０の部分拡大側
面図であり、図７０（ｂ）は、図７０（ａ）のＬＸＸｂ－ＬＸＸｂ線における収容体９３
３０の部分断面図である。なお、図７０（ａ）及びＢ１２（ｂ）では、側壁体９３３２、
隔壁体９３３４及び装飾体３３５が取り外された状態が図示されると共に、図７０（ａ）
では、遊技者が回転板装置９３８０の後方を視認不能な遮蔽状態が図示される。
【０５３７】
　図７０（ｂ）に示すように、動力切替部９３８３は、切替ギヤ９３８３ａと連動ギヤ９
３８３ｂとが別体で形成され、丸鋸形状の歯形が切替ギヤ９３８３ａに配設されると共に
、その歯形に周方向で当接可能な係合片が連動ギヤ９３８３ｂに配設される。
【０５３８】
　このように形成されるワンウェイクラッチ機構により、第２ギヤ６３５５が正方向に回
転すると（この状態において回転体８３４０ａ，８３４０ｂは回転する）、連動ギヤ９３
８３ｂが逆方向に回転することで、連動ギヤ９３８３ｂから切替ギヤ９３８３ａへ駆動力
が非伝達とされる（係合片が丸鋸形状の歯形に対して滑る方向に連動ギヤ９３８３ｂが回
転する）。
【０５３９】
　一方で、第２ギヤ６３５５が逆方向に回転すると（この状態において回転体８３４０ａ
，８３４０ｂは停止する）、連動ギヤ９３８３ｂが正方向に回転することで、連動ギヤ９
３８３ｂから切替ギヤ９３８３ａへ駆動力が伝達される（係合片が丸鋸形状の歯形に対し
て周方向で食い込む方向に連動ギヤ９３８３ｂが回転する）。これにより、切替ギヤ９３
８３ａが回転すると、図６９（ａ）に示すギヤの歯合により、上下に並設される４個の回
転板部材９３８１が同じ速さで回転動作する（向きは上側の一対の回転板部材９３８１が
同一であり、下側の一対の回転板部材９３８１は上側の一対の回転板部材９３８１に対し
て回転方向が反転する）。
【０５４０】
　即ち、駆動モータ３５０の回転方向により、回転体８３４０ａ，８３４０ｂが停止した
状態で回転板装置９３８０を動作させることができると共に、回転板装置９３８０を停止
させた状態で回転体８３４０ａ，８３４０ｂを回転させることができる。従って、駆動モ
ータ３５０の配設個数を抑制しつつ、複数の部材を別々に動作させることができる。
【０５４１】
　図７１は、図６８の矢印ＬＸＩＸａ方向視における収容体９３３０の側面図である。な
お、図７１では、側壁体９３３２、隔壁体９３３４及び装飾体３３５が取り外された状態
が図示されると共に、遊技者が回転板装置９３８０の後方を視認可能な視認状態が図示さ
れる。
【０５４２】
　図７１に示す状態において、遊技者は開口９３３１ａの後方を視認可能となる。また、
図７１に示すように、回転板部材９３８１の軸部９３８１ａが回転体８３４０ａ，８３４
０ｂで隠れる位置（回転体８３４０ａ，８３４０ｂが正面視で投影する範囲）に配設され
る。これにより、回転板装置９３８０が視認状態とされた場合に回転板部材９３８１を回
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転体８３４０ａ，８３４０ｂの後方に退避させることができ、開口９３３１ａを視認可能
な面積を最大限確保することができる。
【０５４３】
　ここで、例えば、回転板装置９３８０の回転板部材９３８１が視認状態とされた場合に
（図７１参照）、収容体９３３０が上下動すると、その勢いで回転板部材９３８１が回転
する恐れがあり、その場合、回転板部材９３８１と歯合される回転体８３４０ａ，８３４
０ｂの姿勢がずれる恐れがあった。
【０５４４】
　これに対し、本実施形態では、回転板部材９３８１のギヤ部９３８１ｃに対する第２ギ
ヤ６３５５のギヤ比が約２とされる（ギヤ部９３８１ｂのギヤ歯１２本：第２ギヤ６３５
５のギヤ歯２０本）。そのため、回転板部材９３８１が所定角度姿勢ずれしても、第１回
転体８３４０ａの姿勢ずれはその角度の半分程度におさえられるので、遊技者に与える違
和感を抑制することができる。なお、ギア比は２に限定されず、上記ギヤ比が大きくなれ
ば大きくなるほど、回転板部材９３８１の姿勢変化の角度がより抑制された状態で第１回
転体８３４０ａが姿勢ずれする。
【０５４５】
　図７２（ａ）及び図７２（ｂ）は、動作ユニット２００の部分正面図である。なお、図
７２（ａ）では、回転板装置９３８０が視認状態（図７１参照）とされ、図７２（ｂ）で
は、回転板装置９３８０が遮蔽状態（図６９（ａ）参照）とされる。
【０５４６】
　図７２（ａ）及び図７２（ｂ）に示すように、収容体９３３０が開口２１１ａの正面に
配設される状態において、回転板装置９３８０が姿勢を変化させることで、回転体８３４
０ａ，８３４０ｂの周りの隙間に視認可能な図柄を変化させることができる。
【０５４７】
　即ち、図７２（ｂ）の状態では、板部９３８１ｂの表面に描かれた図柄が視認可能とさ
れる一方で、図７２（ａ）の状態では、開口９３３１ａを通して、後方の開口２１１ａの
内部に配設される第３図柄表示装置８１（図２参照）の表示を視認可能とされる。これに
より、回転体８３４０ａ，８３４０ｂの演出に変化を持たせることができる。
【０５４８】
　次いで、図７３から図８４を参照して、第１０実施形態について説明する。上記各実施
形態では、回転体昇降ユニット３００において、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４
０ｂの回転軸が互いに平行に配置される場合を説明したが、第１０実施形態における回転
体は、回転軸が互いに垂直に配置される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の
符号を付して、その説明は省略する。
【０５４９】
　図７３は、第１０実施形態における中央ユニット１０３００Ｃの正面分解斜視図である
。図７３に示すように、中央ユニット１０３００Ｃは、縦軸回転体１０３４０が第２回転
体３４０ｂの下方に回転軸を垂直に交差させる姿勢で配設される。
【０５５０】
　また、連結部材３２５は、収容体３３０が配設される箇所（連結部材３２５のラックギ
ヤ３２４の配設される端部の反対側の端部の正面側）において、背面側へ向けて凹む円弧
状に形成される円弧板部材１０３７０と、その円弧板部材１０３７０の下方において、正
面側へ向けて延設される軸支板部材１０３２６と、を備える。なお、円弧板部材１０３７
０の詳細と、その機能については後述する。
【０５５１】
　軸支板部材１０３２６は、その正面側端部に上下方向に円形に穿設される軸支孔１０３
２６ａと、その軸支孔１０３２６ａを中心としてラックギヤ部１０３３１ＲＦ２（図７６
参照）と歯合される形状のギヤ歯が軸支孔１０３２６ａを中心とした円弧に沿って形成さ
れる固定ギヤ部１０３２６ｂと、を備える。
【０５５２】
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　軸支孔１０３２６ａに収容体３３０が回転可能に軸支される。軸支孔１０３２６ａを回
転軸に収容体３３０が回転することで、収容体３３０の側壁体１０３３３の中央に矩形状
に穿設される矩形状窓部１０３３３ｂを介して縦軸回転体１０３４０の回転の態様や縦軸
回転体１０３４０の外周面に描かれた図形を遊技者が視認可能となる。
【０５５３】
　固定ギヤ部１０３２６ｂは、軸支板部材１０３２６に固定される。これにより、後述す
るように、収容体１０３３０が回転することに伴い、固定ギヤ部１０３２６ｂに歯合され
るラックギヤ部１０３３１ＲＦ２（図７４参照）を移動させることで、反射部材１０３３
１ＲＦをスライド移動可能に形成する（図８１から図８３参照）。
【０５５４】
　また、固定ギヤ部１０３２６ｂは、正面視において軸支板部材１０３２６の背面側に隠
れる部分（軸支孔１０３２６ａを中心とした外周面の一部分）に形成される。これにより
、正面視における収容体１０３３０の外観を劣化させることを抑制することができる。
【０５５５】
　図７４は、中央ユニット１０３００Ｃの背面分解斜視図である。図７４に示すように、
基体１０３３１の背面側に、回転軸を軸支孔１０３２６ａの穿設方向と平行に形成される
駆動モータ１０３３６及び円弧板部材１０３７０に案内可能に支持される（図７７及び図
７６参照）部分であって背面側に延設される案内延設部１０３３１ｅが形成される。
【０５５６】
　案内延設部１０３３１ｅは先端が下方へ張り出す鉤状に形成され、先端が円弧状板部材
１０３７０の案内孔部１０３７３（図７７参照）に挿通されることで、収容体３３０の回
転を案内する作用と、収容体３３０の平行移動（図７７紙面方向の移動）や軸倒れ移動を
抑制する作用とを発揮する。その詳細は後述する。
【０５５７】
　図７５は、収容体１０３３０の正面分解斜視図である。図７５に示すように、収容体１
０３３０は、基体１０３３１と、その基体１０３３１の左右に配設される左右の側壁体１
０３３２，１０３３３と、左の側壁体３３２の内面側に配設される隔壁体１０３３４と、
基体１０３３１の前面に配設される装飾体３３５とを備え、これら各部１０３３１～１０
３３４，３３５が締結固定により一体化されることで、箱状に形成される。
【０５５８】
　基体１０３３１は、収容体１０３３０の背面（図７５紙面奥側）、上面および下面（図
７５上側および下側）を形成する部材であり、３枚の板状の部材を組み合わせて一体に形
成される。また、基体１０３３１は、収容体１０３３０の上面と対向配置され背面から正
面側へ向けて延設される上側中間板１０３３１ａと、その上側中間板１０３３１ａの下方
に所定間隔空けて配設される下側中間板１０３３１ｂと、その下側中間板１０３３１ｂと
対向配置されると共に基体１０３３１の下面を形成する板部材である下底板１０３３１ｃ
と、その下底板１０３３１ｃの略中央部において下方へ押し出される態様で断面円形に凹
設される凹設部１０３３１ｄと、案内延設部１０３３１ｅ（図７４参照）と、が主に形成
される。
【０５５９】
　収容体１０３３０の背面を形成する部分には、可視光を反射する鏡として形成される反
射部ＲＦが、収容体の上面と上側中間板１０３３１ａとの間の正面に配設され、また、可
動式の反射部材１０３３１ＲＦが上側中間板１０３３１ａ及び下側中間板１０３３１ｂの
間の正面に配設される。
【０５６０】
　これにより、反射部ＲＦ及び反射部材１０３３１ＲＦが上側中間板１０３３１ａにより
区切られるので、縦軸回転体１０３４１から発光される光や外周面に描かれた図形を反射
部材１０３３１ＲＦで反射させ、第２回転体３４０ｂから発光される光や外周面に描かれ
た図形を反射部ＲＦで反射させることができる。そのため、それぞれの光が混じることを
抑制することができるので、例えば、縦軸回転体１０３４０から発光される光の色と、第
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２回転体３４０ｂから発光される光の色とを異ならせた場合に、視認される光の色が混じ
り合うことを抑制でき、縦軸回転体１０３４０の光の演出と第２回転体３４０ｂの光の演
出とをそれぞれ独立して視認させることができる。従って、各回転体から発光される光や
外周面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮することができる。
【０５６１】
　また、反射部材１０３３１ＲＦから背面側に延設される延設部１０３３１ＲＦ１（図７
４及び図８１参照）が、基体１０３３１の背面に形成される貫通孔を通して、基体１０３
３１の背面側に張り出され、基体１０３３１の下側まで垂下される。
【０５６２】
　延設部１０３３１ＲＦ１（図７４及び図８１参照）は、収容体１０３３０の背面側にお
いて収容体１０３３０の下端部よりも下方に配設され平行ギヤ歯が形成されるラックギヤ
部１０３３１ＲＦ２（図７７参照）と連結固定される。
【０５６３】
　凹設部１０３３１ｄは、縦軸回転体１０３４０を回転可能に軸支すると共に、軸支孔１
０３２６ａ（図７３参照）に挿通される部分である。
【０５６４】
　側壁体１０３３２は、上側の保持孔３３２ａのみが形成され、下側の保持孔３３２ａ（
図１７参照）が省略される。
【０５６５】
　側壁体１０３３３は、縦軸回転体１０３４０に対面する箇所に矩形状に穿設される矩形
状窓部１０３３３ｂを備える。
【０５６６】
　隔壁体１０３３４は、上側の挿通孔３３４ａのみが形成され、下側の挿通孔（図１７参
照）が省略される。また、側壁体１０３３２との対向面間に軸支される伝達ギヤ３５２及
び中間ギヤ３５４の間に軸支され、歯合により駆動力を伝達する第１ギヤ１０３５３を備
える。本実施形態では、第１実施形態と異なり、第１ギヤ１０３５３は、各回転体とは分
離して形成される。
【０５６７】
　このように形成される収容体１０３３０には、隔壁体１０３３４に配設される駆動モー
タ３５０と、その駆動モータ３５０の駆動力により回転される縦軸回転体１０３４０及び
第２回転体３４０ｂと、駆動モータ３５０の駆動力を縦軸回転体１０３４０及び第２回転
体３４０ｂに伝達する伝達機構と、縦軸回転体１０３４０の回転位置を検出する検出機構
とが主に収納される。
【０５６８】
　収容体１０３３０における伝達機構は、駆動モータ３５０の駆動軸に固着される駆動ギ
ヤ３５１と、その駆動ギヤ３５１に順に歯合される伝達ギヤ３５２、第１ギヤ１０３５３
、中間ギヤ３５４及び第２ギヤ３５５からなる歯車列と、その歯車列の逆方向に順に歯合
される第１傘歯車１０３５６及び第２傘歯車１０３５７からなる歯車列と備える。
【０５６９】
　伝達ギヤ３５２、第１ギヤ１０３５３、中間ギヤ３５４及び第１傘歯車１０３５６は、
側壁体３３２及び隔壁体３３４の対向面間に回転可能に保持され、第２ギヤ３５５は、第
２回転体３４０ｂの軸方向端面に固着され、また、第２傘歯車１０３５７は下底板１０３
３１ｃに軸支される。
【０５７０】
　第１傘歯車１０３５６は、平歯車状に形成される平歯車部１０３５６ａと、その平歯車
部１０３５６ａよりも先端側（図７５紙面右側）に配設される傘歯車状に形成される傘歯
車部１０３５６ｂとを備える。
【０５７１】
　平歯車部１０３５６ａは、駆動ギヤ３５１と歯合され、傘歯車部１０３５６ｂは、回転
軸が垂直に交差する第２傘歯車１０３５７に歯合される。これにより、駆動モータ３５０
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の駆動力が、伝達方向を９０度変えて第２傘歯車１０３５７に伝達される。
【０５７２】
　このように駆動力が９０度変えて第２歯車１０３５７に伝達されることで、第２傘歯車
１０３５７と平行な回転軸で軸支される縦軸回転体１０３４０と、第２回転体３４０ｂと
を単一の駆動モータ３５０で回転させることができる。
【０５７３】
　縦軸回転体１０３４０は、上下方向に円柱形状に延設される回転軸１０３４１と、その
回転軸１０３４１の下端部付近において第２傘歯車１０３５７から中間ギヤを介して駆動
力が伝達される歯車形状に形成される歯車部１０３４２と、回転軸１０３４１の上端部付
近に光透過性の材料から形成される三角柱状体であって回転軸１０３４１が回転されるこ
とに伴って回転軸１０３４１を軸に回転される表示部１０３４３と、を主に備える。
【０５７４】
　表示部１０３４３は、第２回転体３４０ｂと同様に、各面に透過部ＰＮや反射部が配置
される。また、表示部１０３４３の内部に、複数のＬＥＤ（図示せず）が配設され、その
ＬＥＤから発光された光を表示部１０３４３の内面に照射可能とされる。
【０５７５】
　なお、回転軸１０３４１の歯車部１０３４２側の先端は、没出可能に形成されるので、
縦軸回転体１０３４０を収容体１０３３０に組み付ける際には、先に回転軸１０３４１の
表示部１０３４３側の先端を上側中間板１０３３１ａの軸支孔１０３３１ａ３に差し込み
、回転軸１０３４１の歯車部１０３４２側の先端を没入させながら基体３３１の下底板１
０３３１ｃの上面に押し当て、凹設部１０３３１ｄに位置させることで回転軸１０３４１
の歯車部１０３４２側の先端を張り出させることにより、回転軸１０３４１を基体１０３
３０に軸支することができる。
【０５７６】
　図７６及び図７７を参照して、収容体１０３３０の回転機構について説明する。図７６
は、収容体１０３３０及び円弧板部材１０３７０の上面図であり、図７７（ａ）は、収容
体１０３３０及び円弧板部材１０３７０の上面図であり、図７７（ｂ）は、図７７（ａ）
のＬＸＸＶＩｂ－ＬＸＸＶＩｂ線における収容体１０３３０及び円弧板部材１０３７０の
断面図である。なお、図７６では、開口３３５ａが正面側（図７６下側）を向いた状態が
図示され、図７７では、矩形状窓部１０３３３ｂが正面側（図７７（ａ）下側）を向いた
状態が図示される。
【０５７７】
　図７６に示すように、円弧板部材１０３７０は、軸支孔１０３２６ａを中心とした円弧
に沿って上下方向（図７６紙面垂直方向）に延設される湾曲板部１０３７１と、その湾曲
板部１０３７１の下端部から内周側へ延設される板状の下側板部１０３７２と、その下側
板部１０３７２に軸支孔１０３２６ａを中心とした円弧に沿って上下方向（図７６紙面垂
直方向）に穿設され案内延設部１０３３１ｅが挿通される案内孔部１０３７３と、湾曲板
部１０３７１の内周側へ向けて凸設されると共に駆動モータ１０３３６の駆動ギヤに歯合
可能に形成されるギヤ歯１０３７４と、を主にそなえる。
【０５７８】
　収容体１０３３０を回転させる場合には、図７６に示す状態から駆動モータ１０３３６
を図７６反時計回りに回転させる。これにより、駆動モータ１０３３６の駆動ギヤがギヤ
歯１０３７４と噛み合い、収容体１０３３０が回転する。
【０５７９】
　収容体１０３３０の回転時において、案内延設部１０３３１ｅの鉤状の先端が、円弧状
板部材１０３７０の案内孔部１０３７３に挿通される。案内孔部１０３７３が軸支孔１０
３２６ａを中心とした円弧状に形成されるので、案内延設部１０３３１ｅの先端は収容体
１０３３０が回転するのに伴って、案内孔部１０３７３の内側を案内される。これにより
、収容体１０３３０が回転時に軸倒れ方向にぐらつくことを抑制することができる。
【０５８０】
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　また、収容体１０３３０の停止時においても、案内延設部１０３３１ｅが真っ直ぐな長
孔に挿通される場合に比較して、多方向への軸倒れに対する抵抗を生じることができる。
例えば、図７６に示す状態において、収容体１０３３０が左右方向（図７６左右方向）に
軸倒れする場合のみでなく、収容体１０３３０が前後方向（図７６上下方向）に軸倒れす
る場合にも、収容体１０３３０に軸倒れとは反対方向への抵抗を与えることができる。
【０５８１】
　ここで、収容体１０３３０を回転軸方向の両端部で軸支する場合において、一方の軸支
位置付近に収容体１０３３０の回転を停止させるストッパを置き、そのストッパで収容体
１０３３０が回転を規制される際に、他方の軸視位置付近における収容体１０３３０の部
分が慣性で流れることを抑制することは、収容体１０３３０の回転軸方向の長さの分、困
難であり、両側の軸支位置にストッパを配置する必要が生じる。
【０５８２】
　この場合、収容体１０３３０が一対のストッパに当接するタイミングが、ストッパの位
置ずれや摩耗によりずれると、収容体１０３３０が停止位置において振動する恐れがあり
、回転体の外周面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮することができなくなるという
問題点があった。一方で、収容体１０３３０を中間部分で軸支することは、収容体１０３
３０の内部空間に軸支部分を侵入させることで達成可能であるが、これでは第２回転体３
４０ｂや縦軸回転体１０３４０の配設領域が狭まるという問題点があった。
【０５８３】
　これに対し、本実施形態では、収容体１０３３０が、下方の端部を軸支孔１０３２６ａ
で軸支される一方で、収容体１０３３０の高さ方向の中間部分が案内延設部１０３３１ｅ
により収容体１０３３０の回転軸を中心とした円に沿った形状から形成される円弧板部材
１０３７０と連結されるので、収容体１０３３０の内部空間を確保しながら、収容体１０
３３０の支持位置の間隔を狭めることができる。これにより、収容体１０３３０の回転を
停止させるストッパの個数を抑制することができるので、収容体１０３３０が停止位置に
おいて振動することを抑制することができる。従って、第２回転体３４０ｂや縦軸回転体
１０３４０の外周面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮することができる。
【０５８４】
　図７６及び図７７（ａ）に示すように、収容体１０３３０が回転すると、固定ギヤ部１
０３２６ｂに歯合されるラックギヤ部１０３３１ＲＦ２が収容体１０３３０の幅方向（図
７７（ａ）上下方向）にスライド移動する。これにより、収容体１０３３０の回転に伴い
、ラックギヤ部１０３３１ＲＦ２と連結固定される反射部材１０３３１ＲＦをスライド移
動させることができる（図８１から図８３参照）。
【０５８５】
　なお、本実施形態では、第２回転体３４０ｂの外周面と対向する位置に縦軸回転体１０
３４０が連設され、縦軸回転体１０３４０及び第２回転体３４０ｂが連設される方向（図
７６紙面垂直方向）に沿って収容体１０３３０の回転軸が形成されるので、左右方向や前
後方向に回転軸が形成される場合に比較して、収容体１０３３０の回転半径を抑制するこ
とができる。
【０５８６】
　また、図７８（ａ）は、図７５の矢印ＬＸＸＶＩＩＩａ方向視における収容体１０３３
０の側面図であり、図７８（ｂ）は、図７８（ａ）の矢印ＬＸＸＶＩＩＩｂ方向視におけ
る収容体１０３３０の正面図である。なお、図７８（ａ）及び図７８（ｂ）では、側壁体
１０３３２、隔壁体１０３３４及び装飾体３３５が取り外された状態が図示される。
【０５８７】
　ここで、反射部材１０３３１ＲＦが、縦軸回転体１０３４０の周囲を所定角度を形成し
ながら連続で配置される複数枚の鏡から形成される場合、その鏡を通して視認される図形
が、鏡の向く角度の違いから、隣り合う鏡の境界で切断される態様で視認される。そのた
め、反射部材１０３３１ＲＦを通して視認する縦軸回転体１０３４０の外周面に描かれた
図形と、第２回転体３４０ｂの外周面に描かれると共に遊技者に直接的に視認される図形
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とを同時に見る場合の違和感が大きくなる。
【０５８８】
　これに対し、図７８（ａ）及び図７８（ｂ）に図示されるように、反射部材１０３３１
ＲＦの軸支部ＲＦＣ２（図８０参照）の軸線（２枚の鏡の境界線）が縦軸回転体１０３４
０の背面側に形成され、遊技者から視認不能とされる。そのため、反射部材１０３３１Ｒ
Ｆを通して縦軸回転体１０３４０の左右に視認される図形が、軸支部ＲＦＣ２の軸線で切
断されることを防止することができる。これにより、縦軸回転体１０３４０の左右にそれ
ぞれ配置される反射部材１０３３１ＲＦの一面全体に、一枚板の図形として縦軸回転体１
０３４０の外周面に描かれた図形を視認させることができ、第２回転体３４０ｂの外周面
に描かれると共に遊技者に直接的に視認される図形と同時に見られた場合の違和感を軽減
することができる。従って、回転体の外周面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮する
ことができる。
【０５８９】
　また、本実施形態によれば、第２回転体３４０ｂの回転軸が支持される側面（例えば、
側壁体３３３）には、第２回転体３４０ｂの発光手段から照射された光は角度的に写らず
、縦軸回転体１０３４０の内部に配設される発光手段から照射された光のみが写り、遊技
者に視認される。即ち、一方の回転体の発光手段から発光される光が反射される収容体１
０３３０の面と、他方の回転体の発光手段から発光される光が反射される収容体１０３３
０の面とを、分けることができる。
【０５９０】
　図７８（ｂ）に示すように、凹設部１０３３１ｄは、下底板１０３３１ｃと同厚で形成
され、内周面が回転軸１０３４１を内嵌軸支し、外周面が軸支孔１０３２６ａに内嵌軸支
される。そのため、凹設部１０３３１ｄ及び下底板１０３３１ｃの成形性を良好としなが
ら、回転軸１０３４１を補強用の芯として活用できる（径方向への圧縮荷重に対する抵抗
を大きくできる）ので、収容体１０３３０が回転する際に凹設部１０３３１ｄが破損する
ことを抑制することができる。
【０５９１】
　図７９（ａ）は、上側中間板１０３３１ａの底面図であり、図７９（ｂ）は、図７９（
ａ）のＬＸＸＩＸｂ－ＬＸＸＩＸｂ線における上側中間板１０３３１ａの断面図である。
図７９（ａ）及び図７９（ｂ）に示すように、上側中間板１０３３１ａは、外形矩形状で
形成され不透明な樹脂材料から形成される本体部１０３３１ａ１と、その本体部１０３３
１ａ１の前方（図７９（ａ）上方）中央部を避けた周囲に凹設される溝部１０３３１ａ２
と、本体部１０３３１ａ１の略中央部に円形に穿設されると共に縦軸回転体１０３４０を
軸支する軸支孔１０３３１ａ３と、を主に備える。
【０５９２】
　本体部１０３３１ａ１は、不透明な樹脂材料から形成されるので、縦軸回転体１０３４
０の内部に配設されるＬＥＤ（図示せず）から発光される光と、第２回転体３４０ｂの内
部に配設されるＬＥＤ３４４（図１９参照）から発光される光とが混じり合うことを防止
することができる。
【０５９３】
　溝部１０３３１ａ２は、反射部材１０３３１ＲＦから上方に凸設される軸支部ＲＦＣ２
等（図８０参照）が案内される凹設部分であって、矩形状窓部１０３３３ｂが形成される
側（図７９（ａ）右側）が湾曲され、矩形状窓部１０３３３ｂの反対側（図７９（ａ）左
側）が垂直に折曲される。
【０５９４】
　なお、上側中間板１０３３１ａは、基体３３１（図７７参照）に一体成型されても良く
、また、別部材として形成され基体３３１に締結固定される態様でも良い。
【０５９５】
　また、本体部１０３３１ａ１の上方の表面が、鏡状に形成されていても良い。これによ
り、上側中間板１０３３１ａで第２回転体３４０ｂの外周面に描かれた図形を反射させ、
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遊技者に視認させることができる。
【０５９６】
　図７９（ｃ）は、下側中間板１０３３１ｂの上面図であり、図７９（ｄ）は、図７９（
ｃ）のＬＸＸＩＸｄ－ＬＸＸＩＸｄ線における下側中間板１０３３１ｂの断面図である。
図７９（ｃ）及び図７９（ｄ）に示すように、下側中間板１０３３１ｂは、正面側（図７
９（ｃ）下側）中央が切り欠かれたコ字形板形状に形成される本体部１０３３１ｂ１と、
その本体部１０３３１ｂ１の前方（図７９（ｃ）下方）中央部を避けた周囲に凹設される
溝部１０３３１ｂ２と、を主に備える。
【０５９７】
　溝部１０３３１ｂ２は、反射部材１０３３１ＲＦから下方に凸設される軸支部ＲＦＣ２
等（図８０参照）が案内される凹設部分であって、溝部１０３３１ａ２を鏡写しにした形
状で形成される。
【０５９８】
　本体部１０３３１ｂ１の中央部の切り欠きは、回転軸１０３４１を配設する切り欠きで
ある（図７８（ｂ）参照）。
【０５９９】
　図８０（ａ）は、反射部材１０３３１ＲＦの正面斜視図であり、図８０（ｂ）は、反射
部材１０３３１ＲＦの接続部分を分解して図示した反射部材１０３３１ＲＦの部分分解正
面斜視図である。
【０６００】
　図８０（ａ）に示すように、反射部材１０３３１ＲＦは、中央に配置される板状の中央
反射部材１０３３１ＲＦＣと、その中央反射部材ＲＦＣの正面視右側に連結される板状の
右側反射部材１０３３１ＲＦＲと、中央反射部材ＲＦＣの正面視左側に連結される板状の
左側反射部材１０３３１ＲＦＬと、を主に備える。
【０６０１】
　中央反射部材１０３３１ＲＦＣは、矩形板形状に形成される本体部ＲＦＣ１と、その本
体部ＲＦＣ１の上下角部に配設される筒状の軸支部ＲＦＣ２と、を主に備える。
【０６０２】
　軸支部ＲＦＣ２は、溝部１０３３１ａ２（図７９（ａ）参照）の内側を案内される部分
であって、外周直径が上側中間板１０３３１ａの溝部１０３３１ａ２（図７９（ａ）参照
）及び下側中間板１０３３１ｂの溝部１０３３１ｂ２（図７９（ｃ）参照）の幅より若干
小さく形成される。
【０６０３】
　左側反射部材１０３３１ＲＦＬは、矩形板形状に形成される本体部ＲＦＬ１と、その本
体部ＲＦＬ１の中央反射部材１０３３１ＲＦＣ側の上下角から上下方向外方へ凸設される
凸設部ＲＦＬ２と、凸設部ＲＦＬ２の形成される角部を除く二方の角部から上下方向に凸
設される円柱形状のピン部ＲＦＬ３と、を主に備える。
【０６０４】
　凸設部ＲＦＬ２は、軸支部ＲＦＣ２の内周側に挿通される部分であって、その直径が軸
支部ＲＦＣ２の内径よりも若干小さくされる。なお、凸設部ＲＦＬ２は、本体部ＲＦＬ１
から没出可能に形成され、中央反射部材１０３３１ＲＦＣに取り付ける際には内側に没入
した状態で本体部ＲＦＬ１が中央反射部材１０３３１ＲＦＣの間に配置され、凸設部ＲＦ
Ｌ２の軸線と軸支部ＲＦＣ２の軸線とが合致する位置に配置される（その位置で凸設部Ｒ
ＦＬ２が張り出す）。
【０６０５】
　ピン部ＲＦＬ３は、上側中間板１０３３１ａの溝部１０３３１ａ２及び下側中間板１０
３３１ｂの溝部１０３３１ｂ２（図７９（ａ）及び図７９（ｃ）参照）の内側を案内され
る部分であって、外周直径が溝部１０３３１ａ２及び溝部１０３３１ｂ２の幅より若干小
さくされる。
【０６０６】
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　凸設部ＲＦＬ２が軸支部ＲＦＣ２の内周側に挿通された状態において、反射部材１０３
３１ＲＦを上側中間板１０３３１ａと下側中間板１０３３１ｂとの間に配設し、軸支部Ｒ
ＦＣ２及びピン部ＲＦＬ３が溝部１０３３１ａ２，１０３３１ｂ２に挿通されることで、
反射部材１０３３１ＲＦを一体で可動とすることができる。
【０６０７】
　なお、右側反射部材１０３３１ＲＦＲの構成は、左側反射部材１０３３１ＲＦＬと左右
対称なので、説明を省略する。
【０６０８】
　次いで、図８１から図８３を参照して、収容体１０３３０の回転に伴う反射部材１０３
３１ＲＦのスライド移動について説明する。なお、図８１から図８３では、収容体１０３
３０、下側中間板１０３３１ｂ、反射部材１０３３１ＲＦ及び縦軸回転体１０３４０が模
式的に断面視され、理解を容易とするために、縦軸回転体１０３４０は外形線のみが図示
される。
【０６０９】
　図８１（ａ）、図８２（ａ）及び図８３（ａ）は、図７８（ｂ）のＬＸＸＸＩａ－ＬＸ
ＸＸＩａ線における収容体１０３３０、下側中間板１０３３１ｂ、反射部材１０３３１Ｒ
Ｆ及び縦軸回転体１０３４０の断面模式図である。
【０６１０】
　図８１（ｂ）は、図８１（ａ）の矢印ＬＸＸＸＩｂ方向視における収容体１０３３０、
下側中間板１０３３１ｂ、反射部材１０３３１ＲＦ及び縦軸回転体１０３４０の部分正面
図であり、図８２（ｂ）は、図８２（ａ）の矢印ＬＸＸＸＩＩｂ方向視における収容体１
０３３０、下側中間板１０３３１ｂ、反射部材１０３３１ＲＦ及び縦軸回転体１０３４０
の部分正面図であり、図８３（ｂ）は、図８３（ａ）の矢印ＬＸＸＸＩＩＩｂ方向視にお
ける収容体収容体１０３３０、下側中間板１０３３１ｂ、反射部材１０３３１ＲＦ及び縦
軸回転体１０３４０の部分正面図である。
【０６１１】
　なお、図８１では、組立状態において収容体１０３３０が開口３３５ａ（図７５参照）
を正面に向ける姿勢とされる状態が図示され、図８２では、図８１の状態から収容体１０
３３０が上面視時計回りに所定角度回転された状態が図示され、図８３では、収容体１０
３３０が矩形状窓部１０３３３ｂを正面に向ける姿勢とされる状態が図示される。
【０６１２】
　上述したように、上側中間板１０３３１ａは、回転軸１０３４１を軸支する部分として
機能する。ここで、上側中間板１０３３１ａは、縦軸回転体１０３４０及び第２回転体３
４０ｂの外周面に描かれる図形が混じらないようにする目的と、縦軸回転体１０３４０を
軸支する目的とで配設される。縦軸回転体１０３４０及び第２回転体３４０ｂ同士の間隔
が狭い方が、縦軸回転体１０３４０及び第２回転体３４０ｂの演出の一体感を表現しやす
いので、上側中間板１０３３１ａは薄くされることが好ましい一方で、上側中間板１０３
３１ａが薄過ぎると、縦軸回転体１０３４０を軸支するのに十分な強度が得られないので
、上側中間板１０３３１ａは肉厚にされる方が好ましいという、相反する課題があった。
【０６１３】
　これに対し、本実施形態では、図８１（ｂ）に示すように、下側中間板１０３３１ｂと
の間で折曲形成される反射部材１０３３１ＲＦに上側中間板１０３３１ａが支持されるの
で、反射部材１０３３１ＲＦの剛性を向上させることができる。
【０６１４】
　これにより、反射部材１０３３１ＲＦを介して視認される縦軸回転体１０３４０及び第
２回転体３４０ｂの外周面に描かれる図形を混じらせないために配設される上側中間板１
０３３１ａを縦軸回転体１０３４０の支持部材として利用する強度を保ちながら、その厚
みを抑制することができ、縦軸回転体１０３４０及び第２回転体３４０ｂの間の間隔を狭
めることができる。従って、回転体の外周面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮する
ことができる。
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【０６１５】
　図８１（ｂ）に示すように、本実施形態によれば、収容体１０３３０が開口３３５ａ（
図７５参照）を正面に向ける姿勢にされると、縦軸回転体１０３４０の左右に配置される
反射部材１０３３１ＲＦにより光が反射され、表示部１０３４３の背面側に配置される図
形を視認可能となる。
【０６１６】
　ここで、縦軸回転体１０３４０及び第２回転体３４０ｂの回転軸を直角に交差させる態
様で収容体１０３３０に収容する場合、第２回転体３４０ｂの回転軸方向の長さと縦軸回
転体１０３４０の回転軌跡の直径とを合わせる事で、縦軸回転体１０３４０及び第２回転
体３４０ｂを違和感なく遊技者に視認させることができる。
【０６１７】
　しかしながら、例えば、本実施形態のように、第２回転体３４０ｂの回転軌跡の直径よ
りも第２回転体３４０ｂの軸方向長さが長い場合、縦軸回転体１０３４０の回転軌跡の直
径が第２回転体３４０ｂの回転軌跡よりも長くなるので、縦軸回転体１０３４０及び第２
回転体３４０ｂを平行に並べる場合（この場合、一対の回転体３４０ｂ，１０３４０を同
形状とする想定）に比較して収容体１０３３０が大きくなるという問題点があった。
【０６１８】
　これに対し、本実施形態では、第２回転体３４０ｂの軸方向の長さが、縦軸回転体１０
３４０の軸直角方向（径方向）の長さに比較して長くされ（図８１（ｂ）参照）、縦軸回
転体１０３４０及び第２回転体３４０ｂの軸直角方向（径方向）の長さは同等とされるの
で、縦軸回転体１０３４０が第２回転体３４０ｂの前後方向に張り出すことが抑制される
ので、収容体１０３３０の大きさを抑制することができる。
【０６１９】
　なお且つ、縦軸回転体１０３４０の外周面に描かれた図形を反射させる鏡状の反射部材
１０３３１ＲＦが、収容体１０３３０の内側面の内、縦軸回転体１０３４０の外周面と対
向する部分に配置され、反射部材１０３３１ＲＦおよび縦軸回転体１０３４０を合わせて
視認される左右方向の長さが、第２回転体３４０ｂの軸方向において、第２回転体３４０
ｂと同等とされる（図８１（ｂ）参照）ので、縦軸回転体１０３４０及び第２回転体３４
０ｂを違和感なく遊技者に視認させることができる。
【０６２０】
　この場合、縦軸回転体１０３４０の外周面に描かれた図形の内、反射部材１０３３１Ｒ
Ｆに写される部分という正面から直接視認することができない部分が、第２回転体３４０
ｂの外周面に描かれる図形の内、収容体１０３３０の前面に向く部分と一体となって視認
される（例えば、一のアルファベット「Ａ」等が開口３３５ａの内側全体で視認される）
ことで違和感のない演出を行うことができる。従って、各回転体の外周面に描かれた図形
の演出効果を有効に発揮することができる。
【０６２１】
　また、この構成だからこそ、縦軸回転体１０３４０の左右に配置される反射部材１０３
３１ＲＦを通して視認される縦軸回転体１０３４０の外周面に描かれる図形も、縦軸回転
体１０３４０と同様に回転しているように視認されるので、あたかも、縦軸回転体１０３
４０の左右に別の回転体が連設されているかのように視認させることができる。
【０６２２】
　図８１（ａ）に示すように、右側反射部材１０３３１ＲＦＲにより矩形状窓部１０３３
３ｂの大部分が遮蔽され、正面視において矩形状窓部１０３３３ｂが視認されることを抑
制することができる。これにより、矩形状窓部１０３３３ｂを通して他の演出部材からの
光が漏れ入ってくることを抑制することができる。
【０６２３】
　図８２（ａ）及び図８２（ｂ）に示すように、収容体１０３３０が回転すると、図７７
及び図７６で上述した機構により、反射部材１０３３１ＲＦがスライド移動する。この際
、右側反射部材１０３３１ＲＦＲが矩形状窓部１０３３３ｂから退避する方向に移動する
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ことで、矩形状窓部１０３３３ｂの外側から、反射部材１０３３１ＲＦの内側（正面側）
の面を視認することができる。そのため、反射部材１０３３１ＲＦに写る縦軸回転体１０
３４０の外周面に描かれる図形を矩形状窓部１０３３３ｂを通して視認することができる
。
【０６２４】
　図８３（ａ）及び図８３（ｂ）に示すように、収容体１０３３０の矩形状窓部１０３３
３ｂが正面側（図８３（ａ）下側）へ向けられる状態では、右側反射部材１０３３１ＲＦ
Ｒが矩形状窓部１０３３３ｂの外側に退避され、左側反射部材１０３３１ＲＦＬの延設方
向が左右方向へ向けられる。
【０６２５】
　そのため、矩形状窓部１０３３３ｂの全体を通して縦軸回転体１０３４０を視認するこ
とができると共に、左側反射部材１０３３１ＲＦＬに写される縦軸回転体１０３４０の外
周面に描かれた図形の大きさを縦軸回転体１０３４０の左右で同等とすることで、左側反
射部材１０３３１ＲＦＬを視認する遊技者が感じる違和感を抑制することができる。
【０６２６】
　図８３（ｂ）に示すように、収容体１０３３０の矩形状窓部１０３３３ｂが正面へ向け
られる状態において、第２回転体３４０ｂ（図７８（ｂ）参照）は遊技者側に回転軸を向
けた姿勢とされ、外周面が視認不能となるので、回転体の停止位置を決める際には、縦軸
回転体１０３４０だけで停止位置を決めれば良い。そのため、例えば、複数の収容体１０
３３０を左右に連設して、それぞれ収容される一対の回転体の停止位置で一連の図柄を形
成する場合に、回転体の停止位置の自由度（回転テーブルのどこを停止位置とするかの選
択）を高めることができる。従って、回転体の外周面に描かれた図形の演出効果を有効に
発揮することができる。
【０６２７】
　図８４（ａ）及び図８４（ｂ）は、収容体１０３３０の上面図であり、図８４（ｃ）は
、図８４（ａ）の矢印ＬＸＸＸＩＶｃ方向視における収容体１０３３０の正面図であり、
図８４（ｄ）は、図８４（ｂ）の矢印ＬＸＸＸＩＶｄ方向視における収容体１０３３０の
正面図である。なお、図８４（ａ）及び図８４（ｃ）では、開口３３５ａが正面を向いた
状態が図示され、図８４（ｂ）及び図８４（ｄ）では、図８４（ａ）及び図８４（ｃ）の
姿勢から収容体１０３３０が上面視時計回りに回転された状態が図示される。
【０６２８】
　図８４（ａ）に示す状態では、縦軸回転体１０３４０は表示部１０３４３の一面が正面
に対して角度θだけ傾斜した状態で停止される。また、図８４（ｃ）に示す状態では、図
８４（ａ）に示す状態から、収容体１０３３０が上面視時計回りに角度θだけ回転された
状態が図示される。このように、収容体１０３３０が回転することにより、縦軸回転体１
０３４０の表示部１０３４３の一面の正面に対する傾斜を吸収することができる。
【０６２９】
　ここで、第２回転体３４０ｂと縦軸回転体１０３４０とが異なる回転角度で回転する場
合に、第２回転体３４０ｂと縦軸回転体１０３４０とを停止させる際に、それら両回転体
の位相が一致することを要求すると、組み合わせ可能な図形の数が少なくなると共に、所
望の図形の組み合わせを現出させるために必要な回転数が多くなる（例えば、図２０に例
示される回転テーブルが長くなる）。
【０６３０】
　これに対し、本実施形態によれば、収容体１０３３０が縦軸回転体１０３４０の回転軸
を中心に回転可能とされ、収容体１０３３０の回転により、傾斜して停止する際の傾斜角
度を吸収することができる。そのため、組み合わせ可能な図形の数を増加させることがで
きる（図８４（ａ）の状態を、後に図８４（ｃ）の状態にすることで、遊技者に図形を視
認させる停止位置として採用することができる）と共に、所望の図形の組み合わせを現出
させるために必要な回転数を抑制して、短時間で現出させることができる。
【０６３１】
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　なお、収容体１０３３０が回転可能に形成されるので、例えば、縦軸回転体１０３４０
の回転方向に角度を振ることで回転体の外周面に描かれた図形が変化して視認される態様
で回転体の外周面にレンチキュラー等（視線との成す角度によって視認される図形を変化
可能な部材）を貼ることで、回転体停止時に視認可能な図形を増やすことができる。
【０６３２】
　次いで、図８５及び図８６を参照して、第１１実施形態について説明する。上記第１０
実施形態では、回転体昇降ユニット１０３００において、縦軸回転体１０３４０の径方向
の幅が第２回転体３４０ｂの回転軸方向の長さに比較して短い場合を説明したが、第１１
実施形態における一対の回転体１１３４０ａ，１１３４０ｂは、径方向の幅と軸方向の長
さとが略同一とされる。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、そ
の説明は省略する。
【０６３３】
　図８５（ａ）は、第１１実施形態における収容体１１３３０の正面図であり、図８５（
ｂ）は、収容体１１３３０の側壁体１０３３３を正面へ向けた姿勢における収容体１１３
３０の正面図である。なお、図８５（ａ）及び図８５（ｂ）では、側壁体１０３３２、隔
壁体１０３３４及び装飾体が取り外された状態が図示される。
【０６３４】
　図８５（ａ）及び図８５（ｂ）に示すように、第１１実施形態では、基体１１３３１が
第１実施形態の基体３３１に比較して幅が狭く形成される。また、第２回転体１１３４０
ｂは、表示板１１３４３Ａが、第１実施形態の各表示板３４３Ａ～３４３Ｃに比較して短
く形成される。
【０６３５】
　図８５（ａ）及び図８５（ｂ）に示すように、収容体１１３３０が回転する前（図８５
（ａ）参照）と回転後（図８５（ｂ）参照）とで、収容体１１３３０の左右の幅が略同等
とされる。これにより、図７に示すように複数の収容体１１３３０を左右に連設する場合
の配設スペースを抑制することができるとともに、回転後における各収容体１１３３０の
矩形状窓部１０３３３ｂの配設間隔を狭めることで、例えば、各収容体１１３３０の矩形
状窓部１０３３３ｂでそれぞれ関連した図形を視認させる場合にそれらの図形を一体で見
せやすくすることができる。
【０６３６】
　図８５に示すように、収容体１１３３０は、その下端から下方に延設される回転軸１１
３３０ａが、軸支板部材１１３２６（第１０実施形態の軸支板部材１０３２６から固定ギ
ヤ部１０３２６ｂが省略される）に回転可能に軸支される。なお、回転軸１１３３０ａの
先端には、回転ギヤ形状の連動ギヤ１１３３０ｂが配設され、回転軸１１３３０ａ及び連
動ギヤ１１３３０ｂは収容体１１３３０の底壁にビスなどで締結固定される。
【０６３７】
　第１回転体１１３４０ａは、回転軸１１３４１ａと、その回転軸１１３４１ａの先端に
配設される傘歯車形状の伝達ギヤ１１３４２ａと、を備える。
【０６３８】
　図８５（ａ）に示すように、駆動モータ３５０には２段ギヤ（回転ギヤ状のギヤ歯およ
び傘歯車形状のギヤ歯から形成される２段ギヤ）から形成される駆動ギヤ１１３５１を備
え、その駆動ギヤ１１３５１には２段ギヤから形成される伝達ギヤ１１３５２が歯合され
る。
【０６３９】
　伝達ギヤ１１３５２は、傘歯車形状のギヤ歯が伝達ギヤ１１３４２ａに歯合されること
で、伝達ギヤ１１３５２が回転することで第１回転体１１３４０ａが回転する。
【０６４０】
　駆動ギヤ１１３５１は、駆動モータ３５０に直結され連動される傘歯車形状の傘歯車部
１１３５１ａと、その傘歯車部１１３５１ａの回転方向によって回転の有無が切り替えら
れる平歯車部１１３５１ｂと、を備える。詳述すると、傘歯車部１１３５１ａの軸部分と
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平歯車部１１３５１ｂとが上述したワンウェイクラッチで連結されることで、例えば、駆
動モータ３５０が正方向に回転すると平歯車部１１３５１ｂが回転し、逆方向に回転する
と平歯車部１１３５１ｂが停止する態様で形成される。
【０６４１】
　収容体１１３３０の底壁には、傘歯車部１１３５１ａに歯合される伝達ギヤ１１３５６
が回転可能に軸支される。
【０６４２】
　伝達ギヤ１１３５６は、回転ギヤ形状に形成される平歯車部１１３５６ａと、その平歯
車部１１３５６ａに軸部分でワンウェイクラッチで連結され傘歯車形状に形成されると共
に傘歯車部１１３５１ａに歯合される傘歯車部１１３５６ｂと、を主に備える。詳述する
と、平歯車部１１３５６ａの軸部分と傘歯車部１１３５６ｂとが上述したワンウェイクラ
ッチで連結されることで、例えば、駆動モータ３５０が正方向に回転すると平歯車部１１
３５６ａが停止し、逆方向に回転すると平歯車部１１３５６ａが回転する態様で形成され
る。
【０６４３】
　即ち、駆動モータ３５０の回転方向によって、平歯車部１１３５１ｂか、平歯車部１１
３５６ａかを独立で回転させることができる。なお、平歯車部１１３５１ｂが回転すると
、その上方に配設される伝達機構により回転体１１３４０ａ，１１３４０ｂが回転し、平
歯車１１３５６ｂが回転すると、連動ギヤ１１３３０ｂとの歯合により収容体１１３３０
が回転する。
【０６４４】
　なお、平歯車部１１３５６ａに歯合するギヤを付勢することで収容体１１３３０が図８
５（ａ）の姿勢を維持するようにするためのバネ弾性を有する弾性材料から構成されるね
じりバネＣＳ１等の付勢手段が配設される。ねじりバネＣＳ１は、一方の端部が収容体１
１３３０の底面に固定され、他方の端部が平歯車部１１３５６ａを挟んで連動ギヤ１１３
３０ｂの反対側に配設される従動ギヤに係止される。
【０６４５】
　図８６（ａ）から図８６（ｄ）は、収容体１１３３０の回転を時系列で図示する収容体
１１３３０の上面図である。なお、図８６（ａ）では、第２回転体１１３４０ｂの表示板
１１３４３Ａが正面を向く姿勢が図示され（図８５（ａ）参照）、図１５（ｂ）では、図
８６（ａ）の状態から収容体１１３３０が時計回りに９０度回転された姿勢が図示され（
図８５（ｂ）参照）、図８６（ｃ）では、図８６（ｂ）に示す状態から収容体１１３３０
が所定量時計回りに回転された状態が図示され、図８６（ｄ）では、図８６（ｃ）に示す
状態から収容体１１３３０が図８６（ｂ）に示す状態まで復帰された状態が図示される。
【０６４６】
　図８６に示すように、軸支板部材１１３２６には、収容体１１３３０の姿勢を保持する
係止装置１１３２７が配設される。
【０６４７】
　係止装置１１３２７は、ノッチ機構により状態を２位置で変化させる部位を備え、収容
体１１３３０に押されるスイッチ部１１３２７ａと、スイッチ部１１３２７ａの状態によ
り姿勢を変化させるＬ字形状のロック部１１３２７ｂと、を備える。
【０６４８】
　図８６（ａ）に示すように、スイッチ部１１３２７ａが収容体１１３３０の背面側に沿
って配設され、収容体１１３３０が反時計回りに回転することを抑制する。駆動モータ３
５０が回転し、収容体１１３３０が時計回りに回転されると、収容体１１３３０の側壁に
スイッチ部１１３２７ａが一度押されることで、ロック部１１３２７ｂの姿勢が変化され
、収容体１１３３０の側面にロック部１１３２７ｂが嵌り込み、収容体１１３３０が係止
される（図８６（ｂ）参照）。
【０６４９】
　図８６（ｂ）の状態から、さらに収容体１１３３０を時計回りに回転させることで（図
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８６（ｃ）参照）、スイッチ部１１３２７ａが２度目に押され、ロック部１１３２７ｂが
元の位置（図１５（ａ）参照）に復帰する（図８６（ｄ）参照）。この状態から上述した
付勢手段（図示せず）の付勢力により収容体１１３３０が反時計回りに回転され図８６（
ａ）の状態まで復帰する。これにより、回転体１１３４０ａ，１１３４０ｂが駆動モータ
３５０を一の方向に回転させる場合に回転させる一方で、駆動モータ３５０を他の方向に
回転させる場合には収容体１１３３０の姿勢を変化（往復動作）させることができる。
【０６５０】
　次いで、図８７から図９０を参照して、第１２実施形態について説明する。上記各実施
形態では、一対の回転体３４０ａ，３４０ｂの各表示板３４３Ａ～３４３Ｃにそれぞれ固
定された図形が描かれる場合を説明したが、第１２実施形態における各表示板１２Ａ～１
２Ｃ，１２Ａ’～１２Ｃ’は、遊技者が見る角度によって異なった図形が視認可能とされ
る。なお、一対の回転体１２３４０ａ，１２３４０ｂの内、第１回転体１２３４０ａの各
表示板を第１表示板１２Ａ、第２表示板１２Ｂ及び第３表示板１２Ｃで説明し、第２回転
体１２３４０ｂの各表示板を第１表示板１２Ａ’、第２表示板１２Ｂ’及び　第３表示板
１２Ｃ’で説明すると共に、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その
説明は省略する。
【０６５１】
　図８７（ａ）から図８７（ｃ）は、第１２実施形態における第１回転体１２３４０ａの
外観図である。なお、図８７（ａ）から図８７（ｃ）では、図面が上段、中段および下段
に分けられ、それぞれの左側に第１回転体１２３４０ａの正面図が図示されると共にその
右側に対応した第１回転体１２３４０ａの側面図が図示される。また、図８７（ａ）から
図８７（ｃ）の上段では、第１回転体１２３４０ａの中心から上部の図示が省略され、図
８７（ａ）から図８７（ｃ）の下段では、第１回転体１２３４０ａの中心から下部の図示
が省略される。
【０６５２】
　本実施形態では、各表示板１２Ａ～１２Ｃに、見る角度によって見える図柄が変化する
構造（所謂、「レンチキュラー構造」）を備える図形変化部材ＲＫ１２が貼り付けられる
。
で形成される。なお、見える図柄が変化する所定角度は、本実施形態では６０度とされる
。以下、各表示板１２Ａ～１２Ｃの見え方について説明する。
【０６５３】
　図８７（ａ）では、第１表示板１２Ａが、見る角度によってどのように図形が変化する
かについて説明する。図８７（ａ）中段では、第１表示板１２Ａが正面を向く状態が図示
され、図８７（ａ）上段では、図８７（ａ）中段から第１回転体１２３４０ａが６０度前
倒れし第１表示板１２Ａが中心から下側に配置される状態が図示され、図８７（ａ）下段
では、図８７（ａ）中段から第１回転体１２３４０ａが６０度後倒れし、第１表示板１２
Ａが中心から上側に配置される状態が図示される。
【０６５４】
　なお、図８７（ｂ）及び図８７（ｃ）においても、図８７（ａ）の条件と同様に各表示
板が図示される。即ち、図８７（ｂ）には第２表示板１２Ｂが正面から視認される図が図
示され、図８７（ｃ）には、第３表示板１２Ｃが正面から視認される状態が図示される。
【０６５５】
　図８７（ａ）から図８７（ｃ）に示すように、各表示板１２Ａ～１２Ｃに表示される図
形が第１回転体１２３４０ａの姿勢によって３種類に変化する。
【０６５６】
　図８８（ａ）から図８８（ｃ）は、第２回転体１２３４０ｂの外観図である。なお、図
８８（ａ）から図８８（ｃ）では、図面が上段、中段および下段に分けられ、それぞれの
左側に第２回転体１２３４０ｂの正面図が図示されると共にその右側に対応した第２回転
体１２３４０ｂの側面図が図示される。また、図８８（ａ）から図８８（ｃ）の上段では
、第２回転体１２３４０ｂの中心から上部の図示が省略され、図８８（ａ）から図８８（
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ｃ）の下段では、第２回転体１２３４０ｂの中心から下部の図示が省略される。
【０６５７】
　本実施形態では、各表示板１２Ａ’～１２Ｃ’に、見る角度によって見える図柄が変化
する構造（所謂、「レンチキュラー構造」）を備える図形変化部材ＲＫ１２が貼り付けら
れる。なお、見える図柄が変化する所定角度は、本実施形態では６０度とされる。以下、
各表示板１２Ａ’～１２Ｃ’の見え方について説明する。
【０６５８】
　図８８（ａ）では、第１表示板１２Ａ’が、見る角度によってどのように図形が変化す
るかについて説明する。図８８（ａ）中段では、第１表示板１２Ａ’が正面を向く状態が
図示され、図８８（ａ）上段では、図８８（ａ）中段から第２回転体１２３４０ｂが６０
度前倒れし第１表示板１２Ａ’が中心から下側に配置される状態が図示され、図８８（ａ
）下段では、図８８（ａ）中段から第２回転体１２３４０ｂが６０度後倒れし、第１表示
板１２Ａ’が中心から上側に配置される状態が図示される。
【０６５９】
　なお、図８８（ｂ）及び図８８（ｃ）においても、図８８（ａ）の条件と同様に各表示
板が図示される。即ち、図８８（ｂ）には第２表示板１２Ｂ’が正面から視認される図が
図示され、図８８（ｃ）には、第３表示板１２Ｃ’が正面から視認される状態が図示され
る。
【０６６０】
　図８８（ａ）から図８８（ｃ）に示すように、各表示板１２Ａ’～１２Ｃ’に表示され
る図形が第２回転体１２３４０ｂの姿勢によって３種類に変化する。
【０６６１】
　図８９（ａ）から図８９（ｃ）は、一対の回転体１２３４０ａ，１２３４０ｂの外観図
である。なお、図８９（ａ）から図８９（ｃ）では、一対の回転体１２３４０ａ，１２３
４０ｂが上下に連設された状態が図示され、左側には正面図が図示され、右側には側面図
が図示される。
【０６６２】
　また、図８９（ａ）では第１表示板１２Ａ，１２Ａ’が正面へ向けられる状態が図示さ
れ、図８９（ｂ）では第２表示板１２Ｂ，１２Ｂ’が正面へ向けられる状態が図示され、
図８９（ｃ）では第３表示板１２Ｃ，１２Ｃ’が正面へ向けられる状態が図示される。
【０６６３】
　図８９（ａ）に示すように、第１表示板１２Ａ，１２Ａ’が正面へ向けられる状態では
、「数字の７」の図形が視認され、図８９（ｂ）に示すように、第２表示板１２Ｂ，１２
Ｂ’が正面へ向けられる状態では、「チェリー」の図形が視認され、図８９（ｃ）に示す
ように、第３表示板１２Ｃ，１２Ｃ’が正面へ向けられる状態では、「すいか」の図形が
視認される。
【０６６４】
　図９０（ａ）から図９０（ｃ）は、一対の回転体１２３４０ａ，１２３４０ｂの外観図
である。なお、図９０（ａ）から図９０（ｃ）では、一対の回転体１２３４０ａ，１２３
４０ｂが上下に連設された状態が図示され、左側には正面図が図示され、右側には側面図
が図示される。
【０６６５】
　また、図９０（ａ）では、図８９（ａ）の状態から一対の回転体１２３４０ａ，１２３
４０ｂが６０度前転方向（側面図において反時計回り）に回転された状態が図示され、図
９０（ｂ）では、図８９（ｂ）の状態から一対の回転体１２３４０ａ，１２３４０ｂが６
０度前転方向に回転された状態が図示され、図９０（ｃ）では、図８９（ｃ）の状態から
一対の回転体１２３４０ａ，１２３４０ｂが６０度前転方向に回転された状態が図示され
る。
【０６６６】
　図９０（ａ）に示すように、第１表示板１２Ａ，１２Ａ’及び第２表示板１２Ｂ，１２
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Ｂ’の間の頂部が正面へ向けられる状態では、「稲妻」の図形が視認され、図９０（ｂ）
に示すように、第２表示板１２Ｂ，１２Ｂ’及び第３表示板１２Ｃ，１２Ｃ’の間の頂部
が正面へ向けられる状態では、「鈴」の図形が視認され、図９０（ｃ）に示すように、第
１表示板１２Ａ，１２Ａ’及び第３表示板１２Ｃ，１２Ｃ’の間の頂部が正面へ向けられ
る状態では、「小判」の図形が視認される。
【０６６７】
　図９０に示すように、各回転体１２３４０ａ，１２３４０ｂの頂部と対向する方向で視
認される場合において、視認される図形が、頂部と隣接する一対の表示板で関連した図形
とされる（例えば、第１表示板１２Ａが下向きに配置された状態で視認される図形（図８
７（ａ）上段参照）と、第１表示板１２Ｂが上向きに配置された状態で視認される図形（
図８７（ｂ）下段参照）とで共に「稲妻」の図形が視認される）。
【０６６８】
　そのため、第１回転体１２３４０ａおよび第２回転体１２３４０ｂを三角柱状体としな
がら、各面が正面で停止する場合のみでなく、頂部が前方に配置される状態で停止する場
合にも停止位置を構成することができる。これにより、第１回転体１２３４０ａおよび第
２回転体１２３４０ｂの停止位置の組み合わせの数を、３の２乗個（各表示板１２Ａ～１
２Ｃ，１２Ａ’～１２Ｃ’が正面に向けられる姿勢のみを停止位置とする場合）から、６
の２乗個（表示板１２Ａ～１２Ｃ，１２Ａ’～１２Ｃ’の間の頂部が正面へ向けられる状
態も停止位置とする場合）へと増加させることができる。
【０６６９】
　次いで、図９１から図９４を参照して、第１３実施形態について説明する。上記第１２
実施形態では、第１２実施形態における各表示板１２Ａ～１２Ｃ，１２Ａ’～１２Ｃ’が
６０度回転するごとに視認される図形が変化する場合を説明したが、第１３実施形態にお
ける各表示板１３Ａ～１３Ｃ，１３Ａ’～１３Ｃ’は、遊技者が見る角度が僅かに（約１
２度）変化することによって異なった図形が視認可能とされる構造（所謂「レンチキュラ
ー構造」）を備える図形変化部材ＲＫ１３が貼り付けられる。
【０６７０】
　なお、一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの内、第１回転体１３３４０ａの各表
示板を第１表示板１３Ａ、第２表示板１３Ｂ及び第３表示板１３Ｃで説明し、第２回転体
１３３４０ｂの各表示板を第１表示板１３Ａ’、第２表示板１３Ｂ’及び　第３表示板１
３Ｃ’で説明すると共に、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説
明は省略する。
【０６７１】
　図９１（ａ）から図９１（ｃ）は、第１３実施形態における第１回転体１３４４０ａの
外観図である。なお、図９１（ａ）から図９１（ｃ）では、左側に第１回転体１３４４０
ａの正面図が図示され、その右側に対応した第１回転体１３３４０ａの側面図が図示され
る。また、図９１（ａ）では、第１表示板１３Ａが正面へ向けられる状態が図示され、図
９１（ｂ）では、図９１（ａ）の状態から第１回転体１３４４０ａが僅かな角度θ（約１
２度）前倒れした状態が図示され、図９１（ｃ）では、図９１（ａ）の状態から第１回転
体１３４４０ａが僅かな角度θ（約１２度）後ろ倒れした状態が図示される。
【０６７２】
　図９１（ａ）に示すように、第１表示板１３Ａには「リンゴ」の図形が図示される。図
９１（ｂ）及び図９１（ｃ）では、図９１（ａ）で図示される「リンゴ」がそのまま視認
された場合の大きさが想像線で図示されると共に、図形変化部材ＲＫ１３のレンチキュラ
ー構造により実際に視認される「リンゴ」の図形の大きさが実線で図示される。
【０６７３】
　ここで、図９１（ａ）から図９１（ｃ）において、「リンゴ」の図形は共通の大きさで
視認される。即ち、回転体１３３４０ａが僅かに回転した状態においても、同じ図形を同
じ大きさで視認させることができるので、一対の回転体１３４４０ａ，１３４４０ｂの停
止位置が僅かにずれた（図２１（ｂ）参照）としても、視認される図形に違和感が生じる
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ことを抑制することができる。
【０６７４】
　一方で、僅かに第１回転体１３４４０ａが傾斜することで、第１表示板１３Ａに視認さ
れる図形が異なった図形となる態様で図形変化部材ＲＫ１３のレンチキュラー構造を構成
することで、遊技者に同じ面（例えば第１表示板１３Ａ）で違う図形が見えているかのよ
うに見せることができる。このとき、第１回転体１３４４０ａの傾斜角度が僅かであるこ
とから、視認される角度が変化したことを気づかせることなく、遊技者に、あたかも同じ
表示板１３Ａの図形が突然変化したかのように見せることができる。
【０６７５】
　図９２（ａ）から図９２（ｃ）は、各回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂが回転後に停
止された状態が図示される収容体１３３３０の側面図である。なお、図９２では、収容体
１３３３０が模式的に図示され、図９２（ａ）では、遊技機１０（図１参照）の内で遊技
者の視線と正対する上段位置（例えば、第３図柄表示装置８１（図２参照）の中間位置）
に収容体１３３３０が配置される状態が図示され、図９２（ｂ）では、図９２（ａ）の状
態から軸直角方向（径方向）に若干下降した中段位置に収容体１３３３０が配置される状
態が図示され、図９２（ｃ）では、図９２（ｂ）の状態から軸直角方向（径方向）に若干
下降した下段位置に収容体１３３３０が配置される状態が図示される。
【０６７６】
　図９２（ｂ）では、遊技者の視線の垂直方向と第１表示板１３Ａとのなす角度が角度θ
とされるので、遊技者からは、第１表示板１３Ａに図９２（ａ）の状態に視認される図形
と変わらず、「リンゴ」の図形（図９１（ｂ）参照）が視認される。
【０６７７】
　一方、図９２（ｃ）では、遊技者の視線の垂直方向と第１表示板１３Ａとのなす角度が
角度２θとされるので、そのままでは視認される図形が図９１（ａ）に視認される「リン
ゴ」の図形から変化する。一方、本実施形態では、第１回転体１３３４０ａが角度θだけ
後ろ倒れすることで、第１表示板１３Ａの法線方向が遊技者の視線側に変化し、遊技者の
視線の垂直方向と第１表示板１３Ａとのなす角度が角度θとされるので、遊技者からは、
第１表示板１３Ａに図９２（ａ）の状態に視認される図形と変わらず、「リンゴ」の図形
（図９１（ｂ）参照）が視認される。これにより、第１回転体１３３４０ａを後倒れさせ
る角度を抑制する（角度２θから角度θにする）ことができるので、収容体１３３３０の
上下方向への移動速度に対して、第１表示板１３Ａを通して適切な図形を視認させ続ける
ために第１回転体１３３４０ａが後倒れするのに必要な速度を抑制することができる。従
って、駆動モータ３５０に必要とされる性能を抑制することができる。
【０６７８】
　なお、遊技者の視線の高さを、遊技機１０（図１参照）にカメラ等の検出装置を配設し
、その検出装置により検出するようにしても良い。これにより、遊技者の体格の違いによ
る視線の方向の違いを遊技機側で検出することができ、遊技者の視線の垂直方向と表示板
１３Ａとのなす角度を角度θにするための各回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの傾斜角
度を補正することができる。
【０６７９】
　図９３では、各回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの第１表示板１３Ａ，１３Ａ’を通
して視認される図形の一例を示す。図９３（ａ）及び図９３（ｂ）は、一対の回転体１３
３４０ａ，１３３４０ｂの正面図である。なお、図９３では、一対の回転体１３３４０ａ
，１３３４０ｂの端面板３４２の軸方向外側部分の図示が省略される。また、図９３（ａ
）では、収容体１３３３０が上段位置に配置される場合（図９２（ａ）参照）に一対の回
転体１３３４０ａ，１３３４０ｂが遊技者に視認される状態が図示され、図９３（ｂ）で
は、図９３（ａ）の目の高さと遊技者の目の高さとが変化しないという前提で、収容体１
３３３０が上段位置よりも下方の下段位置に配置される場合（図９２（ｃ）参照）に一対
の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂが遊技者に視認される状態が図示される。
【０６８０】
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　ここで、図９２（ａ）に示す状態において、遊技者が視認する一対の回転体１３３４０
ａ，１３３４０ｂの間には、一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの回転を維持する
ために、隙間を生じさせる必要がある。そのため、一対の回転体１３３４０ａ，１３３４
０ｂの各表示面（例えば、第１表示面１３Ａ，１３Ａ’）が、一体で視認された時に初め
て意味を成す図形を表示しても、一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの間の隙間を
埋めることが困難なので、演出効果を低下させる結果となる。
【０６８１】
　これに対し、例えば、図９３（ａ）に示すように、各回転体１３３４０ａ，１３３４０
ｂに貼られた図形変化部材ＲＫ１３によって、それぞれ個別に意味を成す図形（例えば、
一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂのそれぞれに「リンゴ」の図形を表示する）を
表示することで、一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの間の隙間によって図形が分
断されることが防止され、演出効果を維持することができる。
【０６８２】
　一方、図９２（ｃ）に示す状態（遊技者の目の高さに対して、表示面１３Ａが下方に下
がる結果、遊技者の視線と表示面１３Ａとの成す角度が角度θとされる状態）において、
遊技者が視認する一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂは所定角度姿勢変化されてお
り、遊技者から回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの間の隙間が埋まる態様（遊技者の視
線に垂直な方向に、回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの端面板３４２の長手方向が沿う
姿勢）で視認される。そのため、各回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂに貼られた図形変
化部材ＲＫ１３によって、一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの各表示面（例えば
、第１表示面１３Ａ，１３Ａ’）が、一体で視認された時に初めて意味を成す図形（例え
ば、一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの表示面１３Ａ，１３Ａ’全体を一枚の面
として、その面に記載される数字の「７」の図形、図９３（ｂ）参照）を表示させ、遊技
者が視認可能とすることで、一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの演出効果を向上
させることができる。
【０６８３】
　即ち、表示面１３Ａ，１３Ａ’に貼り付けられる図形変化部材ＲＫ１３を、見る角度に
よって、各表示面１３Ａ，１３Ａ’で完結する図形（例えば「リンゴ」の図形、図９３（
ａ）参照）か、各表示面１３Ａ，１３Ａ’を一体で視認して初めて意味を成す図形（例え
ば、数字の「７」の図形、図９３（ｂ）参照）かを視認可能とすることで、遊技者の目の
高さは一定であるという前提のもとで、上下移動する一対の回転体１３３４０ａ，１３３
４０ｂの演出効果を向上させることができる。
【０６８４】
　図９４（ａ）から図９４（ｃ）は、収容体１３３３０の側面図である。なお、図９４で
は収容体１３３３０が模式的に図示され、図９４（ａ）では、遊技機１０（図１参照）の
内で遊技者の視線と正対する上段位置に収容体１３３３０が配置される状態が図示され、
図９４（ｂ）では、図９４（ａ）の状態から軸直角方向（径方向）に若干下降した中段位
置に収容体１３３３０が配置される状態が図示され、図９４（ｃ）では、図９４（ｂ）の
状態から軸直角方向（径方向）に若干下降した下段位置に収容体１３３３０が配置される
状態が図示される。
【０６８５】
　図９４では、回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂが収容体１３３３０の上下動に合わせ
て往復回転する状態が図示される。即ち、図９４（ｂ）及び図９４（ｃ）では、収容体１
３３３０が下降するに伴い第１表示板１３Ａが後ろ倒れされ遊技者の視線と第１表示板１
３Ａとが垂直に交わる状態が維持される態様で回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの姿勢
が制御される。また、図９４（ｃ）に示す状態から収容体１３３３０が上昇移動する場合
には、その上昇移動に伴い回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂを前転方向に回転させる制
御を行う（図９４（ｂ）参照）。
【０６８６】
　これにより、遊技者の目が同じ高さに配置されると仮定する場合に、遊技者から視認さ
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れる図形を常時同一に維持することができるので、遊技者の視線とのなす角度が変化しや
すい第１表示板１３Ａにレンチキュラー構造を採用しながら、その第１表示板１３Ａを通
して同一の図形を遊技者に長期間視認させる制御を行うことが可能となる。また、遊技者
の視線に対して第１表示板１３Ａが垂直に交差することで、第１表示板１３Ａに表示され
る図形を見やすくすることができる。
【０６８７】
　次いで、図９５を参照して、第１４実施形態について説明する。上記第１３実施形態で
は、収容体１３３３０が上下にスライド移動する場合を説明したが、第１４実施形態にお
ける収容体１４３３０は、前倒れする方向に揺動可能とされる。なお、第１４実施形態で
は、表示板として第１３実施形態と同様の各表示板１３Ａ～１３Ｃ，１３Ａ’～１３Ｃ’
が使用される。即ち、本実施形態における各表示板１３Ａ～１３Ｃ，１３Ａ’～１３Ｃ’
は、遊技者が見る角度が僅かに（約１２度）変化することによって異なった図形が視認可
能とされる構造（所謂「レンチキュラー構造」）で構成される。
【０６８８】
　なお、一対の回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの内、第１回転体１３３４０ａの各表
示板を第１表示板１３Ａ、第２表示板１３Ｂ及び第３表示板１３Ｃで図示し、第２回転体
１３３４０ｂの各表示板を第１表示板１３Ａ’、第２表示板１３Ｂ’及び第３表示板１３
Ｃ’で図示すると共に、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明
は省略する。
【０６８９】
　図９５（ａ）及び図９５（ｂ）は、第１４実施形態における収容体１４３３０及び連結
部材１４３２５（第１実施形態における連結部材３２５（図１２参照）に対応する）の側
面図である。なお、図９５では、収容体１４３３０が模式的に図示され、図９５（ａ）で
は、収容体１４３３０が起立した状態が図示され、図９５（ｂ）では、図９５（ａ）の状
態から収容体１４３３０が所定量傾倒した状態が図示される。
【０６９０】
　図９５（ａ）に示すように、収容体１４３３０は背面下端部に配設される支持部１４３
３０ａが連結部材１４３２５に軸支され、背面中間部に配設される支持部１４３３０ｂが
連結部材１４３２５に配設されるソレノイド装置１４３７０に支持される。そのソレノイ
ド装置１４３７０が前後方向に伸縮することで収容体１４３３０の上端部が前後方向に移
動されることになり、収容体１４３３０が起立した状態（図９５（ａ）参照）と傾倒した
状態（図９５（ｂ）参照）とを構成可能とされる。
【０６９１】
　本実施形態によれば、第１回転体１３３４０ａ及び第２回転体１３３４０ｂの回転を停
止した状態においても、収容体１４３３０を傾倒させ第１回転体１３３４０ａを第２回転
体１３３４０ｂに対して揺動させることにより、各回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの
面の角度の補正と、第１回転体１３３４０ａおよび第２回転体１３３４０ｂの間に視認さ
れる隙間の長さを変化させる事と、を併せて行うことができる。
【０６９２】
　即ち、図９５（ｂ）では、収容体１４３３０が前倒れする角度θは、本実施形態の各表
示板１３Ａ等に配設されるレンチキュラ－の図形が変化する角度（約１２度）とされる。
これにより、図９５（ａ）の状態で遊技者に各表示板１３Ａ等を通して視認される図形と
、図９５（ｂ）の状態で遊技者に各表示板１３Ａ等を通して視認される図形とを異ならせ
ることができる。
【０６９３】
　また、図９５（ａ）における各回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの間の隙間Ｈ１が、
図９５（ｂ）に示すように収容体１４３３０が角度θで前倒れすることで、隙間Ｈ２（隙
間Ｈ２＝隙間Ｈ１×ＣＯＳθ）へと縮小される。このように、遊技者に視認される各回転
体１３３４０ａ，１３３４０ｂの間の隙間を短縮することで、各回転体１３３４０ａ，１
３３４０ｂの各表示板１３Ａ，１３Ａ’等を間隔狭く視認させることができ、各表示板１
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３Ａ，１３Ａ’に描かれる図形を一体として視認させる効果を向上させることができる。
【０６９４】
　なお、図９４に示すように、収容体３３０を上下移動させて各回転体１３３４０ａ，１
３３４０ｂの表示面１３Ａ，１３Ａ’等と遊技者の視線との成す角度を変化させる場合、
遊技者の目から収容体１３３３０が離れる程、遊技者の目に近い側の第１回転体１３３４
０ａが、第２回転体１３３４０ｂを隠す位置関係となる恐れが大きくなる（図９４（ｃ）
参照）。
【０６９５】
　一方、本実施形態のように、収容体１４３３０が前後方向に傾倒する構成においては、
遊技者の目の高さと、各回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの高さとの関係が余り変化し
ないので、一方の回転体が他方の回転体に重なって視認される位置関係を構成しにくい。
これにより、各回転体１３３４０ａ，１３３４０ｂの演出効果を維持することができる。
【０６９６】
　次いで、図９６を参照して、第１５実施形態について説明する。上記第８実施形態では
、駆動モータ３５０の駆動力により遮蔽装置８３８０の布部材８３８２が下方へ垂下され
る場合を説明したが、第１５実施形態における遮蔽装置８３８０は駆動モータ３５０の駆
動力により布部材８３８２が巻き上げられると共に、布部材８３８２を固定する係止装置
１５３３５ｂが遮蔽装置８３８０の回転軸８３８１よりも上方に配置される。なお、上記
各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０６９７】
　図９６（ａ）から図９６（ｄ）は、第１５実施形態における収容体１５３３０の部分側
面図である。なお、図９６（ａ）では、円柱部材８３８３が係止装置１５３３５ｂにより
保持される状態が図示され、図９６（ｂ）では、図９６（ａ）の状態から回転軸８３８１
が巻き取られ円柱部材８３８３により係止装置１５３３５ｂが一段階押し込まれた状態が
図示され、図９６（ｃ）では、係止装置１５３３５ｂが解除位置に配置され円柱部材８３
８３が下方へ垂下される途中の状態が図示され、図９６（ｄ）では、係止装置１５３３５
ｂが解除位置に配置された状態から布部材８３８２が巻き取られ円柱部材８３８３が係止
装置を一段階押し込んだ状態が図示される。
【０６９８】
　また、作用の理解を容易とするために図９６（ａ）には、係合片６３４２ｂｔ、中間ギ
ヤ８３５６及び切替ギヤ８３８４が図示され、図９６（ｂ）から図９６（ｄ）では、中間
ギヤ８３５６及び切替ギヤ８３８４の図示が省略される。
【０６９９】
　係止装置１５３３５ｂは、基体３３１の上前端面に配置されると共に遮蔽装置８３８０
の円柱部材８３８３の両端部（布部材８３８２の外側）を係止する部材であって、ノッチ
機構により係止状態（図９６（ａ）参照）と解除状態（図９６（ｃ）参照）とを切り替え
可能に構成される。
【０７００】
　円柱部材８３８３は、案内溝８３３４ｂに沿ってスライド移動する。また、切替ギヤ８
３８４は、ワンウェイクラッチの機構（図９６（ａ）参照）の回転方向が第８実施形態の
場合と逆方向で構成される。即ち、切替ギヤ８３８４が図９６（ａ）反時計回りに回転す
る場合に、駆動力が回転軸８３８１に伝達され、布部材８３８２が上方へ巻き取られる。
なお、切替ギヤ８３８４が図９６（ａ）時計回りに回転する方向に駆動モータ３５０（図
６５（ａ）参照）が回転する場合には、第８実施形態と同様に一対の回転体８３４０ａ，
８３４０ｂ（図６５（ｂ）参照）が回転する。
【０７０１】
　図９６（ｂ）に示すように、図９６（ａ）の状態から布部材８３８２が所定量巻き取ら
れると、円柱部材８３８３が係止装置１５３３５ｂのノッチ機構を構成する部分を一段階
押し込むことで、回転軸８３８１を回転させる駆動力を解除すると係止装置１５３３５ｂ
が解除位置（図９６（ｃ）参照）に配置される。そのため、円柱部材８３８３を下支えす
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る部材が無くなり、円柱部材８３８３は、例えば巻き取り装置８３３３ｂ（図６５（ｂ）
参照、本実施形態では、巻き取り装置８３３３ｂは収容体１５３３０に配設され、収容体
１５３３０に対して布部材８３８２を延伸させる方向に回転軸８３８１を付勢する）の付
勢力によって回転軸８３８１が回転し、布部材８３８２が延伸される。
【０７０２】
　一方で、図９６（ｃ）から更に円柱部材８３８３が垂下された状態から、布部材８３８
２を巻き取ることで、円柱部材８３８３が案内溝８３３４ｂに沿って上方へスライド移動
する。そして、図９６（ｄ）に示すように、円柱部材８３８３が係止装置１５３３５ｂの
ノッチ機構を構成する部分を図９６（ｃ）に示す位置（解除位置）から一段階押し込むこ
とで、係止装置１５３３５ｂを係止位置に配置することができる。
【０７０３】
　これにより、遮蔽装置８３８０を駆動させる方向は一方向としながら、円柱部材８３８
３を上下にスライド移動させ布部材８３８２を伸縮させる機能に加え、円柱部材８３８３
を係止装置１５３３５ｂで係止する状態と、円柱部材８３８３の係止装置１５３３５ｂに
よる係止を解除して円柱部材８３８３を移動可能とする状態との両方を構成可能とできる
。
【０７０４】
　本実施形態では、係止装置１５３３５ｂが係止位置に配置されると、収容体１５３３０
に固定される挟持装置（図示せず）が回転軸８３８１を挟持し、その挟持力により、巻き
取り装置８３３３ｂの付勢力に対抗する。そのため、図９６（ｄ）に示す状態で、布部材
８３８２が巻き取り装置８３３３ｂの付勢力で押し出されることを防止することができる
。
【０７０５】
　また、他の方法として、布部材８３８２を剛性の高い板部材が延伸方向に連設される「
すだれ状」に構成される態様とすることで、図９６（ｄ）の状態に円柱部材８３８３が配
置された状態において、巻き取り装置８３３３ｂの付勢力によって回転軸８３８１が回転
し、布部材８３８２が撓んで下方に垂れ下がり始めることを防止することができる。即ち
、「すだれ状」に構成される各板部材の延伸方向の幅を広く（例えば、回転軸８３８１と
円柱部材８３８３との間の距離以上の幅と）することで、板部材の剛性で回転軸８３８１
の回転を止めることができ、図９６（ｄ）に示す状態を維持することができる。
【０７０６】
　以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。
【０７０７】
　上記各実施形態において、１の実施形態の一部または全部を他の１又は複数の実施形態
の一部または全部と入れ替えて又は組み合わせて、遊技機を構成しても良い。
【０７０８】
　上記各実施形態では、回転体昇降ユニット３００において、第１回転体３４０ａ及び第
２回転体３４０ｂがそれぞれ表示面（第１から第３表示板３４３Ａ～３４３Ｃ）を３面備
え、それら３面の図形を組み合わせて遊技者に視認させる場合を説明したが、必ずしもこ
れに限られるものではなく、第１回転体３４０ａの表示面の面数ｎと第２回転体３４０ｂ
の表示面の面数ｍとが異なる値に設定されるものであっても良い。
【０７０９】
　上記各実施形態では、回転体昇降ユニット３００において、駆動モータ３５０の駆動力
を第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂに伝達する伝達機構が、駆動ギヤ３５１、
伝達ギヤ３５２、第１ギヤ３５３，２３５３，３３５３、中間ギヤ３５４，２３５４，３
３５４及び第２ギヤ３５５，２３５５，３３５５からなる場合を説明したが、必ずしもこ
れに限られるものではなく、中間ギヤ３５４，２３５４，３３５４及び第２ギヤ３５５，
２３５５，３３５５を少なくとも備えるものとして形成しても良い。
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【０７１０】
　例えば、中間ギヤ３５４，２３５４，３３５４を第１回転体３４０ａに配設すると共に
、その中間ギヤ３５４，２３５４，３３５４に歯合可能な状態で第２ギヤ３５５，２３５
５，３３５５を第２回転体３４０ｂに配設し、駆動モータ５３０の駆動軸を、中間ギヤ３
５４，２３５４，３３５４又は第２ギヤ３５５，２３５５，３３５５の一方に固着する構
造が例示される。かかる構造によれば、歯車の数を低減して、部品コストの削減を図るこ
とができる。
【０７１１】
　上記各実施形態では、回転体昇降ユニット３００において、基体３３１には、収容体３
３０の背面（図１８（ｂ）紙面奥側）を形成する部分の正面（内面）に反射部ＲＦを配設
する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、他の部分に反射部ＲＦを
配設しても良い。他の部位としては、基体３３１の部分であって、収容体３３０の上面ま
たは下面を形成する部分の内面が例示される。これら各面は、第１回転体３４０ａ及び第
２回転体３４０ｂが回転される際にその外周面（各表示板３４３Ａ～３４３Ｃ）が対面さ
れる面なので、ＬＥＤ３４４から発光された光を遊技者へ向けて視認可能に反射させるこ
とができる。
【０７１２】
　特に、本実施形態では、第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂが断面三角形状に
形成されるので、各回転体３４０ａ，３４０ｂが回転される際には、その回転に伴って、
上記反射板ＲＦが配設される基体４４１の各内面と各回転体３４０ａ，３４０ｂの外周面
との間の隙間（図１８（ｂ）上下方向間隔）を増減させることができると共に、上記反射
板ＲＦが配設される基体４４１の各内面に対する各回転体３４０ａ，３４０ｂの各表示板
３４３Ａから３４３Ｃとの対向角度を変化させることができる。これにより、ＬＥＤ３４
４から発光され透過部ＰＮから照射された光を、反射部ＲＦからの反射光として視認する
遊技者に対して、その反射光の態様を変化させることができる。
【０７１３】
　上記各実施形態では、回転体昇降ユニット３００において、第１回転体３４０ａ及び第
２回転体３４０ｂの回転軸が互いに平行に配置される場合を説明したが、必ずしもこれに
限られるものではなく、直交するものであっても良い。これにより、遊技者に対して、例
えば、第１回転体３４０ａ及び第２外周面３４０ｂの外周面にそれぞれ描かれる図形を互
いに直交する方向へ変位（移動）させることができる。この場合、各表示板３４４Ａ～３
４４Ｃは正面視正方形上に形成することが好ましい。第１回転体３４０ａ及び第２回転体
３４０ｂを並設した場合に、それらの外周面に描かれる図形の一体感を形成できるからで
ある。
【０７１４】
　上記各実施形態では、回転体昇降ユニット３００において、１の収容体３３０に配設さ
れる回転体（第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂ）の数が２本とされる場合を説
明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、３本以上であっても良い。
【０７１５】
　上記各実施形態では、中央遊動ユニット４００において、左右のアーム体４３０の基端
側がベース体４１０に回転可能に軸支される場合を説明したが、必ずしもこれに限られる
ものではなく、例えば、左右のアーム体４３０の基端側をベース体４１０に対してスライ
ド変位可能に形成しても良い。スライド変位によっても、左右のアーム体４３０が独立に
変位可能とされることで、上記各実施形態の場合と同様に、第１部材４４０の動きに変化
を付与することができる。
【０７１６】
　上記各実施形態では、中央遊動ユニット４００において、アーム体４３０及び第１部材
４４０が連結ピン４３３及び摺動溝４４１ａにより連結されることで、左右のアーム体４
３０の変位（回転）時や慣性力が作用される際などに、アーム部材４３０に対して第１部
材４４０が相対変位可能とされる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではな
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く、アーム体４３０及び第１部材４４０を相対変位可能に連結する構造は他の構造であっ
ても良い。
【０７１７】
　他の構造としては、例えば、アーム体４３０の先端と第１部材４４０とを、弾性部材（
例えば、ゴム状弾性体やウレタン、金属製のコイルばね・ねじりばね、板ばねなど）を介
して連結し、弾性部材の弾性変形により相対変位を可能とする構造、アーム体４３０の先
端と第１部材４４０とを、軸と軸孔とにより回転可能に連結し、軸孔に対する軸の回転に
より相対変位を可能とする構造、アーム体４３０の先端と第１部材４４０とを、球状のボ
ールとそのボールに球面接触するスタッドとにより連結し、スタッドに対するボールの回
転により相対変位を可能とする構造、アーム体４３０の先端と第１部材４４０とを、１又
は複数のリンク機構により連結し、リンク機構の変形により相対変位を可能とする構造、
これらの一部または全部を組み合わせた構造、などが例示される。
【０７１８】
　上記各実施形態では、中央遊動ユニット４００を上昇位置または下降位置に配置する際
の動作方法を説明したが、それら各動作方法は一例であり、他の動作方法を採用すること
は当然可能である。よって、例えば、図３３及び図３４に示す動作方法において、その一
部を他の動作方法に置き換えても良い。
【０７１９】
　上記各実施形態では、中央遊動ユニット４００において、第１部材４４０を惰性（慣性
の作用）により左右に往復動（横揺れ）させる場合には、左右のアーム体４３０を停止状
態に維持する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第１部
材４４０の左右への往復動が収束する前に、左右のアーム体４３０の一方または両方を所
定振幅で周期的に変位（回転）させても良い。アーム体４３０の変位が所定振幅での周期
的な変位なので、かかるアーム体４３０の動きを遊技者に認識させることなく、第１部材
４４０の左右への往復動を形成し、惰性による往復動が継続されていると遊技者に認識さ
せることができる。
【０７２０】
　上記各実施形態では、中央遊動ユニット４００において、腕部材４４４が左右対称形状
とされ、その重心位置が左右方向中央に位置する場合を説明したが、必ずしもこれに限ら
れるものではなく、腕部材４４４の重心位置を左右方向のいずれか一方側へ偏心させても
良い。これによれば、腕部材４４４の回転に伴い基体４４１に作用される反力を大きくし
て、第１部材４４０の左右への往復動（横揺れ）を大きくできると共に変化を与えること
ができる。
【０７２１】
　上記各実施形態では、中央遊動ユニット４００及び左右回転体５００，５５００におい
て、第１部材４４０（基体４４１の筒部４４１ｂ）に変位部材５３０を直接当接させるこ
とで、第１部材４４０の動きを規制する或いは第１部材４４０に動きを発生させる場合を
説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、第１部材４４０（基体４４１の筒部
４４１ｂ）と変位部材５３０とを非接触としつつ、同様の動作を実行可能に形成しても良
い。
【０７２２】
　具体的には、第１部材４４０（基体４４１の筒部４４１ｂ）又は変位部材５３０の一方
に磁石を配設する共に、第１部材４４０（基体４４１の筒部４４１ｂ）又は変位部材５３
０の他方に磁石または鉄製部材を配設し、変位部材５３０が所定位置まで変位された場合
に、一方の磁石と他方の磁石または鉄製部材との間で磁力が作用されることで、第１部材
４４０の動きを規制する或いは第１部材４４０に動きを発生させる構造が例示される。
【０７２３】
　これによれば、第１部材４４０（基体４４１の筒部４４１ｂ）と変位部材５３０とを非
接触として、両者が当接することを回避できるので、衝突による損傷を抑制することがで
きる。なお、第１部材４４０（基体４４１の筒部４４１ｂ）又は変位部材５３０の他方に
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鉄製部材を配設する場合には、左右の変位部材５３０の一方と第１部材４４０との間に作
用する磁力、及び、左右の変位部材５３０の他方と第１部材４４０との間に作用する磁力
とを釣り合わせて、左右の変位部材５３０の間で第１部材４４０が引っ張られるようにす
ることで、非接触状態とする。
【０７２４】
　上記第６実施形態では、非接触磁気センサから構成されるセンサ部６３４２ｃ１を用い
て第２ギヤ６３５５と第２回転体６３４０ｂとの位相関係を検出する場合を説明したが、
必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、反射光を検出する光センサを同じ位置に
用いても良い。第２ギヤ６３５５の部分であって光センサの光が投光される部分に周方向
に連設されるスリットを設けることで、光が反射され光センサに到達するまでの期間を第
２ギヤ６３５５と回転体６３４０ｂとの位相関係により異ならせることができる。これに
より、第２ギヤ６３５５と回転体６３４０ｂとの位相差を検出することができる。
【０７２５】
　上記第６実施形態では、駆動モータ３５０の停止タイミングを第２ギヤ６３５５と端面
板６３４２との位相差により制御する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるもので
はなく、例えば、センサ部６３４２ｃ１及び検出部６３５５ｃを不要とすると共に、係合
片６３４２ｂｔにかけられる付勢力が、第２回転体６３４０ｂを軸回転させられる程度の
大きさ（第２回転体６３４０ｂの重量に対向して、第２回転体６３４０ｂを回転させるこ
とが可能な大きさ）に構成されても良い。
【０７２６】
　ここで、係合片６３４２ｂｔが第１壁面６３５５ｂ１に当接されず第２壁面６３５５ｂ
２の中腹に当接される状態で第２ギヤ６３５５が停止された場合、係合片６３４２ｂｔに
かけられる付勢力が、第２ギア６３５５及び端面板６３４２を周方向に回転させる方向に
負荷される。この場合、第２ギヤ６３５５は、伝達経路ＦＬ１を構成する複数のギアから
抵抗を受け、回転することが困難となるが、伝達経路ＦＬ２は、第２ギヤ６３５５と中間
ギヤ２３５４とが滑り状態を構成するので、端面板６３４２を回転させる場合に伝達経路
ＦＬ２を構成するギアからの抵抗は生じない。
【０７２７】
　従って、係合片６３４２ｂｔにかけられる付勢力が第２回転体６３４０ｂを回転可能な
程度の強さであれば、係合片６３４２ｂｔにかけられる付勢力により端面板６３４２を回
転させることができ、それに伴って、第２ギヤ６３５５と端面板６３４２との位相を係合
片６３４２ｂｔが第１壁面６３５５ｂ１に当接する位相に近づけることができる。
【０７２８】
　上記第８実施形態では、案内溝８３３４ｂが開口３３５ａの下端部まで延設されること
で布部材８３８２によって一対の回転体８３４０ａ，８３４０ｂの全体を遮蔽可能である
場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、案内溝が第２回転体
８３４０ｂのみを遮蔽する位置（開口３３５ａの中間）まで延設されるようにしても良い
。
【０７２９】
　この場合、布部材８３８２が広げられても、第１回転体８３４０ａを遊技者から遮蔽す
ることはできないが、第２回転体８３４０ａが遮蔽されることで、一対の回転体８３４０
ａ，８３４０ｂの図形が合っているかどうか（一対の回転体８３４０ａ，８３４０ｂが停
止位置に配置されたか否か）を遊技者が把握することを防止することができる。従って、
布部材８３８２が巻き取られるまで一対の回転体８３４０ａ，８３４０ｂが停止位置に配
置されたか否かを把握不能にするという効果を確保しつつ、布部材８３８２を広げる円柱
部材８３８３の移動距離を短くすることで遮蔽状態から視認状態へ変化させるまでの期間
を短縮化することができる。
【０７３０】
　上記第９実施形態では、回転板装置９３８０の回転板部材９３８１が、遮蔽状態と視認
状態とをとる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、回転板
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部材９３８１が鉛直方向から４５度をなす姿勢に停止されても良い。なお、収容体９３３
０は遊技者に見下ろされる位置に配置され、回転板部材９３８１の面が遊技者を見上げる
態様で構成される場合を想定する。
【０７３１】
　この場合、例えば、回転板部材９３８１に光を反射する部材が使用されることで、ＬＥ
Ｄ３４４の照射方向が前後方向であっても、反射部ＲＦで回転板装置９３８０側に反射さ
れた光を回転板部材９３８１の面で遊技者側に反射させる（斜め上へ向ける）ことができ
る。これにより、ＬＥＤ３４４の姿勢を固定したままにしながら、光の演出効果を向上さ
せることができる。
【０７３２】
　また、この場合、回転板部材９３８１を遮蔽状態とすることで、反射部ＲＦで回転板装
置９３８０側に反射された光を回転板部材９３８１の面で正面側に反射させることができ
るので、遊技者の視線と同じ高さに収容体９３３０が配置される場合には、回転板部材９
３８１を遮蔽状態とすることで光の演出効果を向上させることができる。
【０７３３】
　本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、
一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生する
まで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と
称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に
球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生
させるパチンコ機として実施してもよい。また、Ｖゾーン等の特別領域を有する入賞装置
を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチン
コ機に実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、
いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施す
るようにしても良い。
【０７３４】
　なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で
操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより
図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念とし
ては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する
表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動
表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、
所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時
の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値
を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン
、メダル等が代表例として挙げられる。
【０７３５】
　また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄
からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用
のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基
づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、
例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の
変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件と
して遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受
皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用す
れば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機と
スロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダ
ルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し
得る。
【０７３６】
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　以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０７３７】
　＜左右センサ装置６００を一例とする発明の概念について＞
　前面側に遊技領域が形成される遊技盤と、その遊技盤の前面側に遊技媒体が通過可能な
間隔を隔てて配設される光透過性の透明板と、前記遊技盤の背面側に変位可能に配設され
前記遊技盤の開口を介して遊技者から視認可能とされる変位部材と、前記遊技盤の開口を
介して前記透明板の前面側の物体を検出するセンサ装置と、を備えた遊技機において、前
記変位部材が前記センサ装置の検出領域の少なくとも一部に重なる位置まで変位可能に形
成されることを特徴とする遊技機Ａ１。
【０７３８】
　ここで、例えば、遊技盤（前面枠の板ガラス）の前方へ向けて光を照射する発光部およ
び対象物から反射した光を受光する受光部を備える光センサを設け、その光センサにより
遊技者の手指の存在あるいは動作を検出するものが知られている（例えば、特開２０１０
－０９４３４８号公報）。この場合、光センサの光（照射光および反射光）の経路は、変
位可能に形成された変位部材の移動領域に重ならないように設定される（例えば、特開２
０１０－０９４３４８号公報の段落００４５及び第５図など）。そのため、光センサと変
位部材とは互いに関連を持たない関係とされ、変位部材を有効に活用できていないという
問題点があった。
【０７３９】
　これに対し、遊技機Ａ１によれば、センサ装置の検出領域の少なくとも一部に重なる位
置まで変位部材が変位可能に形成されるので、変位部材の変位によってセンサ装置の検出
領域に影響を与えることができる。即ち、センサ装置と変位部材とを互いに関連を持つ関
係とすることができ、これにより、変位部材の活用を図ることができる。
【０７４０】
　なお、センサ装置は、非接触式の物体検知センサであり、例えば、光学式のセンサ装置
（可視光または不可視光からなる光を照射する照射手段と、その照射手段から照射され対
象物（物体）により反射した光を受光する受光手段とを備え、受光した光を評価するもの
）が例示される。受光した光の評価方法としては、受光手段（ＰＳＤやＣ－ＭＯＳ）の結
像位置を対象物の有無（距離）に換算する三角測距式や光が照射されてから受光するまで
に要する時間を対象物の有無（距離）に換算するタイム・オブ・フライト式などが例示さ
れる。
【０７４１】
　遊技機Ａ１において、前記センサ装置は、互いに所定間隔を隔てて配置される第１セン
サ及び第２センサを備え、前記変位部材は、前記第１センサの検出領域と前記第２センサ
の検出領域とを区画する位置に変位可能とされることを特徴とする遊技機Ａ２。
【０７４２】
　遊技機Ａ２によれば、遊技機Ａ１の奏する効果に加え、第１センサの検出領域と第２セ
ンサの検出領域とを区画する位置に変位部材が変位可能とされるので、透明板の前面にお
いて、これら２つの領域を確実に切り離すことができる。これにより、例えば、これら２
つの検出領域とのうちからいずれか一方の検出領域を遊技者に選択させる動作の検出精度
を高めることができる。
【０７４３】
　一方、第１センサの検出領域と第２センサの検出領域とを区画する位置から変位部材を
退避させることで、これらの２つの検出領域の変位部材による区画を解除することができ
る。これにより、例えば、第１センサの検出領域と第２センサの検出領域とに加え、第１
センサ及び第２センサの両者に検出される検出領域を形成することができる。
【０７４４】
　遊技機Ａ２において、前記変位部材は、前記第１センサの検出領域または第２センサの
検出領域のうちの少なくとも一方に重なる領域を変位可能とされ、その変位部材の変位に
伴い、前記第１センサの検出領域または第２センサの検出領域のうちの少なくとも一方の
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検出領域の大きさが変更されることを特徴とする遊技機Ａ３。
【０７４５】
　遊技機Ａ３によれば、遊技機Ａ２の奏する効果に加え、変位部材が、第１センサの検出
領域または第２センサの検出領域のうちの少なくとも一方に重なる領域を変位可能とされ
るので、その変位部材の変位に伴い、第１センサの検出領域または第２センサの検出領域
のうちの少なくとも一方の検出領域の大きさを変更することができる。これにより、例え
ば、遊技者が自分の手や指を検出させる動作を行う場合に、遊技者に検出領域を探させる
ことができる。
【０７４６】
　遊技機Ａ１からＡ３のいずれかにおいて、前記センサ装置は、前記変位部材が所定位置
に配置されたことを検出可能に形成されることを特徴とする遊技機Ａ４。
【０７４７】
　遊技機Ａ４によれば、センサ装置は、変位部材が所定位置に配置されたことを検出可能
に形成される。即ち、透明板の前面側の物体を検出する手段と、変位部材の変位位置を検
出する手段とをセンサ装置が兼用することができ、変位部材の変位位置を検出する手段を
別途設ける必要がない。よって、遊技機Ａ１からＡ３のいずれかの奏する効果に加え、部
品コストの削減を図ることができる。
【０７４８】
　遊技機Ａ１からＡ４のいずれかにおいて、発光可能に形成される発光手段を備え、その
発光手段の発光が前記センサ装置へ入射されることを遮蔽可能な位置へ前記変位部材が変
位可能とされることを特徴とする遊技機Ａ５。
【０７４９】
　遊技機Ａ５によれば、発光可能な発光手段を備えるので、その発光手段の発光による演
出を行うことができる。この場合、発光手段の発光がセンサ装置へ入射されることを遮蔽
可能な位置に変位部材を変位させることができるので、発光手段の発光がセンサ装置に受
光されることを抑制できる。その結果、遊技機Ａ１からＡ４のいずれかの奏する効果に加
え、センサ装置の誤検出を抑制できる。また、発光手段の発光がセンサ装置へ入射される
ことを遮蔽するための部材を変位部材に兼用させることができるので、その分、部品コス
トの削減を図ることができる。更に、発光手段の発光が行われない際には、変位部材を遮
蔽位置から退避させることができ、スペースを確保できるので、そのスペースを他の変位
部材が変位するためのスペースとして利用することができる。
【０７５０】
　遊技機Ａ５において、前記発光手段は、複数が異なる位置に配設され、前記変位部材は
、前記複数の発光手段の発光状態に応じて、前記発光手段からの発光が前記センサ装置へ
入射されることを遮蔽可能な位置へ前記変位部材が変位可能とされることを特徴とする遊
技機Ａ６。
【０７５１】
　遊技機Ａ６によれば、発光手段は、複数が異なる位置に配設されるので、それら複数の
発光手段のうちの発光させる発光手段を変化させる演出を行うことができる。この場合、
複数の発光手段の発光状態に応じて、発光手段からの発光がセンサ装置へ入射されること
を遮蔽可能な位置へ変位部材を変位させることができるので、発光手段の発光がセンサ装
置に受光されることを抑制できる。その結果、遊技機Ａ５の奏する効果に加え、センサ装
置の誤検出を抑制できる。また、複数の発光手段のうちのいずれの発光手段の発光に対し
てもセンサ装置への入射を遮蔽可能な固定の部材を設ける場合には、かかる部材の配設に
大きなスペースが必要となるところ、発光手段の発光が行われない際には、変位部材を遮
蔽位置から退避させることで、より大きなスペースを確保できる。よって、そのスペース
を他の変位部材が変位するためのスペースとして利用することができる。
【０７５２】
　遊技機Ａ５又はＡ６において、前記遊技盤の背面側に変位可能に配設され前記遊技盤の
開口を介して視認可能とされると共に前記発光手段が配設される第２変位部材を備え、前
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記変位部材は、前記第２変位部材の変位位置に応じて、前記発光手段からの発光が前記セ
ンサ装置へ入射されることを遮蔽可能な位置へ前記変位部材が変位可能とされることを特
徴とする遊技機Ａ７。
【０７５３】
　遊技機Ａ７によれば、発光手段は、変位可能に形成される第２変位部材に配設されるの
で、第２変位部材の変位に伴い異なる位置で発光手段を発光させる演出を行うことができ
る。この場合、第２変位部材の変位位置に応じて、発光手段からの発光がセンサ装置へ入
射されることを遮蔽可能な位置へ変位部材を変位させることができるので、発光手段の発
光がセンサ装置に受光されることを抑制できる。その結果、遊技機Ａ５又はＡ６の奏する
効果に加え、センサ装置の誤検出を抑制できる。また、第２変位部材の可動範囲の全体範
囲に対応して、発光手段の発光がセンサ装置へ入射されることを遮蔽可能な固定の部材を
設ける場合には、かかる部材の配設に大きなスペースが必要となるところ、発光手段の発
光が行われない際には、変位部材を遮蔽位置から退避させることで、より大きなスペース
を確保できる。よって、そのスペースを他の変位部材が変位するためのスペースとして利
用することができる。
【０７５４】
　遊技機Ａ１からＡ７のいずかにおいて、前記センサ装置は、互いに所定間隔を隔てて対
向配置される第１センサ及び第２センサを備え、前記第１センサまたは第２センサの一方
から発光され前記透明板の汚れで反射した光を前記第１センサまたは第２センサの他方が
受光可能に形成されることを特徴とする遊技機Ａ８。
【０７５５】
　遊技機Ａ８によれば、遊技機Ａ１からＡ７のいずれかの奏する効果に加え、互いに所定
間隔を隔てて対向配置される第１センサ及び第２センサをセンサ装置が備え、第１センサ
または第２センサの一方から発光され透明板で反射した光を第１センサまたは第２センサ
の他方が受光可能に形成されるので、第１センサおよび第２センサを遊技者から視認され
難い位置に配設しつつ、透明板の汚れ（例えば、遊技者の手の脂など）の有無を検出可能
とできる。
【０７５６】
　例えば、遊技盤の開口の縁部よりも幅方向の奥まった位置に１のセンサ装置を配設し、
センサ装置からの発光を透明板に対して斜めに照射する構成では、正面視においてセンサ
装置を遊技者から視認され難くできると共に、透明板の前面側に存在する物体（例えば、
遊技者の手や指）を検出することはできる。しかし、センサ装置から発光された光の透明
板に対する入射角が大きくため、透明板の汚れで反射した光をセンサ装置が受光すること
ができない。
【０７５７】
　これに対し、遊技機Ａ８によれば、例えば、第１センサおよび第２センサが、遊技盤の
開口を挟んでそれぞれ開口の縁部よりも幅方向の奥まった位置に配設されることで、遊技
者から視認され難くできる。この場合、第１センサまたは第２センサの一方から発光され
た光が透明板の汚れで反射する場合にはその反射した光を第１センサまたは第２センサの
他方で受光し、透明板の汚れがない場合には、第１センサまたは第２センサの一方から発
光された光は透明板を透過し、第１センサまたは第２センサの他方で受光しない。これに
より、透明板の汚れの有無を検出できる。
【０７５８】
　なお、第１センサ及び第２センサによる透明板の汚れの有無の検出は、遊技機の電源投
入時の処理において行うことが好ましい。遊技機の電源投入時は、遊技者が入店していな
いため、透明板の前面側における物体（遊技者の手や指）と透明板の汚れとの区別を行う
必要がなく、透明板の汚れの有無の検出精度を高めることができるからである。
【０７５９】
　遊技機Ａ１からＡ８のいずれかにおいて、前記変位部材は、前記センサ装置から発光さ
れた光が照射される面に、前記照射された光を吸収可能な吸収素材が配設されることを特
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徴とする遊技機Ａ９。
【０７６０】
　遊技機Ａ９によれば、遊技機Ａ１からＡ８のいずれかにおいて、変位部材は、センサ装
置から発光された光が照射される面に、その照射された光を吸収可能な吸収素材が配設さ
れるので、変位部材で反射した光がセンサ装置によって受光されることを回避できる。こ
れにより、センサ装置の受光した光が、透明板の前面側の物体で反射した光であるか、変
位部材で反射した光であるかを区別することを不要とできるので、透明板の前面側の物体
の検出精度の向上を図ることができると共に、判断処理を簡素化して、制御負担を抑制で
きる。
【０７６１】
　遊技機Ａ１からＡ９のいずれかにおいて、前記変位部材は、前記センサ装置から発光さ
れた光が照射される部分が、前記照射された光を透過可能な素材から形成されることを特
徴とする遊技機Ａ１０。
【０７６２】
　遊技機Ａ１０によれば、遊技機Ａ１からＡ９のいずれかにおいて、変位部材は、センサ
装置から発光された光が照射される部分が、その照射された光を透過可能な素材から形成
されるので、変位部材で反射した光がセンサ装置によって受光されることを回避できる。
これにより、センサ装置が受光した光が、透明板の前面側の物体で反射した光であるか、
変位部材で反射した光であるかを区別することを不要とできるので、透明板の前面側の物
体の検出精度の向上を図ることができると共に、判断処理を簡素化して、制御負担を抑制
できる。
【０７６３】
　また、変位部材の上記部分が照射された光を透過可能な素材から形成されることで、セ
ンサ装置から発光された光を透過させて、その透過させた光を透明板の前面側の物体に照
射できると共に、物体で反射した光を透過させて、その透過させた光をセンサ装置に受光
させることができる。これにより、センサ装置の検出領域を確保しつつ、変位部材を変位
させることができる。
【０７６４】
　遊技機Ａ１からＡ１０のいずれかにおいて、前記変位部材は、前記センサ装置から発光
された光が照射される面に、前記照射された光を前記センサ装置と異なる方向へ反射させ
る反射面が形成されることを特徴とする遊技機Ａ１１。
【０７６５】
　遊技機Ａ１１によれば、遊技機Ａ１からＡ１０のいずれかにおいて、変位部材は、セン
サ装置から発光された光が照射される面に、その照射された光をセンサ装置と異なる方向
へ反射させる反射面が形成されるので、変位部材で反射した光がセンサ装置によって受光
されることを回避できる。これにより、センサ装置の受光した光が、透明板の前面側の物
体で反射した光であるか、変位部材で反射した光であるかを区別することを不要とできる
ので、透明板の前面側の物体の検出精度の向上を図ることができると共に、判断処理を簡
素化して、制御負担を抑制できる。
【０７６６】
　＜中央遊動ユニット４００を一例とする発明の概念について＞
　変位可能に形成される変位部材と、その変位部材に相対変位可能に配設される第１部材
と、前記変位部材に駆動力を付与する駆動手段とを備えた遊技機において、前記変位部材
は、互いに独立して変位可能な一対のアーム部材を備え、それら一対のアーム部材の一端
に前記第１部材が相対変位可能に連結されることを特徴とする遊技機Ｂ１。
【０７６７】
　ここで、変位可能な変位部材を設け、その変位部材の変位により演出を行うものが知ら
れている。また、変位部材の前面に第１部材を更に設け、その第１部材を回転させること
で演出効果を高めるものもある（例えば、特開２０１２－１０５８７３号公報）。しかし
ながら、上述したものでは、変位部材と第１部材とが一体的に変位しつつ、第１部材が回
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転する形態であり、第１部材の動きの変化に乏しいという問題点があった。
【０７６８】
　これに対し、遊技機Ｂ１によれば、変位部材が互いに独立して変位可能な一対のアーム
部材を備え、それら一対のアーム部材の一端第１部材が連結されるので、一対のアーム部
材を互いに独立して変位させることで、両アーム部材の変位と第１部材の変位とを異なら
せることができ、その結果、第１部材の動きに変化を与えることができる。
【０７６９】
　また、変位部材は、アーム部材に対して相対変位可能に連結されるので、アーム部材の
変位と第１部材の変位とを独立させることができる。即ち、例えば、アーム部材の変位時
に、そのアーム部材に対して変位部材を相対変位させ、両者を独立した変位で変位させる
、或いは、アーム部材の変位の停止時に、第１部材の変位を継続させることを行うことが
でき、その結果、第１部材の動きに変化を与えることができる。
【０７７０】
　なお、アーム部材の変位の形態としては、例えば、他端側を中心として回転する形態、
他端側がスライド変位する形態、これらを組み合わせた形態（アーム部材の一方が回転を
、他方がスライド変位を、それぞれ採用する形態）などが例示される。
【０７７１】
　また、アーム部材の一端と第１部材とが相対変位可能に連結される形態としては、例え
ば、アーム部材または第１部材の一方に配設された軸が他方に配設された軸孔に軸支され
軸が軸孔に対して軸回転することで相対変位可能とする形態、アーム部材または第１部材
の一方に配設されたピンが他方に配設された摺動溝に沿って摺動することで相対変位可能
とする形態、アーム部材および第１部材が弾性部材を介して連結され弾性部材が弾性変形
することで相対変位可能とする形態、アーム部材または第１部材の一方に配設された球状
のボールが他方に配設されボールに球面接触するスタッドに対して任意方向に回転するこ
とで相対変位可能とする形態、アーム部材および第１部材が１又は複数のリンク機構（変
形しない節が可動部分である関節により接続された機構）を介して連結されリンク機構が
変形することで相対変位可能とする形態、これらの各形態を組み合わせた形態などが例示
される。
【０７７２】
　遊技機Ｂ１において、前記一対のアーム部材は、前記第１部材が相対変位可能に配設さ
れる一端と反対側の他端が回転可能に軸支され、前記駆動手段から付与される駆動力によ
り前記他端を中心として回転されることを特徴とする遊技機Ｂ２。
【０７７３】
　遊技機Ｂ２によれば、遊技機Ｂ１の奏する効果に加え、一対のアーム部材は、第１部材
が相対変位可能に配設される一端と反対側の他端が回転可能に軸支され、駆動手段から付
与される駆動力により他端を中心として回転されるので、一対のアーム部材のそれぞれの
一端を、中心位置が互いに異なる円弧状の軌跡に沿って移動させることができる。その結
果、一対のアーム部材をそれぞれ変位（回転）させることで、第１部材に直線運動と回転
運動とを組み合わせた動きを付与することができ、その動きに変化を与えることができる
。
【０７７４】
　なお、一対のアーム部材は、一端から他端までの距離が互いに同一の長さに設定されて
いても良く、或いは、異なる長さに設定されていても良い。
【０７７５】
　遊技機Ｂ１又はＢ２において、前記アーム部材または第１部材の一方には摺動溝が配設
されると共に、前記アーム部材または第１部材の他方には前記摺動溝に沿って摺動可能に
形成されるピン部が配設され、前記摺動溝は、少なくとも前記アーム部材が基準位置に配
置された状態において、前記摺動溝の一方の端部または他方の端部と前記ピン部との間に
隙間が形成されることを特徴とする遊技機Ｂ３。
【０７７６】
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　遊技機Ｂ３によれば、遊技機Ｂ１又はＢ２の奏する効果に加え、アーム部材および第１
部材が摺動溝とピン部とを介して連結され、摺動溝は、少なくともアーム部材が基準位置
に配置された状態において、摺動溝の一方の端部または他方の端部とピン部との間に隙間
が形成されるので、アーム部材が停止されていても、隙間の分、第１部材がアーム部材に
対して相対変位することを許容することができる。これにより、第１部材の動きに変化を
与えることができる。
【０７７７】
　例えば、アーム部材を所定速度で変位させた後に基準位置で停止させると、その停止に
伴い発生する慣性力を第１部材に作用させることで、ピン部が摺動溝の一端および他端へ
向けて往復動する変位を形成することができる。その結果、アーム部材の変位を停止させ
た後において、第１部材を往復動させる（揺らす）ことができる。
【０７７８】
　遊技機Ｂ３において、前記摺動溝は、前記第１部材に形成されると共に、一対の直線状
の溝が非平行に配置されることを特徴とする遊技機Ｂ４。
【０７７９】
　遊技機Ｂ４によれば、遊技機Ｂ３の奏する効果に加え、摺動溝は、第１部材に形成され
ると共に、一対の直線状の溝が非平行に配置されるので、アーム部材の変位が基準位置で
停止された後に、摺動溝の一方の端部または他方の端部とピン部との間の隙間の分、第１
部材がアーム部材に対して相対変位される際には、その相対変位に回転成分を付与するこ
とができる。これにより、第１部材の動きに変化を与えることができる。
【０７８０】
　また、摺動溝が直線状に形成されることで、ピン部を摺動溝に沿ってスムーズに摺動さ
せることができるので、アーム部材の変位に伴う第１部材の相対変位を安定化することが
できると共に、駆動手段の負荷を抑制できる。
【０７８１】
　遊技機Ｂ４において、前記摺動溝が略ハの字状に配置されることを特徴とする遊技機Ｂ
５。
【０７８２】
　遊技機Ｂ５によれば、遊技機Ｂ４の奏する効果に加え、摺動溝が略ハの字状に配置され
るので、第１部材の往復動が収束して停止した後は、その停止状態に第１部材を維持する
ことができる。よって、例えば、退避位置に退避された第１部材が外乱によりがたつくこ
とを抑制できる。その結果、摺動溝や連結ピンの摩耗を抑制できる。
【０７８３】
　遊技機Ｂ３において、前記一対のアーム部材は、前記第１部材が相対変位可能に配設さ
れる一端と反対側の他端が回転可能に軸支され、前記駆動手段から付与される駆動力によ
り前記他端を中心として回転され、前記摺動溝は、直線状に形成されると共に前記アーム
部材の一端に配設され、前記ピン部が前記第１部材に配設されることを特徴とする遊技機
Ｂ６。
【０７８４】
　遊技機Ｂ６によれば、遊技機Ｂ３の奏する効果に加え、一対のアーム部材は、第１部材
が相対変位可能に配設される一端と反対側の他端が回転可能に軸支され、駆動手段から付
与される駆動力により他端を中心として回転されるので、一対のアーム部材のそれぞれの
一端を、中心位置が互いに異なる円弧状の軌跡に沿って移動させることができる。その結
果、一対のアーム部材をそれぞれ変位（回転）させることで、第１部材に直線運動と回転
運動とを組み合わせた動きを付与することができ、その動きに変化を与えることができる
。
【０７８５】
　この場合、摺動溝が直線状に形成されると共にアーム部材の一端に配設され、ピン部が
第１部材に配設されるので、アーム部材の回転角度に応じて摺動溝の向き（傾斜方向）を
変化させることができる。例えば、摺動溝を略ハの字状に配置することや一直線状に配置
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することができる。これにより、例えば、アーム部材の変位が停止され、慣性力の作用に
より第１部材が往復動される際に、摺動溝が略ハの字状に配置される場合には、第１部材
の動きに回転成分を付与可能としつつ、その往復動をハの字の中央へ向けて速やかに収束
させることができ、また、摺動溝が一直線状に配置される場合には、第１部材の動きを直
線成分のみとすることができる。
【０７８６】
　また、摺動溝が直線状に形成されることで、ピン部を摺動溝に沿ってスムーズに摺動さ
せることができるので、アーム部材の変位に伴う第１部材の相対変位を安定化することが
できると共に、駆動手段の負荷を抑制できる。
【０７８７】
　遊技機Ｂ３からＢ６のいずれかにおいて、前記摺動溝の一方の端部または他方の端部と
前記ピン部との間に形成される隙間は、重力の作用により前記第１部材の移動を許容する
方向に配置されることを特徴とする遊技機Ｂ７。
【０７８８】
　遊技機Ｂ７によれば、遊技機Ｂ３からＢ６のいずれかにおいて、摺動溝の一方の端部ま
たは他方の端部とピン部との間に形成される隙間は、重力の作用により第１部材の移動を
許容する方向に配置されるので、第１部材の動きとして、アーム部材の変位に従動される
動きに加え、アーム部材の変位に従動せず重力の作用により自由落下する動きも形成でき
る。これにより、第１部材の動きに変化を与えることができる。
【０７８９】
　遊技機Ｂ３からＢ７のいずれかにおいて、前記第１部材は、前記アーム部材の一端が連
結される本体部と、その本体部に変位可能に配設される被駆動部と、その被駆動部に駆動
力を付与する第２駆動手段とを備えることを特徴とする遊技機Ｂ８。
【０７９０】
　遊技機Ｂ８によれば、遊技機Ｂ３からＢ７のいずれかにおいて、第１部材は、アーム部
材の一端が連結される本体部と、その本体部に変位可能に配設される被駆動部と、その被
駆動部に駆動力を付与する第２駆動手段とを備えるので、第２駆動手段の駆動力により被
駆動部を本体部に対して相対変位させる演出を行うことができる。この場合、本体部には
、被駆動部の変位に伴う反力が作用されるので、その反力によりピン部を摺動溝の一端お
よび他端へ向けて往復動させる変位を形成することができる。その結果、アーム部材の変
位が停止された状態において、本体部（第１部材）を変位（例えば、往復動）させること
ができる。
【０７９１】
　遊技機Ｂ８において、前記被駆動部は、前記本体部に回転可能に軸支され、前記第２駆
動手段から付与される駆動力により回転されることを特徴とする遊技機Ｂ９。
【０７９２】
　遊技機Ｂ９によれば、遊技機Ｂ８の奏する効果に加え、被駆動部は、前記本体部に回転
可能に軸支され、前記第２駆動手段から付与される駆動力により回転されるので、アーム
部材の変位が停止された状態において、駆動部の回転に伴う反力を本体部に作用させて本
体部を変位させる際には、本体部の動きに回転の成分を発生させやすくできる。
【０７９３】
　被駆動部の形状としては、例えば、円形、多角形、長尺形状などが例示される。この場
合、被駆動部は、その重心位置が回転中心（本体部に軸支される位置）から偏心されてい
ても良い。これにより、駆動部の回転に伴う反力を大きくできると共に回転角に対する反
力の変動を大きくして、本体部の動きに変化を与えることができる。
【０７９４】
　遊技機Ｂ９において、前記被駆動部の回転中心が前記一対のピン部の間に位置されるこ
とを特徴とする遊技機Ｂ１０。
【０７９５】
　遊技機Ｂ１０によれば、遊技機Ｂ９の奏する効果に加え、被駆動部の回転中心が前記一
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対のピン部の間に位置されるので、駆動部の回転に伴う反力を本体部の回転の動きに繋げ
やすくできる。
【０７９６】
　遊技機Ｂ１からＢ１０のいずれかにおいて、変位可能に形成される第２変位部材を備え
、その第２変位部材が第１部材に当接可能に形成されることを特徴とする遊技機Ｂ１１。
【０７９７】
　遊技機Ｂ１１によれば、遊技機Ｂ１からＢ１０の奏する効果に加え、変位可能に形成さ
れる第２変位部材を備え、その第２変位部材が第１部材に当接可能に形成されるので、か
かる当接により、第１部材の動きを規制することと、第１部材の動きに変化を与えること
との両者を達成することができる。例えば、アーム部材を基準位置で停止させる際に、第
２変位部材を第１部材に当接させることで、アーム部材の停止に伴い発生する慣性力で第
１部材が変位（往復動）されることを抑制できる。一方、例えば、アーム部材および第１
部材が停止されている状態で、第２変位部材を第１部材に衝突させ、第１部材を跳ね飛ば
すことで、アーム部材に対して第１部材を相対変位させる態様や、第２変位部材と一体と
なった状態で第１部材を変位させる態様を形成することができる。
【０７９８】
　更に、第１部材が本体部と被駆動部とを備える場合には、第２変位部材を本体部に当接
させておくことで、本体部は停止状態に維持しつつ被駆動部のみを変位させることができ
る。即ち、被駆動部の変位に伴う反力で本体部を被駆動部と共に変位させる態様と、被駆
動部のみを変位させる態様とを形成することができる。
【０７９９】
　遊技機Ｂ１からＢ１１のいずれかにおいて、変位可能に形成される第２変位部材を備え
、前記第１部材または第２変位部材の一方には磁石が配設されると共に、前記第１部材ま
たは第２変位部材の他方には磁石または鉄製部材が配設され、前記第２変位部材が所定位
置まで変位された場合には、前記一方の磁石と他方の磁石または鉄製部材との間で磁力が
作用されることを特徴とする遊技機Ｂ１２。
【０８００】
　遊技機Ｂ１２によれば、遊技機Ｂ１からＢ１１のいずれかの奏する効果に加え、変位可
能に形成される第２変位部材を備え、第１部材または第２変位部材の一方には配設された
磁石と、第１部材または第２変位部材の他方に配設された磁石または鉄製部材との間で磁
力が作用されるので、かかる磁力の作用により、第１部材の動きを規制する、或いは、第
１部材を変位させることができる。例えば、アーム部材を基準位置で停止させた後に、第
２変位部材を第１部材に近接離間させることで、磁力の作用により、第１部材を変位（往
復動）させることができる。なお、磁力の作用により第１部材の変位を規制できるので、
第１部材と第２変位部材とを当接させる必要がなく、両者を非接触とできるので、損傷を
抑制できる。
【０８０１】
　＜第１回転体３４０ａ及び第２回転体３４０ｂを一例とする発明の概念について＞
Ｃ１．駆動手段と、その駆動手段の駆動力を伝達する伝達手段と、その伝達手段から伝達
される駆動力により回転されると共に外周面に複数の図形が描かれた第１回転体および第
２回転体とを少なくとも備え、第１回転体の図形と第２回転体の図形とを遊技者に視認さ
せる遊技機において、前記伝達手段は、第１回転体の回転状態と第２回転体の回転状態と
が異なるように前記駆動手段の駆動力を前記第１回転体および第２回転体へ伝達可能に形
成されることを特徴とする遊技機Ｃ１。
【０８０２】
　ここで、外周面に複数の図形が描かれた第１回転体および第２回転体を備え、それら第
１回転体と第２回転体を回転させて、第１回転体の外周面に描かれた図形と第２回転体の
外周面に描かれた図形とをそれぞれ遊技者に視認させる遊技機が知られている（特開２０
１３－２２０２１５号公報）。この場合、第１回転体は第１の駆動モータ（駆動手段）に
より、第２回転体は第２の駆動モータにより、それぞれ独立して回転駆動され、遊技者が
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視認する第１回転体の図形と第２回転体の図形との組み合わせが変更可能とされる。しか
しながら、上述した従来の遊技機では、回転体と同じ数の駆動モータが必要となるため、
その分、コストが嵩むという問題点があった。
【０８０３】
　これに対し、遊技機Ｃ１によれば、伝達手段が、第１回転体の回転状態と第２回転体の
回転状態とが異なるように駆動手段の駆動力を第１回転体および第２回転体へ伝達可能に
形成されるので、１の駆動手段であっても、遊技者が視認する第１回転体の図形と第２回
転体の図形との組み合わせを変更できる。即ち、駆動手段の必要数を低減して、その分、
コストを削減できる。
【０８０４】
　なお、一方の回転体と他方の回転体との異なる回転状態としては、例えば、一方の回転
体と他方の回転体との回転速度が異なる状態、及び、一方の回転体が回転されると共に他
方の回転体が停止される状態が例示される。回転速度は、一定である必要はなく、増減し
ても良い。
【０８０５】
　また、各回転体の外周面に描かれる複数の図形としては、例えば、文字や図柄、色彩、
模様、或いは、これらの組み合わせが例示される。この場合、図形は、文字や図柄の一部
（他の図形と組み合わさって１の文字や図柄を形成するもの）であっても良く、全部（そ
の図形のみで１の文字や図柄を形成するもの）であっても良い。
【０８０６】
　遊技機Ｃ１において、前記伝達手段は、駆動手段の回転を、前記第１回転体および第２
回転体へそれぞれ異なる回転比で伝達することを特徴とする遊技機Ｃ２。
【０８０７】
　遊技機Ｃ２によれば、遊技機Ｃ１の奏する効果に加え、伝達手段は、駆動手段の回転を
、第１回転体および第２回転体へそれぞれ異なる回転比で伝達するので、第１回転体の回
転周期と第２回転体の回転周期とを異ならせることができる。よって、１の駆動手段であ
っても、遊技者が視認する第１回転体の図形と第２回転体の図形との組み合わせを変更で
きる。
【０８０８】
　また、伝達手段は、駆動手段から第１回転体および第２回転体へ伝達する回転の回転比
を異ならせる構成なので、かかる伝達手段の構造の簡素化を図ることができる。
【０８０９】
　なお、伝達手段としては、例えば、噛み合いで回転を伝える機構（歯車伝達機構やチェ
ーン伝達機構）や摩擦で回転を伝える機構（摩擦伝達機構やベルト伝達機構）が例示され
る。歯車伝達機構としては、平歯車、ウォームとウォーム歯車、かさ歯車、或いは、ラッ
クとピニオンが、チェーン伝達機構としては、チェーン及びスプロケットが、摩擦伝達機
構としては、摩擦歯車が、ベルト伝達機構としては、プーリとベルトが、それぞれ例示さ
れる。
【０８１０】
　この場合、第１回転体の回転軸と駆動手段の駆動軸との間、及び、第２回転体の回転軸
と駆動手段の駆動軸との間のそれぞれに、上述した噛み合いで回転を伝える機構または摩
擦で回転を伝える機構が配設されるものであっても良く、第１回転体および第２回転体の
一方は、その回転軸が駆動手段の駆動軸に直結され、第１回転体および第２回転体の他方
の回転軸と駆動手段の駆動軸との間に、上述した噛み合いで回転を伝える機構または摩擦
で回転を伝える機構が配設されるものであっても良い。後者の場合には、回転を伝える機
構を構成するための部品（歯車など）の数を抑制して、その分、コストの低減を図ること
ができる。
【０８１１】
　遊技機Ｃ２において、前記第１回転体および第２回転体は、その外周面に描かれた図形
を遊技者に視認可能とする視認位置において、一方の位相に対して他方の位相がずれた状
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態で停止されることを特徴とする遊技機Ｃ３。
【０８１２】
　遊技機Ｃ３によれば、遊技機Ｃ２の奏する効果に加え、現出させることのできる図形の
組み合わせの数を増加させることができると共に、所望の図形の組み合わせを現出させる
ために必要とされる回転数を抑制して短時間で現出させることができる。
【０８１３】
　即ち、外周面に描かれた図形を遊技者に視認させる視認位置に第１回転体および第２回
転体を停止させる際に、それら両回転体の両者の位相が一致することを要求すると、組み
合わせ可能な図形の数が少なくなると共に、所望の図形の組み合わせを現出させるために
必要とされる回転数が多くなる（テーブルが長くなる）。これに対し、遊技機Ｃ３によれ
ば、第１回転体および第２回転体が視認位置に停止される際には、両回転体の一方の位相
に対して他方の位相をずれた状態とするので、現出させることのできる図形の組み合わせ
の数を増加させることができると共に、所望の図形の組み合わせを現出させるために必要
とされる回転数を抑制して短時間で現出させることができる。
【０８１４】
　この場合、第１回転体および第２回転体は、その外周面の少なくとも一部または全部が
、回転軸に直交する断面視において、外方へ凸となる円弧状に湾曲して形状されることが
好ましい。これにより、視認位置に停止された第１回転体および第２回転体の間に位相の
ずれがある場合でも、その位相のずれを遊技者に認識させ難くできるからである。
【０８１５】
　遊技機Ｃ１において、前記伝達手段は、前記駆動手段の回転を前記第１回転体へ伝達す
る第１伝達手段と、前記駆動手段の回転を前記第２回転体へ伝達する第２伝達手段とを備
え、前記第１伝達手段または第２伝達手段の少なくとも一方は、互いに歯合可能とされる
２の歯車を少なくとも備え、それら２の歯車のうちの一方の歯車は、他方の歯車と歯合し
て回転を伝達する歯合領域と前記他方の歯車との歯合を非歯合として回転の伝達を遮断す
る非歯合領域とを備えることを特徴とする遊技機Ｃ４。
【０８１６】
　遊技機Ｃ４によれば、遊技機Ｃ１の奏する効果に加え、駆動手段の回転を第１回転体へ
伝達する第１伝達手段、及び、駆動手段の回転を第２回転体へ伝達する第２伝達手段の少
なくとも一方は、互いに歯合可能とされる２の歯車を少なくとも備え、それら２の歯車の
うちの一方の歯車は、他方の歯車と歯合して回転を伝達する歯合領域と他方の歯車との歯
合を非歯合として回転の伝達を遮断する非歯合領域とを備えるので、第１回転体および第
２回転体の一方を停止させつつ他方を回転させる状態と、第１回転体および第２回転体の
両者を回転させる状態と、を形成することができる。よって、１の駆動手段であっても、
遊技者が視認する第１回転体の図形と第２回転体の図形との組み合わせを変更できる。
【０８１７】
　また、このように、伝達手段は、第１回転体および第２回転体の他方を回転させつつ、
一方の回転を停止させると共にその停止を解除して回転を再開させることができるので、
第１回転体の図形と第２回転体の図形との組み合わせを視認する遊技者の期待感を高める
ことができる。
【０８１８】
　なお、第１伝達手段または第２伝達手段の両者が、互いに歯合可能とされる２の歯車を
少なくとも備えると共に、それら２の歯車のうちの一方の歯車が、歯合領域と非歯合領域
とを備えるものであっても良い。これにより、第１回転体および第２回転体の両者が回転
する状態、両者が停止する状態、一方が停止し他方が回転する状態、一方が回転し他方が
停止する状態を形成することができる。
【０８１９】
　遊技機Ｃ４において、前記第１伝達手段または第２伝達手段の一方のみが前記歯合領域
および非歯合領域を有する歯車を備え、前記非歯合領域の形成範囲は、前記第１回転体ま
たは第２回転体の他方の外周面に複数描かれた図形の間隔に対応して設定されることを特
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徴とする遊技機Ｃ５。
【０８２０】
　遊技機Ｃ５によれば、遊技機Ｃ４の奏する効果に加え、第１伝達手段または第２伝達手
段の一方のみが歯合領域および非歯合領域を有する歯車を備えるので、駆動手段が駆動さ
れている状態では、第１回転体または第２回転体の一方は、回転と停止とが切り替えられ
、他方は回転が維持される。この場合、非歯合領域の形成範囲は、第１回転体または第２
回転体の他方の外周面に複数描かれた図形の間隔に対応して設定されるので、第１回転体
の図形と第２回転体の図形との組み合わせを要素とするテーブルの長さを短くすることが
できる。よって、所望の図形の組み合わせを現出させるのに要する第１回転体および第２
回転体の回転数を抑制できる。即ち、所望の図形の組み合わせを現出させるのに必要な時
間を短縮できる。
【０８２１】
　なお、非歯合領域の形成範囲が、他方の外周面に複数描かれた図形の間隔に対応して設
定されるとは、第１回転体または第２回転体の一方が非歯合領域により停止されている間
に、他方がｎ個分（ｎは１を含む整数）の図形の間隔に対応する回転角だけ回転されるこ
とを意味する。特に、ｎ＝１に設定されることが好ましい。上述したテーブルの長さを最
短して、所望の図形の組み合わせを現出させるのに必要な回転数を最少とできるからであ
る。
【０８２２】
　遊技機Ｃ２からＣ５のいずれかにおいて、前記伝達手段は、前記駆動手段の正方向への
回転を前記第１回転体および第２回転体へ伝達する正方向伝達手段と、前記駆動手段の正
方向とは反対の逆方向への回転を前記第１回転体および第２回転体へ伝達する逆方向伝達
手段と、前記駆動手段が正方向へ回転された場合にはその駆動手段の回転の前記正方向伝
達手段への伝達を許容すると共に前記逆方向伝達手段への伝達を遮断し且つ前記駆動手段
が逆方向へ回転された場合にはその駆動手段の回転の前記正方向伝達手段への伝達を遮断
すると共に前記逆方向伝達手段への伝達を許容する切換手段とを備えることを特徴とする
遊技機Ｃ６。
【０８２３】
　遊技機Ｃ６によれば、遊技機Ｃ２からＣ５のいずれかの奏する効果において、駆動手段
が正方向へ回転された場合には、切換手段によって、駆動手段の回転の正方向伝達手段へ
の伝達が許容されると共に逆方向伝達手段への伝達を遮断され、且つ、駆動手段が逆方向
へ回転された場合には、切換手段によって、駆動手段の回転の正方向伝達手段への伝達が
遮断されると共に逆方向伝達手段への伝達が許容されるので、駆動手段が正方向へ回転さ
れる場合と逆方向へ回転される場合とで、遊技者が視認する第１回転体の図形と第２回転
体の図形との組み合わせの種類を異ならせることができる。即ち、第１回転体の図形と第
２回転体の図形との組み合わせを要素とするテーブルを２種類とし、駆動手段の回転方向
に変更することで、かかる２種類のテーブルを任意に選択可能とすることができる。
【０８２４】
　なお、正方向伝達手段および逆方向伝達手段としては、遊技機Ｃ２又はＣ３で説明した
第１の構造（第１回転体と第２回転体との回転比を異ならせる構造）、遊技機Ｃ４又はＣ
５で説明した第２の構造（非歯合領域により第１回転体または第２回転体の一方を停止さ
せる構造）、及び、第１回転体および第２回転体を同速度で同期回転させる第３の構造の
うちから任意に選択することができる。
【０８２５】
　例えば、正方向伝達手段として第１の構造を、逆方向伝達手段として第２の構造を、そ
れぞれ選択する場合が例示される。また、正方向伝達手段および逆方向伝達手段に同じ構
造を選択しても良い。例えば、正方向伝達手段および逆方向伝達手段として、第１の構造
を選択する場合、或いは、第２の構造を選択する場合がそれぞれ例示される。前者の場合
には、正方向伝達手段と逆方向伝達手段とで回転比を異なるものとし、後者の場合には、
正方向伝達手段と逆方向伝達手段とで歯合領域と非歯合領域との形成割合を異なるものと
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する。これによっても、第１回転体の図形と第２回転体の図形との組み合わせを要素とす
るテーブルを２種類とし、駆動手段の回転方向に変更することで、かかる２種類のテーブ
ルを任意に選択可能とすることができる。
【０８２６】
　また、駆動手段が正方向へ回転される際の第１回転体および第２回転体の回転方向と、
駆動手段が逆方向へ回転される際の第１回転体および第２回転体の回転方向とは、同方向
であっても良く、逆方向であっても良い。但し、同方向とすることが好ましい。駆動手段
の回転方向に変更して、テーブルが変更されたことを遊技者に意識させ難くできるからで
ある。
【０８２７】
　遊技機Ｃ１からＣ６のいずれかにおいて、前記第１回転体および第２回転体の少なくと
も一方の内部に配設される発光手段を備えると共に、第１回転体および第２回転体の少な
くとも一方の外周面の少なくとも一部が光透過性の材料から形成されることを特徴とする
遊技機Ｃ７。
【０８２８】
　遊技機Ｃ７によれば、遊技機Ｃ１からＣ６のいずれかにおいて、第１回転体および第２
回転体の少なくとも一方の外周面の少なくとも一部が光透過性の材料から形成されるので
、第１回転体および第２回転体の少なくとも一方の内部に配設される発光手段の発光を遊
技者に視認させることができる。
【０８２９】
　なお、発光手段の発光は、常時発光させても良く、所定条件下で発光させても良い。所
定条件としては、例えば、第１回転体の図形と第２回転体の図形とが特定の組み合わせを
形成した場合、第１回転体または第２回転体の一方が停止している場合、その停止が実行
される前または停止後に回転を再開する場合、などが例示される。
【０８３０】
　遊技機Ｃ７において、前面が開放した箱状に形成されると共に前記第１回転体および第
２回転体が収容され前記前面の開放部分を介して前記第１回転体および第２回転体の外周
面に描かれた図形を遊技者に視認させる収容体を備えることを特徴とする遊技機Ｃ８。
【０８３１】
　遊技機Ｃ８によれば、遊技機Ｃ７の奏する効果に加え、前面が開放した箱状に形成され
ると共に第１回転体および第２回転体が収容され前面の開放部分を介して前記第１回転体
および第２回転体の外周面に描かれた図形を遊技者に視認させる収容体を備えるので、か
かる収容体を利用して発光手段の発光を遊技者に視認させることができる。即ち、発光手
段の発光を直接視認させる場合と異なる態様で遊技者に視認させることができる。例えば
、発光手段から発光された光を収容体の内壁面で反射させて遊技者に視認させる態様、発
光手段から発光され収容体の壁部を透過して所定の対象物に照射された光を所定の対象物
と共に遊技者に視認させる態様、発光手段から発光された光を収容体の壁部内に入射させ
て収容体の所定部位（例えば、前面の端面）を発光させる形態、などが例示される。
【０８３２】
　なお、上記各態様は、例えば、第１回転体または第２回転体の少なくとも一方に描かれ
た複数の図形のうちの特定の図形が第１回転体または第２回転体の背面側（即ち、遊技者
から視認不能な位置）に配置された際に実行されることが好ましい。遊技者から視認不能
な位置に配置された特定の図形を、発光手段の発光に伴って、遊技者に連想させる（特定
の図形が視認可能となるように第１回転体または第２回転体が回転されることを期待させ
る）ことができるからである。特に、かかる発光手段の発光は、第１回転体または第２回
転体の少なくとも一方が停止されている状態において実行されることが好ましい。
【０８３３】
　遊技機Ｃ１からＣ８において、前記第１回転体および第２回転体が収容される収容体と
、その収容体を前記第１回転体および第２回転体が遊技者から視認可能な演出位置と遊技
者から視認不能な退避位置との間で移動させる移動手段とを備えることを特徴とする遊技
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機Ｃ９。
【０８３４】
　遊技機Ｃ９によれば、遊技機Ｃ１からＣ８のいずれかの奏する効果に加え、第１回転体
および第２回転体が収容される収容体を、第１回転体および第２回転体が遊技者から視認
可能な演出位置と遊技者から視認不能な退避位置との間で移動させる移動手段を備えるの
で、第１回転体の図形と第２回転体の図形との組み合わせのうちの所望の組み合わせを必
要なタイミングで速やかに現出させることができる。
【０８３５】
　即ち、本発明では、所望の組み合わせを現出させるために第１回転体および第２回転体
を比較的多く回転させる必要があり、時間が嵩むところ、移動手段により第１回転体およ
び第２回転体を遊技者から視認不能な退避位置に移動させることができるので、かかる退
避位置において事前に第１回転体および第２回転体を所定の回転位置まで回転させておく
ことができ、これにより、必要なタイミングが到来した際には、移動手段により第１回転
体および第２回転体を演出位置に移動させると共に、所望の組み合わせを速やかに現出さ
せることができる。
【０８３６】
　遊技機Ｃ９において、所定の動作を実行する動作手段を備え、前記第１回転体および第
２回転体の回転が、前記退避位置に配置され且つ前記動作手段が動作される場合に行われ
ることを特徴とする遊技機Ｃ１０。
【０８３７】
　遊技機Ｃ１０によれば、遊技機Ｃ９の奏する効果に加え、第１回転体および第２回転体
の回転が、退避位置に配置され且つ動作手段が動作される場合に行われるので、第１回転
体および第２回転体を退避位置において事前に回転させておく場合に、その回転が遊技者
に認識されることを抑制できる。
【０８３８】
　即ち、第１回転体および第２回転体を回転させる際には、比較的大きな音が発生するた
め、退避位置に移動されて、遊技者から視認不能とされたとしても、第１回転体および第
２回転体の回転により発生する音によってその回転が遊技者に認識されるおそれがある。
これに対し、遊技機Ｃ１０によれば、第１回転体および第２回転体の回転を、動作手段の
動作に紛れ込ませて行うことができるので、かかる回転を遊技者に認識させ難くすること
ができる。
【０８３９】
　なお、動作手段としては、例えば、払出装置や音声発生装置などが例示される。即ち、
払出装置により遊技媒体の払い出しが行われている状態では、その遊技媒体の払い出し動
作に伴い、比較的大きな音が発生する。よって、遊技者に第１回転体等の回転を認識させ
難くできる。音声発生装置から音声が発生されている状態も同様である。また、これに代
えて、或いは、これに加えて、表示装置において所定の表示が行われている場合に、第１
回転体および第２回転体の回転を行うようにしても良い。表示装置で行われている所定の
表示に遊技者の意識が集中しているため、第１回転体等の回転を遊技者に認識させ難くで
きる。
【０８４０】
　＜ＬＥＤ３４４を一例とする発明の概念について＞
　外周面に複数の図形が描かれると共に外周面を形成する外壁の少なくとも一部が光透過
性の材料から形成される回転体と、その回転体の内部に配設される発光手段と、前記回転
体が回転可能に収容され前面の開放部分を介して前記回転体の外周面に描かれた図形を遊
技者に視認させる収容体とを備える遊技機において、前記発光手段から発光され前記回転
体の外壁から透過された光が、前記収容体で反射して遊技者に視認されることを特徴とす
る遊技機Ｄ１。
【０８４１】
　ここで、外周面に複数の図形が描かれると共に外周面を形成する外壁の一部が光透過性
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の材料から形成される回転体と、その回転体の内部に配設される発光手段と、回転体が回
転可能に収容される収容体とを備え、回転体の外周面に描かれた図形を収容体の前面の開
放部分から遊技者に視認させる遊技機が知られている（特開２０１３－２２０２１５号公
報）。しかしながら、上述した従来の遊技機では、発光手段の光は、収容体の前面の開放
部分から視認される回転体の外壁を透過して、遊技者に直接的に視認されるのみであり、
その光の演出効果が有効に発揮されていないという問題点があった。
【０８４２】
　これに対し、遊技機Ｄ１によれば、発光手段から発光され回転体の外壁から透過された
光が、収容体で反射して遊技者に視認されるので、回転体の外壁を透過した光を直接的に
視認する場合とは異なる態様で光を遊技者に視認させることができ、その結果、光の演出
効果を有効に発揮させることができる。
【０８４３】
　遊技機Ｄ１において、前記回転体の外壁には、光透過性の材料から形成され前記発光手
段から発光された光を前記回転体の外部に透過させる透過部と、光を反射可能な材料から
形成され前記発光手段から発光された光を前記回転体の内部へ反射させる反射部とが形成
され、前記回転体の回転時に前記透過部および反射部が前記発光手段から発光された光の
照射領域を通過可能とされることを特徴とする遊技機Ｄ２。
【０８４４】
　遊技機Ｄ２によれば、遊技機Ｄ１の奏する効果に加え、回転体の外壁には、発光手段か
ら発光された光を回転体の外部に透過させる透過部と、発光手段から発光された光を回転
体の内部へ反射させる反射部とが形成され、回転体の回転時に透過部および反射部が発光
手段から発光された光の照射領域を通過可能とされるので、発光手段から発光された光を
透過部から外部へ直接透過させる態様と、発光手段から発光された光を反射部で反射させ
た後に透過部から外部へ透過させる形態とを形成することができると共に、それら各形態
を回転体の回転に伴って切り替えることができる。即ち、１の発光手段のみで２つの発光
形態を形成でき、例えば、発光手段の照射方向を可動とする構造を採用しなくても、遊技
者から視認される光の位置を少なくとも２箇所に切り替えることができる。その結果、部
品点数の削減と構造の簡素化とを図りつつ、光の演出効果を有効に発揮させることができ
る。
【０８４５】
　遊技機Ｄ２において、前記発光手段は、前記収容体の前記前面の開放部分へ向けて光を
照射する姿勢で配設されることを特徴とする遊技機Ｄ３。
【０８４６】
　遊技機Ｄ３によれば、遊技機Ｄ２の奏する効果に加え、発光手段は、収容体の前面の開
放部分へ向けて光を照射する姿勢で配設されるので、発光手段から発光された光を透過部
から外部へ直接透過させる態様では、その光を、収容体の前面の開放部分に位置する回転
体の外周面から遊技者に視認させることができる一方、発光手段から発光された光を反射
部で反射させた後に透過部から外部へ透過させる形態では、収容体の前面の開放部分に位
置する回転体の外周面からは光の視認を不能として、収容体の内壁面から反射した光を回
転体の周囲において遊技者に視認させることができる。これにより、回転体の回転に伴い
、光が視認される位置を切り替えることができると共に、その視認される位置を大きく相
違させることができ、その結果、光の演出効果を有効に発揮させることができる。
【０８４７】
　遊技機Ｄ１からＤ３のいずれかにおいて、前記回転体は、断面略多角形の略角柱状体と
して形成されることを特徴とする遊技機Ｄ４。
【０８４８】
　遊技機Ｄ４によれば、遊技機Ｄ１からＤ３のいずれかの奏する効果に加え、回転体が断
面多角形の角柱状体として形成されるので、回転体の回転に伴って、回転体の見かけの直
径を変化（増減）させることができる。よって、発光手段から発光された光を反射部で反
射させた後に透過部から外部へ透過させ、収容体の内壁面から反射した光を回転体の周囲
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において遊技者に視認させる場合に、光を視認される領域の大きさを回転体の回転に伴っ
て増減させることができ、その結果、光の演出効果を有効に発揮させることができる。
【０８４９】
　遊技機Ｄ４において、前記回転体は、第１回転体と、その第１回転体に略平行に並設さ
れる第２回転体とを備え、それら第１回転体および第２回転体は、それぞれ断面略三角形
の略三角柱状体として形成されることを特徴とする遊技機Ｄ５。
【０８５０】
　遊技機Ｄ５によれば、遊技機Ｄ４の奏する効果に加え、回転体は、第１回転体と、その
第１回転体に略平行に並設される第２回転体とを備え、それら第１回転体および第２回転
体がそれぞれ断面三角形の三角柱状体として形成されるので、第１回転体および第２回転
体の回転に伴って、第１回転体および第２回転体の間の隙間（対向間隔）を変化させるこ
とができる。よって、発光手段から発光された光を反射部で反射させた後に透過部から外
部へ透過させ、収容体の内壁面から反射した光を、第１回転体および第２回転体の間の隙
間から遊技者に視認させる場合に、光を視認される領域の大きさを回転体の回転に伴って
増減させることができ、その結果、光の演出効果を有効に発揮させることができる。
【０８５１】
　遊技機Ｄ５において、前記第１回転体または第２回転体のうちの少なくとも一方は、前
記断面略三角形の外面のうちの一の外面を形成する外壁の内面に前記反射部が配設される
と共に残りの二の外面を形成する各外壁に前記透過部がそれぞれ配設されることを特徴と
する遊技機Ｄ６。
【０８５２】
　遊技機Ｄ６によれば、遊技機Ｄ５の奏する効果に加え、第１回転体または第２回転体の
うちの少なくとも一方は、断面略三角形の外面のうちの一の外面を形成する外壁の内面に
反射部が配設されると共に残りの二の外面を形成する各外壁に透過部がそれぞれ配設され
るので、発光手段から発光された光を反射部で反射させた後に透過部から外部へ透過させ
る場合には、２箇所の外面（透過部）から光を外部へ透過させることができる。よって、
収容体の内壁面の異なる２箇所で光を反射させて遊技者に視認させることができる、或い
は、一方の透過部から透過した光は遊技者に直接視認させつつ他方の透過部から透過した
光を収容体の内壁面で反射させて遊技者に視認させることができ、その結果、光の演出効
果を有効に発揮させることができる。
【０８５３】
　遊技機Ｄ６において、前記収容体は、前面が開放した箱状体に形成され、前記箱状体の
背面側の内壁面には、光を反射可能な材料から形成される反射部が前記第１回転体および
第２回転体の外形を越える範囲に配設されることを特徴とする遊技機Ｄ７。
【０８５４】
　遊技機Ｄ７によれば、遊技機Ｄ６の奏する効果に加え、収容体は、前面が開放した箱状
体に形成され、箱状体の背面側の内壁面には、光を反射可能な材料から形成される反射部
が第１回転体および第２回転体の外形を越える範囲に配設されるので、発光手段から発光
された光を反射部で反射させた後に透過部から外部へ透過させる場合に、箱状体の背面側
の内壁面から反射する光を、第１回転体および第２回転体の間の隙間、及び、第１回転体
および第２回転体の周囲において遊技者に視認させることができると共に、その光を各回
転体の回転と共に変化させることができ、その結果、光の演出効果を有効に発揮させるこ
とができる。
【０８５５】
　遊技機Ｄ７において、前記収容体は、前記箱状体の側面側の内壁面であって、前記第１
回転体および第２回転体の回転軸に平行に対面する内壁面に、光を反射可能な材料から形
成される反射部が配設されることを特徴とする遊技機Ｄ８。
【０８５６】
　遊技機Ｄ８によれば、遊技機Ｄ７の奏する効果に加え、収容体は、箱状体の側面側の内
壁面であって、第１回転体および第２回転体の回転軸に平行に対面する内壁面に、光を反
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射可能な材料から形成される反射部が配設されるので、収容体の背面側の内壁面で反射し
た光を更に側面側の内壁面で反射させて遊技者に視認させることができると共に、透過部
から透過した光を収容体の側面側の内壁面に反射させて遊技者に視認させることができ、
その結果、光の演出効果を有効に発揮させることができる。
【０８５７】
　＜第１回転体１０３４０を一例とする発明の概念について＞
　外周面に複数の図形が描かれると共に外周面を形成する外壁の一部が光透過性の材料か
ら形成される回転体と、その回転体の内部に配設される発光手段と、前記回転体が回転可
能に収容され前面の開放部分を介して前記回転体の外周面に描かれた図形を遊技者に視認
させる収容体と、を備える遊技機において、前記収容体には、少なくとも一対の前記回転
体が収容され、それら一対の前記回転体の内、一方の前記回転体は、他方の前記回転体と
回転軸が交差することを特徴とする遊技機Ｅ１。
【０８５８】
　ここで、外周面に複数の図形が描かれると共に外周面を形成する外壁の一部が光透過性
の材料から形成される回転体と、その回転体の内部に配設される発光手段と、回転体が回
転可能に収容される収容体とを備え、回転体の外周面に描かれた図形を収容体の前面の開
放部分から遊技者に視認させる遊技機が知られている（特開２０１３－２２０２１５号公
報参照）。しかしながら、上述した従来の遊技機では、回転体の外周面に描かれた図形の
演出効果が有効に発揮されていないという問題点があった。
【０８５９】
　これに対し、遊技機Ｅ１によれば、収容体には、少なくとも一対の回転体が収容され、
それら一対の回転体の内、一方の回転体は、他方の回転体と回転軸が交差する。そのため
、回転体の外周面に描かれる図形が移動する方向を複数設けることができるので、回転体
の外周面に描かれた図形の演出効果を向上させることができる。
【０８６０】
　なお、一対の回転体を交差させる態様としては、一対の回転体の回転軸が直角に交差す
る場合が例示される。この場合、例えば、収容体が矩形箱状に形成されると、一方の回転
体の回転軸が支持される側面には、一方の回転体の発光手段から軸径方向に照射された光
は角度的に写らず、他方の回転体の発光手段から照射された光のみが写り、遊技者に視認
される。即ち、一方の回転体の発光手段から発光される光が反射される収容体の面と、他
方の回転体の発光手段から発光される光が反射される収容体の面とを、分けることができ
る。
【０８６１】
　遊技機Ｅ１において、前記発光手段から発光され前記回転体の外壁から透過された光が
、前記収容体で反射して遊技者に視認されることを特徴とする遊技機Ｅ２。
【０８６２】
　遊技機Ｅ２によれば、発光手段から発光され回転体の外壁から透過された光が、収容体
で反射して遊技者に視認されるので、回転体の前面の開放部分から直接的に光を視認する
場合とは異なる態様で光を遊技者に視認させることができると共に、収容体の側面の内、
一方の回転体の外周面と対向する側面だけでなく一方の回転体を支持する側面を回転体の
発光手段から発光される光を反射させる部分として利用することができる。これにより、
収容体の内側において発光手段から発光される光が視認される箇所を増やすことができ、
回転体の外周面に描かれた図形を明るく視認させることができる。従って、回転体の外周
面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮することができる。
【０８６３】
　遊技機Ｅ１又はＥ２において、前記一方の回転体の軸方向の長さが、前記他方の回転体
の軸直角方向の長さに比較して長くされ、前記一方の回転体および前記他方の回転体の軸
直角方向の長さは同等とされ、前記収容体の内側面の内、前記他方の回転体の外周面と対
向する部分に前記他方の回転体の外周面に描かれた図形を反射させる鏡状の反射部材を備
え、前記反射部材および前記他方の回転体を合わせて視認される長さが、前記一方の回転
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体の軸方向において、前記一方の回転体と同等とされることを特徴とする遊技機Ｅ３。
【０８６４】
　ここで、一対の回転体の回転軸を直角に交差させる態様で収容体に収容する場合、一方
の回転体の回転軸方向の長さと他方の回転体の軸直角方向の長さとを合わせる事で、一対
の回転体の幅（一方の回転体の軸方向に沿った寸法）を合わせることができる。しかしな
がら、例えば、一方の回転体が軸直角方向の長さよりも軸方向の長さが長い場合、他方の
回転体の軸直角方向の長さが、一方の回転体の軸直角方向の長さよりも長くなるので、他
方の回転体が一方の回転体よりも軸径方向に張り出して、収容体が大きくなるという問題
点があった。
【０８６５】
　これに対し、遊技機Ｅ３によれば、遊技機Ｅ１又はＥ２の奏する効果に加え、一方の回
転体の軸方向の長さが、他方の回転体の軸直角方向の長さに比較して長くされる場合にお
いて、一方の回転体および他方の回転体の軸直角方向の長さは同等とされるので、他方の
回転体の軸径方向の寸法を、一方の回転体の軸径方向の寸法に収めることができ、収容体
の大きさを抑制することができる。なお且つ、他方の回転体の外周面に描かれた図形を反
射させる鏡状の反射部材が、収容体の内側面の内、他方の回転体の外周面と対向する部分
に配置され、反射部材および他方の回転体を合わせて視認される長さが、一方の回転体の
軸方向において一方の回転体と同等とされるので、一対の回転体の間の切れ目を目立たな
くすることができる。
【０８６６】
　この場合、他方の回転体の外周面に描かれた図形の内、反射部材に写される部分という
正面から直接視認することができない部分が、一方の回転体の外周面に描かれる図形の内
、収容体の前面に向く部分と一体となって視認されることで違和感のない演出を行うこと
ができる。従って、回転体の外周面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮することがで
きる。
【０８６７】
　また、この場合、他方の回転体の左右に配置される反射部材を通して視認される他方の
回転体の外周面に描かれる図形が、他方の回転体の回転に伴って回転しているように視認
されるので、あたかも、他方の回転体の左右に別の回転体が連設されているかのように視
認させることができる。
【０８６８】
　遊技機Ｅ３において、前記反射部材が、前記他方の回転体に対して、その他方の回転体
の外周面と対向する一対の側壁側に配設される一対の側方反射部材を備え、それら一対の
側方反射部材の境目が前記他方の回転体の背面側に形成され、前記境目が遊技者から視認
不能とされることを特徴とする遊技機Ｅ４。
【０８６９】
　ここで、反射部材が、他方の回転体の周囲を所定角度間隔で連続で配置される複数枚の
鏡から形成される場合、その鏡を通して視認される図形が、鏡の向く角度の違いから、隣
り合う鏡の境界で切断される態様で視認される。そのため、反射部材を通して視認する他
方の回転体の外周面に描かれた図形と、一方の回転体の外周面に描かれると共に遊技者に
直接的に視認される図形とを同時に見る場合の違和感が大きくなる。
【０８７０】
　これに対し、遊技機Ｅ３によれば、遊技機Ｅ２の奏する効果に加え、反射部材が、他方
の回転体に対して、その他方の回転体の外周面と対向する一対の側壁側に配設される一対
の側方反射部材を備え、それら一対の側方反射部材の境目が他方の回転体の背面側に形成
され、その境目が遊技者から視認不能とされるので、側方反射部材を通して視認される図
形が、側方反射部材間の境界で切断されることを防止することができる。これにより、側
方反射部材の一面全体に、一枚板の図形として他方の回転体の外周面に描かれた図形を視
認させることができ、一方の回転体の外周面に描かれると共に遊技者に直接的に視認され
る図形と同時に見られた場合の違和感を軽減することができる。従って、回転体の外周面
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に描かれた図形の演出効果を有効に発揮することができる。
【０８７１】
　遊技機Ｅ４において、前記一対の回転体の間に、可視光が非透過な仕切り板が前記収容
体の内部空間を仕切る態様で配設され、前記仕切り板は、前記他方の回転体を回転可能に
支持する支持部を備え、前記仕切り板を支持する補助支持部が配設されることを特徴とす
る遊技機Ｅ５。
【０８７２】
　ここで、一対の回転体の間に、反射部材を介して視認される一対の回転体の外周面に描
かれる図形が混じらないようにする目的で仕切り板を配設する場合がある。演出面では、
一対の回転体同士の間隔が狭い方が、一対の回転体を一体で視認させることによる演出効
果を奏しやすく、仕切り板は薄くされることが好ましい。一方で、仕切り板が回転体を軸
支することもできる。この場合、強度面で仕切り板が肉厚にされる方が好ましい。このよ
うに、仕切り板には、その厚みを設定する際に相反する問題点があった。
【０８７３】
　これに対し、遊技機Ｅ５によれば、遊技機Ｅ４の奏する効果に加え、仕切り板が補助支
持部に支持されるので、仕切り板の剛性を向上させることができる。これにより、仕切り
板を他方の回転体の支持部材として利用する強度を保ちながら、その厚みを抑制すること
ができ一対の回転体の間の間隔を狭めることができる。従って、回転体の外周面に描かれ
た図形の演出効果を有効に発揮することができる。
【０８７４】
　補助支持部としては、特に限定されるものでは無いが、反射部材を利用することができ
る。即ち、反射部材を仕切り板と収容体の側面との間に亘って形成することで、反射部材
を、他の回転体の外周面に描かれた絵を反射させる作用と、仕切り板の剛性を向上させる
作用とで兼用することができる。これにより、仕切り板の剛性を向上させるための別部材
を不要とできる。
【０８７５】
　遊技機Ｅ１からＥ５のいずれかにおいて、前記収容体が、前記一対の回転体の少なくと
も一方の回転体の回転軸と平行な軸を中心に回転可能であることを特徴とする遊技機Ｅ６
。
【０８７６】
　ここで、一方の回転体と他方の回転体とが異なる回転状態で回転される場合において、
一方の回転体と他方の回転体とを停止させる際に、それら両回転体の位相が一致すること
を要求すると、組み合わせ可能な図形の数が少なくなると共に、所望の図形の組み合わせ
を現出させるために必要な回転数が多くなる（テーブルが長くなる）。
【０８７７】
　これに対し、遊技機Ｅ６によれば、遊技機Ｅ１からＥ５のいずれかの奏する効果に加え
、収容体が一対の回転体の少なくとも一方の回転体の回転軸と平行な軸を中心に回転可能
とされるので、前記一対の回転体の少なくとも一方の回転体が前記収容体の前面に対して
所定角度傾斜して停止する際に、その傾斜角度分だけ収容体を反対方向に回転させること
で、一方の回転体の停止時の位相ずれを吸収することができ、所望の図形の組み合わせを
少ない回転数で現出させることができる。
【０８７８】
　なお、収容体が回転可能に形成されるので、例えば、他方の回転体の回転方向に角度を
振ることで回転体の外周面に描かれた図形が変化して視認される態様で回転体の外周面に
レンチキュラー等（視線との成す角度によって視認される図形を変化可能な部材）を貼る
ことで、回転体停止時に視認可能な図形を増やすことができる。
【０８７９】
　遊技機Ｅ６において、前記一対の回転体が連設される方向に沿って、前記収容体の回転
軸が配置されることを特徴とする遊技機Ｅ７。
【０８８０】
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　遊技機Ｅ７によれば、一対の回転体が連設される方向に沿って、前記収容体の回転軸が
配置されるので、収容体の回転半径を抑制することを容易とできる。
【０８８１】
　遊技機Ｅ７において、前記収容体の側壁の内、前記他方の回転体の外周面と対向する部
分に、前記他方の回転体の外周面に描かれた図形を遊技者に視認可能に開放される側方開
放部分が形成されることを特徴とする遊技機Ｅ８。
【０８８２】
　遊技機Ｅ８によれば、遊技機Ｅ７の奏する効果に加え、収容体の側壁の内、他方の回転
体の外周面と対向する部分に、他方の回転体の外周面に描かれた図形を遊技者に視認可能
に開放される側方開放部分が形成されるので、収容体の回転前においては遊技者から視認
不能とされる収容体の側面を用いて、演出を行うことができる。
【０８８３】
　収容体が回転し、収容体を側面から視認する場合、一方の回転体は遊技者側に回転軸を
向けた姿勢とされ、外周面が視認不能となるので、回転体の停止位置を決める際には、他
方の回転体だけで停止位置を決めれば良い。そのため、例えば、複数の収容体を左右に連
設して、それぞれ収容される一対の回転体の停止位置で一連の図柄を形成する場合に、回
転体の停止位置の自由度（回転テーブルのどこを停止位置とするかの選択）を高めること
ができる。従って、回転体の外周面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮することがで
きる。
【０８８４】
　遊技機Ｅ６からＥ８のいずれかにおいて、前記収容体の回転軸と前記他方の回転体の回
転軸とが同軸で形成されることを特徴とする遊技機Ｅ９。
【０８８５】
　遊技機Ｅ９によれば、遊技機Ｅ６からＥ８のいずれかの奏する効果に加え、収容体の回
転軸と他方の回転体の回転軸とが同軸で形成されるので、停止位置の傾斜を収容体の回転
でキャンセルする際に遊技者が感じる違和感を抑制することができる。
【０８８６】
　例えば、収容体の回転軸が他方の回転体の回転軸の左右方向にずれている場合、それま
で他方の回転体の回転軌跡の中心軸として遊技者が視認していた中心軸と、収容体の回転
により他方の回転体が移動する際の軸とがずれるため、他方の回転体の回転軸を中心とし
た回転以外の回転が他方の回転体に生じたことを遊技者が感じやすくなる。
【０８８７】
　一方、他方の回転体の回転軸と収容体の回転軸とが同軸であれば、収容体の回転による
他方の回転体の回転軸も、それまで他方の回転体の回転軌跡の中心軸として遊技者が視認
していた中心軸と同じなため、収容体が回転することによる回転を、他方の回転体の回転
が継続しているものに過ぎないと遊技者が感じやすくなる。即ち、一方の回転体が停止し
た後も他方の回転体が回転し続けているに過ぎない程度に遊技者に感じさせることができ
、停止位置の傾斜を収容体の回転でキャンセルする際に遊技者が感じる違和感を抑制する
ことができる。
【０８８８】
　遊技機Ｅ６からＥ９のいずれかにおいて、背面側部材と、その背面側部材および前記収
容体を連結する連結部材と、を備え、前記収容体は、自らの回転軸方向の一方の端部を回
転可能に軸支され、前記連結部材が、前記収容体の回転軸方向の中間部分と前記背面側部
材とを連結し、前記背面側部材が、前記収容体の回転軸を中心とした円弧に沿った形状か
ら形成されることを特徴とする遊技機Ｅ１０。
【０８８９】
　ここで、収容体を回転軸方向の両端部で軸支する場合において、一方の軸支位置付近に
収容体の回転を停止させるストッパを置き、そのストッパで収容体が回転を規制される際
に、他方の軸視位置付近における収容体が慣性で流れることを抑制することは、収容体の
回転軸方向の長さの分、困難であり、両側の軸支位置にストッパを配置する必要がある。
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この場合、収容体が一対のストッパに当接するタイミングがずれると、収容体が停止位置
において振動する恐れがあり、回転体の外周面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮す
ることができなくなるという問題点があった。一方で、収容体を中間部分で軸支すること
は、収容体の内部空間に軸支部分を侵入させることで達成可能であるが、これでは回転体
の配設領域が狭まるという問題点があった。
【０８９０】
　これに対し、遊技機Ｅ１０によれば、遊技機Ｅ６から９のいずれかの奏する効果に加え
、背面側部材と、その背面側部材および収容体を連結する連結部材と、を備え、収容体が
、一方の端部を軸支される一方で、中間部分が連結部材により収容体の回転軸を中心とし
た円に沿った形状から形成される背面側部材と連結されるので、収容体の内部空間を確保
しながら、収容体の軸支位置の間隔を狭めることができる。これにより、収容体の回転を
停止させるストッパの個数を抑制することができるので、収容体が停止位置において振動
することを抑制することができる。従って、回転体の外周面に描かれた図形の演出効果を
有効に発揮することができる。
【０８９１】
　遊技機Ｅ８からＥ１０のいずれかにおいて、前記収容体の前記開放部分が正面を向く状
態では、前記反射部材により前記側方開放部分が視認不能とされ、前記収容体の前記側方
開放部分が正面を向く状態では、その側方開放部分を通して前記他方の回転体を視認可能
とされることを特徴とする遊技機Ｅ１１。
【０８９２】
　遊技機Ｅ１１によれば、遊技機Ｅ８からＥ１０のいずれかの奏する効果に加え、収容体
の開放部分が正面を向く状態では、反射部材により側方開放部分が視認不能とされ、収容
体の側方開放部分が正面を向く状態では、その側方開放部分を通して他方の回転体を視認
可能とされるので、収容体の側壁部分を、側方開放部分を通して回転体を視認させる演出
と側方反射部材を介して回転体を視認させる演出との両方に活用することができる。
【０８９３】
　なお、開放部分が正面を向く状態では側方開放部分が視認不能とされ、側方開放部分が
正面を向く状態では側方開放部分を通して回転体を視認可能とする方法としては、反射部
材が上下左右に移動して側方開放部分の占める範囲外に退避する態様や、マジックミラー
を用いる態様等が例示される。
【０８９４】
　遊技機Ｅ１１において、前記反射部材が前記他方の回転体に対して、その他方の回転体
の外周面と対向する一対の側壁側に配設される一対の側方反射部材を備え、それら一対の
側方反射部材の境目は、前記開放部分が正面を向く状態において前記他方の回転体の背面
側に形成され、前記境目が遊技者から視認不能とされ、前記側方開放部分が正面を向く状
態において、一対の側方反射部材の内、前記側方開放部分から遠い側に配設される前記側
方反射部材が、前記収容体の回転に伴って収容体の壁面に沿ってスライド移動するスライ
ド部を備え、前記スライド部のスライド移動に伴って正面に正対する姿勢へ姿勢変化され
ることを特徴とする遊技機Ｅ１２。
【０８９５】
　ここで、側方反射部材の境目を他方の回転体の背面側に遊技者から視認不能に側方反射
部材を配置する場合、側方反射部材を側方開放部分から視認すると、他方の回転体の左右
で異なった傾斜角度で反射部材が視認される。そのため、図柄の見え方が左右非対称にな
り、違和感が生じる。一方で、側面視で反射部材が左右対称になる配置（反射部材が前後
方向に沿って延設）では、反射部材の境目が目立ち、回転体の外周面に描かれた図形の演
出効果を有効に発揮することが困難となる。
【０８９６】
　これに対し、遊技機Ｅ１２では、反射部材が他方の回転体に対して、その他方の回転体
の外周面と対向する一対の側壁側に配設される一対の側方反射部材を備え、それら一対の
側方反射部材の境目は、開放部分が正面を向く状態において他方の回転体の背面側に形成
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されることにより遊技者から視認不能とされ、側方開放部分が正面を向く状態において、
一対の側方反射部材の内、側方開放部分から遠い側に配設される側方反射部材が、収容体
の回転に伴って収容体の側壁をスライド移動するスライド部を備え、前記スライド部のス
ライド移動に伴って正面に正対する姿勢へ姿勢変化される。
【０８９７】
　そのため、遊技機Ｅ１２では、遊技機Ｅ１１の奏する効果に加え、開放部分が正面を向
く状態において反射部材の境目を視認不能にすることで回転体の外周面に描かれた図形の
演出効果を有効に発揮しつつ、側方開放部分が正面を向く状態において、反射部材に写さ
れる他方の回転体の外周面に描かれた図形の大きさを他方の回転体の左右で同等とするこ
とで、反射部材を視認する遊技者が感じる違和感を抑制することができる。
【０８９８】
　＜伝達経路ＦＬ１，ＦＬ２を２通り設ける技術思想の一例＞
　駆動手段と、その駆動手段の駆動力を伝達する伝達手段と、その伝達手段から伝達され
る駆動力により回転されると共に外周面に複数の図形が描かれた第１回転体および第２回
転体と、を少なくとも備え、第１回転体および第２回転体の図形を遊技者に視認させる遊
技機において、前記伝達手段は、第１回転体の回転状態と第２回転体の回転状態とが異な
るように前記駆動手段の正方向への回転を前記第１回転体および第２回転体へ伝達する正
方向伝達手段と、前記駆動手段の正方向とは反対の逆方向への回転を所定部材へ伝達する
逆方向伝達手段と、前記駆動手段が正方向へ回転された場合にはその駆動手段の回転の前
記正方向伝達手段への伝達を許容すると共に前記逆方向伝達手段への伝達を遮断し、且つ
前記駆動手段が逆方向へ回転された場合にはその駆動手段の回転の前記正方向伝達手段へ
の伝達を遮断すると共に前記逆方向伝達手段への伝達を許容する切換手段と、を備えるこ
とを特徴とする遊技機Ｆ１。
【０８９９】
　ここで、外周面に複数の図形が描かれた第１回転体および第２回転体を備え、それら第
１回転体および第２回転体を回転させて、第１回転体の外周面に描かれた図形と第２回転
体の外周面に描かれた図形とをそれぞれ遊技者に視認させる遊技機が知られている（特開
２０１３－２２０２１５号公報参照）。しかしながら、上述した従来の遊技機では、各回
転体ごとにそれぞれ駆動手段が必要とされ、その分コストが嵩むという問題点があった。
【０９００】
　そこで、本願出願人は、上述の遊技機に加えて、１の駆動手段の駆動力を第１回転体お
よび第２回転体にそれぞれの回転状態が異なるように伝達する伝達手段を備える遊技機を
開発した（本願出願時未公知）。しかし、この場合、第１回転体および第２回転体による
演出は、１の駆動手段を正逆回転させる２通りの態様に限定され、しかも、その２通りの
態様は回転における時系列を逆転させた態様に過ぎないので、第１回転体および第２回転
体による演出の変化が乏しく、演出が単純化するという問題点を有していた。
【０９０１】
　これに対し、遊技機Ｆ１によれば、伝達手段は、第１回転体の回転状態と第２回転体の
回転状態とが異なるように駆動手段の正方向への回転を第１回転体および第２回転体へ伝
達する正方向伝達手段と、駆動手段の正方向とは反対の逆方向への回転を所定部材へ伝達
する逆方向伝達手段と、駆動手段が正方向へ回転された場合にはその駆動手段の回転の正
方向伝達手段への伝達を許容すると共に逆方向伝達手段への伝達を遮断し、且つ駆動手段
が逆方向へ回転された場合にはその駆動手段の回転の正方向伝達手段への伝達を遮断する
と共に逆方向伝達手段への伝達を許容する切換手段と、を備えるので、１の駆動手段で、
２通りの伝達経路で駆動力を第１回転体および第２回転体または所定部材へ伝達すること
ができる。これにより、駆動手段の個数を増やすことなく、第１回転体および第２回転体
の演出を複雑化することができる。
【０９０２】
　なお、所定部材としては、回転体の回転軸に配設される照明部材や、回転体が収容され
る収容体の前面の開放部分を覆う状態と開放部分から退避する状態とを形成可能な遮蔽部
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材や、長尺方向を軸に回転可能な部材であって幅方向に連設されることで収容体の壁面を
構成する薄板部材等が例示される。また、所定部材が第１回転体および第２回転体であっ
ても良い。
【０９０３】
　遊技機Ｆ１において、前記所定部材は、前記第１回転体および前記第２回転体から形成
され、前記正方向伝達手段と前記逆方向伝達手段の構造とが異なることにより、前記正方
向伝達手段から駆動力が伝達される場合と、前記逆方向伝達手段から駆動力が伝達される
場合とで、前記第１回転体および前記第２回転体の回転状態が異なることを特徴とする遊
技機Ｆ２。
【０９０４】
　遊技機Ｆ２によれば、遊技機Ｆ１の奏する効果に加え、駆動手段が正方向へ回転される
場合と逆方向へ回転される場合とで、遊技者が視認する第１回転体の図形と第２回転体の
図形との組み合わせの種類を異ならせることができる。
【０９０５】
　なお、正方向伝達手段および逆方向伝達手段としては、遊技機Ｃ２又はＣ３で説明した
第１の構造（第１回転体と第２回転体との回転比を異ならせる構造）、遊技機Ｃ４又はＣ
５で説明した第２の構造（非歯合領域により第１回転体または第２回転体の一方を停止さ
せる構造）、第１回転体および第２回転体を同速度で同期回転させる第３の構造、及び、
第１回転体または第２回転体のどちらか一方のみを回転させる第４の構造のうちから任意
に選択することができる。
【０９０６】
　例えば、正方向伝達手段として第１の構造を、逆方向伝達手段として第２の構造を、そ
れぞれ選択する場合が例示される。また、正方向伝達手段および逆方向伝達手段に同じ構
造を選択しても良い。例えば、正方向伝達手段および逆方向伝達手段として、第１の構造
を選択する場合、或いは、第２の構造を選択する場合がそれぞれ例示される。前者の場合
には、正方向伝達手段と逆方向伝達手段とで回転比を異なるものとし、後者の場合には、
正方向伝達手段と逆方向伝達手段とで歯合領域と非歯合領域との形成割合を異なるものと
する。これによっても、第１回転体の図形と第２回転体の図形との組み合わせを要素とす
るテーブルを２種類とし、駆動手段の回転方向を変更することで、かかる２種類のテーブ
ルを任意に選択可能とすることができる。
【０９０７】
　また、駆動手段が正方向へ回転される際の第１回転体および第２回転体の回転方向と、
駆動手段が逆方向へ回転される際の第１回転体および第２回転体の回転方向とは、同方向
であっても良く、逆方向であっても良い。但し、同方向とすることが好ましい。駆動手段
の回転方向に変更して、テーブルが変更されたことを遊技者に意識させ難くできるからで
ある。
【０９０８】
　遊技機Ｆ１又はＦ２において、前記伝達手段の少なくとも一部が、前記第１回転体また
は前記第２回転体の少なくとも一方の軸方向端部から内方に張り出して形成されることを
特徴とする遊技機Ｆ３。
【０９０９】
　遊技機Ｆ３によれば、遊技機Ｆ１又はＦ２の奏する効果に加え、伝達手段の少なくとも
一部が、第１回転体または第２回転体の少なくとも一方の軸方向端部から内方に張り出し
て形成されるので、回転体の軸方向において、回転体の軸方向の長さと伝達手段の少なく
とも一部の長さとを部分的にキャンセルでき、第１回転体、第２回転体および伝達手段を
配設するスペースを第１回転体または第２回転体の少なくとも一方の軸方向において抑制
することができる。
【０９１０】
　遊技機Ｆ２又はＦ３において、前記正方向伝達手段および前記逆方向伝達手段の一方が
、前記第１回転体および第２回転体の軸方向一方の端部に配設され、前記正方向伝達手段
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および前記逆方向伝達手段の他方が、前記第１回転体および第２回転体の軸方向他方の端
部に配設されることを特徴とする遊技機Ｆ４。
【０９１１】
　ここで、伝達手段が正方向伝達手段と逆方向伝達手段との２通りで形成される場合、そ
れらを第１回転体および第２回転体の軸方向一方の端部に配置すると、それら２通りの伝
達手段を仕切る仕切り板が必要となり、部材コストが嵩む。
【０９１２】
　これに対し、遊技機Ｆ４によれば、遊技機Ｆ２又はＦ３の奏する効果に加え、正方向伝
達手段および逆方向伝達手段の一方が、第１回転体および第２回転体の軸方向一方の端部
に配設され、正方向伝達手段および逆方向伝達手段の他方が、第１回転体および第２回転
体の軸方向他方の端部に配設されるので、第１回転体および第２回転体を正方向伝達手段
および逆方向伝達手段を仕切る部材として活用でき、追加で仕切り板を配設することを不
要とできる。
【０９１３】
　遊技機Ｆ４において、前記第１回転体、前記第２回転体および前記伝達手段が収容され
る収容体を備え、前記正方向伝達手段および前記逆方向伝達手段を連結する伝達経路の少
なくとも一部が、前記第１回転体または前記第２回転体の少なくとも一方の内部に形成さ
れることを特徴とする遊技機Ｆ５。
【０９１４】
　ここで、伝達手段の伝達経路が増加すると、駆動手段の駆動力を各伝達経路に伝達する
伝達軸を追加する必要が生じ、収容体の内部の空きスペースが圧迫され、収容体を大型化
する必要が生じる恐れがある。
【０９１５】
　これに対し、遊技機Ｆ５によれば、遊技機Ｆ４の奏する効果に加え、第１回転体、第２
回転体および伝達手段が収容される収容体を備え、正方向伝達手段または逆方向伝達手段
を連結する伝達経路の少なくとも一部が、第１回転体または第２回転体の少なくとも一方
の内部に形成されるので、収容体の内部の空きスペース（収容体の内部空間から回転体の
体積を除いたスペース）が伝達経路で圧迫されることを抑制でき、収容体の大きさを抑制
できる。
【０９１６】
　遊技機Ｆ２からＦ５のいずれかにおいて、前記駆動手段が停止されることに伴って、前
記第１回転体および前記第２回転体の回転を停止させる停止手段を備えることを特徴とす
る遊技機Ｆ６。
【０９１７】
　ここで、第１回転体および第２回転体に駆動力を正方向伝達手段および逆方向伝達手段
で伝達する場合において、例えば、正方向伝達手段での駆動力伝達を解除した際に、逆方
向伝達手段の伝達経路が滑り状態（例えば、ギヤが歯合されていない状態）となっている
と、第１回転体および第２回転体が停止されず、第１回転体および第２回転体の動作に支
障をきたすという問題点があった。
【０９１８】
　これに対し、遊技機Ｆ６によれば、遊技機Ｆ２からＦ５のいずれかにおいて、駆動手段
が停止されることに伴って、第１回転体および第２回転体の回転を停止させる停止手段を
備えるので、駆動手段を停止したときの正方向伝達手段または逆方向伝達手段の状態に関
わらず、駆動手段を停止することに伴って第１回転体および第２回転体を停止させること
ができ、第１回転体および第２回転体の動作を良好とすることができる。
【０９１９】
　遊技機Ｆ１において、前記第１回転体および第２回転体の少なくとも一方の内部に配設
され前記第１回転体および第２回転体の少なくとも一方の径方向へ向けて発光する発光手
段を備えると共に、前記第１回転体および第２回転体の少なくとも一方の外周面の少なく
とも一部が光透過性の材料から形成され、前記所定部材が、前記発光手段から形成される
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ことを特徴とする遊技機Ｆ７。
【０９２０】
　ここで、第１回転体および第２回転体を停止させた後、第１回転体および第２回転体を
再度回転させるまでの間は、第１回転体および第２回転体に変化を生じさせることができ
ず、第１回転体および第２回転体を演出部分として十分に活用できていなかった。
【０９２１】
　これに対し、遊技機Ｆ７によれば、遊技機Ｆ１の奏する効果に加え、第１回転体および
第２回転体の少なくとも一方の内部に配設され第１回転体および第２回転体の少なくとも
一方の径方向へ向けて発光する発光手段を備えると共に、第１回転体および第２回転体の
少なくとも一方の外周面の少なくとも一部が光透過性の材料から形成され、所定部材が発
光手段から形成されるので、駆動手段を逆方向に回転させることで、発光手段の状態を変
化させることができる。これにより、第１回転体および第２回転体を停止させた後、第１
回転体および第２回転体を再度回転させるまでの間において、第１回転体および第２回転
体を演出部分として十分に活用することができる。
【０９２２】
　なお、発光手段の状態が変化する態様としては、発光手段から照射される光を透過させ
る部分と遮蔽する部分とを備える回転体を回転させることで遊技者が発光手段から照射さ
れる光を視認可能な状態と視認不能な状態とを切り替える態様や、発光手段を回転体の軸
周りで回転させることで、正面視で回転体を通して視認される光の発光方向を変化させる
態様等が例示される。
【０９２３】
　遊技機Ｆ７において、前記第１回転体および第２回転体の少なくとも一方の回転軸と同
軸で配設されると共に前記駆動手段から駆動力が伝達可能に形成される軸部材と、その軸
部材を所定の姿勢に維持する方向に付勢する付勢手段と、を備え、前記軸部材に前記発光
手段が配設され、前記逆方向伝達手段は、前記軸部材に駆動力を伝達する伝達状態と、前
記軸部材への駆動力の伝達を遮断する非伝達状態とを形成することを特徴とする遊技機Ｆ
８。
【０９２４】
　遊技機Ｆ８によれば、遊技機Ｆ７の奏する効果に加え、第１回転体および第２回転体の
少なくとも一方の回転軸と同軸で配設されると共に発光手段が配設されると共に駆動手段
の駆動力が伝達可能に形成される軸部材と、その軸部材を所定の姿勢に維持する方向に付
勢する付勢手段と、を備え、逆方向伝達手段は、軸部材に駆動力を伝達する伝達状態と、
軸部材への駆動力の伝達を遮断する非伝達状態とを形成するので、一方向（逆方向）のみ
の駆動力伝達で、発光手段を揺動動作させることができる。従って、第１回転体と第２回
転体との演出を複雑化することができる。
【０９２５】
　遊技機Ｆ１において、前記第１回転体および前記第２回転体の前面に覆設され前記第１
回転体および前記第２回転体を視認不能とする遮蔽状態および、前記第１回転体および前
記第２回転体の前面から退避され前記第１回転体および前記第２回転体を視認可能とする
退避状態を形成する遮蔽部材と、その遮蔽部材を一方向に付勢する付勢力を生じさせる付
勢手段と、前記遮蔽部材を前記遮蔽状態で係止可能に形成される係止部材と、を備え、前
記所定部材が、前記遮蔽部材から形成され、前記逆方向伝達手段により前記駆動手段の駆
動力が前記遮蔽部材に伝達されることで、前記遮蔽部材が前記遮蔽状態へ向けて移動され
ると共に、前記付勢手段の付勢力が前記遮蔽部材を前記退避状態へ向けて移動させる方向
に生じることを特徴とする遊技機Ｆ９。
【０９２６】
　ここで、第１回転体および第２回転体を視認不能にする遮蔽部材が形成されることで、
遮蔽状態において第１回転体および第２回転体を回転させておくことができ、遮蔽部材を
退避状態とした後で所望の図形の組み合わせを現出させるのに要する第１回転体および第
２回転体の回転数を抑制することができるが、遮蔽部材を駆動させる駆動手段が追加で必
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要となるという問題点があった。
【０９２７】
　これに対し、遊技機Ｆ９によれば、遊技機Ｆ１の奏する効果に加え、所定部材が遮蔽部
材から形成されるので、駆動手段の駆動力が逆方向伝達手段により遮蔽部材に伝達される
ことで、遮蔽部材を一方向（遮蔽状態へ向く方向）に移動させることができるので、遮蔽
部材を駆動させる追加の駆動手段を不要とできる。また、係止部材により遮蔽部材を遮蔽
状態で係止可能とされると共に、係止部材による係止を解除することで付勢力により遮蔽
部材を退避状態へ向けて移動させることができるので、遮蔽部材を遮蔽状態に維持したま
ま第１回転体および第２回転体を回転させることができる。従って、駆動手段の配設個数
を抑制しながら、遮蔽部材を退避状態とした後で所望の図形の組み合わせを現出させるの
に要する第１回転体および第２回転体の回転数を抑制することができる。
【０９２８】
　遊技機Ｆ９において、前記係止部材に前記遮蔽部材を介して駆動手段の駆動力が伝達さ
れることで、前記係止部材の状態が、前記遮蔽部材を前記遮蔽状態に係止する係止状態と
、その係止を解除する解除状態とに切り替えられることを特徴とする遊技機Ｆ１０。
【０９２９】
　遊技機Ｆ１０によれば、遊技機Ｆ９の奏する効果に加え、係止部材に遮蔽部材を介して
駆動手段の駆動力が伝達されることで、係止部材の状態が、遮蔽部材を遮蔽状態に係止す
る係止状態と、その係止を解除する解除状態とに切り替えられるので、係止部材の状態を
変化させる追加の部材を不要とできると共に、係止部材の状態を変化させる際の遮蔽部材
の位置を検出する検出装置を不要とできる。従って、部材の追加を抑制しながら、遮蔽部
材の係止と、その係止の解除とを行うことができる。
【０９３０】
　遊技機Ｆ９またはＦ１０において、前記遮蔽部材が、前記遮蔽状態において、前記第１
回転体および前記第２回転体の少なくとも一方を視認不能に遮蔽することを特徴とする遊
技機Ｆ１１。
【０９３１】
　遊技機Ｆ１１によれば、遊技機Ｆ９またはＦ１０の奏する効果に加え、遮蔽部材が、遮
蔽状態において、第１回転体および前記第２回転体の少なくとも一方を視認不能に遮蔽し
ており、他方の回転体が視認可能である場合でも、第１回転体および前記第２回転体の回
転状態の関係を把握不能とできるので、第１回転体および前記第２回転体の両方を遮蔽し
ている場合と同様の効果を奏することができる。従って、遮蔽状態における遮蔽部材の配
置位置の設計自由度を高めることができる。
【０９３２】
　遊技機Ｆ１において、前記第１回転体および前記第２回転体の背面側に連設配置される
複数の板部材を備え、前記複数の板部材の面が前方を向く向きとされることで、前記板部
材の後方を視認不能に遮蔽する遮蔽状態と、前記複数の板部材の面の法線が液晶表示装置
と平行な方向を向くことで、前記板部材の後方が視認不能とされることが抑制される視認
状態と、を形成し、前記所定部材が、前記複数の板部材から形成されることを特徴とする
遊技機Ｆ１２。
【０９３３】
　ここで、第１回転体および第２回転体の背面側に配置され、後方を視認不能な遮蔽状態
と、視認可能な視認状態とを切換可能な板部材を配置することで、第１回転体および第２
回転体の回転動作および板部材自体の表面とが合わせて視認される演出と、第１回転体お
よび第２回転体の回転動作および板部材の後方の部分とが合わせて視認される演出とを切
り換えることができるが、板部材を回転させる駆動手段が追加で必要であるという問題点
があった。
【０９３４】
　これに対し、遊技機Ｆ１２によれば、遊技機Ｆ１の奏する効果に加え、所定装置が複数
の板部材から形成されるので、第１回転体および第２回転体を回転させる駆動力を発生さ
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せる駆動手段の駆動力を用いて板部材を回転させることができる。これにより、駆動手段
の配設個数を抑制しながら、第１回転体および第２回転体の後方に視認される部分の状態
を変化させる演出を行うことができる。
【０９３５】
　遊技機Ｆ１２において、前記板部材の表面が光を反射可能に形成され、前記第１回転体
、前記第２回転体および前記板部材は、前記液晶表示装置の正面側に形成される張出位置
と、その張出位置から前記液晶表示装置の外方へ向けて移動した位置である退避位置との
間を移動され、少なくとも前記第１回転体、前記第２回転体および前記板部材が前記退避
位置に配置された場合に、前記板部材の面が遊技領域の中央前方へ向けて傾斜可能に形成
されることを特徴とする遊技機Ｆ１３。
【０９３６】
　遊技機Ｆ１３によれば、遊技機Ｆ１２の奏する効果に加え、板部材の表面が光を反射可
能に形成され、第１回転体、第２回転体および板部材が張出位置と退避位置との間を移動
され、少なくとも退避位置に配置された場合に、板部材の面が遊技領域の中央前方へ向け
て傾斜可能とされるので、板部材が張出位置に配置される状態においては板部材の面を正
面へ向けて光を正面へ反射することで光を遊技者側へ反射させる一方、板部材が退避位置
に配置される状態においては板部材の面を遊技領域の中央前方へ向けて傾斜させ、光を遊
技者側へ反射させることができる。従って、第１回転体、第２回転体および板部材の配置
によらず、板部材で反射する光を遊技者側へ向けることができる。
【０９３７】
　複数の板部材の駆動力伝達の方法としては、各板部材の先端にギヤを形成しそれらを互
いに歯合する方法や、各板部材の先端にギヤを形成しラックギヤと歯合させる方法等が例
示される。
【０９３８】
　＜図形変化部材ＲＫ１２を利用する技術的思想の一例＞
　駆動手段と、その駆動手段の駆動力を伝達する伝達手段と、その伝達手段から伝達され
る駆動力により回転されると共に外周面に複数の図形が描かれた第１回転体および第２回
転体を少なくとも備え、第１回転体の図形と第２回転体の図形とを遊技者に視認させる遊
技機において、前記第１回転体および前記第２回転体が、外周面に、視認される回転方向
の角度に伴って視認される図形を変化させる図形変化部材を備えることを特徴とする遊技
機Ｇ１。
【０９３９】
　ここで、駆動手段と、その駆動手段の駆動力を伝達する伝達手段と、その伝達手段から
伝達される駆動力により回転されると共に外周面に複数の図形が描かれた第１回転体およ
び第２回転体を備え、それら第１回転体および第２回転体を回転させて、第１回転体の外
周面に描かれた図形と第２回転体の外周面に描かれた図形とをそれぞれ遊技者に視認させ
る遊技機が知られている（特開２０１３－２２０２１５号公報参照）。しかしながら、上
述した従来の遊技機では、回転体を停止した場合に遊技者が視認可能な図形であって、第
１回転体および第２回転体の外周面に描かれた図形の組み合わせは限られるという問題点
があった。
【０９４０】
　これに対し、遊技機Ｇ１によれば、第１回転体および第２回転体が、外周面に、視認さ
れる回転方向の角度に伴って視認される図形を変化させる図形変化部材を備えるので、第
１回転体および第２回転体の外周面で視認される図形を、同じ面でも、見る角度により複
数の異なる図形とすることができ、図形の組み合わせ可能数を増やすことができる。
【０９４１】
　遊技機Ｇ１において、前記第１回転体および前記第２回転体が、断面略三角形の略三角
柱状体として形成され、前記図形変化部材が、前記第１回転体および前記第２回転体の各
面の法線方向から視認される場合と、前記第１回転体および前記第２回転体の三角形の頂
部と対向する方向で視認される場合とで視認される図形が変化され、前記第１回転体およ
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び前記第２回転体の三角形の頂部と対向する方向で視認される場合において、視認される
図形が、前記頂部と隣接する一対の面で関連した図形とされることを特徴とする遊技機Ｇ
２。
【０９４２】
　遊技機Ｇ２によれば、遊技機Ｇ１の奏する効果に加え、第１回転体および第２回転体が
、断面略三角形の略三角柱状体として形成され、図形変化部材が、第１回転体および第２
回転体の各面の法線方向から視認される場合と、第１回転体および第２回転体の三角形の
頂部と対向する方向で視認される場合とで視認される図形が変化され、第１回転体および
第２回転体の三角形の頂部と対向する方向で視認される場合において、視認される図形が
、頂部と隣接する一対の面で関連した図形とされるので、第１回転体および第２回転体を
三角柱状体としながら、各面が正面で停止する場合のみでなく、頂部が前方に配置される
状態で停止する場合にも停止位置を構成することができる。これにより、第１回転体およ
び第２回転体の停止位置の組み合わせの数を、３の２乗個から、６の２乗個へと増加させ
ることができる。
【０９４３】
　遊技機Ｇ１において、前記第１回転体および前記第２回転体が、断面略三角形の略三角
柱状体として形成されると共に異なる回転比で回転され、前記図形変化部材は、前記第１
回転体および前記第２回転体がその外周面に描かれた図形を遊技者に視認可能とする視認
位置において、一方の回転体の位相に対して他方の回転体の位相がずれた状態で停止され
る場合に、その位相ずれによって視認される図形は、位相が合致する場合に視認される図
形と同等となる態様で変化することを特徴とする遊技機Ｇ３。
【０９４４】
　遊技機Ｇ３によれば、遊技機Ｇ１の奏する効果に加え、第１回転体および第２回転体が
異なった回転比で回転され、一方の回転体の位相に対して他方の回転体の位相がずれた状
態で停止される場合に、その位相ずれにより視認される図形は、位相が合致する場合に視
認される図形と同等となる態様で変化するので、位相がずれて停止したことを気付かせに
くくすることができる。
【０９４５】
　このとき、第１回転体および第２回転体の正面視に対する傾斜は僅か（好ましくは、１
２度以下）であるので、遊技者に、あたかも、第１回転体および第２回転体の停止時の姿
勢は合致している（位相ずれが生じていない）ものと視認させることができ、演出効果を
向上させることができる。
【０９４６】
　遊技機Ｇ１からＧ３のいずれかにおいて、前記第１回転体および前記第２回転体がそれ
ぞれの回転軸の軸径方向に移動することを特徴とする遊技機Ｇ４。
【０９４７】
　遊技機Ｇ４によれば、遊技機Ｇ１からＧ３のいずれかの奏する効果に加え、第１回転体
および第２回転体がそれぞれの回転軸の軸径方向に移動することにより、それぞれの回転
体の回転を停止した状態で、遊技者の回転体に対する角度を変化させることができるので
、回転体に視認される図形を変化させることができる。
【０９４８】
　例えば、第１回転体および第２回転体が左右方向に回転軸を形成され、上方位置から下
方へ移動される際に、下方へ行くほど、上方位置で視認される図形を上下に引き延ばした
図形が視認される態様で図形変化部材を形成することで、面を斜めに見る際の違和感（上
下方向の寸法の違い）を緩和することができる。
【０９４９】
　遊技機Ｇ４において、前記第１回転体および前記第２回転体は、少なくとも遊技領域の
上部に形成される上部位置と、その上部位置よりも下方に形成される下部位置との間を移
動可能とされ、前記下部位置に前記第１回転体および前記第２回転体が配置される場合の
前記第１回転体および前記第２回転体の回転の停止位置は、前記上部位置に前記第１回転
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体および前記第２回転体が配置される場合の前記第１回転体および前記第２回転体の回転
の停止位置に比較して視認される面の法線が上向きに形成されることを特徴とする遊技機
Ｇ５。
【０９５０】
　遊技機Ｇ５によれば、遊技機Ｇ４の奏する効果に加え、第１回転体および第２回転体の
遊技領域内での配置により、停止位置における第１回転体および第２回転体の法線の向き
が遊技者の視線側に変化される（例えば、下部位置に配置される場合には、遊技者から見
下ろされることになるので、上向きに形成される）ので、遊技者の視線と各回転体の面と
のなす角度が第１回転体および第２回転体が上下に移動することで変化しても、その変化
量をキャンセルすることができる。これにより、遊技者の感じる違和感を抑制することが
できる。
【０９５１】
　遊技機Ｇ４において、前記第１回転体および前記第２回転体の面が前記視認位置に配置
される場合において、前記第１回転体および前記第２回転体の移動に伴って、遊技者に視
認される面が移動方向の逆向きに回転されることを特徴とする遊技機Ｇ６。
【０９５２】
　遊技機Ｇ６によれば、第１回転体および第２回転体の面が視認位置に配置される場合に
おいて、第１回転体および第２回転体の移動に伴って、遊技者に視認される面が移動方向
の逆向きに回転されるので、第１回転体および第２回転体の面と遊技者の視線とが成す角
度が変化することを抑制することができ、第１回転体および第２回転体の移動に伴って視
認される図形が変化することを抑制することができる。
【０９５３】
　遊技機Ｇ４からＧ６のいずれかにおいて、前記第１回転体および前記第２回転体の各回
転軸が軸径方向に並設され、前記第１回転体が前記第２回転体の回転軸を中心に揺動可能
に構成されることを特徴とする遊技機Ｇ７。
【０９５４】
　遊技機Ｇ７によれば、遊技機Ｇ４からＧ６のいずれかにおいて、第１回転体および第２
回転体の各回転軸が軸径方向に並設され、第１回転体が第２回転体の回転軸を中心に揺動
可能とされるので、第１回転体および第２回転体の回転を停止した状態においても第１回
転体を第２回転体に対して揺動させることにより、遊技者に視認される各回転体の外周面
の角度の補正と、遊技者に視認される第１回転体および第２回転体の間の隙間の長さを変
化させる事と、を併せて行うことができる。
【０９５５】
　第１回転体および第２回転体の間の隙間の長さを変化させることの効果としては、例え
ば、第１回転体および第２回転体の間の隙間を短縮させることにより、第１回転体の外周
面に描かれる図形と第２回転体の外周面に描かれる図形との間の切れ目を分かり難くし、
第１回転体および第２回転体の外周面に描かれた図形を一体で視認させることができる効
果がある。
【０９５６】
　また、第１回転体および第２回転体の間の隙間を長くすることにより、例えば、第１回
転体および第２回転体の背面側に鏡などの反射部材を配置して第１回転体および第２回転
体を写す場合には、その反射部材を第１回転体および第２回転体の間から視認し易くする
ことができる。
【０９５７】
　遊技機Ａ１からＡ１１，Ｂ１からＢ１２，Ｃ１からＣ１０，Ｄ１からＤ８，Ｅ１からＥ
１２，Ｆ１からＦ１４及びＧ１からＧ７のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマシ
ンであることを特徴とする遊技機Ｋ１。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「
複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示
手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示
が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経
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過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識
別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技
状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表
例として挙げられる。
【０９５８】
　遊技機Ａ１からＡ１１，Ｂ１からＢ１２，Ｃ１からＣ１０及びＤ１からＤ８，Ｅ１から
Ｅ１２，Ｆ１からＦ１４及びＧ１からＧ７のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊
技機であることを特徴とする遊技機Ｋ２。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操
作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が
遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要
条件として、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止され
るものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設
された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入
賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む
）が付与されるものが挙げられる。
【０９５９】
　遊技機Ａ１からＡ１１，Ｂ１からＢ１２，Ｃ１からＣ１０及びＤ１からＤ８，Ｅ１から
Ｅ１２，Ｆ１からＦ１４及びＧ１からＧ７のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊
技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機Ｋ３。中でも、
融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示
した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバ
ー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタ
ン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停
止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者
に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を
使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別
遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる
。
　＜その他＞
　パチンコ機等の遊技機において、外周面に複数の図形が描かれると共に外周面を形成す
る外壁の一部が光透過性の材料から形成される回転体と、その回転体の内部に配設される
発光手段と、回転体が回転可能に収容される収容体とを備え、回転体の外周面に描かれた
図形を収容体の前面の開放部分から遊技者に視認させる遊技機が知られている。（例えば
、特許文献１：特開２０１３－２２０２１５号公報）。
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、回転体の外周面に描かれた図形の演出効果
が有効に発揮されていないという問題点があった。
　本技術的思想は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、回転体の
外周面に描かれた図形の演出効果を有効に発揮することができる遊技機を提供することを
目的とする。
　＜手段＞
　この目的を達成するために技術的思想１の遊技機は、外周面に複数の図形が描かれると
共に外周面を形成する外壁の一部が光透過性の材料から形成される回転体と、その回転体
の内部に配設される発光手段と、前記回転体が回転可能に収容され前面の開放部分を介し
て前記回転体の外周面に描かれた図形を遊技者に視認させる収容体と、を備える遊技機に
おいて、前記収容体には、少なくとも一対の前記回転体が収容され、それら一対の前記回
転体の内、一方の前記回転体は、他方の前記回転体と回転軸が交差する。
　技術的思想２の遊技機は、技術的思想１記載の遊技機において、前記発光手段から発光
され前記回転体の外壁から透過された光が、前記収容体で反射して遊技者に視認される。
　技術的思想３の遊技機は、技術的思想１又は２に記載の遊技機において、前記一方の回
転体の軸方向の長さが、前記他方の回転体の軸直角方向の長さに比較して長くされ、前記
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一方の回転体および前記他方の回転体の軸直角方向の長さは同等とされ、前記収容体の内
側面の内、前記他方の回転体の外周面と対向する部分に前記他方の回転体の外周面に描か
れた図形を反射させる鏡状の反射部材を備え、前記反射部材および前記他方の回転体を合
わせて視認される長さが、前記一方の回転体の軸方向において、前記一方の回転体と同等
とされる。
　＜効果＞
　技術的思想１記載の遊技機によれば、回転体を活用することができる。
　技術的思想２記載の遊技機によれば、技術的思想１記載の遊技機の奏する効果に加え、
光の演出効果を利用することができる。
　技術的思想３記載の遊技機によれば、技術的思想１又は２に記載の遊技機の奏する効果
に加え、反射部材を活用することができる。
【符号の説明】
【０９６０】
１０　　　　　　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
１３　　　　　　　　　　　　遊技盤
１６ａ　　　　　　　　　　　板ガラス（透明板）
１１２ａ　　　　　　　　　　球発射ユニット（動作手段）
１３３　　　　　　　　　　　払出装置（動作手段）
２２６　　　　　　　　　　　音声出力装置（動作手段）
３２０　　　　　　　　　　　駆動モータ（移動手段）
３３０　　　　　　　　　　　収容体（変位部材）
３３０，６３３０，７３３０，８３３０，９３３０，１０３３０，１１３３０，１３３３
０，１４３３０　　　　　　　収容体
３３５ａ　　　　　　　　　　開口（開放部分）
３４０ａ，７３４０ａ，８３４０ａ，１０３４０，１１３４０ａ，１２３４０ａ，１３３
４０ａ　　　　　　　　　　　第１回転体（変位部材、回転体）
３４０ｂ，６３４０ｂ，７３４０ｂ，８３４０ｂ，１１３４０ｂ，１２３４０ｂ，１３３
４０ｂ　　　　　　　　　　　第２回転体（変位部材、回転体）
３４３Ａ　　　　　　　　　　第１表示板（壁部）
３４３Ｂ　　　　　　　　　　第２表示板（壁部）
３４３Ｃ　　　　　　　　　　第３表示板（壁部）
３４４　　　　　　　　　　　ＬＥＤ（発光手段）
３５０　　　　　　　　　　　駆動モータ（駆動手段）
３５１　　　　　　　　　　　駆動ギヤ（伝達手段、第１伝達手段、第２伝達手段）
３５２　　　　　　　　　　　伝達ギヤ（伝達手段、第１伝達手段、第２伝達手段）
３５３，２３５３，３３５３　第１ギヤ（伝達手段、第１伝達手段、第２伝達手段）
３５４，２３５４，３３５４　中間ギヤ（伝達手段、第２伝達手段）
３５５，２３５５，３３５５　第２ギヤ（伝達手段、第２伝達手段）
４３０，４４３０　　　　　　アーム体（変位部材）
４３３，４４４９　　　　　　連結ピン（ピン部）
４３５　　　　　　　　　　　駆動モータ（駆動手段）
４４０，４４４０　　　　　　第１部材（変位部材、第２変位部材）
４４１ａ，４４３９　　　　　摺動溝
４４１　　　　　　　　　　　基体（本体部）
４４２　　　　　　　　　　　正面体（本体部）
４４４　　　　　　　　　　　腕部材（被駆動部）
４４５　　　　　　　　　　　駆動モータ（第２駆動手段）
５３０　　　　　　　　　　　変位部材（第２変位部材）
６００　　　　　　　　　　　左右センサ装置（センサ装置）
６１０　　　　　　　　　　　第１センサ
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６２０　　　　　　　　　　　第２センサ
６３３０ａ　　　　　　　　　電磁ソレノイド（停止手段）
８３３３ｂ　　　　　　　　　巻き取り装置（付勢手段）
８３３５ｂ　　　　　　　　　係止装置（係止部材）
８３８０　　　　　　　　　　遮蔽装置（遮蔽部材）
９３８１　　　　　　　　　　回転板部材（板部材）
１０３３１ｂ　　　　　　　　下側中間板（仕切り板）
１０３３１ｅ　　　　　　　　案内延設部（連結部材）
１０３３１ＲＦ　　　　　　　反射部材
１０３３１ＲＦ１　　　　　　延設部（スライド部の一部）
１０３３１ＲＦ２　　　　　　ラックギヤ部（スライド部の一部）
１０３３１ＲＦＲ　　　　　　右側反射部材（側方反射部材）
１０３３１ＲＦＬ　　　　　　左側反射部材（側方反射部材）
１０３３３ｂ　　　　　　　　矩形状窓部（側方開放部分）
１０３７０　　　　　　　　　円弧板部材（背面部材）
ＣＳ１　　　　　　　　　　　ねじりバネ（付勢手段）
ＦＬ１　　　　　　　　　　　第１の伝達経路（正方向伝達手段）
ＦＬ２　　　　　　　　　　　第２の伝達経路（逆方向伝達手段）
ＲＫ１２，ＲＫ１３　　　　　図形変化部材
Ｙ１　　　　　　　　　　　　第１の歯合領域（歯合領域）
Ｙ２　　　　　　　　　　　　第２の歯合領域（歯合領域）
Ｘ１　　　　　　　　　　　　第１の非歯合領域（非歯合領域）
Ｘ２　　　　　　　　　　　　第２の非歯合領域（非歯合領域）
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